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日本港湾経済学会会長 北 見 俊 郎

元来，港は交流の場であり，その交流によって経済・社会・交化の発展が

もたらせられました。今や，ヨーロ yパ共同体の具体化，ペレストロイカの

進展．そして発展途上諸国との連携等，グローパノレな国際的視野を忘れては

港の乙とを考えられなくなりました。

乙うした国際経済・社会の変貌をふまえ，わが国の港のあり方を各面より

考える乙とが重要な課題でもあります。とりわけ，アジア諸国との関係は，

もっとも身近かな問題であり，相互の発展によっての交流の場である港の対

応は急務と言えましょう。乙のような時IC. 日本港湾経済学会は，歴史的に

もアジア諸国と密接な関係をもっ北九州港において，第28回の全国大会を

「港湾と国際経済社会の変貌Jの共通論題のもとに開催しうる ζとはきわめ

て良き時と場を与えられたものと心から感謝せざるを得ません。

22年前の1967年には『輸送の近代化と港湾」 という共通論題のものに第6

回全国大会を北九州港にて開催しており，乙の聞の問題意識の変化をあらた

めて考えさせられる次第です。乙の「年報」は，以上に述べました本年度大

会の共通 ・自由論題の各研究発表の論稿を中心iζ編集したものであります。

乙乙にあらためて，本大会開催にあたり多くの関係者各位の御尽力を感謝す

ると共に， 「年報Jの発行につきましでも執筆者の方々をはじめ，各会員の

方々 ，事務局の方々，文化印刷側等に厚く御礼を申し上げる次第です。何と

ぞ今後も，より充実した「年幸日」の刊行をもって学会の目的が達成されます

ようお祈り致します。

( 1989年・秋）
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東アジアにおける コンテナ港湾の競合

目次

1 序論

2. 東アジアにおける主要なコンテナ港湾の動向

遠藤幸子

。｜｜村学園女子大学）

(a）神戸港 (b) 高雄港 ( c) シンガポーノレ港 (d）香港港

3. トランシップ ・システムに対抗する新しいコ ンテナ港湾の出現

(a) 釜山港 (b) ポートケラン港

4. 結論

1.序論

東アジアは， 近年コンテナ貨物の発生量が急増している地域である。乙の

地域lとは， 日本および香港 ・緯国 ・台湾 ・シンカーポーノレなと、のいわゆる NICS

と呼ばれる新興工業国群が集中し，国際物流の動向を把握する上で，また流

通システムの変化について調査分析する上で注目に値する地域といえる。乙

れらの国々では，急増するコンテナ貨物の取り扱いに対処するため，相次い

でコンテナ施設の整備・拡張が進められてきた。なかでも特に大幅な増加が

予iJllれきれる基隆 ・釜山・ バンコクでは，港域外』ζ新たに補助港湾を配置する

計画である。その結果，1990年頃までには，東アジア地域lと新たに約20の

コンテナパースが新規に完成する乙とになる。

Containerisation International Yearbook ( 1989年）によると， 1987年

の国別コンテナ取扱数では， l位アメリカ， 2位日本，3位台湾，4位香

港， 5位イギリスの順で，乙れを港別にみると l位香港，2位ロ yテノレダ
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ム， 3位高雄， 4位シンガポーjレ，5位ニューヨーク・ニュージャージ－・，

6位釜山， 7位基隆， 8位神戸， 9位ロサンザJレス，IO位ロングピーチ

の順となる。すなわち東アジアには，世界で10指に人る港湾が6港も存在

する。

港湾貨物のうちでもコンテナ貨物には．主要港lζ集められ，そ乙で積みかえ

られて目的地に到達する，いわゆるトランシップ貨物と呼ばれるものが少な

くない。東アジアでは，乙の主要港K該当するのが香港，神戸，高雄，シンカ、、

ポーノレの4港である。そして，乙の 卜ランシップ貨物をめぐる主要港聞の競

合は激しさを増している。しかし， トラ ンシップ貨物の量とその動きに関し

て正確なデータが得られるのは神戸港のみで，シンガポーノレのように公表し

ていない港湾もあり，調査分析に際しては制約が少なくなし、。

筆者は，乙れまでに神戸港を取り上げて， トランシップ貨物の量と動きな

らびに品自について調査分析した。その結果， トランシップ貨物の量は1978

年をピークと して， その後は減少の傾向にある。乙れは，韓国を仕出国とす

るコンテナ貨物のうち，神戸港を経由してU・S・Al乙輸送されていたもの

が，韓国の港湾施設の充実に伴って，直接自国から仕向国の揚地へ輸送され

るようになった乙とによるものと考えられる。 神戸港の圏内における地位は

低下していないものの， i周辺諸国への影響力にはかげりがみられる。乙れに

対して，周辺諸国への影響力が今だに衰えていないのがシンガポールで・ある。

背後K，マレーシア，イ ンドネシア，タイ，イン ド， フィリピンなどのコ

ンテナ施設の建設がたちおくれている国々が存在するからである。文，高雄

のように港湾の低料率，高能率，好労務，年間休日 5.5日をセーノレスポイン

トとして積極的IL:p Rし， トランシップ貨物の獲得に努めでいる港湾もある。

乙うした状況にいち早く対応してきたのが外国の船社である。東アジア

市場を重視した配船，ターミナノレの確保，集貨網の拡充をみれば，その戦略

は明らかである。 日本の船社は，ζの点では出遅れたという感をまぬがれえ

ない。しかし，我が国でもコンテナ船の運航に関する運輸省の政策変更があ

って，16年間にわたった邦船協調配船体制lζ終止符がうたれた。その結果，

単独あるいは外国の船社との提携を含む新たなグループ化が行なわれ配船形
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態にも変化がみられた。さらlとサービスの内容にも変化が生じ， 定曜日運航，

船社による複合一貫輸送体制の充実がもっぱらの課題となっている。

以上のような状況を鑑み，今後，コ ンテナ港湾の動向を追跡してゆく上で，

有効と思われる視点について考察した。

① 圏内における各コンテナ港湾問の競合

＠ 圏内におけるコンテナ貨物の流通システムの形成

① 圏内で流通システムの頂点lζ位置する港湾が，周辺諸国を含めたより

広範囲な地域において，どのような地位を獲得してゆくか。

④ 港湾利用という点で，最も顕著にさまざまな状況の変化を反映するで

あろうと思われる船社の動向。

乙れらの点に留意しつつ，東アジアにおける港湾経由貨物の動きについて

調査分析し，各国の主要コンテナ港湾の競合について探ろうというのが本論

文の目的である。

2. 東アジアにおける主要なコンテナ港湾の動向

東アジアの主要なコンテナ港湾は，神戸，香港，高雄，シンガポールの4

港である。いずれも年間 150万TEU以上の取扱量があり，その中には相当

量の トラ ンシップ貨物が含まれている。まず，乙の4港について， 近年にお

ける動向をさぐってみたい。

(a）神戸港

表 1 日本の主要なコンテナ港湾

外'i'(コンテナ 外れコンテナ 外'i＇（コンテナ コンテナパース コンテナパース
I~物総Jf~扱 l止 （~物輸11'.I止 I~物納入 hi: のf{ 総延長（ m)

神戸港 F T 21,285 12.842 8,443 14 4,630 

lit J；（港 ’E 9,596 5.332 4,264 11 2.858 

横浜港 ，， 11, 781 7 ,908 3.873 8 2.300 

名• ＇•厄H在 ’F 3,834 2.454 I.380 4 1.320 

大阪港 ’f 5.448 3.153 2.295 5 1,350 

.ft九州；ll' ’F 235 148 87 4 I, 160 

（出所）Outline of Major World Port in 1982より作成

量の単位は1000トン

ガントリー
クレーンの数

27 

18 

16 

8 

10 

5 

表lからもわかるように，神戸港は日本のコンテナ港湾の中で最も施設能
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力が高く，コンテナ貨物取扱量でみても他を凌駕している。外貿コンテナ貨

物総取扱量のみならず，輸出入別取扱量でも，神戸港はいずれも第 l位であ

る。航路別・輸出入別コンテナ貨物取扱量でみてみると，現在26種類ある航

路（P・N・WとP・S・Wは合計，世界一周は実績なしで計24種類）のうち，

神戸港が取扱量で第 1位を占めているのが輸出で14航路，輸入では11航路あ

る。外貿コンテナ貨物総取扱量第2位の横浜港の場合は，輸出で6航路，輸

入で6航路，同3位の東京港の場合は，輸出 l航路，輸入4航路で取扱量第

1位であった。

と乙ろで，神戸港の外貿トランシップ貨物の動きをみてみよう。神戸港を

経由する外貿 卜ランシップ貨物のうち 94.7%がコンテナ貨物である。外貿

卜ランシップ貨物は，神戸港の全輸出量の 13.9%，全輸入量の 15.0%を占

めており，乙れを外貿コンテナ貨物だけについてみれば，輸出の 20.6%，輸

入の33.4%にも達している。神戸港を経由して輸出される 290万5,500ト

ンのコンテナ貨物のうちの82.2%はアジア諸国から入ってきたもので，そ

のうちの 56.8%は韓国が仕出地となっている05〕乙の韓国を発地とする 135

万6,000トンのコンテナ貨物のうち 82.5%は，アメ リカ合衆国を最終目的

地とするものである。乙のコンテナの中身は，日用品，機械類， 金属製品，

がん具，ゴム製品などである。 （表2)

表 2 神戸港経由コンテナトランシップ貨物仕出・仕向国別上位3品目

総量Hトン） 第 lf・i: 百＼ 2fil. 第3位

総数 2,905,546 llllJ品 その他機械 合同製品
事Iiiiii→U・S A I, 118,693 HJIJ品 その他機械 合同製品
台ifj→U・S A 359 ,006 Fl JU品 その他機械 合同製品
u・5・A→II／.同 265,918 〈ずもの 染料・塗料・作成樹llHなど 部品 'IE 
f;；住→U・5・A 213,559 llJIJ,',・,', その他機械 がん共
中Jiil・u・S・A 99' 225 u111,w, <i'l:M~i ,',,', その他食料二仁業品
フィリピン→u s・A 94, 169 llJIJ,',', その他創造工業J その他食料ム業品
yンガポ－／レー・U S A 57 ,879 その他機械 llJIJ,',;', その他J~i主品

u s ・ A→ •l'i lil 42, 994 染料＂~科介成樹脂など その他，ti11fi.,';', その他権械
特1:1'1→南港 33可132 紙・パルプ 砂制 その他食料工業品
中[J;J，カナダ 31句917 その他食料l".;/l品 11)1),',,', イeM製品
丙ト港 •1111'1 30. 406 くずもの <i'l:M＜ず 11)1),';,', 

u 5・A一世；i巧 28, 727 ~＇物 · ~I' ；拒 その他機械 紙・パルプ
肺11'1•illii"f地：；？ 25,464 llllJ,',/, その他せんい工業品 その他慢械
時I＂ト・r4ドイツ 23. 763 llfl! ，~， その他機械 イi\hl\製，•；，

その他 480,694 IJ)IJ,'"" その他機械 その他ftH.L;/l品

（出所〉神戸市港湾局 (1984) 「神戸港大観）より作成
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神戸港が他の港湾を 1歩リードした状況にあるのは，神戸港の管理者であ

る神戸市が，積極的に新しい国際復合一貫輸送時代に対応すべく具体策をう

ちだしてきたからである。それは，相次ぐ大型コンテナ施設の整備，港湾と

後背地を結ぶアクセス網の整備， シティ ・エア・ ターミナノレならびにエア・

カーゴ・ シティ・タ ーミナノレの設置，関西新空港の航空貨物基地建設計画の

作成などをみれば明らかである。なかでも六甲アイラン ドは， 4万重量トン

級のコンテナ船が2隻同時に接岸できるコンテナターミナノレが設置されてい

る。しかも，乙のコンテナパースは，フェリ ー網，内航フィ ーダー網，高速

道路網で西日本の各地と連結されている。図 lは，神戸港を頂点とする内航

フィーダー網を示したものである。広島港，三田尻港（防府） ，博多港，那

図1 神戸港の内航フィダー網 （フェリーを含む）

神戸市港湾局「神戸港便覧」より

ー一ー【ー 内杭コンテナーフィーグ一

一ーーーーフ z・，＿

覇港は，内航フィーダー網で神戸港と結ばれており，乙れらの港湾の後背地

において発生したコ ンテナ貨物の中には，海路で神戸港まで輸送され，そζ

で大型の外航コンテナ船に積み替えられて輸出されるものが少なくない。例

えば，本田技研熊本工場，日産自動車九州工場，ブリジストン久留米工場か

ら搬出される輸出品の一部は，本田の場合は博多港から，日産ならびにブリ

ジストンの場合は北九州港から内航フィーター網を利用して神戸港に輸送さ

れ，そ乙で積み替えられて後，さまざまな国際復合一買輸送ノレートを利用し
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てアメ リカ合衆国へ輸送されている。

乙のように国際復合一貫輸送時代の到来にいち早く対応してきた神戸港で

あるが，長びく海運不況， 貿易摩擦による輸出貨物の減少，圏内の他の港湾

侍lζ大阪港との競合，東アジアにおける各国主要港湾との競合特に香港

巷の港勢拡大ならびに韓国におけるコンテナ施設の充実K伴う トラ ンシップ

貨物の減少など，厳しい状況下におかれているといわねばならない。なかで

も香港港には， 1983年にコンテナ貨物総取扱量で抜かれており．近接す

る大阪港の貨物取扱量が神戸港の56%に達した乙とも危機感をつのらせる一

週となっている。

b）高雄港

高雄は1860年商港として開港され1900年代に入ってから本格的に整備され

た。特に1956年から1970年までの聞に，港域は 12,700 rrf k拡大され，港湾

規模においても世界第 l級の港湾lζ成長した。コンテナ化は1969年までは全

く進んでいなかったが，それ以後，急速に整備・拡張されていった。本来な

らば，首都台北から約30kmという好位置に立地する基隆港が，台湾第 1の国

際港となるはずであるが，同港は三方を山に固まれ直背地が狭く，冬季の長

雨，強い潮流など自然条件に恵まれているとはいいがたく，取扱貨物量で高

雄港に大きくひきはなされている。

高雄の取扱いコンテナ数は， 1981年には 100万TEUの大台に達し，1987

年には 2,778, 786 TEUを記録して世界第3位となった。現在台湾の全海上輸

送貨物の約%，コンテナ貨物の58%を取り扱っているが，政府の交通部に属

する港庁の方針では年間取扱量 l億 5000キロトンを目標としており，総合

港としての機能を充実させる計画である。

高雄のコンテナ取扱高が近年急速に増大した理由の lつは， トランシップ

貨物の増加lζあるといわれている（表3）。乙れは，同港に専用ターミナノレ

を配置しているアメリカの船会社である SEALANDとAPLが，東アジアに

おける自社貨物の拠点として高雄を位置づけるようになった乙とに起因して

いる。 1984年の全トランシップ貨物の75%は，ζの2社が取り扱ったもので
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表3 高雄港のトランシップ貨物の全体に占める割合

トランシップ貨物 総、 数 % 

1 9 8 1年 80,513 1,124,707 7.2 

1 9 8 2年 99,549 1,193,998 8.3 

1 9 8 3年 274,162 1,479,482 18.5 

1 9 8 4年 535,281 1,784,981 30.0 

（出所）日本海上コンテナ協会， 「東南アジア地域コンテナ輸送

事情調査団報告書」より作成

あった。さらκ，他の有力船社， EVERGREEN, OOCL, USLも乙れ

に追随し，高雄IC::シンガポーノレ，バンコク，マニラなどの港湾から輸送され

てきたコンテナ貨物を北米航路の船に積み替える基地としての役割をになわ
8) 

せようとしている。

台湾には，北lζ基隆港，南lζ高雄港の 2大コンテナ港湾があり，両港聞の

距離は400kmiζ過ぎない。乙のため発地（荷主）から基隆あるいは高雄のコ

ンテナヤードまでの輸送は，その距離に関係なく同一運賃となっている。

基隆港の近くには，インランド ・デポなどを配置するだけの敷地を確保でき

ない乙とから，乙のような陸上運賃体系が生まれたのであろう。なお，圏内

におけるコ ンテナの輸送は，もっぱらトラックが中心であり，鉄道による輸

送は第二，第三コンテナヤードに引込線があるにもかかわらず，かなり少な

いというのが現状のようである。

狭い国土，西部に集中する工業区，南北lζ走る高速道路といった状況下に

あって，広大な直背地をもっ高雄港lζ貨物は一層集中の度を高め，各国の船

社も東アジアのコンテナ中継基地として，寄港数をふやすなど，今度，高雄

港は飛躍的に発展するものと予想される。一方，基隆港は，高雄港の補助的

な機能をになうととになるであろう。

(c) シンガポーノレ港

シンガポーノレは，イギリスの植民地時代から中継貿易港として発展してき
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た。それは，周辺諸国の経済発展l乙伴って一層拍車がかかる乙 とになった。

1987年のコ ンテナ取扱個数は 2,634,500TEUで世界第4位であった。9）乙の

うちトランシップ貨物が占める割合については正式に公表されていないが，

40%程度といわれている。

一方，シンガポーノレという国自体も1970年代に入って急激な発展をとげた。

1972年には国産品の輸出が再輸出を上回り，現在では輸出の%が国産品の輸

出である。すなわち工業化の進展によって中継貿易を主体とする構造がくず

れ，加工貿易の比重が増加した。

港湾施設の建設，運営は国営で， シンガポーノレ港務局（ThePort of Si -

ngapore Authority : PSA）が担当している。 PSAは， トランシップ 貨物

誘致策を積極的に展開してきた。取扱料金の優遇，一定期間内に第二船lζ積

み替えられた貨物に対する割引，無料保管期間の延長，第一船から第二船K

l～3日聞に接続が完了した場合lζ10～30%のリベートを支払う制度などを

導入して中継貿易港と しての地位を強固なものとしてきた（表4）。

表 4 シンガポール港のトランシップ貨物優遇策

圃取扱料金 (fl＇（／飴1i"I当） 周一定時間内に第2船に積みかえられた

207ィート 407ィート 貨貨物に対する割引

トランシップ貨物 100ドル 145ドJレ 207ィー卜 407ィート

上記以外の貨物J 200ドル 285ドル 24時間以内 30ド1レ 45ドル

48時間以内 20ドlレ 30ドル
．無料保管期間

72時間以内 10ドル 15ドル
輸出コンテナ 5日間

輸入コンテナ 3日間

ト ランシップI~物 28日悶

（出所）日本海上コンテナ協会， 「東南アジア地域コンテナ輸送

事情調査図報告書」より作成

と乙ろで最近，船社によるシンガポーノレを拠点、とした周辺諸国向けのサー

ビス網作りが活発になってきている。すなわち，日本からまずシンガポーノレ

に貨物を運び，そ乙で積み替えてタイ，イ ンド，パキスタン，インドネシア

などへ輸送するというものである。協定メンバーのなかでも商船三井は北米

航路 （極東～北米太平洋岸南部＝PSW）において， シンガポーノレlζ直航サ

ービスを行なっており，乙のルートを利用 して，自前でイ ンド・パキスタン
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向けトランシップ・サービスを実施している。また，同じく協定メンバーで

ある日本郵船もインド・パキスタン向け卜ランシップ・サービスを検討中で

ある。さらに， シンガ‘ポーノレ・卜ランシップのインドネシア向けサービスを

実施する船社も出現しそうな気配である ~O)

シンガポールではPSAが1992年完成をめざして新しいコ ンテナ・ターミ

ナノレ（PulauBrani Terminal ）の建設に取り組んでいる。乙れは， 83ha 

のヤード・スペースに大型フノレコンテナ船用5パースとフィーダー船用5パ

ースを設置した近代的なターミナノレで，年間300万TE U以上の取り扱いが可

能であるといわれている。

シンガポーノレではPSAが一元的iζ港湾の管理運営を行なっている。 コン

テナパースは原則として公共であるが， 1987年から特定の船社に対して一部

パースの優先使用権を認める制度を採用した。これは一定量以上のコンテナ

貨物を扱う乙とを条件としたもので，乙の優先使用権を得ている船社には，

N 0 L , M aersk, Evergreen, APL , S剖 andなどがある；ilPSAの船社lζ

対するポートセーノレスの姿勢も今や大きく変わろうとしている。

(d）香港港

1987年の実績は， 3,457,182 TEUで世界第 l位であった。 かつて唯一の

資源は，天然の良港といわれる香港港であった。しかし工業化の進展に伴い，

経済基盤は中継貿易から加工貿易へと変化していった。

香港の経済は，1960年代前半Kはプラスチック工業の成長によって，さら

に後半には電子機器工業の成長によって著しいのびをみせ，国内総生産も前

年比10%増と東南アジア随一の高度成長を記録した。 1970年代に入ると石油

危機を契機として輸出は停滞し，一時的に成長率は鈍化したものの，後半lζ

は，みζとな回復ぶりをみせ， 1960年代をしのぐ成長率を示した。と ζろが，

1982年には，またしても世界的な不況による輸出の停滞にみまわれ，圏内総

生産も前年比 1.1 %増と急激な低下を記録したJ九うした状況下にあって，
香港の主権をめぐるいわゆる「1997年問題JK関して，イキ、リスと中国の見

解の相違が露呈し，それが将来への不安をあおり，経済の悪化に一層拍車を
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かける乙とになった。そして民間の投資意欲も大いに減退した。乙うしたい

くつかのマイナス要因があったにもかかわらず， 1983年後半から景気は回復

のきざしをみせはじめた。輸出の拡大，特iζ全輸出の約40%を占めているア

メリカ合衆国の市場拡大が大きなけん引力となったといわれている。しかし，

香港市民にとって「1997年問題JIC.対する不安が決して消え去ったわけでは

ない。海運業に関していえは、， 「現在香港で営まれている海運業界の活動は

新しい中国の香港政庁のもとで今まで通り継続される。Jという乙とが1984年

lζ承認された英中共同宣言において明確化されている。しかし 乙れは微妙

な問題といわねばならないであろう。

中国のコンテナ化は大変遅く 1970年代に始まった。 1980年以前については

データがないが，1980年には 18,000TEU, 1985年には， 257,000TEUで

あった；%そらく今後とも増加してゆくであろう乙とは予測されるものの，

広大な内陸部をかかえる中固にとっては，インフラストラクチュアーの問題

が大きくかかわってくる。内陸部の隔海度の大きい地点への輸送には鉄道が

不可欠であるものの，鉄道はいつも予約で一杯といった状況である。しかも，

中国のハイウェイは 2車線で，コンテナの道路輸送lζは少なからずflilj約が伴

つ。

中固における港湾経由貨物の流通システムとして有望なものは何か。それ

はリバー・ トランスポート・システムや，香港を頂点、とする内航船舶による

フィーターシステムであろうといわれている。しかし，さらに末端の部分，

コンテナ化本来の目的であるDoorto Doorの輸送システムが，ど乙まで

伸びるかは，現在のと乙ろ未知数である。

3. トランシップ・システムに対抗する新しいコンテナ港湾の出現

輸出貨物の増加に伴って，コンテナ化を推進し，自国の港湾から直接揚地

へ輸送する直航システムの実現をめざす国が現われた。乙 うした直航システ

ムが次々と実現してゆけば，先lと述べた主要港の トランシップ貨物の量は し

だいに減少してゆくはずである。釜山港のコンテナ施設が整備されたのに伴
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って，韓国を発地とし神戸港を経由して輸出されていたコンテナ貨物は減少

した。さらに東南アジア諸国においても，シンガ、ポーノレや香港を経由してい

た。卜ランシップ貨物を減少させるような動きがいくつか伝えられている。

そ乙で，乙うしたトランシップ・システムに対抗する新しいコンテナ港湾

の出現についてみてみたい。

(a）釜山港

韓国は数次の5か年計画によって， 10%をζえる年平均経済成長率を達成

した。韓国の高度成長は，外資・外国技術の積極的な導入による加工輸出型

産業の育成と強力な輸出振興策にあるといわれている。輸出は1962年以降，

1981年まで年平均38%という驚異的な勢いで増加したが， 1982年以降，世界

的な景気の低迷や対韓輸入制限の強化などはって鈍イヒした。1~今後の貿易動
向については，輸出先である先進国の景気し、かんによるが，軽工業品分野で

の競争力の減退や先進諸国の対韓輸入制限強化の動き，さらに市場開放要求

の高まりなどの影響力も無視できない。

韓国のコンテナ港湾は，釜山と仁川の2港である。仁川は，台湾の基隆と

同じく，大消費地（ソウル）の外港という恵まれた位置にあるが，潮の干満

差が大きい乙と，地理的に幹線航路上からはずれた位置に立地しているため，

極めて不利である。施設面ではまづまづであるが定期船の寄港は少なく ，

HJC LおよびSealandのフィーダー船のみである。

韓国においても国際復合一貫輸送への対応は重要な課題となっており，ソ

ウノレ ・釜山間の高速道路及び鉄道を利用 したコ ンテナ輸送が盛んである。

釜山のコンテナ・タ ーミナノレの運営は，韓国海運港庁管轄下の特殊法人，

釜山コンテナ埠頭運営公社が一元的に行い 一種の公共タ ーミナノレにもかか

わらず，施設利用lζ際しては自国船社優先主義をとっているという特徴があ

る。すなわち，外国船社は，ターミナノレ内で、のコンテナの stackを原則とし

て認められておらず， CF Sの使用も不可能である。また berthingl乙際して

は， firstcome I first serveが原則であるが，韓国船社には優先パース権

を認めている。従って，外国の船社は地元通運業社と提携して，各自 Off-

Dock CYを確保せざるをえない。
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1987年の釜山港のコンテナ取扱実績は l,949,143TEUで世界第6位であっ

たf長国を代表するコンテナ港湾として発展を続けてきた釜山港で、あるが，
問題は直背地の狭さである。今後，取扱量が増大しでも，それに対処しうる

だけの大規模な物流施設を建設する余地はない。 1990年代中には，釜山港の

収容能力は限界に達するといわれており，政府は釜山港の代替港を建設する

ととを計画中である。

強力な輸出振興策に対応して施設の整備 ・拡張を推進してきた釜山港であ

るが，今後圏内において流通システムのどの部分を担うととになるかによっ

て将来の発展の方向が決まるであろう。もし新しいコンテナ港湾が十分機能

する乙とになれば，圏内においてもその影響力は無視できないし，船社lζも

選択の余地を与える乙とになろう。

(b) ポートケラン港

マレーシアは，乙れまで伝統的に先進国の景気の変動K左右されやすい貿

易構造をもっていた。しかし，一次産品の種類もゴムとスズからパーム油，

カカオ，胡椴，原木・製材品，原油・天然ガスなどが加わって多様化し，現

在ではさらに工業化の進展に伴って軽工業製品が加わるようになった。 1983

年には，輸出品の約30%を工業製品が占めるに到った。

マレーシアには大小14の港湾があり，そのうちポートケラン，ペナン，ジ

ョホーノレ，カンタン，ビンツルの5大港が連邦政府の管轄下にある港湾局に

よって管理されている。 1987年のコンテナ取扱実績では，ポートケラン

275,700 TEUで世界第51位，圏内第2位のぺナン 125,430TEUで第100位

で・あった；7)

ポートケラ ン港は，近代的設備を備えた北港と従来の設備を有する南港の

2区画からなりたっている。北港には， 3つのコンテナパースと 4基のガン

トリー・クレーンを有するコンテナターミナノレがある。当港湾は若干入超の

傾向はあるが， 比較的輸出入のバランスがとれているので，コンテナ船の寄

港地として有望視されている。

ポー トケランは，首都クアラノレンプーノレから40kmのと乙ろに立地しており，
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輸入雑貨の多くは，乙の大消費地に輸送されている。また，ケランバレー工

業地帯及び南部の工業都市ペラク，ケーマスなどの輸出貨物も当港に集められ

る。コンテナの内陸輸送には，もっぱらトラックが使われており，鉄道によ

る輸送は少ない。トラック会社としては，国策会社 KONTENANATIO-

NAL社と民間の SHAPADUの2社がある。前者はトラクターヘッドの保

有台数では世界最大規模を誇っている。しかしシャーシ不足となりがちなた

め， FCLコンテナは約1週間の滞貨となっている。また，当港とクアラノレ

ンプーノレの中聞には，インランド・デポが配置されており，乙乙でも FCL, 

LC Lコンテナの通闘が可能で，前述の国策会社が運営にあたっている。

現在マレーシアでは，ポー卜ケラ ン港にコンテナ貨物を集中させるべく，

ハード面でもソフ ト面でもさまざまな対策を講じている。 1986年に政府は，

保有株式の51%を民間に放出し，ター ミナノレの運営を民営化し，それによっ

て効率の改善をめざそうとしている。また，シンガポール向けに陸上輸送さ

れるコンテナ貨物については， lコンテナ当り 100ドソレのサーチャージを徴収

している。にもかかわらず，船社やコンサィニーは，シンガポーjレを利用す

る乙とが多い。というのは，サーチャージを支払ってもシンガポーJレ経由の

方が目的地に迅速に到着するからであるf〕しかしとうしたマレーシア政府の
努力がすべてむだであったというわけではない。 川崎汽船が， 1989年5月か

らマレーシア直航サービスを開始し，ポートケラン，ペナンの2港に寄港す

る乙とになったからである。川崎汽船は，乙れまでシンガポーノレからのトラ

ンシップ・ベースでマレーシア発着貨物を引き受けていた。川崎汽船は現在

乙の近海フノレコン航路の投入船を4隻から 5隻に増強し，曜日固定のウィー

クリ一体制でサービスを行っている ~9)

4.結論

序論で述べた4つの観点から，東アジアにおけるコンテナ港湾の動向につ

いて調査分析した。その結果，以下に述べるような結論に達した。

① 東アジアでは，日本を除けば，コンテナ港湾は各国とも l港集中型であ
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る。韓国の釜山港や台湾の高雄港のように競合する港湾が存在するにもかか

わらず，地理的条件によって自ずとその優位性が決まってしまった例が少な

くない。今後，それらの港湾がどのような盛衰の途をたどるかは，貨物の発

生量ならびに貨物の増加に伴う施設の整備・拡張の余地の有無にかかってい

る。それだけの余地がなければ，新たに補助港湾が建設される ζとになり，

新しい流通システムが生まれる乙とになる。

② 中国を除けば，圏内におけるコンテナ貨物の輸送は トラックが中心であ

る。国際複合一貫i愉送時代の到来lζ対処すべく，港湾を拠点とするネッ トワー

クづくりに具体的な形で取り組んでいる港湾管理者は少なし、。その点では，

神戸港，高雄港が有望である。将来は情報 ・通信システムを結合した総合港

のみが国際物流を左右する乙とになるだろう。

＠経済力の発展K伴って発着貨物が増加すると，各国とも自国の港湾から

直航システムでコンテナ貨物を出し入れしようとする。その結果，シンガポ

ーノレ，高雄，香港， 神戸など主要港の トランシップ貨物は減少する。その最

たるものが，釜山港の発展lζ伴い， トランシップ貨物の減少をみた神戸港で

ある。

④ 各国の港湾管理者の恩わくとは別個に，船会社による港湾の選択，すな

わちその流通システムづくりとどうかかわるかという問題がある。原則とし

ては，一定量の貨物が常に確保でき， しかもコンテナ施設が整備されていれ

ば，船会社は寄港を考えるであろう。しかし，必ずしもそれだけではない。

船会社にとっては最も効率の良いシステムであっても，そ乙での位置づけが

港湾管理者の意向lとそうものかどうかは別問題だからである。現在，船会社

が注目しているのは，シンガポーノレ港と高雄港であり，他の多くはフィー夕、

一・システムにしか組み込まれないという乙ともお乙りうる。

；主

1) Containerisation International Yearbook, 1989年， Through

Trans • pvrt Mutual Service, London. 

2) 拙稿「国際復合一貫輸送システムの形成期における神戸港の役割」，お
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茶の水女大人間文化研究年報， 1986,

3) 日本海上コンテナ協会， 「東南アジア地域コンテナ輸送事情調査団報

告書」， 1986, p 8' 

4 ), 5) 神戸市港湾局， 「神戸港大観J, 1984, 

6) 日本郵船神戸支店における聞き取り， 1985,

7) 前掲書 1）による。

8) 前掲書3)P99, 

9) 前掲書 1）による。

10), 11) ジャノfンプレスネ土， 「SHIPPING GAZETTEJ, 1989年5

月8日号， p 17, 

12) 前掲書 1）による。

13) 前掲書 3) P66～69, 

14) 日本海上コンテナ協会， 「日本／アジア新興工業国物流情報交換会

議報告書J, 1988, p 95～99 

15) 前掲書3)p 111～ 113 

16), 17) 前掲書 1）による。

18) 前掲書14) p 156～157 

19) ジャノfンプレス社， 「SHIPPINGGAZETTEJ, 1989年5月15

日号， p 18, 

15 

マレーシア直航開始第 l船は，“AsiaStar“で，東京5月16日（火），

名古屋同17日（水），神戸同18日（木）の後，基隆，Manila,Singapore 

を経て，ポー トケラン到着が5月31日（水） ，ペナン6月3日（土）であっ

fこ。
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シンガポール港の変化と物流ネットワーク

山 上 徹

（日本大学）
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1. はじめに

昨今のアジアの動きは，世界的lζ見ても，その経済発展はめざましいもの

がある。とりわけわれわれが，単lと日本から見たアジア市場の重要性という

理由からだけでなく，世界的に見て，貿易相手国としても無視できなくなっ

てきている。アジア地域は， 1960年代の日本の高度成長，次に70年代のシン

ガポーノレ，香港，韓国．台湾といった「4の竜JのNIEs（新興工業経済群）

が南北問題から抜け出し，そして80年代後半からそれをモデノレとして追跡す

るタイ，マレーシア，フィ リピン，インドネシア等の ASEAN （東南アジア

諸国連合）の成長にめざましいものがある。

ζのように，アジア全体が工業化により「アジアの熱風」と呼ばれ．アメ

リカ，Ec K追従し，雁行的発展が進展し，世界的地位が確立しつつある。
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まさに「後進が先進を追い，先進は後進をふりほどいて必死に逃げようとす

るが，しかしついには捕捉されて，後進との調和的な共存の道を模索せざる

をえないという」 I）ドラマが成立してきている。従来，米国経済が，風邪を

引けばNIEsも風邪を号｜いたが，いまでは NIEsは経済自律が定着し風邪を

引かなくなってきている。日本と同様lζ米国との貿易摩擦問題を引き起乙す

までに成長してきている。いわゆる古典的な比較優位の原理による貿易形態，

つまり先進国からの工業品輸出，アジア諸国からの第 1次産品輸出という垂

直分業ではなくなり，とくに NIEsの経済発達により工業化が進展し，先進

国と NIEsとは水平分業による競争関係が強まってきている。

乙のような現状においてアジアのNIEsの輸出増大を可能にした内的条件

として2)'(1）為替レートの要因にあたり， ドノレが80年代前半lζ大幅lζ上昇する

中で，韓国ウォン，台湾ドノレの実質実効為替レートが86年まで低下基調にあ

った乙と，（2）世界最大の市場である米国がNIEs製品を吸収しえたとと，（3)

先進国からの資本導入によって国内貯蓄を上回る高い投資が可能となった乙

となどが指摘されている。しかし現在，（1),(2）の条件は急速に失われつつあ

るが， NIEsの経済発展のメカニズムは3），外資導入→資本形成促進→生産

能力拡大→輸出増加→輸入能力拡大→資本財輸入増加→資本形成促進との循

環を示してきたのである。

乙のような NIEsの各国別輸出入先の第三位までの状況をみると，表lの

表 1 アジア NIEsの主要国別輸出入

( 1987年%）

一一こ二王仁とーエ三二E
川米間 38.9 111 卒、 17.引 f; it¥ 4. 7 

fl. l司｜｜ ＼ ｜
愉入｜「l 木 33.3 I米 同 21.川耐ドイツ 4.~ 

愉 1111米同 4UI『1 木 12.g I需地 7.7 
台湾 ｜ ｜ ｜ 
輸入IH 木 3~.3 I米 同 22.川凶 ドイツ 4.7 

輸 H 米 同 4げ ’ 司l I. 7 I西ドイ γ 1.I 

呑 i~ ri愉I ' RJ 33. 4米同 18.21日木 5.4 

輪入 小 rn29. fi 日本 20.4 I台的 8.7 
シンガ 愉 ！ 米 I司 24.4マレーシT14. 2I11 木 9. I 

ポーレ愉入 11 本 20.5米 間 14.1 IマレーシT 13.8 

（目）布地のみ1986作。

日 1•1 ’ヨllttli:i I NIESを仙lζ変わる北京7ジTJ貿易と関税
1989｛下5JJ p. 18 
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表2 貨物取扱量

(!Jljj'[ 下フレイト・トン）

fド ~~τ7；仁7
1978 25. 139 51. 019 76. 158 

1980 33. 808 52. ~ 92 86, 300 

1982 39. 527 61. 962 IOI. 489 

1984 ’18. 722 63. 176 I I I. 897 

198日 48. 007 72 709 120. 716 

1987 55. 861 73. 597 129.458 

/¥i1fr Sing-n pのrePorl & Shipping 

I land hook I 989, Porl. of 

Singnpo1e i¥ulhorily. p. 33 

よりf'rnx

表3 主要港のコンテナ取扱高
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どとくである。アジアの相手国は，日本をはじめとして，中国，香港，台湾

マレーシアで，アジア以外は米国と西ドイツとなっている。

本稿では， NIEs諸国，とくにシン力。ポール港を中心として， ASEAN諸

j巷の変化を明確化し，とくに1970年代以降の港間競争について考察してみた

い。その本質には，今後， ASEAN諸国の経済成長を背景としてその貿易・

商業 ・交通の中枢としてシンガポーノレ港が，成長可能なのであろうか。 ASE-

AN諸港の乙れらの機能が充実する乙とにより，シンガポーノレ港が，いかな
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る対応をせねばならないか， またわが国との関係についても考えてみたい。

j主1）渡辺利夫稿「現代アジアの発展論的構造」日本評論社，経済評論1984年8月，

p. 23. 

2）通商産業省編 「平成元年版通商白＊」1989年6月p.262参照。

3）古信粛編著「現代世界経済論の課題と日本」 同文館1989年4月， p.81参照。

2. シンガポール港の位置と特性

NIEsのシンガポーノレは， ASEANの一員でもあり，NIEsとASEANは連

なっている。表 lのようにシンガポーノレは，主要貿易相手国として米国と日

本のほかに，地理的条件などからもマレーシアが加わっている。そのシンガ

ポーノレ港の繁栄 ・衰退の基本要因について，まず考えてみる乙とにしたい。

つまりその基本要因については， 「その立地にある乙とは，世界の多くの港

湾の示すとおりである。とれを欧米の港湾についてみれば，オランダ，ベル

ギーの諸港（ロッテノレダム，アムステノレ夕、ム，アントワープ），ハンフソレク，

ロンドン，ニューヨークであり，東南アジアにおいては，香港，シンガポー

ルである。乙れらの諸港は，その立地において，その地域lζおける基幹航路

(main route ）のターミナノレ・ポート（ terminal port ）であり，かつスタ

ーティング・ポー ト，（startingport｝としての機能をもっ地点に所在するI) j 

港といえる。

シンガ、ポーノレはマレ一半島の最南端にあり，イ ンドネシアと接し，マラッ

カ海峡の中枢を占めており，欧州、｜～極東閣の最大の要衝に位置している。東

洋と西欧を結びつける幹線航路の焦点として非常に有利な地理的条件を占め

ている。 1819年開港以来，英領植民地として世界商品の取引の中心でもあり

中継貿易港として発展してきたシンガポールは， 英国植民地経営の拠点と し

て，土着文化とは異なった西欧式のプライメイ ト・ シティ（primatecity) 2> 

として水 ・食糧の大部分を外部に依存してきたのであった。第2次大戦以降

イギリスの没落と民族意識の高揚もあり，マレーシア連邦に属して独立した
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が，さらに1965年マレーシアから分離・独立した国である。シンガポールは

周辺の57の島を含め面積622.6 knl，人口 261万人（民族構成は，中国系76.1

%，マライ系15.1 ~ぢ，インド・パキスタン系 6.5 %，その他 2. 3必）の小規

模国家であるが，各民族は融和，協調し合う乙となく，並存する複合社会を

形成している。小規模国の利点を背景として政治的安定と国家的政策を推進

しており，東南アジア，とくに ASEAN諸国の中では，最も経済成長が顕著

な国であるといえる。従来より地理的位置とその港が，世界各方面からの船

舶にとって優れた避難所，投錨地，埠頭の諸機能がある乙と，ゴム・コプラ

・錫・石油等の原材料が散在し，かっ加工工業も育ち，東南アジアの拠点と

して発達してきている。「シンガポールの経済そのものも，港湾経済の如何

に依存しており，したがって，港湾勢力の増減は，すなわち島全体の経済lζ

反映する可能性もある。そ ζでの港湾の場において行われる商品の 『交通用

役』は商業資本の蓄積の場ともなり，資本主義的な生産様式による商品（完

成品）と前期的な生産様式によって占める利潤がシンガポーjレ経済の基盤と

もいえよう。 3）」

シンガポーノレは， 「近隣東南アジア諸国の第 l次産品を輸入し，格付け，

加工，包装した後，ヨーロッノマ，アメリカ，世界の他の地域lζ再輸出し，ま

た，先進諸国から工業製品を輸入しアジア近隣諸国lζ再輸出する4）」という

中継貿易の基地であった。 しかしそれは反面，狭臨な圏内市場，天然資源・

産業ノ ウハウの欠如，及び中継貿易港の遺産としての高賃金乙そが政府の役

割を決定的に重要なものとしたのであった。

自由放任主義をとった香港とは異なり，シンガポーノレは， 「強力な家父長

的政治指導，有能なテクノクラートを戴く典型的な管理社会・管理国家であ

る。都市開発も経済政策も政府主導ですすめられている5）。」つまり国家主導

のもとに，同時に外国資本iと全面的に依存する輸出指向型の工業化がなされ

てきた。

シンガポーJIノ産業の中心は，以前は貿易とそれに関連する金融・保険・海

運等のサービス業と，ゴム等の輸出原料の l次加工や食品・家具等の軽工業

を中心としていた。近年，政府は，高付加価値産業へと，とくに石油精製を
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はじめ，電気，電子機器のウエイトが向上してきている。

21 

シンガポーノレの産業は，従来，第3次産業を中心としていたが，外資導入

により工業化が進められ，その結果，製造業のシェアは20%近くに達し，と

くに80年代より石油精製基地として成長が顕著となっている。

シンガポーノレ港は， 1982年以来， 6万隻以上1987年6.8万隻の船舶が入出

港し，取扱貨物高1億トンを越え表2のように， 1987年，最大の 1億2946

万トンとなり， 10年聞に年率6.Hぢの伸びで成長してきた。主要品目別は石

油であり，全体の575ちを占めている。

今日，ASEAN諸港間システムの空間的集中，依存度が高まりつつある。

とくに ASEAN諸港のシステムにおいては，事実上，シンガポーノレが代表港

であり，最も高度化した港であり，つまり拠点的システム，あるいはハブ港

的システムとなっている。世界的中継港の1っとしてシンガポーノレは長年に

わたり，他港のシステムと通商的・海運運航上，強力な中継機能を保持して

きた。近年の海運・貨物荷役技術によりコンテナ化は，大量のトランシップ

のコンテナ貨物が集中化してきているので，さらにシンガ、ポーノレの拠点’性が

高まってきている。

シンガポーノレ港の所有者で、あるPSA (Port of Singapore Authority) 

が施設全体を一元的に管理・運営しているが，港は，単一の存在でなく， 4

つの分割群（ケッペノレ埠頭，パシーノレ・パンジャン埠頭， ジュロン港，セン

パワン埠頭）からと，そしてプロジェク卜建設としてタンジュン・パーガ

ー・コンテナ・ターミナノレからとなっている。ケッペノレ埠頭は，在来型ター

ミナノレで， とくにラテックスと植物油用の荷役施設があるにもかかわらず

在来型積換貨物用の埠頭となっている。乙のターミナノレは，コンテナ化Iとよ

り，最も影響を受けるものと予測され，一般貨物トン数は， 10年以来，相対

的に固定的な傾向にあり，パシーノレ・パンジャン埠頭は，はしけ積み，沿岸，

ラッシュ積み貨物取扱高で，ケッペノレ埠頭の取扱高よりもトン数で少ないけ

れど， 10年間，急速に上昇してきている。ジュロンは， とくにパノレク貨物の

専用港であり， セメン卜・クリンカー，鉄鋼，化学肥料，穀物用となってい

る。そしてジュ ロン工業団地用lζ使われている。そしてセンパワン埠頭は，
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シーランド社のコンテナ・オペレーションをはじめ，島の周辺北部では，木

材・コぷムなどのパノレク貨物用lと稼働してきている6）。

注 1）神奈川経済研究所編「外貿コンテナ貨物輸送と横浜港下巻J1987年8月.p.31. 

2）矢崎武夫著「国際秩序の変化過程における発展途上国の都市化と近代化」慶応

通信1988年， p.3

3）北見俊郎著 「アジア経済の発展と港湾Jアジア経済研究所1964年3月p.59. 

4）奥村茂次編 「アジア新工業化の展望」 東京大学出版会1988年8月p.178 

5）土岐究稿「都市国家におけるまちっくりと政治l」東京市政調査会，都市問題

第80巻第4号1989年4月p91 

6) ThomasR. Leinbach, Chia Lin Sien, South-East Asian Transport, 

Oxford, 1989. p. 153. 

3. シンガポール港のコンテナ開発と生産性

先にも指摘したように， ASEAN諸港においても，近年，港の改修がなさ

れ，シンガポール港は，従来からの中継貿易港としての機能が失われてきた

ので，政府は加工貿易港として脱皮を図り，とくにジュロン地区の工業化を

推進してきたし，また観光都市としての開発も推進してきた。さらにコンテ

ナ港として先発的に対応した乙とに関して，次のような評価がある。 「とく

に港湾施設の近代化には，積極的で， 1966年既にコンテナ施設の建設K踏切

っている。東南アジアが資源輸出港としての性格から，船社自体そのコンテ

ナ化に対して基本方針を見出していない時点における乙の決定は，シンガポ

ーノレの港湾iζ対する見識の深さと伝統の重みを示したものといえよう。I）」

ASE AN諸港のコンテナ化は，たとえ港別iζかなり異なるとしても，生産

性の急速な上昇，つまり荷役効率や船舶の回転率によってもたらされた。

シンガポーノレ港についての1970年半ばの調査によれば2），港内l乙停泊する

コンテナ船と1974年，在来船の停泊を表4のように基本的l乙異なっている。

コンテナ船の約3分 lが港内lζ24時間以内の停泊で、あり，そしてほぼ10の内
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表4 シンガポール港の コンテナ船と在来船の

船舶回転時間（1974年累積%）

回転時間
累積 96

( 1) コンテナ (2) コンテナ

< 24 30. 5 8.3 

24～48 68.5 32. 5 

48～72 88.9 61. 6 

72～96 95.4 79. 5 

96～120 98. 2 87 8 

120～144 100.0 

> 144 100.0 

港内の総l時間即ち船舶の到活日l時と出港日時の差

(1）コンテナ 1974年］月～6月間のコンテナ ・タ ミナル使用 118コンテナ船

(2）コンテナ 1974年l月～3月間のケ yペノレ埠頭使用 508ffll 

出所’ ThomasR. Leinbach, Chia Lin Si巴n.South East Asian 

Transport, 1989. p. 145 

表5 タンジョン・パーガ・ターミナルのコンテナ埠頭の

パース停泊時間と荷役比率 （1984年10月～12月）

コンテナ船型
ノ可ース停泊｜時1mc平均） 平均TEU 荷役
時間 （標準偏差） 荷役数 比 率

第 3世代 9. 55 ( 7 9 ) 721 66.5 

第 2世代 7. 42 ( 6 23 ) 359 46. 7 

フィーダー 6. 54 ( 5. 14 ) 256 37.5 

1 ）パース停泊1時間 パース到着時間とコンテナ荷役の完了時間

2）荷役比率パース（2段積）の総TEU／時間

出所 Personal Communication, Port of Singapore Authority. 

Thomas R. Leinbach, Chia Lin Si巴n,op. cit .. p. 145. 
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7は， 48時間内に出航している。在来型船舶は，しかしながら10%以下が1

日以内の停泊であり， 3分2は，港内l乙2日以上停泊した。荷役については

在来型69%は，貨物3.000トン以下であった。たとえ4296が 500TEU ( 5,000 

～ 7, 500 ト ン）以上としても，コ ンテナ船の75~ちは， 300 TEU （恐らく 3,000

～ 4. 500トン程度）以上を取扱っていた。
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また1984年のターミナノレの生産性に関しては，表5Iζ示した。平均第3世

代船は，たとえば10時間停泊で1時間当たり67コンテナ（ 1時間当たり 700

～1, 000トン）荷役率であり， 721コンテナ CTEU換算， 7,500～11,000) 

を取扱っている。たとえ小型フィーダー船は7時間内で回転し貨物2,500～

4,000トンの取扱を可能としているが，小型船は少量のコンテナを取扱，そ

れはあまり効率の良いものとなっていない。

確かにシンガポーノレ港の荷役率は，他の ASEAN諸港，そして実際，発展

途上諸港よりも効率的である。しかし全ての港lζおける生産性も，在来型荷

役と時間外労働の組み合わせによりかなり向上した。ポート・ケランにおい

ては，平均コンテナ船回転時間は， 1980年に25.7時聞から1982年に13.2時

間と削減した。そして平均月当たり純コンテナ荷役率は， 1981年1月～8月

期間の時間当たり17.5コンテナから1983年1～6月には25.8コンテナと向上

した。タンジュン・プリオク港においては， 1983年1月と 6月間純コンテナ

荷役率は， 1時間当たり16.3コンテナから23.7コンテナへと変化した（と

くに船舶規模，形態，取扱われるコンテナ数がかなり異なる）。

港聞の生産性が異なるとしても，しかしながら ASEAN諸港のコンテナ化

は，一般貨物の荷役の生産性や効率性lζおいて量的上昇を加速させてきたの

である。

注1）阪神外貿埠頭公団編 「東南アジア港湾調査報告書」 1975年11月， p.72. 

2) ThomasR. Leinbach, Chia Lin sien, op. cit. , pp. 144～146参照。

4. ASEAN諸港とのネットワーク

シンガポール港のコンテナ化はかなり進展しており，先発港としてNIEs

港では，世界的にもかなり物流の移動が活発化してきていることもあり，港

問競争が見られるようになった。

表3のように NIEs諸国の経済成長に伴う国際物流の伸びはめざま しく，

とくにコンテナ取扱量の増大は，他の諸地域を圧するようになった。つまり
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香港は， 1987年には，長年の世界のコンテナ取阪高で1位の座を占めていた

ロッテノレ夕、ムlζ代わって346万TEU(1988年，403万）と浮上してきた。ま

たJ987年第4位のシンガポール（264万TEU）は， 1988年iζは，335万T

EUとなり，ロッテルダムを追い越し，第2位となった。表6のように1988

年， 1990年の見込高を1987年にすでlζオーバーしており，長年第2位の廃に

あったニューヨーク港I(210万；TEU）は，第5位となってしまった。成長期に

ある NIEs諸港の成長が急速であるかを物語っており，ちなみlζノてンコク，

マニラも順調に伸び， 1990年の見込高をすでに1987年lζオーバーしている。

先発港である先進諸国では，もはやライフサイクノレ上，成熟期なり，飽和

期にあり，各国・地域lζ複数の後発のコンテナ港が整備されており，国内・

国外競争が始まりロッテノレダム，ニューヨーク，神戸 ・横浜 ・東京港は，先

発港として市場シェアを次第に低下しつつある。コンテナ港の発達過程もそ

の技術の進歩が日進月歩であり，サイクノレ分析が成立し，交通手段の新陳代

謝が見られる。コンテナ港の成熟期にある先進諸国では，他港との競争が激

しくシェアの維持期にあるようである。 NIEs相互間， ASEAN相互間，ある

いはNIEs• ASEAN相互間，つまりアジアの貿易のパートナーは次第にアジ

ア自体となりつつある。シンガポーノレ，香港では， NIEs・ASEANの域内貿

易においては，コンテナ輸送による中継貿易が増加傾向となってきている。

つまり中継 ・拠点港としての主要な条件には，次のような要因が考えられ

るI）。

1 ）配船の頻度，仕向港，スケジューノレの確実性が保障される乙と

2）トランシップ貨物（接続貨物，中継貨物）を常時受入れられる港の機

表6 ASEAN諸港の実質・推定コンテナ貨物取扱高 （単位：千TEU)

（単位千TEU)

港 名
1983 1986 1987 1988 1990 

実績 実績 実績 実絵 見込＋ 見込＃

，《 ン コ ヲ 189 305 511 650 459 530 
て7

一 フ 245 556 546 690 376 437 

へ ナ ン 45 86 112 125 167 208 
ポート ・ケラン 127 193 242 275 365 439 
タンジュン・プリオク 87 128 265 274 462 596 
シン汀ポール 917 I. 274 2. 203 2. 635 2. 140 2. 494 

出所見込＋， ±はT R. Leinbach, C. Lin. Sien, op、cit., p. 142 
また ContainerisationInternational Yearbook 1985, 1989, 
National Magazine, Londonより作成。
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能，労働慣行，荷役作業が充実している乙と

3）積換関連費が利用者にとって採算内の負担ですむ乙と

4）背後地となるフィーダー港の近傍lζ位置し，地理的優位性がある乙と

5）海・陸・空の有機的連繋のとれた港である乙と

6）高度な情報機能がある乙と

基本的lζは，費用 ・立地・労働力の確保の容易，天候状態などの条件の有

利さが評価されるのである。「船舶は貨物の集まる港へ集中し，貨物は船舶

の寄港数の多い港へ集中する2）」のである。いわゆる因果関係はあるが， ユ

ーサ、ーとしての荷主と船社の存在を無視できない。とくに荷主の立場からは

ロジスティックス戦略により物流費が戸口までのトータノレ・コストにおいて

最低になる乙とが欲求されるであろう。歴史的にシンガポーノレ港は，かなり

必然的IL:ASEAN における拠点港としての役割を担える諸条件を保持し優遇

策がなされてきたのであった。

と乙ろで一定のコンテナ船の寄港数の増加は，船社にとりコンテナ・シス

テムの貨物配送単位費を増加させる。大型コンテナ船の費用を考えると在港

時間の削減が必要であり，船舶の年間稼働日数を上昇させるためには，船社

にとり，大量貨物のあるjレートをより選好する。船舶の大型化lとよりコンテ

ナ単位輸送費を削減するのに船社は，少数港i乙寄港し，陸上か水上のどちら

かでミフィーダーサービスを提供する交易ノレートを選択するに違いない3)0 

1 ）船舶の在港時間の短縮

2）寄港数の削減

つまり必要以上の多港揚げを避け，フィーダー輸送の活用により，直航輸

送方式の寄港数を多くしないようκする。大型船は，規模の経済性を発揮し

2地点聞の輸送に従事する場合が最も効率的な運航が可能となる。有利な放

射的な中継 ・集散機能を保有する拠点港は，フィーダー輸送，連絡路線lζよ

る補完関係，放射網を背景としたネットワーク化を選好するようになる。フ

ィーダー・サービスによる拠点コンテナ港のコンセプ卜は， 規模の経済にも

とづき，隣接しあった小港の背後地を大規模港が支配するととの利益がある。

高度な資本集約さにより，大規模な集約的コンテナ船は，拠点港への寄港lζ
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よる適時航海を最大化とし，船舶の回転時間の短縮化に専念できる乙ととな

る。乙れらの地域あるいは拠点港から， 小規模フィー夕、一・サービス船が最

終目的地へとコンテナを積み替え，配送されるという物流ネットワークが形

成されるととになる。東南アジアのシンガ、ポーノレの戦略的立場を考えるなら

ば，地域へのコンテナ拠点港としての役割は，シンガポーノレばかりでなく，

東南アジア全域に便益となり， とくに2地点の幹線聞においては規模の経済

性が発揮できることになる。

というのは， NIEs諸国KASEAN諸国を加えた8カ国のコンテナ港の成

長は，乙乙 5年間で 200%台にあり，まさに急速である。 1975年において日

本の全取扱量に達して以来，急速な上昇を示してきている。ミュ jレダーノレ

( G. Myrdal）によれば，「変化というものは，反対方向へ向かおうとする

表7 タンジョン・パーガ・ターミナルとコンテナ船連結

(1984年10月～12月）

入港前の相手港 総寄港比芽＇｛，'IS: 1.¥.:1生後のIll寄港 総寄港比率［鰐

7ヰ 1控 25. 3 ポート・ケラン 17. 4 
J 《 ン コ ク 12. 8 ，〈 ン コ ワ 14. 8 
ポート・ケラン 12 2 タンジュン ・プリオク 13. 9 
タンジュン・ 7・＇）オク 12. I tヰ 浴 13. 4 
ベ ナ ン 10. 5 戸ξ ナ ン 7. 8 
ジ ツ ダ 3. 7 ’官・，， l1f 5. 3 
;c:; lit 3. 2 ジ ' ダ 4. 2 
1;¥ 院 2. 6 コ ロ ン ~~ 3. 4 
コ ロ ン オ〈 2. 0 ゲ J、z ン I. 7 
;;. 0) 他一一」丘二6 ?. 0) 山 18. I 
総 1.1 !OJ 0 総 I.I JOO. 0 

表8 タンジョン・パーガ・ターミナルとアジア城内コンテナ船連結

(1984年10月～12月）

人的iiiのHIT地 ｜総評；（；比＇f'(,1'11 11.:r町長0） ~1)沼地 ｜総布告ltι＇t¥%)
，《 ン コ ク 23. 9 ノ、 ン コ ク 29. 3 
タンジュン ・フーリオク 21. 7 タンジュン・ブリオク 23. I 
ポート・ケラン 19. 2 ポート ・ ケラン 17. 7 
Fミ ゾー ン 10. 7 ，：、•l 』jf 10. 7 
番 ;i.; 7. 6 ぺ ナ ン 9. 6 
~ ljf. 3. 9 fTi r佐 2. 8 

降 2. 0 セ 7 I. 4 
2. 0 マ フ I.I 

コ グl I. 4 

企一一劃一一」主ー｜そ の 他1 4. 3 
一一一＿il_tjー」盟；~ Oil 100.0 

11：所’l'homasR. Lcinbnch. Ch叩 LinSien, op. cit. , pp. 156て百7
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諸力を喚起するのでなく，同一方向へ，しかもより強力にシステムを移動し

ようとする変化を支援させるものである0 4) Jまさにコ ンテナ港がASEAN 

諸港にも急速lζ進展し， 普及するに至ったのである。とくに NIEs港は， A

SEAN諸国の周辺において先発のコンテナ港として拠点港の地位を築いてき

た。それは，長期展望によるコンテナ埠頭の開発を展開した乙とによる。そ

してそれを達成させる観念的メカニズムとしてフィーダー・サービスによる

拠点コンテナ港を確立した乙とにあったといえる。

図1 アジア諸港の幹線・フィーダー・サービス・パターンの変化活在力（1990年代）

I)］） 述~1f

l ！~RO年｛＼： 1 t1!\Jl

＂α’$If.ING 
//ONG KO C－－－司V

…る ／句，u

ぷム＇.＇..；，..，... ,-,. ,.I"' 
SING.A PORE 

川..，，・．・
一一 幹線IJ - 1'.~
）（－＇） ーリーピ1

！日！30年代

草川ラン／’＼J:;/ わ］ れわ／

で／？：－1：，~~~c 
渓dザ

0 0 ° 
IJFiシi'f.－ト

。
司二ラ

。

~，I ii' 

0 0 ° 

0 0 ° 
tf:1Ffr: Thornλ只R.Leinbach, ¥hi a Lin Si r:n.op.r-i J •• , p. I SR・ 

確かに，シンガポーノレ港の国家的l唯一，拠点的役割により，ASEAN諸港

へのフィーダー輸送サービスを提供する特性をいまなお保有している。乙の

ような集中化としては，次のような特徴が考えられる5)0 

1 ）最新の船舶技術の導入，そしてとくにコンテナ化は， 一般的に第 1次

港を変更させたし，少なく とも，慢性的船混み，許容能力不足，極端な非能

率（多くの場合，3つの要因全て）を解決するためにあるいは事実上，高効

率的利用のためから多くの第2次港が必要となってきた。1970年代のASEAN 

経済における急速な成長率，と くに大量の貨物の移動を基礎とし，多くの場

合，強力な双務的結合が有利な貸付や援助環境をつくるが，つまり資金を容
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易にインフラの整備用lζ投入できた。1970年代，それゆえにすべての大規模

港や多数の小規模港は，かなり改修がなされてきた。

2）シンガポーノレ以外の ASEAN諸国の全ての強力な原材料は，第l次産

品，たとえば木材・ゴム・やし油の種類の大量の取扱のために第 1次港のみ

ならず，事実上，多くの港は原材料の専門港と特化していった。大部分の港

は，工業港として修築されたものでなく，コンビナート港としてよりも積出

ターミナノレとして多くは機能してきたが， しかし幾つかの例外も生じた。

3）しばしは、ASEAN諸港は，かなり急速な成長傾向lとあり，開発は各港

の機能分担によるというよりも競争的な戦略のもとに進展してきた。確かに

港の開発と地域経済成長との聞の関連性は，せいぜい仮説的になされてきた。

しかしながら重要性がある港と他の港，そしてある国と他国と異なるとして

も， ASEAN諸港においては，強力な計画化の原則によってなされた。大抵

は，援助や借款計画lとより，個別港の計画と開発へのアプローチは計画的

lζ推進されてきたし， また国家システムの一部，国家・地域経済開発戦略

の要素として港の計画がなされてきた。かくしてたとえば，インドネシア諸

港は，島閣の海道開発のために国家戦略の一部として実施され，台湾の新港

は，マレーシア諸港と同じように地域経済成長の手段として計画がなされ，

まさに長期的には，競合する機能を ASEAN諸国内で保有する乙とになる。

1970年代半ば， ASEAN諸港の開発は，新港のインフラ施設を建設する必

要性が考えられ，さらに1970年代末には， ASEAN諸港においてもコンテナ

化が進展し，しかもシンガポーノレ港以外，あまり多くないが，表6のように

コンテナ化が順調に進展してきている。

シンガポーノレの物流の地域別で・は， 「東南アジア，極東が中心で，北米の

比重は低い。東南アジアの中継基地としての性格が濃いといえる。 ・・・日

本，アメ リカ，台湾等との関係では輸入国であり，生産基地をベースにした

自国輸出品は少ない。」 6）乙のような点では， ASEAN諸国の拠点港として確

立されてきたのであるが，長期的lζ，拠点港として存続するには，当然，後

発との厳しい競争の可能性が考えられる。

1980年代半ば，港の幹線あるいは拠点・フィーダー・パターンは，かなり
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自然的に調整されてきた。米国・北米の海運航路にとり．シンガポールは，

西側の極限であり，英国・欧州航路では，シンガポーノレは，香港・日本そし

てオーストラリアの南部への経由の最もよい場所である。両航路にとり，中

継には，バンコク，ペナン，ポート・ケラン，マニラ，タンジュン・プリオ

クそしてスラパヤへフィーダー・サービスを行ってきたのである。

これらの結合力の特徴は， 1984年の10月～12月の3ヶ月に関するシンガポ

ーノレに入港前の最後寄港とシンガポーノレを出港して最初寄港について海運結

合を基盤K作成された表7' 8で表されている。表7は，幹線・フィーダ一

路線の区分しえない，全路線によるコンテナ・ターミナルの入出コンテナ船

のパターンを示している。表8は，入出港したアジア地域内の相手港のパタ々

ンを示している。

明らかに， 表7' 8とは関連している。しかもその連結内，シンガポーノレ／

ノ〈ンコク，シンガ、ポーノレ，インドネシア，そしてシンガポール／ポート・ケラ

ン，ペナンの比率は，地点港のシンガポールとのトランシップ貨物であり，相

変わらず高い水準にあり重要な関係を作り上げている。また香港と高雄との

直接的結合も強く ，さ らにジッダとコロンボとの連絡もかなり強いものがあ

る。

より広範囲なネットワーク化において，貨物のコンテナ化が推進し，とく

に国際コンテナ船の就航は，港の拠点化を可能とするであろう。幹線とフィ

ーダー港閣の海運の連結によるネットワーク化が必要となってくる。図1の

ように1980年代半ばに確立したパタ ンは，シンガポールそしてやや小規模

なポート・ケランは，基幹路線上，拠点的港として運営している乙とを示唆し

ている。バンコクは，香港とシンガ、ポーノレとの聞にフィーダー輸送をし，マ

ニラは香港と高雄と密接に連結しており，インドネシアは1990年代には，

シンガポーノレ以外での拠点となり，さらにゲートウェイ計画が短期的にな

されたペナンは，シンガポーノレと海運連結の依存性をかなり高まってきた。

1980年代半ばのタンジュン・パーガー・ターミナノレの取扱高55～60%とな

っている トランシップ貨物（残留貨物内，輸入555ぢ，輸出45%）は，当然，

かなり不安定な貨物である。確かに総運賃勘定における幹線とフィーダー費
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用構造との差額lζ影響を受けるだろう。つまり新たな通商政策の変化がなさ

れると明らかに変動し，また行政的 ・国家的開発政策によっても，かなり影

響を受ける。シンガポーノレ港の求心性は， 1980年代前期と中期lとおいてその

ような変化がかなり見られた。インド・米国路線のトランシップ貨物は，た

とえは、主要コンテナ運送業による海運サービスの再組織化のために香港と高

雄へと1980年代初期において移転した。シンガポーノレ経由で、あった中国とイ

ンドネシア貨物が，貿易協定以後，直航輸送されるようになった。 インドネ

シアとマレーシアも，また1990年代にはかなり直航運航方式が浸透する可能

性があるであろう。

i主1）神奈川経済研究所編「前掲書Jpp. 41～42参照。

2）柏原英通稿 「神戸港の現状と港湾サービス」神戸都市問題研究所，都市政策，

第53号， 1988年10月， p.74. 

3）拙著「交通サービスと港J成山堂書店， 1989年4月， p.161参照。

4) Gunnal Myrdal, Rich Lands and Poor, World Perspectiv巴s16New 

York, Harper Brothers 1957, Edward Taaffe Howard, Cauthier, J. 

R, Geography of Transportation, New Jersey 1973. p. 46. 

5) ThomasR. Leinbach, Chia Lin Sien, op. cit. , p. 135参照。

6）高寄昇三稿「シンガポーノレ・香港の港湾サービス事情J神戸都市問題研究所，

都市政策，第53号， 1988年10月，pp.40～41. 

7) ThomasR. Leinbach, Chia J .in Sien, op. cit. , p. 155参照。

5. あとカtき

では次の10年聞には，コンテナ港の競争はどのようになるのか。今後とも

増加傾向となるのか。あるいは現在の運航パターンが基本的に変化しないの

であろうか。

今後とも地理的lζは，香港は，中国への輸送の増加が期待され，またシン

ガポーノレは， ASEAN諸港への貨物輸送の拠点として存続・成長する潜在力
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を十分lζ保有するものと思われる。

つまり「シンガポーノレ港は周辺K，近代的コンテナ埠頭がなく，少なくと

も10年間ぐらいはその地位を脅かされる乙とはないのではないか。また，競

争相手としては香港・高雄・コロンボであり，日本は競争関係というよりも

協力関係lζある。 I)jと指摘されている。しかし世界的ネットワークから外さ

れると，中継港としての地位から脱落する乙とになり，厳しい港間競争がシ

ンガポーノレ周辺港lζも波及し，区llのように1990年代に変化する可能性があ

る。つまり次のような2つの側面が1990年代におけるシンカ‘ポーノレの求心力，

またネットワーク力の向上を阻害する要因が指摘されている2)0 

1 ）全施設の開発や効率性の改善により，地域コンテナ港の成長期（comi-

ng of age）を向かえると，かくして現在，シンガポーノレ港を経由して輸送

された幹線／フィーターサービスは，変更される乙ともありうる。

2）発展途上国の観点からは，とくに1970年代～1980年代に，インドネシ

ア，マレーシアにおいて海運の自国商船隊の育成の要求がなされた。すなわ

ち自国貨物は自国籍船Kより， 自国港を原則とする乙とを望み，そのように

政治的に変更される乙とが考えられる。

後発のコンテナ港が出現すれば，とくに ASEAN諸国の経済成長が，今後

ともシンガポーノレ港の発達lζ寄与するか，脅かされるかが問題となる。基本的

には， 1988年には，世界第2位となった乙とから1990年代においてもASEAN,

南アジアにおけるシンガポーJレの拠点性は存続するものと考えられる。

港は，本来，準独占的性格を有するものと考えられたが，しかしまもなく

コンテナの成長期を向かえる ASEAN諸国においても港の開発・整備が進み

今後，各港がライフサイクノレ上，成熟度を増せば，先発港の NIEs諸港との

港問競争の問題も生じてくる。ましてや港問の自由な競争原理よりも，たと

えば，海運において自国籍船・港を優先的に志向するという政治的背景も考

えられ，かっ不確実要素も多いが，シンガポーjレ港は長期的lとは，拠点性を

持続する乙とはかなり厳しくなる乙とも予測される。

まさに NIEs諸港は，かつて対米海上輸送における拠点港としての終着港

・出発港は日本の港（神戸港）であったものを次第に乙れら諸港へと移転さ
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せる乙ととなったので1ある。

最後に，わが国のような成熟港は，後発港の躍進により，単なる地理的条

件のみで優位性は確保できず，「日本の貨物を逆に香港，高雄，シンガポー

ノレなどに集めて大型コンテナ船で，北米，欧州へ運搬するというネットワー

クが確立されるおそれがある。3)Jつまり NIEsの経済発展が今後も持続す

れば，各船社は北米直航航路の配船計画を優先する乙とも考えられ，わが国

の港から NIEs諸港へとコ ンテナ輸送の形態がシフトする可能性が益々，上

昇するととも考えられる。今後，幹線航路におけるシェア，地盤の低下が進

行する可能性があり，フィーダー港に甘んじる結果となる乙とも考えられる。

荷主・船社の戦略を先取りして，つまりマザーポート機能を強化するには，

「新しい情報化時代を先取りした戦略を実施するうえで港湾関連の機能と効

率化を全面的に見直す必要に迫られる。引Jとくに成熟期にあるわが国の港

もハード・ソフトの両面の国際化を推進し，さらにサービスの質などによる

再活性化により拠点港として集貨力を高め，世界的ネットワークの基地とし

ての機能を確立するべきであろう。

注 1）高寄昇三稿「前掲論文」p.48. 

2) ThomasR. Leinbach, Chia Lin Sien, op. cit. , pp. 157～158参照。

3）高寄昇三稿「前掲論文Jp. 49. 

4）神奈川経済研究所編「前掲書」 p.46. 
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1. はじめに

中国の経済改革，対外開放政策が実施されたのは， 1978年中国共産党第11

期3中全会の 「対内経済活性化， 対外開放」政策の決定に基くものであった。

それ以後の10年間，中国経済は目覚ましい発展と変化を体験しっ、ある。農

村における人民公社制度の解体とさまざまな生産責任制の導入，その典型と

もいえる請負制実施で農業の生産性は上昇し，請負農家の収入は急増した。

1980年広東，福建省の深担｜｜，珠海，油頭，毘門lζ経済特区を設置し，85年14

の沿海都市を沿海開放都市lζ指定して，市場調節機能を導入し，外国貿易を

促進させる輸出志向型経済政策が実施された。また，長江，珠江，福建南部

の三つの三角州を「沿海経済開発区jl乙指定，中国の沿海開発は「点から線

へ，線から面へJ拡充していったのである。

北京 ・上海など大都市はビJレや住宅の建設ラッシュ，道路拡幅工事で活気

にあふれ，男女とも若ものの服装は美しく ，各家庭でテレビの需要が急伸し
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ているのを見ると，中国の思い切った経済改革は「社会主義建設の新しい試

みJと各方面から評価されてきたのも当然といえる。しかし，他方中国経済

に疎いものでも，沿海部開放都市の利潤原理導入による刺激的経済の容認と，

計画化と調整機能重視の内陸地域聞に生ずる経済的不調和をどのように克服

出来るのか，本来所得分配の平等を基本にしている社会主義経済体制で所得

各差の発生にどう対応するのかという疑問を抱かざるをえないのである。

今年6月4日，世界を震憾させた天安門広場で発生した学生，一般市民に

対する人民解放軍の無差別発砲，流血事件は，単なるデモ隊鎮圧の行きすぎ

といった段階の事件ではなく，背後i乙政治・経済の根深い矛盾を持つ中国指

導部の「焦りjである乙とが次第に明らかにされてきた。改革の強力推進派

であった胡耀邦の死，組紫陽の失却，その一方で・郵小平，李鵬（今回の事件

で保守派と呼ばれている）体制の確立という劇的な政権の動きをみて，乙の

事件の政治的背景の根深さを知ったのである。 中国指導部内の政治的対立，

高級官僚の不正と退廃の実態はわが国のマスメテoィアによってかなり詳細に

とり上げられている。

それでは過去10年にわたって進められてきた経済改革は何であったのか。

「乙の体制改革が，偽りの経済進歩，誤った近代化の装いのもとに行われて

きた乙とによって，乙の傾向（経済計画の失態糊塗＝筆者）はさらにいっそ

う深刻化したように思われるJ(J）との論調も少くない。しかし李鵬体制確

立後も「開放経済体制の継続Jという基本路線は変えないと公式発表されて

いる。果して経済開放体制の矛盾は無いのか，あっても簡単に克服できるも

のなのか。それとも先の論調のように「偽りの経済進歩」なのか。真相を早

く知りたいという思いは，われわれに共通したものであろう。

乙の小稿をまとめようと資料整理を行し、はじめた時，天安門事件が発生し

た。一時は執筆をお断りしようと思ったが，日中貿易の視点から中国沿岸諸

港の実態と問題点を整理する中から，もしかすると今回の事件につながる因

子が見つかるかもしれないというととに気づき，資料不足をかえりみず，あ

えて発表する乙とにしたので、ある。
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2. 日中貿易を中心にみた中国貿易構造

1949年中華人民共和国成立後， 72年の日中国交回復まで，日中貿易はごく

部分的に日中貿易促進運動を推進する乙とによって行われていたにすぎない。

当時わが国は，アメリカの中国封じ込め政策を忠実に実行する乙とで，対米

貿易，対米依存を深めつh 高度経済成長を成し逐げていたのである。

1971年，いわゆるニクソン・ショックを機lζ表面化するアメリカ経済の動揺，

翌72年のニクソン大統領の訪中後アメ リカの対中政策は変化していく。アメ

リカの中国封鎖政策の解除は，資本主義市場における競争激化，矛盾拡大の

結果として，市場の拡大を社会主義市場に求めざるを得なくなる必然性に基

くものである。

わが国の対中国国交回復と日中貿易の全面的発展が可能になったのは，ア

メリカの対中政策の転換と同時期であった。国交回復後の日中関係は，単な

る商品流通過程lζおける交流から，多様化貿易，合併企業，資源の共同開発

さらに進んで資本輸出とその規模は拡大している。

国交回復後， 1974年日中政府間貿易協定，航空技術・商務協定等が締結さ

れ，経済交流が急速に活発化した。しかし，直後K 「文革派」（四人組）が台

頭して，外国からの技術・プラント導入に対するきびしい批判と追求を行っ

て以後，中国の対外交流は停滞を余儀なくされた。

1978年日中長期貿易取り決めが調印され，日中貿易の本格的発展の段階を

迎える。日本から技術 ・プラント， 建設用資材，機械が大量に中国へむけて

輸出された。 ととろが， 1978～79年にかけて調印された技術・プラン ト導入

契約は中国の外貨支払能力を大幅に超えるものである乙とが判明，その結果

1981年基本建設プロジェク トの削減などの調整政策が強化されたが， 乙の中

に上海宝山製鉄所施設整備計画の縮小も含まれている。

その後日中経済協力の中心は，金融，資源開発等へ移行， 82年l乙宝山二期

工事，石油化学プラント建設の再開（山東省勝手！J，南京）が決定され，日中

経済関係は活発化する。とりわけ1984年以降対外開放政策の一層の発展lζ伴

い，日本から家電製品，自動車などの輸入が急増して， 貿易総額は急上昇し
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ていく。 ζれは経済特区として開放経済の先端を担う沿海諸都市の経済活動

の活発化と，企業活性化と共に労働者，農民の購買力上昇が消費財への需要

を急増させたものと思われる。

日本からの洪水的輸入は，対日貿易赤字の急増となり， 1985年には史上最

高60億ドノレに達した。その結果， 86年以降，圏内の経済過熱に対して引き締め

政策へ方針転換を余儀なくされる乙とになるのである。

以上， 1972年以降の日中貿易の推移について，石原享一氏は図 1のように

三期iζ区分した上でそれぞれに山と谷があり，中国経済の発展と矛盾， 日中

関係の変遷をうけた影響を分析している。（ 2）氏によれば，最近の日本経済関

係を左右した要因の一つに，対日輸入の急増のみでなく，中国側の主力輸出
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出所 大蔵省通関統計，および「中国統計年鑑」

商品である石油，石炭に対する日本側の需要の伸び悩み， またとれら一次産

品の国際価格下落をうけて輸出が停滞した乙とを指摘している。 1986年，経

済改革推進派の第 1人者で親日派の胡耀邦党総書記の失却， 87年東芝ココム
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規制違反事件を契機K，日本政府が共産圏輸出管理をきびしく したのも日中

貿易の停滞に影響を与えていると考えられよう。

これらの事態をみる時，88年以降急速に強まる経済改革急進派l乙対する批

判，共産党幹部内の路線対立に源を持つ主導権争いの背景が見えてくるので

ある。社会主義計画経済の基礎の上に行う自由経済の導入という 「新しい試

み」が，たとえ一時的行きすぎや失敗を経験したとしても，もう少し時聞を

かけた検討と修正を行う余裕を持てないものかという疑問はいぜんとして残

るのである。

それでは日中貿易の実態はどう推移してきたのか，若干の統計をもとに検

討を加えよう。

中国の対外貿易の推移をみると， 1978年から87年の10年聞に総額（通関ベ

ース）で4.2倍lζ培加している。80年以前と85年は輸入が輸出を大幅に上廻

わり，とくに対前年伸び率の比較では極端に輸入超過型を示している。しか

し，86年以降輸出の伸びが輸入を上まわり，従って貿易収支はマイナス 37.7

億 ドルと前年のマイナス 119.7億ドノレから急速に縮小した（表 1）。貿易収

支の改善に伴い，外貨準備高も86年末 105.1億 ドノレから87年末 152.4億ドjレ

表1 中国の対外貿易の推移 ( 1978～87:年）

年次
貿貿易総額 輸出総額 輸入総額 貿易収支
｛立ドル 対明 。日域；if事I'- ｛立ドyレ ~I暗jij<f'中 ｛怠ド1レ A削J 減1¥ij ~＇ 本

1978 206.4 39.5 97.5 28.5 108.9 51.0 -ll.4 

1979 293.3 42.1 136.6 40.1 156.7 43.9 -20.1 

1980 378.2 28.9 182.7 33.5 195.5 24.8 12.8 

1981 440.2 16.4 220.1 20.5 220.1 12.6 。
1982 416.0 -5.5 223.4 1.4 192.8 -12.4 +30.4 

1983 436.2 4.7 222.3 -0.4 213.9 10.9 +8.4 

1984 535.5 22.8 261.4 17.6 274.1 28.1 -12. 7 

1985 696.0 30.0 273.5 4.6 422.5 54.1 -149.0 

1986 738.5 6.1 309.4 13.1 429.1 1.6 -l19. 7 

1987 826.5 11. 9 394.4 27.5 432.1 0.7 -37.7 

（注） 1980年までは対外経済貿易部の業務統計
1981年以降は中国海関（税関）総署の通関統計

出所 「中国統計年鑑J1987年版より作成
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表 2 中国輸入商品情成と推移 （位ドJレ）

1982 1983 I 1984 1985 1986 
金額 ：% 金古Yi ~ % 令領 ：% 令級 ：% イ昨日 ：% 
174.8 ~ 100 185.3 : 100 253.6 : 100 343.3 : 100 330.8 : 100 

73.25 :41,9 54.38 29.3 56.76 22.4 58.59 17.1 49.28 14.9 

39. 07 : 22. 4 28 .44 15. 3 20. 42 8. 1 15. 63 4. 6 16. 36 5. 0 

0.8.f 0.5 0.25 0.1 0.45 0.2 1.65 0.5 1.49 0.4 

30.31: 17 .3 23.52 12. 7 33.95 13.4 37 .58 11.0 25.27 7 .6 

2.07: 1.2 1.51 0.8 1.14 0.4 2.57 0. 7 4.62 1.4 

0.96: 0.5 0.66 0.4 0.80 0.3 1.12 0.3 1.54 0.5 
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才一次産品

1.食料品
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3.主用に適しない原材科

4鉱物七I'燃料

5.1iJJ物性・M物性計lilli'i

工業製品

1. ill化学工業主i,w,
①化学工業~品

②）！日料別製品

③機械・輸送機械

2.経工業・繊制i~品
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34.05: 19.41 36. 79: 19.91 62.55 124.62 :36.31 125.91 :38.1 

13.61 ! 7.81 13.89; 7.51 20.14: 7.91 33.29; 9.71 42.82; 12.9 

出所 「中国対外経済貿易年鑑」 1987年版Cl134ページより作成）

表3 中国輸出商品構成と推移 （億ドノレ）

ぽ｛

総 ばl

日
1982 I 1983 I 1984 1 1985 I 1986 

令縦 ；% I 金額； % I 金傾 （%｜金制 ~ % I 制 ii:%
270.1 : 100 

出所「中国対外経済貿易年鑑J1987年版 (1131.32ページより作成）
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に大幅に増加している。

中国の商品別輸出動向をみると，第一次産品と工業製品の比率が徐々に後

者にウエイトが移りつ 3ある乙とが判明する。とりわけ鉱物性燃料の輸出低

下が著しいのは，原油価格の低落と原油生産の頭打ちに起因する。一方，工

業製品輸出の中心は軽工業・繊維製品であり，繊維製品は石油に代って今日

中国最大の輸出品となっている（表2）。 ζれら中国輸出商品全体の傾向を

みると，一次産品はもちろん，軽工業・繊維製品など，労働集約型産業に依

存する傾向が顕著である乙とに特徴がある。

表4 日中貿易額と構成

〈輸出〉

1 9 8 2 
1 9 8 7 

構成比（%） 87/82(%) 

対 LI輸出総額 5,352,417 7,401,429 100.0 38.3 

食料品 504,419 1,282,254 17 .3 154.2 

繊維原料 176,948 482, 711 6.5 172.8 

令！高原料 16,600 27,039 0.4 62.9 

}J;l料品（その｛也） 331,497 561, 707 7.6 69.4 

鉱物性燃料 3, 061, 365 2, 107 ,084 28.5 ( )31.2 

化学製品 230,068 444,259 6.0 93.1 

機械機応 7,393 63,136 0.9 754.0 

('j}務用機器） 11 4,642 0.1 422 i古
（繊維織械） 2 30 0.0 15 j-行

（船舶） I 7,361 0.1 7 .361 j古

その他 1,024, 126 2' 433. 240 32.9 137 .6 

〈輸入〉

対 H輸 入総額 3,510,825 8,249, 794 100.0 135.0 

食料品 5,985 34,403 0.4 474.8 

繊維 ・同製品 367' 913 475,541 5.8 29.3 

化学製品 469,837 750,484 9.1 59.7 

非金属鉱物製品 36,869 86, 729 1.1 135.2 

金属 ・同製品 1,354,332 2,404,268 29.1 77.5 

機械機操 1,067' 107 3. 968, 913 48.1 271.9 

（金属加I工機） 20,033 192 ,322 2.3 860.0 

（霊屯機器） 15, 106 105, 171 1.3 596.2 

（テレビ受信機） 56,642 173,317 2. I 206.0 

("ifi:子管等） 28,046 283,503 3.4 910.9 

（二輪自動車） 221 14,572 0.2 65.9 fl';・ 

その他 208,781 529,455 6.4 153.6 

出所 週刊東洋経済「経済統計年鑑J1988 

梶村・錦著「日中経済交流の現状と展望」 31ページ
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一方，輸入品の構成をみると，少くとも1986年までの傾向は， 一次産品の

比重低下，逆に工業製品とくに機械 ・設備など重化学工業製品のシェアが

年々高くなっている（表3）。 86年，農業生産の不振から食糧輸入が前年l乙

比べ著増している。その後の部分的統計をみると，I WC （国際小麦会議）

によれは＇1987年7月から88年6月における中国小麦輸入は 1,530万トンと過

去最大の輸入量を記録している。国内収穫高は同期間4億290万トン，乙

れは1984年4億700万トン（史上最高といわれた）以後年々減少を続けてお

り，逆lζ殻物輸入を急増させる原因となっている。 小麦輸入の最大相手国は

アメリカ。4年前から農業l乙対する投資額の減少や農家からの買い付け価格

下落等が殻物生産量の不振に連っていると思われ，米国農務省当局者は，「中

国は大きな規模で世界殻物市場l乙戻ってきた」と語っているという。（3) 

さて，対日貿易についてみると，輸出 ・輸入とも香港 ・マカオ地区l乙次い

で，日本は第二位，輸入で2割，輸出で 1.8割のウエイ トを占めている （し、

ずれも金額表示）。

俵4〕は日中貿易額を1982年と87年を比較したものであるが，乙の 5年聞に

対日輸出は38~ぢ，輸入は 1 35 %延びた。対日輸出でとりわけ大幅な延びを記

録している機械機器の内訳をみると，従来ほとんど輸出されていなかった船

舶，事務機器等の扱いの急増が目立っている。対日輸入の中心は機械・機器

類，その内訳では二輪自動車，電子管，金属加工機等の延びが著しし、。

先l乙述べた中国貿易構造の特質一一次産品輸出と工業製品輸入ーは，

対日貿易についても基本的には変わらない。しかし沿岸地区経済特区におけ

る工業生産活動の活性化，低廉かっ豊富な労働力利用，加えて対日借款と技

術導入が，中国の造船業，機械製造業を強化し，輸出産業として発展を促し

ていると考えられる。

3. 「両頭在外 ・大進大出」政策

すでに述べたように，最近の中国貿易の動向を見る場合，中国開放経済の

モデjレとされている沿岸地区の経済特区の活動について知る必要がある。
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1980年新しく設置された経済特区（深が｜｜，珠海，油頭，屡門）の特質は，①

社会主義経済の指導の下に多種の経済要素を併存させ，中外合資経営企業を

建設・発展させる， ②特区では市場調節機能が内陸lζ比べて大きく働く。①

外国投資者lζ特別優遇措置を講ずる。④国家が特区l乙与える自主権は，省級

政府l乙与える権限よりかなり大きいという ものである。とくに輸出志向型経

済のモデノレ地区となった深切｜｜は，「両頭在外，大進大出J（原材料供給市場

と製品販売市場の両端を国際市場におき，大いに輸入し，大いに輸出する）

という中国開放政策に基いて， 重化学工業lζ加えてハイテク製品，ブランド

品など高級指向製品の生産，輸出入代理業務の発展など著しく，急速な輸出

拡大をなしとげている。 1987年の輸出は，上海，天津に次いで第3位に急上

昇を示したσ

深:tJillζは自由貿易的要素も輸出加工区的要素も含まれているが，「四つの

窓口」（外資，技術， 管理経騒，知識4入）をめざす「総合性特区Jと位置づけ

られている（珠海も深:tillと同じ位置づけ，1山頭，屡門は輸出加工区として位

置づけられる） ( 4）。中国政府の熱い期待をもって出発した経済特区は，各種

優遇措置と自主権限の拡大で，経済活動は活発化するが，初期に期待されて

いたような海外大型工業資本の進出はきわめて少なし、。進出企業の多く は香

港を中心とした華橋資本で，その規模も小さい。むしろホテノレ，商業ヒソレな

ど不動産業，商業，観光， レジャーなどサービス産業関係資本の比重が高い。

乙の経済特区が直面する最大の矛盾の一つは，「両頭在外」にある。工業

企業が進出しでも，製品の中国内陸市場への流入が抑制され，海外へ輸出義務

を強いられるのであれば，はじめからその輸出先に工業進出した方が合理的で

あろう。 加えてインフラの未整備（電力，通信，運輸），社会主義体制から

生ずる政策路線の急変等lζ対する不安が，経済特区への海外大型企業進出を

ためらわしているのである（5）。今回， 天安門事件後表面化した中国保守派の

政権確立（保守派と名付けられているが本来経済改革の提案者であり，急進

改革派lと対しての保守派であると．経済改革のテンポの見なおし等政策修正

は，以上の危慎が現実化したものと考えられる。

1988年第7期全人民代表大会で，海南島（34, 000平方km）が広東省の一
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行政区から省へ格上げされて，中国最大の経済特区lζ位置づけられた。乙乙

では深上川よりさ らに一歩進んで土地の使用権（70年）が有償で譲渡や転売で

きる。外国銀行の進出を認める（外貨調整市場の設立，外貨の海南島への留

保権を認め，為替送金について所得税は免税），開発資金は外資（香港，マ

カオ等）に依存する。海南島の対外貿易は損益自己責任とする，海南島へ進

出企業に対して弛緩和，ビサ発行権，外国人の土地開発，不動産業の経営を認

めるという内容の自由主義経済体制へ一層接近した政策がとられている。161

以上のように中国では沿海地区の開放経済政策に重点がおかれてきたが，

それと同時K，長江，珠江，福建省南部の三角州が「沿海経済開発区Jlζ指

定された乙とはすでに述べた。乙れらに山東半島，遼東半島を含めて，乙れ

らの地域では「郷鎮企業」（中小企業）が急成長を逐げ，総生産額を1978年か

ら86年の聞に7倍以上lと増加させたのである。乙れら郷鎮企業は豊富な農村

余剰労働力lζ依拠して，中国特有の技術を駆使した高付加価値商品，中国民

需用の日常消費財等を製造する。前者は海外輸出されるが，後者は製品の質

も低く輸出iとは不適である。農業余剰労働力の吸収によって発展してきた郷

鎮企業は，中国経済の二重構造の実態をあますと乙ろなく示すものである。

乙の実態を踏まえた改革路線の一つに「国際大循環論jがある。つまり，

中国の農村余剰労働力を吸収で＝きる産業（郷鎮企業）を発展させ，労働集約

型製品の輸出を伸は、して国際市場で外貨を獲得，乙れで重工業に必要な設備

機械と技術を海外から獲得しようと論ずる王建氏に代表されるのが「国際大

循環論」である（7）。乙の主張は，中国の経済発展戦略である「大進大出J「両

頭在外jのサイクノレの中に内陸部，農村地域の経済問題を組み込み，国際大

循環と国内循環を関係づけようとした点で特徴的である。

理論的可否は別として，「両頭在外J政策は，今日の国際輸出市場にみら

れるきびしい競争，先進諸国の保護主義的傾向を見る時，沿海地区が圏内市

場ぬきで生産活動の継続が可能なのかという疑問が残る。さらに「両頭在外」

政策は国内経済の基本的鐙設には直接関係を有しないのであるから，圏内経済

活動の過熱は当然原料・ 資材の不足をまねき，消費需要の高まりも加わって急

激なインフルが進行した。 88年以降の物価上昇率は，対前年比を2桁台lζの
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せるほど急激であり，と りわけ上海市では88年9月，対前年比30%の急騰

であったのである。物価上昇は都市住民の生活レベノレを低下させていく。さ

らに今一つの矛盾は，経済改革進行の中で所得分配の不平等化が進んだζと

であり， 階級矛盾が克服されたはずの社会主義国で，農村の人民公社が解体

されて請負農家が出現し，価格の自由化が進行するにつれて，請負農家lζ雇

用されている農民の生活条件はきわめて劣悪なものになっている。 「かつて

人民公社の時代には，生産大隊が中心となって，農地の基悠整備，瀧j既施設

の建設，維持という面で，大きな役割を果してきた。 しかし， 改革後の生産

請負制のもとでは， 乙れらの農業生産のインフラス トラクチャー建設が大

幅に縮小され，既設の設備の維持すら困難となってしまった地域も拡がりつ

つあるj I~） 

農村を中心に顕著となった請負農家と雇人との所得格差拡大（とりわけ東

北地方で乙の傾向は強しつ，経済自由化の進んだ沿海開放都市ほど急激に進

んだ物価上昇，それに党，官僚の腐敗，汚職が加わって，昨年来の学生を中

心とした民主化運動となって天安門事件へ迫っていったのである。

以上は，開放経済体制下の中国貿易を通じてみた若干の問題点の概略であ

るが，圏内の所得格差を拡大し，物価上昇で一般勤労者の生活条件が低下し

ている乙とを見ると，果して開放経済体制とは何なのか，「両頭在外」政策が

圏内産業lζ及ぼす影響は何なのか，多くの疑問が残るのである。

4. 港湾・物流体制

対外開放政策を実行する上で，中国沿岸の港湾開発と整備は，最－優先的な

重要な位置にある。中国の対外貿易の大半は海運を利用して行われ，貿易量

の増加は，大型外航船着岸ノミース，荷役設備の建設が不可欠である。 「中国

政府は1973年以降，港湾建設を国家の重点建設事業の一つに位置づけ，81年

までの僅か9年聞に，全国で＇ 95パース改良， 55パース新設を行って， 5十1倍、

トンの貨物取扱い能力を高めたが，なお国民経済の発展lζ対する需要lζ応じ

きれていないJ( 9）。沿海14の開放都市が出現し，それらの諸都市で海外貿易
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をはじめ経済活動が活発化するのは1984年以降である。圏内の工業発展に加

えて沿海都市の経済活動は，港湾貨物量を爆発的に増加させた。各主要港の

滞貨，滞船をみるまでもなく，港湾能力の欠除は明白であった。

かねてから中国経済の急激な発展を論じる際，電力 ・通信・ 交通 ・運輸部

門の極端な立ちおくれが問題にされている。重工業の建設に、鋼をカナメ lと

する’政策をとり，大量のエネルギーと運送力を使い，大量の投資を行った

ため，軽工業のみならずエネノレギー工業と交通運輸業の発展を遅らせ，その

結果重工業自体の発展の不均衡を招いたのである（ 10）。

今日，外貨雑貨輸送はコンテナ輸送が中心である。中国では国際輸送業務

は，中国遠洋運輸公司 CCOSCO）が大部分を担当している。近年同業者が

出現してきているが COSCOの地位は依然として圧倒的に強い。俵5）は，中

国，日本，世界の所有船腹構成を船種別に比較したものであるが，構成比で

みる限り，中国はタンカーが少なく（自国で石油が産出されると共にエネJレ

ギー源の石炭依存率が高しつ， 一般貨物船のウエイ卜が高い。コンテナ船の

構成比率も低し船舶自体も事庁鋭船とはいし、難い。 1987年極東／北米航路にお

けるコンテナ船就航船腹量は， 全体で485,020.TEUであったが， COSCO

Lineの実績は 13,841 TEU，僅か2.85 ~ぢ にすぎなかった。

中国でコンテナ埠頭が最初に供与されたのは1981年であるが，その後世界

i 表5 臼・中船種別船腹構成比

国 臼 本 世 済l

タ / 、 カ ー 14.2 35.2 35.0 

ノ ~）レク ・兼用船 34.0 33.8 32.1 

一 般貨物船 40.8 12.0 17.7 

コ ンテナ 4.7 5.7 5.5 

その他 ~.jjlj 送船 1.2 4.2 1.1 

94.9 91.0 91.4 

~ I； 輸送船 5.1 9.0 8.6 
ρロ、 100.0 100.。 100.。

出所 Lloyds Register of Shipping, 1988 
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銀行の融資を受けて天津，上海，黄捕にコンテナ・ターミナノレが完成，さら

に大連，青島等従来からある港湾lζ接した地帯にコンテナ専用パースが建設

され，「1990年までに取扱能力は 140万TEUまで引き上げられる予定」 （11 ) 

である。しかし， 85年前後における主要港の滞貨，滞船は生産活動や市民生

活にまで大きな影響をもたらす深刻なものであった。「84年の港湾取扱貨物

量は2倍、7000万トンに達し．滞船滞貨は交通部直轄港で常時480～500隻

が在港し， 85年のピーク時には過去最大の 570隻にまで増大している。極端

な場合では 100～ 180臼の沖待ち船が出るケースもあったという」（ 12）。

乙れらの滞船滞貨が，貨物急増lζ対応しきれなかった港湾建設の立ちおく

れにある乙とは言うまでもないが，それを一層深刻なものにしたのは，内陸

部への輸送手段の不足と未整備，さらに加えて港湾における荷役，荷捌きの

不合理性と不能率性にある乙とが指摘できる。物流体制として見た場合， 集

荷，国内輸送，保管，荷役等がシステムとして機能する乙とが必須条件であ

る。中国の場合，ハー ド面の港湾建設は急ピッチで進むが，荷物と船腹を合

理的lζ結合させる乙とが機能的l乙動いていない弱点が決定的である。

沿海部経済特区lとある港湾は，進出企業が自らの計画で港湾整備を行い，

管理運営も自主的に行う新しい方式が採用されているため， 比較的問題発生

は少ない。乙れらの港湾は工業港的性格が強く，搬入された原料や半製品を

製品化して再び搬出するケースが多い乙とから内陸輸送機関との接合は必ず

しも必要ない。経済特区があたかもフリー・ゾーン的役割と機能を有してい

るのである。

しかし，外貿港の場合は異る。中国の圏内貨物輸送の中心的担い手は鉄道

である。河川輸送も重要なウエイ卜を占めているが，貨物輸送分担率からみ

れば3分の l程度である（貨物輸送トン数の機関別分担率は，鉄道48.2' 

道路27.9，水運18.6，パイプライン 5.3，数字は1986年）。鉄道企業の経

営は1983年以降独立採算制を実施する「請負型経宮」になったが，広い大陸

の動脈としての役割を果すには，軌道延長，機関車，貨車ともに不足してお

り，設備の近代化まで手が届かず， CTC （列車集中制御装置）の導入もど

く一部に限られていて，質・ 量ともに不ト分である。道路は都市を中心lζ急
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ピッチで工事が進められてはいるが，大量の港湾貨物の搬出入を担うまでに

は至っていない。結局，中国東北地方や西北， 西南部で産出される優良炭や

ボーキサイ卜 工業製品等を輸出しにくくしているネックは，港湾への鉄道輪

送の不足にある乙とは各方面から指摘されている。

外貿i港の港湾物流にとって重要な役割を有する港湾サー ビスの管理を行っ

ているのは，Penavico (China Ocean Shipping Agency ）である。船混

みやヤー ドにおける荷役効率の悪さを解消し，インターモー夕、Jレ輸送を実現

するために，国務院の主導のもとで，本格的改善iζ取り組みはじめたとい

う（13）。港湾建設といったノ、ード面の整備もさる ζとながら，施設の効率的

利用といったソ フト面の整備が今日とくに望まれるであろう。

天安門事件後， 中国の経済開放政策にブレーキがかけられ，一部には「新し

いコンテナターミナノレ建設計画は少く とも今後1年半は延びるだろう」（ 14) 

との観測が出はじめている。日中貿易の今後lζ関心を持つものにとって，国

際物流の担い手である中国海運，港湾の動向をくわしく知る情報を早く得た

いものである。

注（1）字沢弘文「天安門の悲劇l」『世界』 1989年8月号，p.103 

(2）石原享一（アジア経済研究所）『日中経済交流の現状と展望』（梶村秀樹 ・金

泰相共著，白桃書房，1989年6月）

l主主「中国の対外経済政策と日中経済関係」p 18～22. 

(3) 『外国海事情報』 No.765, 1989. 1. 25. p. 6. 

(4）稲垣清「中国の対外開放政策と経済特区の役割J『現代中国』第59号．

1985年ー

(5）経済特区の矛盾に関しては，河地重蔵「中国の工業発展と対外開放政策ー 経

済特区政策lζあらわれたジレンマからみたー」（大阪市大 『経済学雑誌』第

86巻6号）が参考となる。

(6) 「海南省の新指導者とその開発計画」『北京週報』 1988. 9. 13. 

(7）王建『選択正確的長期発展戦略一 関子、国際大循環’経済発展戦略的構想』

中国研究月報，1988,4 

(8）前掲，字沢弘文論文 .p.98～99 
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(9) 1985年，日中港湾シンポジュームにおける交通部運輸管理局，張増輝氏報告

「中国海港の現状ならびに国家港湾政策J

um馬洪著，張風波訳 『中国経済発展の新戦略』有斐閣選書，昭和60年， p.24. 

(II) 斉藤実，林克彦「新たな局面を迎えた中国コンテナ輸送」 『輸送展望』 1988

年夏季号

聞香川正俊「対外開放・経済改革政策下の中国における港湾改革問題J『海事産

業研究新報』No.272. 1989. 2. p. 36. 

(13) 「外国海事情報」 No.756, 1988. 10. 5 

(14) 「外国海事情報JNo. 780 1989. 7. 5. 
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円高以降のわが国の貿易構造は，輸出の停滞の一方で，製品輸入が増大し，

さらIL企業内貿易の拡大など大きく変貌している。また国際物流もコンテナ

化や航空輸送化が急速に進むとともに，従来の日本を起点とする物流形態か

ら三国間輸送などの形で多様化が進んでいる。さらに製造業の海外進出に伴

い，物流子会社やフォワーダーの海外進出も活発化している。本稿では，第

1 ＇ζ国際貿易の環境変化の特色，第2I乙荷主企業の国際物流市場への参入の
構造，第3Iζフォワーダーの国際物流への取組みと海外進出 ー などを考察

するものである。
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2. 生産の国際化とその構造

2 1. 貿易構造の変化

(1）輸出

わが国の輸出は， 1960年代後半から重厚長大型の鉄鋼，造船などが中心で

あったが， 1970年代後半以降，自動車，電機等の加工組立型業種を中心に大幅

に伸びだした。その結果，貿易収支の黒字基調，ひいては対外的な貿易摩擦

を発生させる乙とになった。と乙ろが，1985年のGS以降の円高ドル安基調

によって，輸出は新たな局面を迎えた。すなわち，第 ll乙高付加価値商品を

中心としたi輸出の拡大，とくに機械機器が従来以上にそのウ ェートを高め，

1987年には輸出額全体の4分の3を占める乙とになった。さらに日本企業の海

外進出に伴って自動車，電子機器等の完成品の輸出が減少してきた。

第2は，アジアNI E S等l乙対する資本財，部品の輸出の増大である。近

年，対米輸出の地位が相対的K低下し，代わって東南アジア， EC向けの地

位が向上している。乙れは米国との貿易摩擦の激化に対応して輸出先の分散

化が図られている乙とと，アジアNI E S等lζ対する直接投資の増大から現地

生産問の資本財・部品の供給が増大しているためである。

(2）輸入

従来のわが国の輸入は，原燃料中心であったが，最近では製品輸入の割合

が大幅に高まり，輸入構造の変化が著しい。 1975年に2096であった製品輸入比

率（ドノレベース）が1988年には49%に達している。とくに素材製品（鉄鋼，

化学品，繊維，石油製品等） ，消費財（衣類，家電製品，乗用車等）が大幅

lζ増加している。

乙のような製品輸入増の背景としては，円高の進展による乙との他K，ア

ジアNI E Sなどへの海外直接投資による現地生産品の逆輸入や開発輸入，

部品類の海外調達が促進されているためであり，加えて園内で進む需要増l乙

対して国産品を代替する形でも輸入が増加している。このうち現地生産品

の逆輸入は，経済企画庁の調査によると，1987年末現在で海外現地生産を行
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っている製造業の約16%の企業が逆輸入を行っている。乙の他， EC諸国を

中心とするブランド商品の輸入，海外OE M生産品の逆輸入などの方法でも

輸入が増加している。I)

2-2. 生産の国際化と企業内貿易

(1) 生産の国際化

日本企業の海外進出は，従来相手国との貿易摩擦を回避する形で行われて

きた。と乙ろが円高以降の海外進出は，企業の採算性を理由としたものが多

くなっている。製造業の海外直接投資でみると1970年代後半から85年度まで

は20億ドノレ前後から25億の水準に推移していたものが， 1986年度には38億ド

ノレ，さ らに87年度80億ドソレ弱にまで急増している。

また，製造業の海外生産比率（企業の内外総生産額に占める海外生産額の

割合）は， 1987年度の 3.Hぢから 5年後の1992年度には6.2%にまで上昇す

ると見込まれている。さらに海外生産を行っている企業に限ると， 87年度の

8. 7 96から92年度見通しでは12.1 96となっている。2)

ζのような企業の海外進出を段階的にみると，①輸出中心， ②海外販売網

の設置，③生産基地の海外立地， ④経営資源の海外移転， ⑤世界規模での経

営戦略の展開 ー という順で進展する。日本企業の国際化は第2段階から第

3，第4段階』ζ進み，従来の輸出一辺倒の企業行動に変化がみられている。

さらに日本企業が米国で生産した自動車が日本へ逆輸入されるという第5段

階の企業も現れている。

(2) アジアNI E S における生産拠点

近年，日本企業の海外生産に占めるアジアNI E Sの地位が急速に高まっ

ている。その理由として，①円高lζ伴いNI E S における生産コストが有利

化している。②太平洋地域を lつの市場として，技術集約部門を圏内で，労

働集約部門をアジア地域で分担するという企業内国際分業の展開，①アジア

NIE S各国が外国企業の投資促進に努めている乙と，があげられている。

ζの乙とは，日本企業がNI E Sの低賃金（とくに韓国，台湾）を利用して，

日本および第三国への輸出の拡大を図ろうとするものであるf
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さらに『経済白書』でいう「水平貿易Jとの関係でみると，普及品を中心

とした低価額品はアジアNI E Sから現地生産品を輸入し，日本国内では高

付加価値品に特化した生産を行う傾向にあり，また，現地生産でコアとなる

部品は日本から供給する一方， h圏内生産はアジアNI E Sから周辺部品を調

達するという新たな国際分業体制が進んでいる。6）その意味で乙の「水平分

業」は，日本の多国籍企業による企業内国際分業であり，垂直分業的要素を

前提とした分業といえる。

(3) 企業内貿易の拡大

企業内貿易（取号｜）とは， 多国籍企業としての親会社が複数固に配置して

いる海外子会社を親会社の支配下に置いて，全体として利潤の拡大を図るた

めの国際分業関係であり，企業内国際分業ともいわれる。乙の企業内貿易は

親会社 一 子会社間および海外子会社相互間の企業内国際取引を拡大し，既

存の貿易構造を大きく変容させるものである。

『通商白書』では，企業内貿易について次のように説明している。

多国籍企業が世界的視野に立って，各拠点で調達・生産・販売を効率的に

行い，乙れによって工程間分業（垂直的企業内分業）を増大させる。また，

企業が2カ所で、全く 同じ製品を生産するという非効率的な乙とは避け，拠点

間で製品差別化分業（水平的企業内分業）を行おうとする。さらに企業内貿

易の拡大は，国際分業を通じて世界経済に大きな影響力を有し，とくに発展

途上国における多国籍企業活動は， 資本供給，技術移転を通じて当該国の工

業化に寄与している。7)

表 2-1は，製造業の企業内取引比率（親会社の輸出入全体K占める海

外子会社との輸出入比率）を業種別に示したものである。親会社とその海外

子会社との企業内貿易を1983年度でみると，輸出で30%，輸入で21%を占め

ている。業種別では，輸送機械， 電気機械，精密機械，雑貨・その他が企業

内比率が高くなっている。

さらに1986年度における日本の多国籍企業（製造業）の関連輸出額は1876

億ドノレで， ζのうち企業内取引は 724億ド‘ル（38.6 %）である。また，日本
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企業（製造業）の海外子会社の日本向け販売額の80%前後（1986年度）は，

同一企業夕、jレープ内取引である。乙の海外子会社の日本向け販売は，日本側

からみれば逆輸入的性格をもっている。

乙のように海外子会社の企業内取引は近年増加傾向にあり，その対象品目

の多くが最終消費財であるため，親会社の開拓した世界的なネットワークに乗

せた販売活動を行っており，それ故，海外子会社lζは高いマーケティング

能力も必要とされる。とくに先進国にある子会社に輸出する場合，再販

売が多く，次いで加工組立である。10）乙れは多国籍企業が海外子会社を販売

基地として位置づけ，現地販売やその他の第三国への販売を進めている乙と

を意味する。

表2 2は，本社企業（親会社）の業種とその海外子会社の業種がどのよ

うな関係にあるかを示したものである。海外子会社（現地法人） 5,342社の60

9ぢ（ 3,227 社）は本社企業が製造業であり， 27~ぢ（ 1,446社）は商業である。本

社が製造業である企業のうち，海外子会社の58%が製造業であり， 33%が商

業である。つまり本社が製造業でありながら海外子会社が商業を営んでいる

ものの比率が高い。なかでも一般機械，電気機械，輸送機械の業種は海外子会

社が商業である割合が高い。 ζれらの業種は技術的に高度の商品で＝あり，そ

れだけ販売活動に重点がおかれている。 したがって，海外子会社（とくに先

進国の場合）は生産機能もさる乙とながら，それ以上に親会社の輸出拡大の

ために商業投資を行い，販売拠点を確保し，さらに流通機能の整備，自社ブ

ランドの浸透，アフターサービス網の整備に力をいれている1110

表2-1 我が国製造業の企業内取引比率
(ljl(主•，）

海外子会社へ
製造業全体 粉也、機械I~I l~ の輸出比三事 fヒ 学 一般機械 電気機械 輸送機械

そσ〉（也
1973年度 24.3 10.3 21.0 35.4 31.1 37 .4 

78年度 26.2 22.9 26.9 48.8 26.2 

83年度 29.8 19.5 12.6 24.8 45.3 38.7 40.1 

海外子会社か

らの輸入比率

1973Sfo皮 7.6 5.1 20.2 27 .4 13.8 11.1 

78年度 16.2 11.9 38.1 61.0 5.2 47 .6 20.3 

83年度 20.9 8.0 20.0 41.9 34.3 32.1 11.3 

盗外子守士への持出戸注海外子会社への蹴出比率＝ 訟soーの扇也7占
海外子会社への輪出比率＝海外接l¥o5品交喜入襟
資料通商産業省「我が国企業の海外事業活動J各年度版

出所 『通商白容」 1986年版， p.238 
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表2-2 本社企業と現地法人の業穫分布 （現地法人数）

』見地祉、人 製 造業
商業

その他

本社；＼＞：＼＇！ 一般機械 iii気機械愉送機械その 他 共合，，lj

1,883 186 505 250 942 1,064 3号227
製 一般機械 205 173 5 12 15 213 449 

造 電気機威 490 3 467 7 13 271 791 

業 愉込機械 247 1 14 229 3 111 402 

その 他 941 9 19 2 911 469 1,585 

1l¥i j長 336 10 29 22 275 877 1,446 

その［也共合，H 2,241 197 534 272 1,238 l, 984 5,342 

,Jo 19純1;<FJII A、＇1~ （1ト

/I',川 J也崎 町，＇！＜ $政耳＇~.／ I •,I際企；；，.県知 l~かいlf,o、主的海外＇iitι品企11 ri.ss<n 1’122よリfl'I且

3. 荷主の国際物流戦略

3-1. 荷主と国際物流

一般に物流市場は，他人物流（Common Carrier）と自家物流（Private

Carrier）の2つに大別される。乙れを荷主企業（主として製造業）の立場

からみると，前者は，荷主企業の物流を物流専業者に委ねる方法であり，後

者は荷主が自ら行う方法である。さらに後者は，荷主企業（親会社）が直営

する場合と物流子会社を通じて行う場合がある。また，前者の他人物流の変

形として，荷主の影響力の強いContract Carrierがある。自家物流にζの

Contract Carrierを含めて荷主物流というととができる。

以上の物流が国際間で展開されるのが国際物流であり，今日の生産の国際

化lζ伴って，荷主による国際物流市場への参入が活発化している。とくに石油

危機以後，製造業は生産段階における合理化が極度lζ進んだ乙とから，新た

な物流コストの軽減策lζ力をいれるとともに，それを岳民iな経営戦略として

位置づける企業が増えている。

3 2. 国際物流の概念 一国際物流とロジスティックス

物流が経済財の供給者から出袋者への移動lζ伴う諸活動の総称であるとす

れば，乙れが異なる固との問（つまり国際問］）で行われるのが国際物流であ

る。また，国際貿易取引を完結させる意味では貿易物流ともいわれるが，前

者が一般的であろう。

なお，国際物流は二国間物流，多国間物流として空間的広がりを持ち，さ
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らにその領域が調達 ・生産 ・販売の物流からなっている。

と乙ろで，近年，企業の物流システム化lζ関連してロジスティックス

(Logistics）という概念が経営戦略上注目されている。乙れは本来軍隊用語
たん

で兵砧を意味し， ]Iの補給活動を行う ζとで，企業経営ではビジネス ・ロ ジ

スティックスともいう。従来の物流管理が製品の流れのみをおもな対象と

していたが，乙のロジスティックスは原材料の調達から半製品，製品までの

すべての物流（し、わゆる川上から川下まで）を企業経営全体の中で戦略的に

とらえる考え方である。商流と物流を一元化し，生産・調達計画を有機的に

連動させ物流のトータノレ・コスト削減を狙うものである。

このロジスティックスを国際間で展開するのが国際ロジスティックスであ

る。つまり，工場の配置，倉庫や配送センターの拠点化， 原材料の調達 ・購

入，半製品 ・部品 ・完成品の保管および輸配送などを2国間以上にわたって

行われる乙とで，多国籍企業にとってとくに重要な戦略である。日本の多国

籍企業にとっても，生産の国際化が急速に進展するなかで，本国と海外生産

拠点あるいは海外生産拠点相互間を結ぶ国際物流体制の確立を目指している

（なお，乙乙で使う国際物流lζは，上述のロジスティックスの概念を含意し

たものとする）。

そ乙で，乙のロジスティックスとしての国際的な生産 ・調達 ・販売の内容

をもう少し詳しくみよう。 13）まず生産面の戦略としては，①工場立地の選定

（土地・労働力・ 資金の確保，市場性など），②国際的な生産の分担（品目

別，生産工程別）とその総合化， ①商品（部品 ・製品），包装などの標準化，

規格化である。調達面の戦略は，①原材料の調達 ・確保，②海外工場相互間

での部品 ・半製品・製品の交換（企業内国際取引）と外部からの調達など。

販売面では，製品の国際間での融通，サービス部品のス トッ ク・ポイントや

デポ等の設置 ・確保，製品 ・部品の在庫管理，輸配送などであり，国際マー

ケティン夕、戦Ill各と表裏一体の関係にある。

3-3. 荷主による国内物流拠点整備

国際物流のノードとしての港湾と内陸部のストッ ク・ポイン 卜やデポに注

目したい。荷主企業は，荷主単独，物流子会社の設立あるいはフォワーダー
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との提携などの方法でわが国の内外で国際複合輸送の拠点整備を進めて

いる。首都圏の港湾では東京港の大井埠頭，川崎港の東扇島，横浜港の大黒

埠頭なと、への荷主企業の進出が活発化している。東京港の大井埠頭には外貿

コンテナ用のLc L混載貨物のコンソ リデーションの基地などとして倉庫，

上屋が多数整備される乙とになっている (1990年までK40棟）。そとには，

日本電気，伊藤忠商事，アノレフ。ス電気などの企業が進出する乙とになっている。

日産自動車の物流拠点の事例で紹介してみよう。同社は本牧，追i兵，メlj回の3

カ所lζ車両輸出基地を有し，本牧と追浜は専用埠頭である。乙のうち本牧は完

成車の船積み，保管基地として， 3棟の車両保管棟と，自動車専用船の接岸

用2パースを持つ他K，海外工場向けKD工場を備えている。 1987年におけ

る同社の輸出は， CK Dを含めて 113万8,000台であり，そのうち本牧から

は欧米向けを中心に完成車の3割を出荷している。また海外21カ国の組立工

場に向けてCK Dを圏内4カ所のKD工場で梱包しており， 1987年にはCKD

輸出の5096は本牧のKD工場でまかなっている。14)

3-4. 荷主の海外物流戦略の事例

乙乙では荷主の自家物流の動向に注目して，製造業の物流子会社などによ

る海外進出を事例的に考察する。

わが国の製造業は従来，海外販売依存度の高い輸出型産業が中心であった。

そのため，圏内同業他社との競争が激しく，その結果，製品の生産・販売・

流通の全過程にわたるコスト削減を強く推進しようとする。加えて近年の円

高以降は，海外lと生産拠点が分散し，日本の園内工場を起点、とする従来の貿

易形態が大きく変貌をとげようとしている。輸出中心型企業の海外戦略は，

国内外を一体化した物流のシステム化，最適輸送手段の選択，適正在庫の維

持などを一段と重視する乙とになる。従来，乙れらの輸出企業の海外物流シ

ステムは日本の圏内工場で生産した製品を海外各物流拠点ζとに分散輸送し，

そ乙からさらに各販売店へ配送する方式が多かった。それが最近では主要な

物流センターへ貨物を集中させ，そ乙からデパンニングして，仕向地別，納

期どとに配送するシステムが多くなっている。
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乙れは拠点集中輸送による海上輸送コス卜の削減を図るとともに，集中管

理方式で在庫の圧縮と内陸輸送の合理化を図り，それによって物流のト ータ

ノレコストの削減を実現し，より多くの利益を確保しようとするものである。

そζで次に個別企業（主として電機メーカー）による国際物流参入の事例

をみよう。

物流子会社としては，大手であり，コモン・キャリアとしての実績もある

日立物流や東芝物流は，海外lζ現地法人を設立し，親会社の海外生産化の動

きに対応した物流システムの戦略を図っている。

前者の目立物流の海外進出をみると， シンガ、ポーノレ（1976年設立，以下同

様），米国（1987年），香港 (1988年），西ドイツ（1989年7月）にそれぞ

れ現地法人を設立し，目立グループが現地で生産する電気製品，部品の包装，

保管，輸送なと‘の物流業務lζ携わっている。西ドイツの現地法人は， 1992年の

欧州共同体 CEC）市場統合を前に欧州、［IC進出するもので， 目立夕、ノレープ向

け貨物の取扱から始め，グループ外の顧客も開拓していく乙とになっている。

上記2社に比べてより自家物流の性格の強い事例として松下電器とソニー

の国際物流戦略を紹介しよう。

松下電器の貿易商社である松下電器貿易は，米国での販売流通に関する物

流管理体制強化のために，全米14カ所に散在している内陸デポを4～5カ所

に集約し，それによって二重投資の回避や内陸輸送コストの節減を図るとと

もに，在庫ゼロ，即納化をめざしている。乙れは直貿メーカ一系商社による

国際物流拠点整備の例である。

次はソニーの海外物流戦略である。ソニーは同社の物流子会社ソニー倉庫

を1962年に設立し， 1988年10月より社名をソニーロジスティックスに改める

とともに，ソニーグループの物流管理を強化している。 1988年11月lとはシン

ガポールにソニーロジスティックスの海外子会社を設立し，アジア地域にお

けるソニーグループの物流を総合的に管理する ζとになった。ソニーは1962

年にソニー ・ホ ンコンを設立して以来，シンガポーノレ，マレーシア，タイに

販売会社を設けて幅広い販売活動を展開している。生産部門でも台湾，韓国，

マレーシア，シンガポーJレ，タイの5カ国lζ9工場を稼働させている。シン
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ガポーノレの新会社は乙の生産・販売の拡充lζ伴う物流量の増加に対応して物

流業務を集約するものである。ソニーは乙れまで海外の各工場ζとに物流担

当者（ソニーロジスティックスより派遣）が個々に物流業務を担当していた

が，乙の現地の新会社設立によってソニーグループのアジア地域工場への資

材調達物流と同工場からアジアを始め欧米，中近東，アフリカ向けの製品物

流を管理する拠点となる。16)

乙のように荷主企業は，多国籍企業として世界各地のより安いと乙ろから

資材 ・部品などを調達し，最適地で生産し，より有利な条件でより有利なと

乙ろへ販売するという夕、ローパノレな経営戦略のなかで国際物流のシステム化

を図っているととが分かる。

4. フォワーダー海外進出

4-1. 海外進出の概要

フォワーダー（主として広義の運送取扱人）が海外に進出する形態は，①

現地法人の設立，②現地法人との合弁 ・提携，①駐在員事務所の設立，など

であり，いわゆる海外子会社（拠点、）の設立の ζとである。 JIFFA17lの調査

(1986年末現在）によると，会員 128社（日本のフォワーダーの大部分をカ

表4-1 主要物流業の海外進出状況

{t: コ位 名 現 地 法人 合弁会社 駐在員事務所

日 本通見Ji 17 4 
ジトュラーンロスコ，，ン－テナI 8 3 

近鉄航空t't物 7 2 

*・ j些 il~ ill! 3 5 
I~ 割I 7 

三 菱 :frHi. 4 3 ,,, JL 1 5 
J:. *1l 3 2 

三 ）｜ーか Mi 1 4 

住友 :IrW 2 2 
こj三徳 ill!輸 2 2 

i!fJ i也 J逆 輸 2 2 

注 I）現地法人と合弁会社の合計数の多い順IC配列
2）阪急交泊社は，駐在貝事務所由みで17拠点を保有しているが．現地法人が少
ないので除いた。

3) 1987年3月31日現在．ただし．現地法人は1986年12月31日現在
出所 JIFFA 『国際物資給送に関する翻悲報告暫』(1987年3月）より作成

12 

5 
5 
5 
6 
2 

3 

8 
3 
5 
4 
4 

:ti・ 

33 

16 
14 

13 
11 
9 

9 
13 

8 
9 

8 
8 
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ノイーしている）のうち， 415'ぢにあたる53社が海外lζ拠点をもち， 279払 34社

が現地法人を設けている。

海外進出を時系列でみると， 1962年から海外進出が始まり，石油危機の

1973年以降， 次第lζ増加し，とくに1985,86の両年には急増している。乙の

時期は80年代からの貿易摩擦lζ加えて， 85年以降の円高問題によって，本格

化した製造業の海外進出に呼応するものといえる。

4 2. 個別企業の海外進出

表4-1.は海外進出件数の多い上位12社を進出形態別にまとめたものであ

るが，それによると，とくに進出件数の多い企業は，日本通運，ジューロ・

コンテナ・トランスポート，近鉄航空貨物，名港海運などである。乙れらの

企業はいずれも大手であり，いわばフォワーダーにおける多国籍企業ともい

えるものである。

次Iζ，迎輸業界最大手のフォワーダーである日本通運の海外進出について

みよう（「東洋経済」の 『日本企業の海外総覧 1988年版一』 のデータによ

るので前述の JIFFAの数値と一致しない）。日本通運は， 1962年にまず米国

への進出を果たし，以来， 70年代に7つの現地法人（合弁を含む）を設立（う

ち4カ所が対米進出） ' 80年代lζは，欧州向けを中心に12の現地法人を設立し，

進出件数が近年増加している。さらに日本通運の海外現地法人の事業内容を

みると (1987年3月末現在j，運輸業が圧倒的に多く， 21の現地法人のうち

18を占めており（旅行業との兼業を含む），残りは旅行業のみの単独事業を

行っている。乙れを投資目的でみると，現地・第三国への販路拡大が大半を

占めている。乙の日本通運の投資目的は，わが国製造業の海外進出先での販

売活動に対応した物流活動のための進出といえよう。

なお，日本通運の最近の国際物流拠点づくりの展開を少しみよう。例えば

同社は，シンガポーノレに大型倉庫を建設し (1989年末に稼働j予定），東南ア

ジアでの物流拠点強化に乗り出している。ζれは日本企業の進出で日本一東

南アジア閣の貨物量が急増し，現地工場向けの部品，製品のストックポイン

卜としての倉庫需要増lζ対応するものである。間
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さらに，日本通運は1992年のEC市場統合による域内各国の通関，物流障

壁がなくなる乙とを見越し，域内各国を結ぶ自社の国際トラック輸送網の整

備を始めている。とくにオランダ・ロッテノレダムー西ドイツ・フランクフノレ

ト聞など輸送量の多い幹線について自社輸送網をつくる乙とにしている。乙

れによって日本通運の海外支店相互間や海外提携先相互間などの三国間輸送

拡大lζ備える乙とになる。また対日本向け輸出貨物の急増lζ対処して欧米発

の国際複合輸送サービスを89年5月から開始し，自社の一貫輸送体制を強化

している。19)

5. むすび

海外進出による生産の国際化は，日本を起点とする従来の貿易 ・物流構造

を大き く変容させており，国際物流lζ携わるフォワーダーにも大きな影響を

及ぼしている。以下ζれまでの叙述を要約するとともに若干の問題点を指摘

しTこし、。

(1) 多国籍企業による海外進出は， 単に工場を海外に移転するのみならず，

アジアNI E Sなどの価格の安いとζろから資材・部品などを調達し，最適

地で生産し，最も有利なところで販売するというグローパノレな経営戦略を目

的として展開している。乙のような生産の国際化は圏内産業の空洞化 （国内

工場の集約化，国内生産の縮小など）を招くとともに，物流需要の空洞化を

もたらす懸念がある。つまり製造業の生産拠点が海外に移転分散すれば，と

くに日本発着の物流需要が減少し，フォワーダーの業域や職域lとも影響しか

ねない乙とである。これは港湾などのターミナノレで、の物流需要についてもい

える乙とである。

(2) 生産の国際化は企業内貿易を拡大させ，それに伴い企業内国際物流も活

発化させるととになる。とれは調達，生産，販売に至るまでの物流を荷主自

ら直接コン トローノレするいわゆるロジスティッ クスとしての物流戦略であり，

荷主の国際物流市場への参入を意味している。つまり荷主は，子会社を通じ

て内外の物流拠点への投資あるいはフォワー夕、ーとの提携などで国際物流へ
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の影響力を強めている。前者はし、わば自家物流としての性格をもち，後者も

コントラクト・キャリアの要素をもっている。乙のような荷主の国際物流へ

の参入は，換言すれば荷主＝多国籍企業による国際物流の包摂であり，国際

物流におけるコモン・キャリアの市場を相対的lζ縮小させるとともに，コモ

ン・キャリア市場でのフォワーダー相互間の競争を激化させるものである。

(3) 生産拠点が海外へシフ 卜する乙とκよって海外で発生する物流需要が増

大し，フォワーダーはそれを求めて海外へ進出する乙とになる。乙れは次の

ような問題を惹起せしめる。第 lkフォワーダーの海外進出が荷主の海外生

産lζ追随している乙とである。つまり物流需要は本来荷主の本源的需要に依

拠しているという宿命的な問額でもある。第2Iζフォワーダーの海外進出が資本

力などから大企業中心lζ進んでおり，海外進出l乙出遅れた中小フォワーダーにと

っては大手との企業間格差が広がり，いわばフォワーダーの二極分解現象が

生じつつある。第3はフォワーダーが総合物流業化への対応が迫られるなか

で，業際・業種の競合が一段と厳しくなり，それが大手と中小との新たな格

差拡大の要素ともなっている。乙れらの結果，フォワーダー業界でのサパイ

パノレ競争が相対的に激化する傾向にある。 (1989.7. 23) 

j主

1 ）『経済白書』 1988年版，PP.95～ 97

2）『経済白書』 1988年版， P.111

3）『経済白書』 1988年版， P.111

4）『通商白書』 1988年版， PP.268～269

5）詳しくは鈴木 暁「国際物流の構造変化と物流業」 （『広島商船高

等専門学校紀要』第11号，1989年3月）参照。

6）『経済白書』 1988年版， P.114

7) 『通商白書』 1989年版， PP.184～ 185

8）『通商白書』 1986年版， PP.238～239

9）『通商白書』 1989年版， PP.188の図参照

10）関下稔『現代世界経済論J，有斐閣，1986年， p.167。同書では
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おもに米国の事例で説明している。

11）鈴木暁，前出

12）なお，乙乙でいう物流市場は主iζフォワーダー業務を意識している

（したがって海，空のキャリアは副次的）。詳しくは，鈴木暁「荷

主企業による物流支配の構造」（『広島商船高等専門学校紀要』第10

号， 1988年3月）を参照。

13）唐沢 豊『物流概論』，有斐閣，1989年，PP.45～48

14）『流通設計』 ，1988年7月号， PP.7～10 

15）東洋経済『海外進出企業総覧』 1989年版および『日経』 1989.6 .26 

16）『海事新聞』 1989.10.14, 『無人化技術』 1989年 1月号

17) JIFFA『国際物資輸送に関する調査報告書』 1987年3月

18) 『臼経』 1989.5. 1 

19) 『日経』 1989.5 .14 



国際化の進展 と港湾の課題
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2.最近の港湾lとみられる主な変化

3.国際経済化社会の進展と港湾機能

4.港湾における今後の課題

1. はじめに

山村 学

（明治学院大学）

今日におけるわが国の経済社会は、乙れ迄のオイノレショックや円高などに

よる環境変化をのり乙え、かつての高度成長期とは異質の構造へと変身して

きている。 したがって産業構造も大き く変化し、 省資源、有エネルギー化の

必然的要請やサービス社会化などによって素材型産業は、その地位を低下さ

せている。また、製造業全般にわたってソフ ト化や軽薄短小化による高付加

価値製品化が進められている。

乙れらは、国内外における経済社会の変ぼうK対応していくものであり、

高度技術化や情報化などによって需要の多様化への対処がはかられている。

とくに、国際的な面に目を向けると貿易不均衡化、海外製品輸入化、 NI ES 

諸国の産業発展と輸出化などが進展しており、港湾においても、これらの対

応が要請されるに至っている。

本稿は、かかる国際化の進展とわが国の対応の方向を確認しながら、これ

からの港湾の要請される課題を提起してみようとするものである。

63 
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2.最近の港湾にみられる主な変化

(1) 港湾取扱貨物の変化

わが国の内需拡大と円高および対外貿易の不均衛改善などを背景として、

港湾における輸入貨物が増大してきている。乙れらの貨物は先進諸国からの

輸入に加え、アジアNI E S諸国からの輸入も増加しており、とくにコンテ

ナ貨物が主体となっている。また、貨物の内容をみると消費財の製品や食料

品などの増加が目立ってきているが、そればかりではなく、素材関係でもセ

メン卜、鉄鋼、アルミ地金などの輸入も増加している（表1参照）。

乙れは、かつてのように原料を輸入して製品を輸出するという加工貿易立

国の形態が大きく変化してきている乙とを示すものであり、今日の如く内需

拡大を中心とした好況下においては、かかる輸入貨物の急増も含めて現状の

港湾施設や機能では対処しきれなくなってきている。

(2) 港湾における物流機能の変化

最近の港湾貨物は、総じて多品種小ロット化が進み、乙れらの物流業務に

おいてはキメ細かい’情報を迅速かっ正確に提供する乙とが要請れている。ま

た。港湾地域において加工，開梱，包装，仕分けなどの業務に加え，商品と

しての展示から港頭での代行販売機能までも受け持つようになってきている。

しかも、 P0 Sの物流版といわれるヂャス 卜・ イン・タイム納入または看板

方式納入が、港湾の物流情報化と結びついて複合一貫物流を完結させるよう

になってきているわけである。

乙のような変化は、言う迄もなく荷主からの要請にもとづくものであり、

港湾流通を総合的に処理する体制の確立にほかならないわけである。もちろ

ん、今日の港湾においては、かかる複合的流通センターの機能ばかりでなく、

住宅、商店街、教育施設、文化胞設、会議場、イベン卜会場、情報センタ一、

レク リエーションおよびスポーツセンタ一、レジャー施設、公固などが配置

され、交通体系も整備されて都市核的機能をもつようになってきている。

(3) 港湾産業lとみられる変化
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港湾における貨物の内容や物流機能の変化とともに、港湾産業とくに港連

業の事業内容や範囲にも種々の変化が生じている。例えば、専用および専門

埠頭化とともに後背地の複合的流通センターとのシステム化が進み、労働生

産性や空間生産性の向上がはかられているし、新らしい業際業務も創出され

てきている。また、港湾地域lζ立地可能な新規事業もつぎつぎと展開される

に至っている。

一方、衰退の方向をたどる「はしけ」運送事業については共同化が進めら

れており、乙れからの港運業のあり方については業界団体が中心となって近

代化対策が検討され、実施l乙移されてきている。

(4）変化の主な・背景と要因について

① わが国の産業梢造と流通機構の面からみてみると、産業構造は国際化

の進展や国内経済の成熟化によって、さらに高度化が追求されてきている。

国際的にみれば円高の傾向、貿易不均衡問題、NI E S諸国の追いあげなど

への対応κせまられており、圏内では需要の多様化、 高級化などへの対応lζ

取組まざるを得なくなっているわけである。

また、流通機構については、商品の生産、流通、消費の各段階にの発展度

合と商品の性絡によって規定されるのは周知の通りであり、需要が拡大すれ

ば生産、流通も拡大し、生産の技術革新や流通活動の効率的なシステム化は

需要鉱大に結びついていく乙とになる。したがって、需要構造に変化が生じ

れば、生産や流通面で、の対応も変化し、新商品の発売や新流通体制の確立は

新らしい需要を創造していくものといえるわけである。今日の国際経済社会

における変ぼうと港湾の貨物や物流構造の変化は、かかる視点から基本的な

把握をする ζとが要請されているのではなかろうか。

② そ乙で、もう少し具体的に立入ってみると、円高傾向の対応としては

産業の構造調整（し、わゆる リストラクチャ リング）や企業の海外進出などが

行われており、海外との聞に中間材料や製品の輸出入、とくに輸入の拡大が

はかられてきている。乙れは、わが国の経済、社会活動が世界的視野で行わ

れるようになり、国際的相互依存度を重視するようになったからにほかなら

ない。また、社会活動でも海外旅行や海外品の直接輸入をはじめとし、海外
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表 1 最近の製品輸入動向

①輸入総計 （単位：億ド川）は前年比増減率）

1985年 1986年 1987年 1988年

愉入総計 1, 295 1,264 1,495 1. 874 
( -5. 1) ( -2. 4) (18. 3) (25.3) 

米国 258 291 315 420 
( -5. 1) (12.6) (8.4) (33.5) 

EC 89 14. 0 177 241 
(-4. 7) (50.0) (26. 3) (36. 2) 

NIES 93 124 188 339 
(-0. 3) (34.2) (51. 1) (80.3) 

②製品輸入

1985年 1986年 1987年 1988年

輸入総計 402 528 660 918 
( l. 1) (31. 4) (25.0) (39.2) 

米国 142 176 177 235 
(1. 9) (23.9) (0. 2) (33. 2) 

EC 77 120 151 208 
(-5. 9) (55.4) (26.7) (37.1) 

NIES 57 78 125 182 
(-0. 8) (37. 2) (59. 7) (46.4) 

①消費財輸入

1985年 1986年 1987年 1988年

将i入総計 63 93 157 226 
(6. 1) (47. 9) (68. 5) (44.3) 

米国 9 11 19 29 
(-7. 3) (26.3) (70. 0) (49. 8) 

EC 18 30 50 73 
(11. 7) (65.5) (67. 2) (45. 7) 

NIES 22 33 58 87 
(2. 2) (52.8) (74.6) (50. 2) 

（資料） 「通関統計」

出所 ：「90年代流通ビジョン」通産省。
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諸国との双方的社会活動が増大して，多様な接触が行われるようになってき

ているが，乙れらも国際的な調和を背景とするものである。

＠ わが国の産業界においては，円高や貿易不均衡の問題ばかりでなく，

NIE S諸国の追い上げや国内需要の多様化、高度化に対応するため， 高付

加価値品の柔軟な多品種少量生産システム化をはかつてきており， FMS  

（フレキシブノレ・マニファクチャ リング・システム）カ〉らCI Mイiニ（コンピュ

ーター・ インテグレーテッド・マニファクチャリング）への体制確立が進め

られている。最近では、既存のテリトリーを越えて夕、イナミックに対応しよ

うとする業際事業の展開やハイテク化，情報化，第3次産業分野の拡大など

が進み、平成元年版の「経済白書Jでは，乙のような方向を「産業の高度化」

としてと らえている。しかも，乙の結果なり，変化の過程が港湾の物流面に

も如実にあらわれてきているわけである。

＠ さらには市場ニーズを先行させた商品の開発やアピー Jレが，メーカー

や商社などによって展開され，売れる商品化を目指したマーケテング活動が

港湾の物流聞にも及んできている。輸入製品についても，その増大l乙伴って

新らしい流通チャネノレの形成が進みつつあり，港湾地域での多種多様な対応

を要請されるに至っている。

3.国際経済化社会の進展と港湾機能

(1) 現状における日本の経済社会構造

今日の日本経済は，平成元年度版の「経済白書」第3章で述べている如く，

圏内経済発展の持続，雇用への配慮、および海外事業の展開を達成しようとし

ており，政策面でも国際的な調和をはかつていくことが目指されている。乙

れは，再三言う迄もなく，国際的lとは円高，貿易不均衡、 NI E S諸国の追

い上げなと‘への対処方向で、あり，圏内では需要の多様化や高度化という成熟

化を背景とした内需拡大化の方向にほかならない。

目下のと乙ろは，内需拡大によって，低価格輸出に歯止めがかかり，欧米

のダンピング提訴に対抗できる環境にもなっているわけである。したがって，
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表 4 /7イン ・ステ ィールの一例

経くて強い鉄：館高張力鋼板

加工しやすい鉄：深絞り鋼板、超塑性鋼板

i昆度を制する鉄：超耐熱鋼、極低i昆用鋼
錆びない鉄：レーザー表面処理鋼板

ファッショナプルな鉄：発色ステンレス銅

剣い鉄：ハイテンスティールコード

噂い鉄：極i尊スティールフオイル

ミクロの鉄：鐙！被粉鉄

図1 鉄工業の経営多角化

I 1且 工 造 A'ti 
I 
機 彼

エンジニアリング
周辺分野

既存技術活用 金属性新材料

シ リコ ンウェノ、 －、
I ファインセラミ yクス
’ ソフトウェア ー

I 

I 、
エレ ク トロニクス

ノ〈イオテクノロジー

サ ピ ス 業

原用・地域対応 。
’ 多 t最 な 分野
’ 

出所：通産資料調査会

成長分野指向
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海外生産拠点化、新商品の開発、国内外市場の開発なども、基本的lζはコス

ト低減による国際競争力と輸出指向が根底lと残されているという疑問がわい

てくる。

例えば、最近は内需の活況によって、市場の内需シフ卜が進んでいるし、

円高によって輸入原材料や製品のコストが減少している。また、乙れまで不

況対策として行われてきた合理化が収益の回復や上一昇につながっており、稼

動率の上昇も固定費の軽減となっている。さらに市況回復によって価格も上

昇している乙となどから、現象的には日本経済のグローパノレ化やリストラク

チャ リンクの進展がうかがえるものの、実質的には大きな変化を生じている

といえるからである。

(2) 「産業の高度化」への潮流

わが国の産業構造は、国内経済の成熟化と国際経済社会の変化に対応して

いく方向へのリストラクチャリングを要請されているが、乙れは1970年代か

らの課題であったわけである。かつての日本は国際競争力を高めて海外市場

に介入し、拡大化をはかつてきたが、今日の国際経済社会においては、平和

と自由のもとでのバランス化が重視されるに至っている。したがって、成熟

産業の国際分業化や国際的は共同事業化、日本の国内市場開放化が必然的な

要請となっていることに注目 しなければならない。

そ乙でも最近におけるわが国の産業界の動向をみると、総合的な事業化や

川下分野の事業化、海外事業化などが積極的に進められつつあり、素材産業

の鉄鋼業を例にとってみても、次のような再構築化が展開され始めている。

すなわち、本来の製鋼事業のほかに新素材開発事業や新規事業などへの進出

であり、本業については生産設備の総合化と労働生産性の向上をはかつてボ

トム需要にも耐え得る体制づくりが行われているし、コストをカバーできな

い輸出は削減の方向も打ち出されている。今日では高級品化や加工品化に加

え、ファイン・スチー Jレ化が進められる一方、海外諸国との国際分業化も推

進されてきている（表4参照）。

しかし、鉄鋼製品が素材としての優位性を保持する限り、鉄鋼業界が本業

と異る事業活動を展開するのは容易ではないと思われるので、 ζれからが正
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念場となってくる（図l参照）。

また、アノレミ業界では、かつての精線事業のウエー 卜は低下し、地金（イ

ンゴッ ト）の愉人が地加している。 しかも、 最近は加工製品分野への進出が

白立っており、アルミホイール、アルミ缶などをはじめとして、最終製品の

アイスクリーム製造機や果実酒製造機も製作されている。乙のほか、合繊業

界における新らしい高分子化学分野への進出、造船やプラン ト業界の総合重

機卒業化など、それぞれの産業が新らしい事業分野への進出をはかつており、

事業領域を佐合化した業際事業化も進められてきている。もちろん、海外進

出による現地生産化や国際分業化も民1mされている。

(3) 新らしい港湾機能の形成

① 港湾機能の高度化

港湾活動の内容から、その国の経済構造が読みとれるともいわれるが、

わが国の港湾も高度成長期を通じて近代的かつ、合理的な：港湾機能を形成し

てきている。 しかし、 今日のような国際経済社会の変ぼう期にあっては、 そ

の変化に柔軟に対応できる港湾機能が必要になってくる。

これまでも、港湾貨物の変化や物流機能の多機化lζ対応するための各施設

整備、制度面の改正などが行われてきたし、港湾地域の都市機能化 （例えば

居住施設、文化施設、匡｜際展示施設、レクリエーションやレジャー施設、ス

ポーツセンタ一、緑地、公園、商栄地など）も進められてきている。また、

今後の港湾整備計画についても、 21世紀の国際経済社会に対応する方向が打

ち出され、高度複合物流拠点施設、貿易および物流関連情報施設、臨海都市

機能諸施設、ウォーター・フロン卜施設などの整備と、その基強となる交通

ネッ トワークの強化がはかられようとしている。

(2) 港連業界の近代化

物流経済活動の主体で－ある港辺業界は、港運機能の高度化に見合う体制づ

くりを行ってきており、最近では港湾を抜とした複合一貫物流体制の舵立が

目指されている。また、情報機能の整備によって物流関連事業や業際事業へ

も進出をはかり、総合物流業への転換が行われつつある。乙のほかにも、既

存の施設を利用した新規事業への進出も行われているのはJSJ知の通りであり、
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具体的事例をあげる乙ともなかろう。
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しかし港湾物流の需要に対する用役（サービスという商品）の供給は，

交通用役と同様に生産却消費という「無形の即時財」であり、需要と供給の

場所と時聞が同一でなければならず，他の実物的商品のように貯蔵や保管が

できない特性がある。これは、不需要期lζ生産したものをピーク時の需要に

対応させ得ないという乙とであり，不使用能力と能力不足という状態（波動

性問題）を生じる乙とになる。また，港湾の基本施設は公共的なものが多く，

市場原理が働きにくい中での物流活動が行われている。

しかも，港運業者の大部分が中小企業で、あり，経営体質の脆弱さから需要

創造も困難な面が多く ，主iζ需要追縦的活動を展開してきている。とくに，

海貨業では無免許業者制暗躍し，業界の秩序が乱れるというような二重性と

零細性をうかがわせている。

もちろん，一方では規模の経済性や作業の効率化が追求され、専用ないし

専門埠頭とともに協同組織化による国際的流通ターミナノレも整備されてきて

いるし，前述のような業際事業，代行業務，新規事業なども展開されてきて

いるわけである。

4.港湾における今後の課題

(1) 荷主の動向Kみられる課題

素材産業，とくに鉄鋼業界をはじめとして各業界がリストラクチャリング

に取り組んでいるが，乙れは企業のもつ経営資源と市場の成長性をにらみ合

せて将来の事業構造を明らかにする乙とが前提となる。その上で新事業の全

社的位置づけが行われ，資源配分が具体化されてくる。また， リストラクチャ

リングに際しては，グローパノレ化の進展をふまえ，港湾の物流を企業戦略の

一環としてとらえるようになっている。

したがって，通産省当局も，乙れをパックアップするために，貿易不均衡

の是正を目途と した総合的輸入促進策を発表している。例えば，輸入を促進

させるための諸制度を整備し圏内各地lζ輸入品流通センターを建設する構
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想や外国企業の対日直接投資促進策などが，その一例である。また，日本貿

易振興会から米国へ輸入開拓チームを派追し，情報交換の場を設定する構想、

もある。

確かに，今日のような為替レート変動制の中で生じた円高への対処や国際

経済社会の調和を目途とする相互依存関係の確立などを前提として日本経済

の発展に寄与していくためのリストラクチャリングは容易な乙とではない。

とくに，生産体制のグローノかレ化が必然的に要求されるようになってくるし，

その場合の需給構造は地域経済社会の変化に対して柔軟に対応できる体制が

要請される乙とになる。

乙れは，ある地域でのインフレが進み，商品のコス ト面で劣位になれは＼

他の地域から輸入を増加させていくという迎用を可能にするにするが，その

ためには操業率が低下しても維持可能な企業体制を舷立してし、かなければな

らないわけである。しかし，柔軟な供体制は，為替レー卜の上昇を含めたコ

ストアップを最小化で‘きる乙とになるわけである。

それと同時に，国際的なマーケティング活動の展開を要請されるし，新らし

い国際吻流ネットワークの形成も必要となってくる。また，国際情報化と商，

物結合の深化も大きな対応課題となるのはし、う迄もないζとである。

乙乙で，わが国の鉄鋼業界における今後の対応課題をとり上げてみると，

次のような ζとがし、える。

① 主な製鉄所の生産設備は，昭和50年以前lζ建設されたものであり，フ

ァイン・スチール化やコスト低減を目途に設備更新が検討されている。乙れ

はFA化を前提lζ弾力的な生産が可能な溶融還元炉の導入，転炉投入のスク

ラッフ。量調整化をはかつてし、く。

② 受注から納入まで，約2ヶ月を要しているが，乙れをF、M、Sない

しC、 I、Mの導入によって，期間短縮をはかり，小ロット化lζ対応してい

く。

＠ 海外企業との提携や国際分業化によって，国際的な供給についての協

調化をはかつていく。

④ 事業の多角化を進め，複合経営体制を確立してし、く。
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なお，消費財メーカーや，流通業界においては，業際化．国際化，↑iH~化

などの進展lζ対応するため， トータ Jレ管聞のマーケテイングが展開されつつ

あり，売れる時間の拡大化，作る時間と納入時間帯の拡大化が進められてい

る。とりわけ，流通面では販売の多開化（卸小売 l体化，チェーン化＇ 24時

間営業化など），新らしい流通形態による輸入品販売化， 無店街Ii販売化（カ

タログ，電話，テレビ利用なと） ，販売 ・金融・サービスの l体化とその情

報システム化（割賦，商品先波、カード方式など）が進められているのは周

知の通りである。

乙のような荷主業界の対応方向や課題をみると，かつて日本が開放的海外

市場を熱心lζ開拓しその成果をあげてきたのに対し，今日では逆に諸外国

が日本市場への参入開放や日本の開拓市場での競争的参入を目指している乙

とを，どのように受止めていくかが，乙れからの大きな課題といえよう。

(2) 港湾の多機能化iとみられる議長組

① 当面の課題

今日の経済社会情勢をみると情報化や国際化の進展， 産業の高度化計画の

展開などに加え，高令化社会への突入および生活様式や価値感の変化など，

きわめて広範囲にわたる構造的変化が生じてきている。したがって，港湾に

おいても物流や生産，流通機能の高度化とともに，一方では新らしい郎市機

能の創出と充実化が進められ始めている。乙れは，換言すれば港湾と郎市の

機能を融合化させ，魅力のある都市核を形成すると同時に港湾機能をさらに

強化させてい乙うとするものである。

すでに物流面を中心lζ輸入製品増大化への対応や港湾関連の業際化事業お

よび新規事業の展開も行われているが、当面の課題としては＠複合一貫物流

の進展と大型コンテナ船化への対応，＠港湾情報システム化への対応，。港

湾における総合ターミナル化の要請とその対応，＠限られた港湾物流空間の

効率的活用化などがあげられる。

② 港湾機能強化の課題

今後の港湾計画や構想、をみると，国際経済社会の進展に対応するための物

流｜刻述機能化策と新らしい都市機能施設の創造をえがいているものが多い。
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しかし，乙れらの内容は具体性に欠けており，実現の暁には実態とヨJE離して

しまう恐れがあるといえるのではなかろうか。 例えば，

＠物流機能の強化については，荷主のマーケティング勤向と港運業界およ

び港湾管理表のマーケテインク活動の方向をどの程度ふまえているかが疑問

であるし，地域経済社会の底辺を支える中小企業荷主の動向も定かでない。

とすれば，まず分析の基本的視点から再検討されなければならないであろう。

⑤国際港湾貨物は輸出主体から輸入拡大に変化している乙とは確かである

い輸入貨物の多機化，複合一貫輸送化， 業際事業化や新規事業化の進展な

どもみられるが，乙れらは国内外の情勢変化に対応していくために，港湾関

連の荷主業界が展開していると乙ろのマーケティング活動の結果にほかなら

ない。とすれば港湾機能の強化には，乙れをふまえてどのような施設を必要

とし，また，それをどのように配置していけばよいかが検討されねばならな

い。さらに，港湾特有の波動性はどう変化するか，臨海性の必要度合をどの

ように見定めていくかについても， 当然検討されなければならないわけであ

る。

＠情報産業，ハイテク産業，海洋および沿岸域関連産業などの誘地と総合

流通センター，国際展示場，貿易センターなどの配置によって人的交流を高

めていく精想についても貝体性が之しいといわざるを得ない。1'.1.bTI:な港湾空

間を利用するわけであるから臨海性の必要度合，環境保全， 交通ネットワー

ク，進出企業の中央との機能分担｜長｜係および地域住民と利用者の窓向などが，

との程度反映されているかが問題である。

また，港湾と都市の 1体化が「｜指されており，快適な居住施設，ショッピ

ンクセンター，生活関連施設および親水性の諸施設（緑I也公国，レジャー

およびスポーツセンター，マリーナその他の海洋関連施設など）を終備する

梢想が都市計画事業の一郎として策定されている。しかし，乙れらも優先順

位とその具体的な理由が明雌化されていないし，すべてよい事であるように

みえるが，予測される問題は事前に提起される必要がある。

＠港湾へのアクセスlと必裂な交通網は，人と物の流れに見合うものとして

計画されているが，交通のピークや港湾物流特有の波動性への対応策が明ら
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かにされていなし、。したがって，かかる問題をどの様に解決していくのか，

また問題がないのかを公表して利用者の賛同を得るべきであろう。

＠港湾を中心と した地域経済社会が形成されていく場合lζ規模の経済性，

集積のメ リットその他の外部効梨などが追及されるのは当然である。しかし，

経済的合間性も国際的な視野からの検討が必要であるし，一方では社会的合

理性の追求もあわせて行われなければならないであろう。

(3) 港連業界にみられる課題

明大傾向をたとる輸入製品は，量的にみて海上輸送が多く ，背後lζ大消費

市場をもっ大都市港湾に集中している。したがって，乙れらの港湾では内需

拡大とともに海運貨物が大巾に増加し，施設と労働力の不足が問題化してい

る。また，物流の効率化や周辺事業分野の拡大化lζ対する要請と相俣って新

らしい知識の習得も必要とされるに至っている。

乙れは荷主のマーケティ ング活動への対応やユーザー（荷主の顧客）サービ

スの質的向上に結びついていくものであり，乙れからもわが国のグローパノレ

化がさらに進展する乙とを考えれば，景気変動による貨物の増減があるにせ

よ，滋湾の発展は期待できる筈である。したがって港運業は，今後どのよう

に対応していくべきかを検討してみる乙とにする。

①経済的規制緩和の方向

日本市場の開放要求lζ応えていくためには独禁法や関連法規の強化策が考

えられる反面，市場競争を促進すべき分野では規制緩和が行われる可能性が

ある。再度いうまでもなく，かつての日本は海外市場への参入によって発展

してきたが，乙れからは逆に海外企業が日本市場へ参入してくるようになり，

規制緩和が乙れに拍車をかける乙とにもなろう。

すでに物流面での利用が増加している無線電話事業には米国のモトローラ一

社が参入してきているし，これからの港湾においては周辺事業分野への参入

や港迎業に対してM&A方式による参入なども予想される。もし，乙のよう

なことになれば，港湾における業域確保や港湾労組のlffjt域確保を背景とする

ような制度は意味が薄くなってくるし、参入規制の免許制度を同根する労使

歩調的な行動はとれなくなってくる。
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したがって，海外企業と提携化をはかるような前向きの対応が必要になっつ

くるであろう。

① 新らしい流通形態への対応

荷主からの要請への対応ばかりでなく ，港運業自らの対応策を含めた港湾

での経済活動を展開していくためには在庫管理機能の充実化や情報のシステ

ム化をはかり，複合一貫物流への対応を行っていく乙とが必要とされている。

この一環として業界の協同化による港湾総合ターミナノレの整備が進められて

きており，施設とアクセスの効率的な接合，施設内での流通加工，商物融合

による周辺事業分野への進出などが展開されている。

しかし， ζれは従来の物資別専用埠頭やコンテナ埠頭のように専用，専門

化されたものではないので，より柔ii次な対応が要請される乙とになる。 した

がって，今後さらに，その具体的な対応策を検討していく必要があろう。例

えば， 24時間営業の年中無休体制，業者間のコンパイン物流業務体制，ヂャ

ス卜・ イン・タイムの集配送体制なと、の｛確立であり，そのためには，前述の

FM SやCI M，さ らにはP0 Sの応用なども検討してみるべきである。

① 労働力確保への対応

港連業界における労働力不足は深刻な問題となっているが，乙れは対応策

lζ不充分な面があるといえる。確かに，今日の労働力は売手市場となってい

るが，労働力確保のためのマーケティング活動如何によっては求l餓者を増す

乙とも可能な筈である。

例えば，求職者のニーズを調査して，それにフ レキシブルな対応を行う乙

とと，他業界の労働条件よりも改善された差別化条件を設定し，ニーズに見

合った企業特徴を打ち出していく乙とである。らちろん，労働生産性を高め

得る ζとが前提条件となるが，乙乙で良質の労働力椛保l乙成功している業者

の対策事例をとりあげてみる。

＠労働時間の短縮化

実労働日数を20日とし， 有給休llf去を本人との打合せによって計画的l乙調鐙

する。また，勤務時間帯の変則化や勤務場所の複数化をはかり，パートタイ

マーやアルバイト勤務を併用する。
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＠求職者のニーズlζ対応

77 

出克雇用，パートタイマー， アノレノミイ卜などに分けて採用し，勤務時間帯，

勤務日などを本人との打合せによって計画的K決定する。

＠労働生産性の向上策

多技能化を惟奨してl職務内容の拡大化をはかり，一方では自主管理活動の

活滋化を推進する。

＠ 運賃料金体系の検討

大都市圏内の港湾，例えば東京港と千葉港では運賃料金が異っている。今

日では，乙れを見直して公正化をはかるべきなのに，両港の業界はお互にマ

イナス志向の綱引きに始終している始末である。

少なくとも，港運業が総合物流業に脱皮していくためにはどうあるべきか，

新規事業や周辺事業分野をどのように開拓していくべきか，また，どのよう

にしたら既存事業の生産性を高め得るかを検討した上で，あるべき運賃料金

を設定していくべきではなかろうか。
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はじめに

木村武彦

（名古屋港管理組合）

昭和62年 (1987年） 6月lζ閣議決定された第四次全国総合開発計画（以下

「凹全総」という。）は「交流ネットワーク推進による多極分散型国土の形

成」を基本政策と して， その実現のために，①工業の分散，再配置政策の推

進，①政府機関の移転，再配置等の検討，推進， ①全国的文化，研究施設の

東京外立地，＠事務所立地の地方都市等への誘導の検討，⑤選都問題の検討

の五つの課題を提起している。こ乙lζ掲け、た諸課題は，「東京問題」を念頭

に置いたもので，従来の全国総合開発計画で考えられていた大都市圏と地方

圏という視点が払拭されて，東京一極集LjJが凹全総策定過程で大きな問題と

なった乙とを示している。

なかでも東京への世界都市機能集積は，新たな都市問題を誘発しており，
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その解消への政策推進が東京湾の臨海部開発への負荷を増大させている。と

のような認識のもとに，乙の小論では，東京圏への世界都市機能の集積構造

を検討し，その帰結として発生したオフィス需要の増大を契機とした東京湾

のウォーターフロントの開発の現状を分析して，東京湾へ沿岸域管理の思想

を導入した場合の開発と保全の問題を提起する乙とによって，経済的視点か

らの資源配分の効率性が保全の視点からはその論理が貫徹されない乙とを実

証し，今日の東京湾の開発と沿岸域管理システムの共生の可能性について考

察を加えようとするものである。

1. 東京圏への世界都市機能の集積

三大都市圏への人口集中は昭和30年（1955年〕代にはじまる高度経済成長

~Jj に四大工業地帯をベノレ ト 状に結ぶ鉄鋼，石油化学工業コンビナー卜の形成を

核に，大都市圏の中枢管理機能の集積を享受する乙とによって，一大輸出基

地化を図った乙とは周知の事実である。乙の現象を捉えて，大阪市大の宮本

憲一教授は，世界にも類例のない中枢管理機能と現場機能というこつの機能

を大都市圏にもった乙とが，大都市圏の集中集積l乙一層の拍車をかけたζと

を指摘したI）。

乙の時期を経て，昭和46年（1971年） 8月の金 ドノレ交換停止の ドノレショ

ックに引き続き，昭和48年 (1973年） 10月の第四次中東戦争の勃発による第

一次石油ショックlとより，経済の安定成長路線への転換が図られた。乙の頃

より大都市圏への人口流入は沈静化がみられたが，昭和56年（1981年）以降

表 1 三大都市圏の転入超過数の内訳

(J)I弘h''il剖 .,;,r.1：.｝.、：11;.1;:1¥. f.'Hの21r.tniをと「ている。
2問日'11!-1川け，3,A;r,l\,J;l~li::JO)fl；引を （＼／50

3.>'I ＇射 Iii ＇＜』官 iιより。 •18叶i己 J"~ ，；·がふろ。
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増加の一途をたどり，特lζ東京圏では昭和61年 (1986年）には 155.6千人の

転入超過を示し，関西圏が未だに転入滅，名古屋圏が昭和60年（1985年）に

ようやく転入超過に転じた乙とを考えると，東京圏への人口の集中がいかlζ

大きいものであったかを読み取る乙とができる（表1参照）。

乙のような人口集中が再び生じた東京圏の経済構造の変動指標をみてい乙

う。都市機能の地域的配置状況（表 2）によると対全国シェアが高いものは

金融分野の手形交換高が昭和55年 (1980年） IL 66. 9 7ゑ在日外国銀行従業者

数が昭和56年（1981年）に85.6 96，外国企業事務所が昭和56年（1981年）

に66.8 96，情報サービス ・調査 ・広告業従事者数が昭和56年 （1981年）fL. 

55. 9 96，資本金10億円以上の企業の本社数が昭和55年 (1980年）に 59.4

%と金融，国際，情報業務機能の東京集中が昭和55～56年（1980～1981年）

を境iζ顕在化し，次第に集中化傾向が進んでいる状況が窺える。

乙のような東京一極集中現象の経済構造を他の資料により分析を加えよう。

まず第ーは，東京の国際金融センターとしての役割が浮上した事実である。

表2 都市機能の地域的配置状況
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そ乙lζ至る経過を図 l世界の貿易・資金フローによってみると，昭和51年

(1976年）には，アメリカは日本を除く他の貿易相手国との間lζ貿易収支で

黒字を出し，対外資産残高も黒字であったが，その後のJO年聞にすべての貿

易相手国との間で貿易収支が悪化している。また，対外資産残高も大巾な赤

字国に転落した。一方，日本やその他の先進国は貿易黒字の多くをアメリカ

に環流させている状況を読み取る乙とができる2)0 

図l t!t界のf(易 ・ 'f!~7 ロー

（単位： 10億円レ）

('..I！号） I . IMF"Oi'Ccti。nof T'odc Stoti>tics ＂.市町 fl・, ·su~ey ol Cw,ent Business 
DECO "Development Coooc,ot・on・. B*l~Vi' （耳目収支はltJ により伸庇．

2. 寝中の！ tl'i:l;I . 各年同百易取引~R(F .0.8 恒川＂＇＇示｝を示す－ '1た．高中町・2弓田
理唱は下IC町通リ．
〔 〕 岳－＇！＇的資企フロー： n.〔－ ) ，，不明．
（ ｝．各年同ほ’K担主

｛ 〉・岳写：衰の同件3主演，T奴コ：

（山所） 附;f1広jlド皮年次経済報告より

乙れまで検討したような貿易，資金の流れの変化は，東京を貿易lとおける

自動車，電気機械，石油などを中心にした実需取引市場とアメリカlζ環流さ

せる資金供給市場としての機能を高める帰結を導いた。特K，東京l乙国際金

融センターとしての機能を与える契機となったのは，昭和58年 (1983年） 11 

月にレーガン大統領訪日時に設置された日米円・ドノレ委員会の報告書（昭和

59年 (1984年） 5月発表）に求める乙とができる。その中で当面の金融の国

際化・自由化目標を①日本の金融・資本市場の自由化，①日本の金融・資本

市場への参入等の改善，①ユーロー市場の拡大，④直接投資交流の促進の四
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項目にしぼっている。乙の方向は「円を非居住者に積極的l乙利用させようと

するものであり， ドノレの基軸通貨としての役割を円に肩代りさせようとする

意図が感じられる3）。」と指摘されているように，わが国の大口金利の自由

化やユーロ一円市場を開放するための東京オフショア市場の開設（昭和61年

(1986年） 12月） 等の規制緩和が進行し，乙れと相前後して外国銀行や証券

の東京ラッシュが進行した。乙の9割までが東京都心3区（千代田区，中央

区，港区） Iζ集中立地している乙とが国土庁の調査4）で判明した。

第二は円高に伴うわが国産業の構造変動が，アジアNI E Sとの水平分業

や欧米への現地生産化を進め，その結果として東京lζ輸出入業務，決済業務，

資金供給業務，信用保証業務と乙れに付随する許認可業務を拡大深化させた

ため，東京への中枢管理業務や情報サービス産業等の集中を引き起し，オフ

ィス需要を拡大させた。

昭和55年 (1980年）以降に本社を東京lζ移転させた企業の9割までが東京

都心5区（都心3区に新宿，渋谷の2区を加えたもの）に集中させ，その理

由を「国際情報の収集」，「官公庁からの情報収集J，「資金調達，資金運用J

の3つの理由をあげている5)0 

第三は，乙れまで考えられなかった都市開発ないし再開発が新しいビジネ

ス・チャンスと して拾頭したことである。昭和61年 (1986年） 3月に発足し

た第二次臨時行政調査会は社会資本の整備や土地政策に対する規制緩和を打

出すと共に民活導入施策展開の契機となった。わが国では昭和43年 (1968年）

5月に自民党都市政策調査会がまとめた「都市政策大綱Jの中で民間デベロ

ッパーといわれる巨大開発資本による大都市空間の開発ないし再開発をすす

めるために，従来大都市自治体がもっていた権限を固に吸い上げる乙とを提

唱していた6）。

当時は都市政策も制度的lζ成熟しておらず，民間デベロッパーといわれる

都市開発資本も，自らの論理と利潤動機で都市開発を推進する乙とは不可能

であった。これを可能にしたのは， 今日の大都市開発における規制緩和や民

活導入であった。 乙の潮流は，イ ギリスのサッチャリズムやアメ リカのレー

ガノミックスに代表されるような新保守主義の延長線上に理論化されたもの
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であった。

乙れまでの検討の帰結として，東京一極集中は，単iζ圏内経済構造変動lζ

よって生じたものでなく，世界経済の構造変動や多国籍企業の動向に大きく

影響されて世界都市機能の集積をみるようになった ζとが窺われる。

2. 東京湾のウォーターフロント開発の論理

前節lζ掲げた東京圏一極集中化の要因が中枢管理機能の経済的集中化構造

の分析だとすれば，先lζ指摘したように高度成長期lζ現場機能として臨海部

に集積した素材型産業動向についても検討を行い，乙の二つの機能の構造分

析を集約する乙とによって一貫して流れる東京湾のウォーターフロン卜の開

発論理をみていきたい。

まず，東京湾の埋立面積の推移（表3）からみてい乙う。昭和56年 (1981

年） 3月までに事業実施中のものを含めて2万6千456haとなっており，そ

のうち高度成長期以降のものが2万2千726haと実に88961ζ達している。そ

の利用状況も昭和35～39年 (1960～64年） κはほぼ85~ぢが工業用地として使

われていたが，第一次石油ショック以降の昭和50～54年 (1975～79年）には

表3 東京湾埋立地の面積
単位 ha

一一一一
1主 I止 ド11 !,'i Ill 1’1ー、I ＊以降

H四
J.Uj;((,11 下 !ii~.i

JllW.idi 18ii!(di hVii!i'Cidi 小，ii (,JI) 

一ーーーーーーーーー喧ー－，ー－－’一ーーーーーー 』ーーーーーーーーーーーーーー 「ーすiOiI J可 ll!i 代 210 

明治 II年代 75 240 240 315 

大 ＂iE II年代 157 186 5~8 180 白日目 I, 056 

昭和 l～JO年 460 174 144 101 419 879 

1mn1 l～20年 102 270 349 101 720 180 I, 002 

l出和21～30'<1° 51 23 15 38 179 268 

IPJlll31～35'<1° 305 264 119 27 410 54 769 

IW1和36～401-1: 75 861 522 27 I, 410 3目051 4目536

ll{l.fll •11～45年 844 I:J9 502 110 751 I. 949 3, 544 

llLl-f1H6～5011二 I, 137 241 671 110 I, 022 3, 861 6, 020 

lllJ和51～56'<1:3 J~ 509 309 382 692 2, 347 3, 548 

1「 3, 925 2, 467 3, 472 662 6 601 11, 621 22, 149 
事業 3, 174 206 136 34 356 759 4, 309 

メE当コ、 7, 099 2, 673 3, 608 696 6, 957 12, 380 26, 456 

Cillffr）凶土庁大間lilll剖挫仰向資料iζよる。
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工業用地利用は3596前後lζ減り，その後も減少傾向lとある。工業用地利用lζ

代って増加したのは都市用地，都市再開発用地， 公園緑地用地及び交通機能

用地である（図2）。

図 2 東京湾におけるi型立鍛工状況
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（出所）国土庁大都市圏整備局資料による。

周知のように湾岸域の素材型重化学工業コンビナー卜の主要産業の供給能

力は，石油精製が昭和54年 (1979年）のピーク時に207万4000パーレノレ（全

国比35~ぢ） ， 電力供給能力は昭和50年 (1975年）のピーク時で1869万4000kw

（全国比175ぢ） ，ガス生産量は，昭和58年（1983年）実結33万7310億 Kcal

/ rrf （全国比約40%）といったような基礎素材やエネノレギの供給 ・生沌

基地として日本経済の重化学工業化の骨格として高度成長を支えてきた。そ

の反面，東京湾がもっていた盟かな漁場としての機能，多段な環境保全機能

あるいは都市住民にとっての自然とのふれあいを通じてのレクリエーション

機能等を大巾に減少させて，多面的複合公共空間としての東京湾を極端な一

面的利用形態lζ収数させていった過程とみる 乙とができる。 7)

乙ういった一面的な湾岸利用形態に終止符を打ったのは，第一次石油ショ

ックであった。 エネノレギー消費構造の転換に加えて，重厚長大型産業の不振

は臨海型の素材型産業を構造不況業種へと導いた。鉄鋼，造船，石油精製及

び石油化学等の構造不況産業はそれぞれリストラクチャリングに合せて東京

湾岸域の生産能力の減退（日本鋼管の高炉一基を平成元年度休止，ゼネラ jレ
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石油，アジア石油，日本石油精製の川崎，横浜地区の常圧蒸留装置の廃棄等）

あるいは事業部門の転換（石川島播磨重工業の根岸地区における造船部門か

ら陸上部門への転換，三菱重工業の本牧，金沢地区における造船部門から陸

上部門への転換等），または需要縮少に伴う設備を廃棄し新規付加価値の高

い部門への進出（日本石油化学のエチレンプラントの縮少廃棄過程において

川崎事業所lζスクワランやオレフィン系可塑性樹指のプラン卜に進出）等構

造転換を図った8）。

乙れに引続く昭和60年 (1985年） 9月のプラザ合意以降の円高の下では，一

部工場の海外進出と産業のソフト化，サービス化iζ合せて工場跡地への研究

開発機能の集約化がみられ，少量多品種生産lζ合致した生産体制として本社，

研究開発拠点と生産拠点を近いと乙ろに立地させる方向iζ向いつつある。そ

の意味から基礎研究は筑波，応用・開発研究は京浜地域と地域特性を生かし

た配置を目指している9）。

前節の中枢管理機能と乙れまで検討してきた現場機能のリストラクチャリ

ングの経過の中で両機能を東京圏（あるいは東京湾岸域）へ集中拡大させた経

済構造の論理を通してウォーターフロント開発の論理を整理してお乙う。

まず第ーは，高度成長期を通じて，東京湾の海面，湾岸域を問わず重化学

工業の一面的利用に特化したため，それ以前の漁場としての機能，環境保全

機能あるいはレクリエーション機能等の多面的複合公共空間としての利用が

犠牲となり，その：！帯結として経済的機能中心の合理化過程の中で、公害等の社

会的損失を含む外部不経済が発生した則。第二は世界都市機能を中心にした

中枢管理機能の集積過程でオヒィススペースの絶対的不足から臨海部副都市

を開発して，昭和40年代の後半からはじまった市民運動の高揚の中で多様な

環境機能の再生要求や臨海部での親水性回復要求，特に水辺へのアクセス権

の主張が強く出されるようになったため，大都市自治体も都心部への集中圧

力を分散し，親水性をもっ居住空間やリクレーション機能，あるいは国際交

流機能をもっビジネス空間の創出を図ろうとするものである。第三は，物流

革新によるコンテナ埠頭の沖合展開によって，旧来の港湾施設が陳腐化し，

一部には施設の遊休化にともなって地域の荒廃もとりさたされた乙とから，
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都市と一体となったウォーターフロント開発が考えられるようになった。欧

米でのウォーターフロン 卜開発は，昭和30年代の中葉（1960年代）からはじ

まっており，港が都心部lと位置していたと乙ろから，インナシティー問題（人

口の減少，老齢化，経済活動の停滞から生じる地価の下落）の解決策として

インナーハーバーの開発が早くから紹介されていた。しかしながら，わが

固において現実味を帯びはじめたのは最近5年間位である。欧米での「ウ

ォーターフロン 卜の開発は親水空間のアメニティや歴史的環境，港町の本来

有する賑いなどを再生し，市民l乙開放されたウォーターフロン 卜としようと

いう意図があった11）。」と指摘されているが，わが国の港湾再開発との差異

については次節以降に譲りたい。第四は世界的経済構造変化の中でのわが国産

業のリスト ラクチャ リング過程で，臨海部lζ遊休地を生じるようになった。そ

の活用策と併せてわが国経済の対外不均衡是正と内需拡大策の一貫と して東

京湾岸域の開発構想が公共，民間双方から提出されている。

これまでに展開された論理は第二に掲げた市民側の主張を除いて，いずれ

も支配的生産力である重化学工業資本と国の政策的主張である。いうなれば

高度成長の延長線上に東京湾のウォ ーターフ ロン卜を開発しようという意図

であった。次節で沿岸域の開発と保全を考える過程で欧米と比較しつつ検討

してみたい。

3. 沿岸域の開発と保全

乙乙で沿岸域について検討するのは，東京湾のウォーターフロン卜の開発

が将に沿岸域であり，乙れを現在の法体系で初、序ある lill｝~ と保全を整えるに

は，あまりにも貧弱な状況にあるからである。

現在ある東京湾岸域の主な開発計画・構想（図3参！！日）は，図におとした

ものだけでも40弱あり，ほぼ湾全域lζ配置されている。乙れが前節で検討し

たような資本の論理で開発K移されるなら，高度成長期の臨海部重化学工業

コンビナー卜開発と同様の，あるいはそれ以上の外部不経済を発生させるだ

ろうと既に指摘した。とりわけそれぞれのプロジェクトが統一的な調整機関
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のスクリーンを通して配置されたものでなく，競争的な開発行政庁や大都市

自治体の開発エゴといいかねないような都市 ・経済政策の遂行によって計画

・構想されたものであり，資源、の効率配分の視点は貫かれるものの，自然、と

人間との調和は制約される。

乙のような経済的合理性の追求を基礎lζ高度成長期の港湾問題や都市問題

への対応として，国民経済の再生産過程iζ，港湾機能や都市機能をいかに合

理的iζ再編成させるかを政策的な焦点としたために，人間と「人間生活」を

図3 東京湾岸部地域の主な開発計画・構想

本111＆区再開昆

永代叫周辺書1・跡地問先制画

大川端問問尭

陣地市..再置illt画

汐副賞柏駅同地問尭

置，州地区再開尭It圃

有'!II米田村側.＼.~

相官コルフ唱IUW圏

民己拠点l色区間尭情~

JI'. R民間海上公国慣店

lt西川a開昆

東京ディスニーラノ ト周辺間尭山町

市11111同埋立制画

千葉イ ノダストリアルハーク剛~

ll張新制じ情想

『北方自治l隊員研修』

臨時増刊号No.23による。

10 " 利払崎、
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含めた「近代化」の理念を基礎にした文化論的（人聞社会の合目的性を含む）

概念が背後lζ押しやられて今日K至っている乙とが指摘されている12)0 乙の

ような状況をっくりだしたのもわが国資本主義社会の未成熟さに由来するも

のである以上，今日の成熟状況の到来の中で，なおざりにされた「近代化」

理念復活を考えなければならなし、。

さて，沿岸域概念がわが国の政策論議の中lζ登場したのは第三次全国総合

開発計画（以下「三全総」という。） においてであった。三全総では「海岸

線を挟む陸域と海域を沿岸陸海域（沿岸域）として一体的にとらえ，その保

全と開発の方向Jを示す乙とによって「総合的な環境整備Jを目指したとと

ろにそれなりの意義を見出す乙とができる。引き続き回全総では「沿岸域と

環境の保全と安全の確保を図るとともに，多面的利用可能性を積極的に引き

出し，その総合的・広域的利用により魅力ある地域振興を図るため，地方公

共団体が主体となり，地域計画等と整合を図りつつ沿岸域の総合的利用計画

を策定する。Jと唱えているが，沿岸域をめぐる法体系は図41C示すように

複雑になっており，地域振興策として地方自治体が沿岸域の総合的利用計画

をつくろうとしても，各自治体聞の調整を行い，国の機関の権限を利用計画

の中lζ入れて，湾域全体としての統一的な利用計画を策定するととは不可能

に近いと思われる。どちらかというと開発に力点が置かれた型になり，湾域

の多面的複合空間利用は後退せざるをえない13）。

然、らば，沿岸域管理の先進国，米国はどのような経過をたどって，閉鎖性

湾域の開発と保全をすすめているのだろうか。世界で一番先進的であるとい

われるサンフランシスコ湾の沿岸域管理システム14）を概観して東京湾ウォ

ーターフロン 卜開発と保全の政策形成への示唆を得る乙ととしたい。

「サンフランシスコ湾計画Jの策定は， 1959年12月に「サンフランシスコ

湾の開発と将来・1960-2020年」という報告書がアメリカ商務省地域開発局

から公表された乙とκ始まる。乙の中で，サンフランシスコ湾岸域は大幅な

埋立のために，湾央部の水深の深い所が河川状lζしか残らないだろうという

未来像を画いた。乙れに衝撃を受けた地域住民は，カリフォノレニア大学ノイー

クレイ校学長夫人キャサニン・ケーノレ （Catherine Kerr ）を中心lζ1960年
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に「サンフランシスコ湾を救う会」（ Save San Francisco Bay Association 

: SSFBA）を結成した。乙の聞に湾岸の各都市は埋立・開発計画を発表

したが，その中でも特K規模の大きい計画（4000エーカーの埋立計画、Dre

am Waterfront ’）を1962年lζ発表したノfークレイ市の湾埋立計画に危機惑

を強くして，反対運動を展開した。その特徴は，単なる批判にとどまらず埋

立計画のフィジビリティとその環境の影響についてあらゆる専門家の意見を

聴して市当局のプランナーとの協議を重ねたことである。乙うして市民の大

きな関心事となり政治問題化して， 1963年9月lζパークレイ市当局は埋立計

画を破棄した。乙の湾を救えという運動は湾岸域を包み込む型となり発展し

Tこ。

乙の過程で， SSFB Aは理論武装の必要性を痛感して，カルフォJレニア

大学パークレイ校の行政問題研究所に専門知識の提供を要請した。乙の要請
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を受けてメ ル・ スコット（MelScott ）は「サンフランシスコ湾の将来Jと

いう出版物を1963年9月に公刊した。乙の中で湾全体の総合計画のないまま，

市・郡当局と開発業者が埋立を行う乙とは，究極的lζ湾を破壊させる乙と

になると指摘し，湾を救うためには，湾を一体のものとした総合計画の策定

とその実施を保証するための単一行政機関の設置を提案した。

乙の間lとSSFB Aは「湾を救え」という運動を展開し，併せて「湾計画の

策定と管理機関創設｜を運動の柱にした。 1965年マクアティア ・ぺ卜リ ス法

( McA teer -Petris Act ）が成立，3年間の時限立法で 「湾計画」を策定

する機関としてサンフランシスコ湾保全 ・開発委員会（ San Francisco Bay 

Conservation and Development Commission : BCDC）を設定して，その聞

の埋立の許認可権を与えた。1968年には「湾計画Jの策定作業が完了したが

引続き乙れに法的効力を付与し，実施する機関としてのBCD Cの恒久化を

図るために法案成立に向けてSSFB Aを中心とした市民運動の支援を基礎

にしなければならなかった。その結果， 1969年8月に「湾計画とBCD Cの

恒久化」が法的な効力をもつに到った。BCD Cの許認可活動の基礎には，

沿岸域の一体的 ・有機的関連性の認識のもとに得がたき資産と考えている乙

と，パフ リック ・アクセス（ (Public Access ）の保証，沿岸域lζ対する

関連性 （CoastalRelatedness）を優先権の基準と考える乙と， J:fil立の原

則禁止（Mitigationの要求）を理念とした自然の人間生活の調和がある。

乙れを確固とした沼岸域管理システムとして構築した成果は市民運動lζ支え

られているだけl乙，カルフォルニア沿岸域法（1976年成立）の制定過程に生

かされ，併せて沿岸資源保全債法（1976年）の成立をみている010)

4. 東京圏の都市臨海部開発と沿岸域管理の共生一むすびにかえてー

第 l, 2節で指摘済であるが，東京圏の各都市，なかでも東京は世界的都

市機能の集積もあって，都心集中圧力にあえいでおり，その分散の意味も含

めて臨海部への副都心計画を推進している。また，横浜のみなと未来21計画

あるいは千葉の幕張都市計画等いずれの大都市自治体も湾岸域に利用の負荷を
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かけつつある。湾域全体としても，東京湾横断道路，広域廃棄物処分場構想

あるいは人工島計画が打上げられており，湾岸域のスプローノレ化開発現象を

呈しつつある。

然、るに，前節でみてきたようなサンフランシスコ湾岸域管理システムの事

例もあり，都市と沿岸域管理の共生が図られている状況を考える時，自ずと

その方向が明示されている。

一つは湾岸域の管理計画を策定する ζとであり，他の一つは湾全体の統一

的管理主体を設置する乙とである。かつて私は，広域的行政につながる湾全域

の統一的管理主体設置には資本の論理の貫徹につながるものと して疑問を呈し

てきた16）。しかしながら，市民参加を前提にして， 湾の乱開発を規制し，自

然環境や生体系を保全し， かっ水産資源や干潟を保護し，海上交通の安全や

災害防止を実施するととができる統一的管理主体なくしては，多面的複合空

間利用は不可能であると考えるようになってきた。

特lζ沿岸域管理の思想が，昭和47年（1972年）の国連人間環境会議 CU.N.

Conference on the Humam Environmentの 「人間環境宣言J(Declar<L 

tion on the Human Enviroment）の流れを組むものであり，海洋が廃棄

物を吸収し，乙れを無害化する能力と天然、資源を再生産する能力は無限なもの

でないという考え方を前提にして，地球環境の不可逆的破壊の防止のために自

然的環境の協調した秩序ある開発を目指したものである以上17）， 各行政庁の管

轄権の問題とか，各自治体の開発エゴとか． あるいは各資本の論理の展開とか

いった下位事象にとらわれているべきではないと考えている。東京湾の統一

的管理主体の提唱は多数文献18）がでており細部についての検討は次の課題

としたし、。乙乙では，東京湾岸域の都市による臨海部開発と沿岸域管理の共

生の理念を中心に整理を試みたものである。

注 l）宮本窓一著『都市経済論』（筑摩書房，1980年）p. 216参照。

2）経済企画庁『11/:l和63年度年次経済報告』第2章第l節 l参照。

3）武見浩充杭「東京金融市場はど乙まで国際化したか」（毎日新聞社『エコノミ

スト1988年5月24日号』 p.71。なお金融の国際化， 自由化については乙の論文
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IL負うと乙ろが多大である。

4）国土庁 『都心の地価問題検討委員会報告書』 (1986年3月）参照。

5）向上参照。

6）木村武彦稿「都市 ・経済政策上の港湾活性化の理念J（港湾経済研究Na23,

1985年） p. 78参照。

7）寺西俊一稿「湾岸開発の動きは乙れでよいのかJ（田尻宗昭編『提言東京湾の

保全と再生』日本評論社，1988年） pp.19～20参照

8）佐藤正之著『京浜メガテクノポリスの形式 東京圏一極集中のメカニズム』

（日本評論社，1988年） pp. 117～120参照。

9）向上pp.172～173参照。

10）木村武彦稿「地域開発政策と大都市港湾の計画上の課題」（港湾経済研究Na19

1981年） pp. 61～650 

11）川端直志稿「東京湾ウォーターフロン ト再生のためにーウォーターフロント関

発，計画論の日米比較一」（公害研究Vol.17, Na 2，岩波音店，1987年10月）

p. 35. 

12）北見俊郎稿「「港湾活性化と都市再開発」への基本的考察」（港湾経済研究No.

23, 1985年） pp. 90～92参照。

13) 1978年に制定された「瀬戸内海潔境保全特別措置法JKi!基づいて瀬戸内海の水

質保全，自然景観の保全等IL閲して「瀬戸内海環境保全基本計画Jが1978年5

月l自に策定されたが，法的拘束力をもってないためガイドラインにすぎない。

実施責任は関係府県に委ねられているが，水質，自然長銀いずれにも規則権限

を有していない以上，十分な管国目的を達成する乙とは不可能である。特IC埋

立等については関係府県，市町村，開発業者の開発エコを調整することができ

ず，ザノレ法の典型といわれている。

東京湾岸域のように法もない段階での湾沿岸域の統ーした計聞はなおさら不可

能IL近いといえるだろう。

14) San Francisco Bay Conservation and Development Comm1ss10n 

“San Francisco Bay Plan ”July, 1979 （矢々崎盟隆訳「湾計画」第2版

1984年） ，鷲見一夫著『東京湾の「沿岸管理J構想ー他海域での事例研究を通
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じてー』 1987年，田尻宗昭編 『提言東京湾の保全と再生』日本評論社， 1988年

都市環境研究会箸 『都市とウォーターフロントー沿岸域の管理・計画』都市文

化社， 1988年，香川正俊稿「iti岸域の利用と保全一理論と実際J（日本沿岸域

会議論文集Nu1 , 1989年3月）及び松岡俊二稿「アメリカのウォーターアロン

表4 サンフランシスコ湾保全開発委員会（BCDC），カリフォルニア沿

岸委員会（CCC），コースタル・コンサーバンシイ（s cc）の概要
Snn Prnnc i ~co Roy Con Cnlirornin「川nslnl Cnlirornin Stnlr 
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menl Commission 
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fl~ 1965lJ'7クアティ7・ベト i9721J'if＼／；＇.似合法（I’Iop-i;}lf'.i'iili;l保全日'li:ム 1976,
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合計27名 のI山成委員会がある。 合計7名
(Ii:／所）部『Ii照境研究会1frtilldlとウォーターフロントJl:JliJJ文化~ I:. 1988"1'.. 
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卜開発と沿岸域管理J（公害研究Vol.17,No. 2，岩波書店，1987年10月。）

を参照してカ リフォノレニア州の沿岸域管理システム形成の理念を捉える乙とを

試みる。

15) BCD Cの他lζカルフォノレニア沿岸委員会とコースタノレ・コンサーバンシィの

活動がカJレフォ Jレニア州の沿岸域の管理システムに定着しているが，各機関の

概要は表4のとおりである。

16）木村武彦稿「地域開発政策と大都市港湾の計画上の課題」（港湾経済研究No.19

1989年） p. 64を参照されたい。

17）鷲見一夫稿「iti岸管理一 『サンフランシスコ湾計画』の検討J（横浜市立大学

総合研究No.3, 1985年） p. l及び関智文「東京湾保全法案要綱の趣旨J（回尻

宗！昭編『提言東京湾の保全と再生』日本評論社，1988年） pp. 265～266参照。

18) 14）の文献の他lζ最近横浜市立大助教授鷲見一夫氏が精力的に業績を残してい

る。



港湾の計画とその地域的課題

目次

1. 焦点となる「計画目標」

2. 「計画目標」の要素

3. 「計画目標」の選択主体と実現主体

4. 計画のシステム
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港湾をつくるのはなぜなのか。極く当たり前の疑問lζ答えるとするならば，

港湾の機能をわたくしたちは想い浮かべ，貨物の流通を図るとか，都市再整

備のための空間的戦略拠点、だとか，種々の理由を挙げる乙とになるであろう。

港湾の整備計画を立案するに当っても，同様にその目的はなにか，その目的

を達成するに足る計画の目標はなKかは，常に所与の課題としてある。計画

担当者Kとって，目標が明確であれば，整備の手段は決まったのも同然と考

えられており，むしろ計画目標が暖昧である乙とによって，期待された効果

が生じないとか，なんのために整備をしたのかわからないという事態を迎え

がちである。遊休化する期間が長いとか，予定の船舶の入出港がないとか，

企業誘致が思うに任かせないとか，目的通りに使えなくて，施設利用の目的

変更を行わなければならなくなるとか，当惑する事態は様ざまである。

1988 （昭和63）年に，日本港湾経済学会の全国大会が旭川で聞かれた際，

大会シンポジウムにおける共通論題報告者の一人であった私K提起された会

員からの質疑の一つに， 「港湾の計画目標」はなんであるか，どのように考
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えていくべきかというのがあった。

乙の問題提起は，言葉の上では従来からの港湾計画論の定義にのっとって

答えが出せそうであったが，実はいくつもの隠れたステップが含まれるもの

であった。当然，私自身にも即答しえたのは，港湾管理者は責任を負う地域

住民のシビノレ・ミニマムであろうというにすぎなかったのである。それ以来

乙の問題の分析方法が頭の中から離れなくなった。

問題点を私なりに分解してみると，およそ次のようになる。

①港湾は多機能をもっ。したがって機能に応じた効用と効果をもつべきであ

る。

②港湾の機能的連関性は，港湾管理者の依拠する行政地域を越える乙とがあ

る。

③港湾の機能は民間企業の参加なしには発揮されない。

④港湾の費用の負担はだれに頼るべきなのか，明解ではない。

⑤企業経営責任のような明確で有期の責任主体がない。

などである。乙れらの項目をさらに詳細に検討してみるならば，次のように

なる。

港湾の諸機能とその効用，効果とは，港湾そのものは空間的なひろがりを

もっ物的施設である乙とを基盤として発揮する物流，商取引，生産，交通，

観光レジャー，都市整備，軍事等々へ諸機能をもちうるが，その諸機能のすべ

てを受け持つのか部分を受け持つのか，あるいは対象地域を限定の仕方いか

んによって，効用は限定され， したがって期待される効果も効用に従属され

てくるものであるという乙とである。

開発型港湾では，工業生産とかレジャーとかを中軸に提出しながらも，農

林水産部門の産業も包含するような総合的な諸機能を期待するようになる。

当該港湾立地の地域全体iζ影響をもたらすような効用と効果を期待し，計

画目擦にそれらをうたわざるを得ない。広大な私有地を買収して整備を最初

から行わなけれはならないような場合には，特lと目標は総合性を強調するよ

うlζなる。

そうなると，地域開発の目標はなんであり，港湾はその目標達成にどのよ



港湾の計画とその地域的謀題 97 

うな役割を果たすべきかという手段の地位に位置づけられてくる。開発目標

が先行し，港湾は地域社会の経済構造の変革の物質的担い手，いわゆる社会

資本としての任務を与えられる。その限りでは、開発目標や地域変革の目的

意識に誤まりがない限り，港湾の計画論としては，開発目標に対応する性格

であるかどうか，過剰か過小かの吟味に耐えればよいわけである。港湾の投

資効果が建設段階で現われるものを除けば，運用効果が予期された通りであ

るかどうかが問われるにすさない。

既成型港湾における改築，再整備の問題は既存ストックのリストラクチュ

アリングであり，機能向上や再活性化である。衰退を余儀なくされている港

湾Kあっては，乙うした再活性化に係わる追加投資が，投資負担者である地

域社会，わが国では当然港湾管理者の依拠する地方自治体の住民の同意の下

に行われるならば，目的についても同意があったとみなしうるものである。

乙の港湾の効用における論点は，いかなる効用を持たせるのか。その選択は

どのように行うのかにあると思われる。一方，整備目標iζ適合する港湾計画

は，直接目標達成に結びつく機能と資本集積や都市機能の発展と人口集積iζ

対処するためのアローアンスをどのように織込むかという課題がある。

開発型港湾及び既成型港湾のいずれにも共通な計画上の問題点は，効用に

効果が見合うようになったのか，そこに誤差を生じたとすれば，なにによっ

たのか，その誤差処理にどんな手を打っかという乙とであろう。誤差あるい

は誤差処理には原因が計画者自身の計画技術上の責任もあり，客観情勢の変

化もあり，目的そのものの誤まりもあり，対処方法は原因の明確化なしには

決まらない。

第2の港湾の機能的連関性の空間的一経済機能的広域化の問題にあっては，

港湾の整備計画の当事者である港湾管理者としての地方自治体ム地域産業

連関分析などによって検証しうる関係地方自治体との任務分担のありかたが

ある。具体的には港湾整備主体の地方自治体と港湾利用の企業体や住民を抱

える地方自治体との間で，なんらかの関係を樹立すべきであるか否かという

問題である。港湾整備主体の地方自治体が利用者地方自治体を包括する上位

の地方自治体，すなわち県レベノレで、吸収されるならば，県の総合計画の中で
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港湾は取扱われるであろうが，他県iζ跨がり，あるいは吸引力大なる港湾で

ある場合の関係は，物的な交通ネッ トワークの整備はいうまでもないが，サ

ービス提供側とサービス享受側との相互のネッ トワーク化，いわゆるヒンタ

ーラン ド連結の経済的活動の支援が必要となる。

さらに加えるならば，サービス享受側の地方自治体並びに同地域IL立地す

る企業の立地上の優遇に対し，単lζ港湾利用費用の直接負担のみでよいのか

という問題が残る。念のためにいいそえれは、，法制度的な制約については，

当面は無関心であって，ひたすら経済的合理性と可能性を仮想して推論を重

ねるのみである。法制度上に矛盾があれば，その改変の妥当性を次の段階で

検討すれば足りるからである。

第3の問題は，港湾機能の発揮のためには民間企業の参加は不可欠である

という必須要件の充足である。

物的施設であり，社会資本である港湾は，ハード面は専ら機能保持の基盤

であって，実際には利用者である民間企業の存在とその拡大を抜きにしては，

本来的に機能を発揮し得ないものである。利用者は周知のように基本的には

荷主 ・旅客であり，船社である。港湾における諸労務の提供者は，港湾諸施

設の直接の利用を行ない，港湾諸施設の諸機能の提供者として現われる。 し

かし経済的な範鴎からいえば， 交通用役の生産者であり， 交通用役の阪売者

であり，時には交通用役生産の補助者である。機能面からいえば港湾の主導権

は基本的な利用者の側にある。

しかし主導権を握るといっても，それは機能面の効用の享受の主体という

意味である。港湾の統一性と機能の総合性を維持する管理運営面からの主導

権は，やはり港湾管理者にある。統治権の分権化 ・多元化により，管理運営

になお一元性を欠くとはいえ，主導権は港湾管理者にある。 したがって港湾

管理者の基本的な利用者に係わる積極的な関係は，ポート・ セーノレスとして

実現されてし、かなければならず，サービス提供への責任は，港湾管理者lζサ

ービス販売者の問題と して登場せざるをえないのである。

第4の問題と しては，港湾費用の負担が国及び地方自治体の基本財源lとよ

って賄われ， 受益者はその利用に応じた割合で，費用を負担するとはいいな
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がら，受益者を狭義lζ留めておくならば，港湾工事費等lζ限定されかねない。

港湾の利用者は，施設使用料の負担もさる乙とながら，港湾を通過すると

いう理由による費用負担原則を考える問題があると思われる。すなわち有

料道路を通行する自動車車両になぞらえられる船舶の場合の入港料， トン

税があるが，基本的な利用者としての荷主，すなわち具体的には通適貨物，

それに旅客に対する費用負担の原則をも考慮して計画を立案するならば，港

湾の提供するサービスの内容，提供方式にも配慮がなされるようになるのでは

ないかと思われるのである。港湾管理者がサービスの実際から離れて，ハード

のみに関心を持たさるをえないという現実の矛盾した立場は，ハードそのもの

の使用効率への関心，すなわち効用の評価にも制約をもたらし，したがっ

て効果の評価も制限されてくるという乙とになる。つまり投資収益バランス

に関心を向ける乙とが必要になるであろう。

計画の目標をどこにおくかという設聞は，こう して港湾経済学の領域に，

限りなく深刻な課題の波紋を拡げて行くように思われるのである。

2. 「計画目標」の要素

個人の願望が社会システムを生み出す乙とはよくある乙とである。 「飛朔

願望jなど，絶対権力者は命令でもって実現への道をたどる乙ともでき，ま

たその願望の故lζ身を減している。 しかし権力を持たず，あるいは権限のレ

ベノレの低い地位にいる個人にとっては，組織の同意の下に，実現への道を歩

まねばならない。しかるに乙の願望というものは計画立案にとっては， 重要

な動機のーっとなっているのである。また世論は不確実ではあるが，動機の

ーっとなる。人びとの願望や嘆きなどがヒントになって，計画構想を打ち立

てる乙とにもなる。当然ながら事態の観察（調査）が前提とはなってくる。

それにもまして大切なのは，宇宙開発で活躍したH・チェストナットもいっ

ているように，計画立案の基礎には，計画の必要性と価値を確信している人

Ill 
聞の存在が絶対に必要であるという乙とであるの 12) 

最も人間的な動機 それは「千年来の貧困からの解放jというような社
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会改革を地域開発の目的とするように，形式は願望であり，素朴な論理と情

熱であっても，計画の火種となるのである。

次に周囲の人びと，特に利害関係をもち，その計画採択に権限をもっ一

地方自治体の選挙民，選良と しての地方議会議員，発案のイニシャチブを有

する首長及びその補助者層，具体化に当たっての専門職集団，港湾管理者内

の計画立案採否の権限を有する管理者層等々ーを説得するだけの勇気と客

観性をもち，かっ力強いリーダー的な存在が必要となる。

機想、が形づくられる段階で，立案者l乙確信を抱かしめるものは，次のよう

な場合が起乙らないという見通しである。

①結果も しくは過程が特定利益集団に帰属するに過ぎない場合，公共投資

を奨励しでも利用者が少なく，またはI閉鎖的な施設，運用効率の悪い施設が

生じる場合。

②利益集団間で反目を起乙す原因となり，解決iζ時聞を要する場合。

①少数者の利害でも解決に時間を要する場合。ただし実現の見込み時間

（期間）を考慮したならば，解決時聞が相対的lζ小さい場合には忍容できる

であろう。

④組織内調整，あるいは組織問調整のため利益分配が行われて費用が過大

となり，実施時聞が大きくなり，遊休時間が大きくなるなど，本来の計画価

値を失った原案になった場合。

以上のような場合には確信をもつわけにはいかない。そのような計画案は

実現の可能性があっても，満足すべき結果は期待できないから，廃棄すべき

であろう。チェス トナットの所説も，乙れらをあげている。

にもかかわらず，多くの場合，調整案が主観的には原案と して妥当ではな

いと承知しながら，採択されて行くのが現実の姿となっていくと思われる。

その結果が，計画に対する不信や悲観を生み出しているのではないだろうか。

港湾の計画価値には，国家威信をかけるもの，国防上の戦略的意義をもち

うるものがないとはいえないが，軍港そのものの計画論を主題にしている

わけではないので，除外し，発案者の首長の売名面子に乙だわったり，個人

の願望に発したまま，構想自体が怒意的，独善的である限り，計画論l乙確信
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を寄せる者は現われないであろう。
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そ乙で確信を得るに至る過程においては，利害の錯綜する現実の社会が存

在するわけであるから，極めて階級的判断を伴う乙とになる。直接の利用者

だけをとっても資本と労働の関係がその内部にあり，また港湾背後の地域社

会にあっても，資本と労働の関係は定立している。また持つもの，持たざる

ものの対立がある。人間存在としては，独立した個人個人であっても，その

実態は労働か資本かのいずれかに属する階級的に分裂した存在であるという

実態がある。

動機が超階級的なロマンの形をとっていて展開される計画内容は，公共投

資であり，私的資本の投資である以上，利益の帰属は，資本志向になること

は避けられない。なぜなら先にも述べたように，私的資本としての企業の参

加なくしては，港湾の機能が発揮できなし、からである。もしすべてのサービ

スを公的資本で供給するという乙とになれば，資本主義経済の存立しにくい

私有財産制自体を否認する方向K歩み出す乙とを意味しよう。

さて問題は利害が錯綜する舞台において，計画案について広く承認をうけ

るためには，計画自体の価値iζ共通の認識が必要となる。計画の価値とは，

港湾施設計画がもたらす能力仕様でもなければ，年間貨物取扱量や入港船舶

数などでもない。判断する側にとっての具体的な基準の明示でなければなら

ない。それは港湾計画が手段であって，目的が別々にあるような，例えば，

その地域の雇用の創出，生活水準の向上率，個人所得の向上率（もしくは実

額のイrjiび）というような具体的なものとならざるをえない。

施設計画は，目標達成の手段であるから，計画価値はその予想される影響

であり，経済的インパクトである。経済効果は多面で‘あり，影響範囲も広範

となり，多元的な利害lζ対応する多元的な評価基準を提供しうるのである。

フィジビリ・スタディにおいても，判定基準は具体的である乙とが必要と

される所故である。

経済効果iζは，当然、プラス効果とマイナス効果がある。積極的な意味をも

ち，本来期待される開発効果というべきものがプラス効果であり，乙れに対

し，想定しかっ予測しきれないマイナス効果，環境汚染，交通公害lζ伴う保
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全投資の必要性の発生とか，立地予定企業の雇用量圧縮あるいは現地被用者

の能力不適合とか，内陸への通過性向の高い貨物の取扱いで地元メリッ卜が

生じないなど，ζうした面の効果に係わる計画の代替性を求めておく ζとは，

計画への信頼性の保障となる。

計画の価値について，地域住民が承諾を与えるかどうかは，計画に対する

納得 ・支援の岐路である。評価判定の基準が具体的であればあるほど評価は

しやすいのである。

貨物量の｛申びが何%予想されるから， しかじかの施設整備が必要というの

が，伝統的な港湾計画の理論であった。地域住民と港湾計画がかい離するの

は，計画担当者が専門職であり，計ー画が専門技術であるというだけの理由で

あったとはいわないが，計画価値に共通認識を広くもちえなかった乙とは事

実である。

これを計画費用と対比させるならば，効果（価値）を生み出す費用は費用

有効度CostEffectivenessをもって測定できるのではなし、かと思われるの

である。

計画立案から実施までの長いフローの聞には，時間の経過による環境変動

という要素が加わってくるが，実施計画確定段階で最終チェックをしなおし

再評価をするだけの余裕をもたなければならない。

各港の港湾計画や改訂計画は独自ペースで進められるものではあるが，国

の助成や起債承認とも絡み，聞の長期｜計画化の採択事業と しなければなら

ないとされるため，評価や再評価はその芯l床で時間的拘束を受け，また国の

長期計ー画lζ従属せざるをえない事情がある。固と地方とは， 相互補完的な役

割を担っているのではあるが，地域が理念をもたずに，自然、条件のみに頼っ

て，港湾の計画を委託してしまうようなζとになれば，自治の基盤も地域振

興の確信も育たないままに，計画だけが独り歩き してしまう ζ とになる。

計画の価値の確認は重要な要素とH・チェス トナットも指摘する。それは
(31 

「制作等の承認，着手決定lζ乙の要素が非常lζ重要であるからlと彼は説明

するのである。
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3. 「計画目標」選択の主体と実現の主体

アメリカでは1970年代に企業活動としての港湾経営という理念K対し，コ

ンテナ リゼーシヨンを始めとする輸送革新や石油危機が進展する中で港湾問

の競争が激しくなり，ロードセ ンタ ー （Cab Centerともいう）とフィ夕、ー

ポートというような，従来の水平的共存関係から垂直的共存関係へと，港湾、

の個々の経済的位置を変貌させてし、く局面に遭遇して，今後の港湾は企業理

念を維持すべきであるかどうかが問われた乙とがある：＼I

その理由は乙うである。 「港湾の運営が公的になってきた第ーの根拠は，

公的な利便である。公営企業体ならば港湾施設から便益をえられるすべての

見込み利用者が，公正な条件で港湾施設を利用しうるし，また投資相当の高

額な費用を負担しうるという乙とを確信しうるからである。港湾施設そのも

のは，増大しつつある投資を償うほと充分な収入をほとんど生み出しえてい

ない。港湾施設使用料は手元金以外の費用さえも，普通には償い切れないで

いるのである。」 「便益の多くと費用のうちのあるものは外部経済であり，

地域社会には全体として便益をもたらすものとされる。それ故，地域社会に

は明々白々であろうと不分明であろうと便益に対する見返りと して，港湾費

用の一部を負担する乙とを正当化させられるのである。J

アメリカの港湾経営は，独立宣言以来，自然法思想を継承して，財産の利

用の権利は，私的な権利享受とみなされ，港湾、は企業化の対象とされ，私企

業の活動分野とされてきた。

私企業とは鉄道会社，汽船会社，私設埠頭会社，港湾産業諸企業のほか，

石炭，穀物，木材，石油，綿などの製造会社群である。ζれら企業の衝突と

公共利用の配慮から，ポー卜・オーソリテイ制度が発達して来るのが19世紀

末からである。各ポートオーソリティは航行機能維持，貿易振興，水際線管

理，運輸機能維持を軸lζ，それぞれの歴史的沿革を反映しながら，相異なる

欄能と任務を負って今日に至っているが，その場合の総合的計画機能とは，

むしろ港湾の貿易，交通振興機能に力点が置かれているといってよい。 M・

L・フェアーの調査によれは‘，ポー トオーソリティの圧倒的な職務は，①交
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通 ・財務の統計，①荷役lζ関する規制， ①連邦政府援助lζ対する代表権，＠

施設建設，⑤開発計画立案，⑥会計，⑦振興などであったのであるが，開発

計画立案については，連邦政府は全く関与しない。

1920年商船法（Merchant Marine Act of 1920）により連邦政府商務

省海事局は，港湾開発の調査，技術援助を行うが，海事局が造船 ・海運助成

には積極的でありながら，港湾の開発助成には消極的である伝統と，諸州、｜及

び各地域の港湾管理者が，連邦政府の介入に極力反対してきたという経緯も

ある。

各港湾のポート・ オーソ リティは，私企業の自由競争の原理を了解してい

て，競争関係にある他港と比べ利用者に対し港湾費用並びに提供されるサービ

スが有利に措抗しえない限り，自らの港lζ与えられた貿易取引の分け前を維持

できない乙とを承知しているのであり，それを前提と して投資も行うのであ

る。国家的，国民経済的に一見不合理のようであるが，国土計画lζ従いつつ

機能配分を受け，地域住民の需要の確信のない状態で投資分担を行うのと比

べ，自覚し自主的に決定して行く開発手法にはより合理性が見受けられるの

ではないかと考える。

アメリカ型のポー トオーソリティ機能で計画目標に係わる港湾開発要素を

M・L・フェアーは4点あけ、ているが，第lは利用できる船舶サービスの確

保（定期船，不定期船にかかわらずと考えてよいと思う），第2＇ζ港を通過
する交通量もしくは貿易取引量の拡大，第3＇ζ船社並びに荷主iζ役立つ港湾
の物的施設の整備，第4＇ζポート・ セーノレスとしている。いずれの要素を介
しでも，港湾は背後のヒンターラン ドや，船舶，貨物を誘致するための相

手港（仕出港もしくは仕向港）または相手取引先の開拓に積極的な姿勢を

常時保持しているのである。港湾の繁栄は，港湾を核にもつ地域社会の繁栄

lζ通じる乙との経験的な確信があるからである。

アメリカ憲法の成立史をみると，独立j切にj十｜の利益を代表する仕方が人口

と州の主権の両面から合成されたととが知られる。国家の意志決定が政党政

治の導入以前には，国民の主権を直接代表する方法と，帰属する地域を代表

する方法とに分けて考えられていた乙とがわかる。元来ζ うした2元性は州
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聞の利害の調整結果であったとはいえ，地域自治の主体としての自覚と経済

的自立性とが支えとなった乙とは間違いない。

アメリカで連邦政府が統一国家の立場で，潜在的にも後退して行く港湾に

つき，競争下においたまま生き残らせるためには，どの程度まで港湾・埠頭

施設の維持管理費を出し続けるべきか，明らかに干渉的な関心からではあっ

たが，港湾機能の集中化が進む中で，貨物流動を充分に保持できるのか，連

邦政府の国防省工務局が担当する水路建設及びその維持管理費の支出に差別

を設けてよいのかなどの行政判断を迫られる問題ともなってきたのである。

乙うしてみると，港湾開発の動機の相違が明瞭となってくる。計画目標の

選択も，実現も，自らの リスクで地域社会を聞く，自主独立の主体が存在し

ている乙とを意味する。連邦政府は一方でハラハラしながら，一方では現実

に支弁しなければならない財政支出の効果を測定しようとするのである。連

邦政府にとっては，国防のための必要経費という言い訳はちゃんとあるので

はあるが，やはりその妥当性を反省せざるをえないのであろう。

わが国では，計画目標が物的施設の整備以上に選択されないうらみがある

というと，いいすぎだと批難を受けるかもしれない。港湾の繁栄と地域社会

の繁栄がイコールであるという確信をもっ，その主張をなしうる計ー画担当者

がどれだけいるのであろうか。

1976年，アメリカ国立調査協議会（NationalResearch Council ）の社

会システム工学委員会に属するアメ リカ港湾の未来需要に関するパネルグノレ

ーフ。は，港湾への広範な勧告を公表したが，その中で特に港湾の開発並びに

計画については，次の諸点を勧告した。

①アメリカの港湾制度に集権的な港湾計画は避けるべきである。それは適切

でもなければ，望ま しくもないからである。

②連邦政府の役割は，現在，強調されている竣諜や公衆衛生，検疫，そして港

湾計画や開発，維持管理への必要な財政的援助を含む日常的な機能を越え

るべきである。

＠港湾lζ関係する連邦政府機関は数を減らすべきであり，可能なと ζろはど

乙からでも連邦政府の港湾iζ係わる権限と責任を統合すべきである。
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④連邦政府は港湾調査や計画データの蒐集，解析， 普及iζ指導的役割を果た

すべきである。

⑤航路投資や港湾改修投資には費用便益分析に基づくマイナスの超過に際し

ては，投資を抑止すべきである。

⑥沿岸域の開発，特lζ環境影響評価lζ係わる政府の多元的権限lζ基づ、くメカ

ニズムは港湾開発促進のためlζは簡素化すベきである？

などを指摘している。連邦政府の港湾開発不関与の原則が再び貰ぬかれたの

である。市場原理の下で地方のボートオーソリティが港湾の成長への衝動を

もつのは，それぞれの積極的で本質的な経済効果であり，港湾関連産業の誘

致能力が生み出す結果なのだと国民経済的にも理解されているからであるt
各ポ一トオ一ソリテイが競合するヒン夕 一ランドを抱え，重複投資は不経

済ではなし、かという疑念、lζ対しては，やや過剰能力の経済的効用並びにリ

スク負担の哲学に基づき港湾開発へ投融資する人びとの存在を無視しており，

港湾活動の多様な，かつタイナミックな性質からみれば，確信をもって余剰

を測定することは現実的に容易ではない。同様の理由から，将来の港湾需要

を量的に測定する乙とも容易ではない。」と報告書は反論している。港湾計

画担当者にとっては，市場動向や費用の情報は必要であるので，それらの情

報提供機能をむしろ連邦政府に期待しているのである。

アメリカのポートオーソリティの姿を通して， 「計画目標」の選択主体と

実現主体の理念型を描いてきたつもりであるが，わが国での実例を鹿島港と

鹿島総合開発について，大筋のみ述べて比較しておきたい。

鹿島の地域開発は，岩上二郎という個人が茨城県知事に就任すると同時に’

着想されたもので，政党や財界の国家政策として， 当初出発したものではな

かった。地域住民の生活向上を動機と目的にして，港湾はその基盤整備の一

手法であった。彼を助けたのは県職員であり，人脈としての中央官庁の中堅

技術陣，地元出身の財界人たちであった。構想をマスタープランへ移すと共

に，財源はやはり国の援助と財界に頼らざるをえない。私権を基盤とする資

本主義経済体制の下では，やはり市場原理が働くのである。わが国では国家

の役割は，法制上，財政上最優位にある。また技術も情報も集積されている。
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そのため地方自治体が独自で事業を行うにしても，あらゆる法の網の下で分

権された多元な制度に基づく，指定や許認可，補助をえなければならない。

したがって「計画目標Jの選択主体も， 時には実現主体も分裂していかなけ

ればならないこともある。

港湾審議会や地方港湾審議会の承認を経て決定される計画には，他省庁と

の調整が含まれている。地域住民のためという単独目的では計画化も容易で

はないだろう。

選択主体と実現主体が、地域社会すなわち地方自治体であるとした場合，

計画化のプロセスのその中で主体性を確保してし、く手続きを考え出していく

か，国家の権限の地方分権化を主張するかのほかはないであろう。

表1 鹿島港・鹿島総合開発の足どり

昭34.4 岩上二郎茨城県知事初当選

34. 4 構想伝達波辺昇開発準備室長発令

34. 9 地元出身財界人鹿島視察

35. 8 坂本第2港湾建設局長 ・比田港湾局計画課長と岩上面会 坂本， 実行

の主体としての「人」を強調

35. 9 第二港建 ・本省港湾局計画課技術陣，調査着手

35. 10 宥上 北海道苫小牧港視察

36. 2 運輸省港湾局「鹿島人工港」試案（工業港）を茨城県へ提示

36. 3 県会で岩上知事農工両全の工業化政策発表

36. 4 現地IC鹿島港湾調査事務所開設

36. 6 建設・通産・運輸の中堅技術者鹿島現地入り マスタープラン作成

36. 6 予算獲得運動に入る。

36. 11 斉藤昇運輸大臣鹿島視察，建設実現を表明

36. 12 鹿島港試験調査費 37年度分計上さる

37. 2 地元で「鹿島開発推進大会J開催

37. 2 鹿島町で「鹿行地元説明会J土地6割返還4割提供の鹿島方式を初め

て発表

37. 3 県会「鹿島臨海工業開発組合条例」可決

37. 3 住友金属 臨時取締役会で鹿島進出を決定

107 
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｜！日37.4 開発組合設立認可 同日発表

37. 5 試験堤工事着工

37. 5 鹿島港地方港湾に指定される。

37. 6 国土総合開発審議会 全国総合開発計画の工業拠点として採択

37. 9 建設省「広域都市調査区域」 K指定

37. 11 鹿行開発推進事務局解散（36.5～），企画開発部開設鹿島 l課・

同2課を設置

37. 12 工業用地分譲予約契約締結（三井不動産 ・住友金属の名は公表せず）

37. 12 38年度予算に鹿島港本工事分5億円計上される。

38. 4 港湾審議会第18回計画部会 鹿島港港湾計画決定

38. 4 需要港湾に指定される

38. 4 岩上2期自の知事当選

38. 11 港湾起工式

38. 12 常｜場銀行交付公債引受を決定（土地質収資として県債発行）

39. 2 土地買収開始

39. 4 茨城県大気，水質，疫学調査実施

39. 8 通産省「工業整備特別地域jk指定

39. 9 国鉄鹿島線を「工事線」 IC指定

39. 11 法務省買収関係土地登録税免除

40. 11 通産省「産業公害総合事前調査」実施

41. 11 県，開発組合，進出企業，関係三町村合同会議 東京で開催，企業名

を初めて公表

41. 12 県「公害防止条例」制定

42. 1 神栖波崎町村議会都市計画法適用を採択

42. 4 岩上知事 3 j羽目当選

42. 6 鹿島町議会も都市計画法適用採択

43. 5 住友金属整地着工

44. 4 住金操業開始

資料，木本正次「砂の十字架」 ，日本港湾協会「日本港湾史」
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4. 計画のシステム化

計画論を社会科学の水準で－まとめる作業をどのように進めて行くべきかを

簡単にスケッチして結論としてみようと思う。

システム工学の原則は，物事の相対的大きさ，重要さを問題とすると乙ろ

に方法的特徴がある。量の比較ができるようにするのであるが，評価基準を

数量化する時，すでにウェ イ卜づけの作業で客観性が失なわれやすい。その

ため比較のできる代替物を列挙して，ウェイトづけの格位を定めるが，代替

物のうちから最良と思われるものに評点なり，投票なりして，同意を求める

ζとになる。選択する主体は，選択に熱意をもち，評価の知識と自主的な判

断力が問われる。

専門家でない大衆に乙うした高度な行動を期待するのは危険だという考え

を主張する人たちもいるが，自らに利害関係をもち課題には鋭敏な反応を示

す態度に充分信頼が置けるといえるし，知性の拡大が人間社会の方向である

乙とに確信をもたなければならないといえるであろう。

地域社会の

核保1開発目的

動機

図1.港湾計画の形成フロー
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計画形成の起動力は特定の人間のエトスであるというのが， ζのフローの

出発点であり，重視している点に，ど注意していただきたい。それを支援す

るのは専門的技術集団である。ただしエトスを燃えあがらせる客観的な現実，

地域社会の経済的，社会的，自然的，文化的諸環境があり，それらに依拠す

るのであって， 個人のユートピア願望とは明らかに異るのである。 地域社会

に連続する共通項をもっとはし、え，国家意志とか，政党利害とかのような地

方自治体を上から抑え込むような絶対的な，あるいは強権的な手段を経ない

ところの，地域社会の多元的な立志を取入れた自発的な開発整備の構想、に基

つく道である。

試案公闘が土地投機の原因になるとして，土地所有者の窓意と土地ブロー

カーのH音躍を憂慮するむきがあるが，計画の目標に地域社会に属する個々の

家計への影響力が読みこまれるようにするならば，土地問題は個人の犠牲と

いうようなマイナス意識や地価の暴騰に公共投資が役立ったにすぎないとい

うような傷跡はつくらないで済むと期待するのである。

乙の計画形成フローに計画段階での選択（第 l次） ，諸条件が整ってきた

段階での選択（第2次）で地域社会の確認 ・同意をもって，計画への確信と

していると乙ろK，一つの提案の意義を見出して頂ければ幸いである。

；主 （1) Herald Chestnut " Systems Engineering Method ”CJ ohn Willy 

and Sons Inc 1967 New York 

〔邦訳；糸川英夫監訳「システム工学の方法〕 （臼本経営出版会） p .15 

(2) 木本正次「砂の十字架 鹿島人工港ノ ートj （講談社昭和45年）

p .40 

(3) H・チェス 卜ナット 「前錫』」 P.14～15

(4) アメリカ国立調査協議会社会システム工学委員会及びアメリカ国立

科学アカデミ ーの海運調査局アメリカ港湾未来需要検討グループ

(Panel on Future Port Requirements of U.S. Maritime Tran-

sportation Research Board Commission on Sociotecnical System 

National Research Council ）が科学アカデミ ーにより1976年 1月lζ
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発表された報告書“ PortDevelopment in the United States”が，

乙の時の議論の集大成である。 以下Reportという。

(5) Report P.8 

(6) Marvin L. Fair " Port Administration in the United States ” 

(Cornell Maritime Press 1954) P.51～53の表 l参照 61港の中，

50港以上が保持する任務。

(7) 外国運輸法令に関する研究調査委員会「港湾に関する比較法制度J

（防）運輸経済研究センタ一 昭和52年） P.100～102 

(8) M.L. Fair ibid P.95 港湾開発の独立した要素といっている。

(9) Wilder, Ludlum and Brown “This is America’s Story ” 

(Houghton Mittlin Co. 1967) P.207～214 

日0) Report P.149 

{])) Report P.150 

(12) Report P.150 

(13) 長尾義三「港湾工学J（共立出版昭和43年初版） P.167以下公共

の福祉の増進というような定型的な規定でなく「港湾計画を科学的に進

めようとする場合 あいまいな表徴（v巴rbalsymbol ）にとどまることな

し定量的にも明確にされた目的意識lζたつζとがたいせつな乙とであ

る。」と同氏も指摘しているが（P.169～ 170），定量化の課題は本文で

述べたような選択があって，はじめて評価ができ，科学たりうるのであ

る。国家の計画が調整以上の機能を発揮した場合，定孟といっても，そ

れは国策そのものとなるであろう。

因みに，計画目標定立の中心手法lζ取扱貨物量推計が重視され，その

ための投資見積りに原単位が採用され，持i；船l乙至らない経験値として，

原単位2円が唱えられた。 （宮崎茂一「港湾計岡」海文堂昭和39年p.59

～60）その後国の各種計画フ レームに整合させる目的で，ガイ ドライン

lを明示し， 「港湾の開発，利用及び保全等lζ関する基本方針」 （昭和49

ι 年告示，昭和62年改正）を公表している。港湾理念、をうたうものであり

指導理念とされるものである。
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Competition and Efficient Service 

as Determinants in Port Pricing 

V.I.D.J.Perera 
(Keio University) 

In port ecnomics, we learn a number of determinants of port 

pncrng based on demand, cost and benefits etc. However, the obiec-

tive of this study is to examine the correlation prevailing between 

the competition among ports for transshipment trade，日ffici叫tser-

vice and pricing of port facilities and services. 

Being the key words of this paper, the competition is restnσ 

ted to the transshipment business in international trade, the effic-

ient service denoting the operational quality of port services which 

leads to minimize port stay and damages to cargo and finally the 

port priαng is considered as the rewarding method for the services ’ 

and facilities rendered by port authorities and further, port pri口ng

is confered from the point of view of port authorities. 

Prices. in general. paid for goods and services can be defined 

as the cost to the society of supplying them, plus an element for 

profits. A port tariff which contains prices of various port faci-

lities and resources is the reward payable to the port authority for 

providing of such services. 

In economic theory, pricing policy is based on a few objectives. 

As far as port industry is concerned, those ovj巴ctives can be broadly 
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devided into two parts. They are the objectives based on the 

national interest and the interest of the port concerned. In form 

ulating an ideal port tariff. we may illustrate the objectives which 

come under these two segments as follows. 

(1) Profit maximigat1on. 

(2) Optimum allocation of resources. 

(3) Improvement in technological innovation in port facilities. 

(4) Assistance for a smooth export/import trade. 

(5) Maximum contribution to the national shipping industry. 

(6) Support to the accelaration of regional/ national economy. 

When a sound port pricing policy is developed to achieve above 

objectives. we may categorise world seaport network mainly into two 

parts as per the nature of business and the role played by them. 

They are the ports which do not face any transshipment competition 

such as Japanese seaports and the ports which face pure transship-

ment competition like in Singapore and in Colombo. 

This paper tries to enlighten the importance of a factor like 

efficient service against the level of port charges in their port 

pncrng policy where pure transshipment competition prevails. 

While the demand for port services, in general. is affected 

by the elasticity of demand for commodities as the demand for port 

services is a derived one, same is also affected by the competit10n 

between ports lying in the same region. One of the factors which 

determines the elasticity of demand for port services is the possr 

bility of providing the same service through another port. 

The high elasticity of demand for transshipment services which can 
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be seen under a competition between transshipment ports within the 

same region from where the distance is almost equal to the third 

port would become a relatively low elestici ty of demand when one 

port enjoys geographical benefits over its competitor through which 

ships could be given an opportunity to save their seatime due to non-

equ1distance to the destination port. 

Demand for the Transshipment Service of Port 

Located in Two Different Distances 

to the Final Destination 

p, 

＋しD
 

D 

Dt 1 =Ports located in eq uidistance 

Dt 2 =Ports located in non-equidistance 

Even though the elasticity of demand for the services of transship-

ment ports competing with others in the same region can be influenced 

by port prices, with the rapid development of containerization, effr-

cient service would have a greater impact on the elasticity of demand 

for port services in competition for transshipment business舟

When the distance is almost equal to the destination from 

both competing ports located in the same region, then for both ports 

transshipment business is a matter of comp巴titivecontention srnce 

the destination port normally tries to obtain the most competitive 

low rate which is mainly obtainable through low port charges. 
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“If Singapore is to secure transshipment cargo destined to the 

Port of Surabaya in Indonesia, her transshipment rates will have 

to be set sufficiently low in relation to Hongkong transshipment 

rates.”はI In a contention of securing transshipment cargo, if the 

distance is almost equal from both competing ports, carriers or corr 

s1gnees do not find any difference in the costs of traveling from 

either port and therefore no matter where the cargoes are transshi-

ped. In such instances, port charges are the decisive factors rn 

the competition of transshipment trade. 

However, when those who are located in different distances to 

the third port formulate their port tariffs basing on competit10n 

faced by them, it is discernible that port charges are considered as 

the focal point in capturing transshipment trade. The nature of the 

port pricing strategy which is based on the competition is the effort 

to keep port charges competitively low against its competitors and 

do not count factors like efficient servic巴Sand different distances 

which assist in achieveing time savings and in minimizing damages to 

cargo.“The pricing strategy based on competition sets the rates so 

as to make the charges at the port comparable with or less than those 

at competing ports. The comparison is generally limited to the 

port charges without considering difference in the performance 

between the ports or differences in the cost of traveling to the 

different ports.”121 

With the swift containerization. it is clear howfar port prr-

crng has been decisive in the competition of the container transsh1-

pment business by introducing special all inclusive box rates for 

transshipment containers in port tariffs. For example, irresp ec--

tive of the considerable difference in distance for Europe and Far 
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East bound cargo, as transshipment bases, Port of Singapore and 

the Port of Colombo have granted numerous concessions for transsh 

ipment containers in their port tariffs so much so that 28 days of 

free storage facilities are enjoyed by transshipment containers rn 

both Singapore and in Colombo. 

Price Differential per Container of Transshipment 

and Domestic Cargo in Port of Srngapore 

and Colombo 

CUS. D/20’Cont.) 

Domestic 

Export/Import Cargo 

Singapore Colombo 

StevedoragE. 160。00 106" 70 

Storage 

Cloaded) 12.0 0 /day 41 5"20/ day 41 

(empty) 3.00 /day ふ95/day

41 First 3 days-Free 

氷Only28 day - Free 

Source : S。L.P.A, Tariff-I 987 

P.S.A, Tariff-1987 

Transshipment 

Cargo 

Singapor巴 Colombo

100.00 51.50 

Nil本 Nil* 

Nil Nil 

Above table shows that stevedoring charges are 38%and 52% 

lower for transshipment cargo than for domestic export/import car-

goes rn Singapore and in Colombo respectively. It further rn-

dicates that both ports charge nothing for storage of transshipment 

containers where domestic trade has been heavily charged. As it 1s 

further studied it will be clear that the difference in stevedoring-
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rates for transshipment containest between Singapore and 

is almost 50 percent. 
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It is evident that the port of Colombo in the contention of 

the transshipment competition for cargoes originated from Europe to 

South East and the Far East Asian Ports, the price dtscnmi--

nation has been used as the main contraption against its competit10r, 

the port of Singapore. However, it is a question wheth巴r Colom-

bo should necessarily depend on and stick to its level of port char-

ges in this strife as they enjoy an inimitable locational advantage 

agarnst Srngapore. 

In view of the high density traffic that flows on this route, 

carners would al ways prefer to get their vessels cleared quickly 

enabling them to do more voyage turnarounds. With the rapid deve-

lopment of containerization. since the full cellular container ships 

are highly capital intensive this fact is especially effective when 

the route is mostly served by time charter ships. 

It is visible that ships could easily save 3 -4 days as seatime 

(at the average speed of 20kts) on their Europe/ Asia trade by 

usrng Colombo as their transshipment base instead of Singapore. 

However. to really accrue this geographical advantage, Colombo 

should be able to give a fast clearence to vessels than its com-

petitor. This depends purely on their service efficiency with less 

labour disputes and minimum damages to cargoes. If the benefits 

of time savings at sea could be duly passed on to the carrier by g1v-

rng an efficient service. they may probably will to pay even a little 

higher rate to the port tof Colombo so long as advantages reaprng 

through swift performance outweigh the disadvantages of paying litt-

le high price compared with the port of Singapore. Otherwise the 

benefits reaped through the different distances would be nullified 

by poor turnout of Colombo and under such circumstance, as far as 
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carners are concerned where the cargoes are transshiped would be of 

no consequence. 

From the point of view of consignees, in selecting their tran-

sshipment port, it is really a matter for them where the goods are 

transshiped when the distance is fairly different from two ports to 

self. For example, cargo destined to Indonesia from Europe may 

prefer to get down them via Singapore rather than via Colombo 

because of the less distance to the destination. ln order to capture 

the subject cargo by rectifying this situation Colombo has to moti-

vate consignees by running a fast, regular and businesslik白 second

carner service from Colombo at an attractive (probably subsidized) 

rates. 

If the Port of Colombo can be d巴velopedas a highly sophis-

ticated transshipment base with modern equipment and facilities ena-

bling to give. a fast and efficient service to port users (ships 

operators) and to provide an attractive and cohesive network of 

second carrier service, there is no reason why Colombo should nece-

ssanly practice a price discrimination in the transshipment compe-

tit10n. 

We may suggest that a port like Colombo may concur, if nece-

ssary, with their national carrier to provide a satisfactory second 

carner service at a subsidized rate to set right the time lost by 

cons1g即日sby choosing Colombo as their transshipment port instead 

of Singapore. 

To conclude, the ports which are located in non equidistance 
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to their final destinations with special strategical advantages do 

not inevitably have to stick to the price discrimination in the coπr 

petition among ports for transshipment trade. Instead. efficient 

service which is formed with advanced equipment, well trained perso-

nnel. less labour disputes, and minimum damages to cargoes etc, ens-

ures fast and appreciable service and the same has to be the criter-

10n rn their port pricing policy. 

Of course, service efficiency of a port is directly linked 

w1 th recessary infrastructure facilities which could be gained only 

through a considerable allocation of Social Overhead Capital 

CS 0 C）“A high proportion of inv巴stment must go into SOC 

during the initial development and take -off periods in LDCS. 

In doing so, the most important and decisive factor for these coun-

tries is selecting their leading sectors (focal points). For instance, 

because of the geographical location it may be preferable rn a coun-

try like Sri Lanka to invest a high proportion of its SOC in 

1mprovrng their seaport facilities and related services such as ware-

housing, container yards, central freight stations and the inland 

transport network. It will assist to create an ideal transshipment 

base in South-East Asia.”13) 

This question of allocating SOC warrants future studies 

as a seperate theme related to the subject of port pricing since the 

linkage effects of such an infrastructural project are in the inter-

est of regional and national economy. 

(1) Port Pricing & Investment Policy By Bennathan & 

Walters, P.153 
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(2) Port Planning & Development By Frankel. E. P. 75. 

(3) Infrastructural Requirements in Economic Development and 

Some Japaness Experiences -Author's Master Thesis. pp.145 -146 

(I deeply acknowledge advices given by prof. Fujii Yataro rn 

preparing this paper.) 
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神戸桟橋会社の成立事情と埠頭経営

一一 経営史的考察を中心に一一

自次

はじめに

1. 神戸の開港と港湾事情

2. 神戸桟橋会社の設立事情

(1）設立の動き

(2) 設立の準備

(3) 桟橋建設と内部構成

3. 神戸桟橋会社の営業状況

おわりに

安彦正一

（群馬女子短期大学）

はじめに

港湾の歴史は，古代lζ発するが，その施設と運営は一朝にしてなったもの

ではなく，社会経済的変遷と，外国人技術者の指導に負う と乙ろが大である。

だが，明治20年代lζ入り，その主導権は我が国技術者が積極的iζ取組むよ

うになった。港湾施設の埠頭にみれば， 英国では16世紀に埠頭業者が発生し

19世紀にはドック会社などが普及している。翻って，我が国を観ると，明治

前期にあたっては，企業体としての埠頭経営は見られなかった。しかし，そ

の後，民聞に於いて，本格的にその業態を開始したのは神戸に設立された神
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戸桟橋会社であった。その点を踏まえ，本稿の課題は，神戸桟橋会社の設立

過程を経営史的に考察するとともに，併せて経営的諸問題を神戸港の発展と

関連ずけ検討する乙とにある。だが，多くの史料的制約を受けざるを得なか

ったが，できるだけ本稿の趣旨に沿って考察をしてみたい。

1. 神戸の開港と港湾事情

慶応3年12月7日開港された神戸港は，内外とも混乱した状態のなかで，

開港前の居留地造成が，政府の参与東久世通嬉を中心lζ開始された（ I）。間も

なく東久世は転ずる乙とになり，代って兵庫県になるに及んでは｝初代知事

の伊藤俊介が開港の整備に取組む乙とになった。

まず，明治元年2月には神戸港運上所が設置され， 4月には西ノ町海岸の

商家を改造して西運上所が設置された。運上所が設置されると船舶の貨物を

収容する倉庫，船舶諸物取卸しをする波止場lζ築造した。なお当時の「・波止

場規則」（ 3）は次の 4ケ所と定めた。

第l波止場一神戸運上所前波止場，第2波止場一西運上所前仮波止場，第

3波止場一米国領事宮前波止場，第4波止場 宇治川尻波止場

同時に「荷物陸揚船積規則（ 4）」を定め外国領事を通じ関係者lζ布達した。

以上みたように未整備のまま開港した神戸港は，簡単な4ケ所の波止場が

作られ，中断していた輸出入貨物の取扱も開始されたのである。しかし波止

場とはし、え，砂浜が続く海岸lζ荷役周の小舟をつなぐ設備があっただけのも

ので，港といえるものではなかった。

明治4年lζ入って西運上所の改築がお乙なわれ同4年5月には鯉川口及び

字治川尻に2ケ所の波止場が増設されるなど徐々に港の型をととのえてきた。

明治7年1月には築造順で名付けられていた波止場が東から）｜頃K，第1' 

2' 3' 4波止場と改称された（ 5）。

さて，乙うした未整備の神戸lζおいて， iRi次外国船の入港が増加してくる

ようになり，貨客の往来も増加してきた。開港当時の外国入港船舶はく表

1＞のごとくである。
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表1 1868～72年神戸港外国船入港表

年次点試抗｜品｜出品出古

~＝rn訓；l:L~J]J
7721 II 5941 剖 1,46司2141249,317 

7061 _, 61 J', 62112361268, 585 

Commercral Reports from Her Majesty’s Consuls in Japan 1868 p. 27, ibid 1869-70 p 39, ibid 
1870-71 p. 40, ibid 1871 p.17, ibid 1872 p. 27 Iこより作jιす．
米国町同一年次の院のうち上段は－.u船i 下段は米国太平洋郵船主社舶の笠松且び トン数t示す．

＜表 1＞にみるように，開港当初はイギリス船，アメリカ船が主体をなし

海道活動を開始していた。乙の頃の神戸の海運は，横浜か長崎を経由する中

継貿易であるため，入港する外国船舶の多くは，横浜，神戸，長崎を不定期

lζ往復する沿岸航路船であった。翌2年には，神戸，長崎，上海聞にオラン

ダ人が月 2回の不定期航路を始め， 3年lとはスミス ・ベーカー商会が，横浜

長崎，上海聞の定期航路を開設するなど，神戸港の内外航路輸送の重要性は

日ましに高まっていったので－ある。

次lζ貿易事情についてみると，貿易の中心は機浜港であり，神戸港の位置

は相対的にまだ低かった。主要輸出品は，茶，生糸，銅等をI宇l心にしたが，

神戸からの輸出品は限られていたのである（6）。

輸入についてみると，神戸の背後地である大阪は，幕末から横浜より輸入

する商慣習が続いていた関係から，利l戸からの同輸入をさほど必要としなか

ったのである（7) 0 

しかし，神戸港の状態は大きく変化しつつあった。それは，大阪港lと於け

る外国貿易の衰退である。すなわち，大阪港は字治川の河 ｜二J i~であるため，

土砂が堆積して港内の水深が浅くなり，外国船が港の沖合いに停泊しなけれ

ばならないという現象にみまわれた。したがって，たびたび竣諜を行ったが

効果は上がらず，その結果，大阪港への入港船舶は， 3年頃から漸次減少傾
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向を示めし， ついle, 8年には 1隻の入港船もないという事態を呈するにい

たった（8）。その間， 7年lζ大阪，神戸聞に鉄道が開通した乙とも一層深刻

な影響を及ぼしたといえよう。乙れによって， 14, 5年頃から外国船は直接

神戸へ来航するにいたり，横浜を経由する間接貿易は事実上終止符をうった。

同時lζ，神戸lとおける諸企業の勃興はいやがうえにも神戸港の発展を促進

し，外国船の入港と外国貿易量の増加は，港湾施設の整備をうながしたので

ある。

注（1）神戸市『神戸開港百年史』（港勢編）昭和47年神戸港の開港事情については，

本書PP-293～3281ζ詳細されている。

(2）八木哲治・ 石田善人『兵庫県の歴史』 山川出版社 昭和46年，pp.288～292. 

IC県の成立過程が詳しい。

(3) 兵庫県『兵庫県史料』 明治4年を参照せよ。

(4) 兵庫県『前掲蓄』明治4年，同警によると次のようになっていた。例えば「日

本地／開港ニテ税不済ノ荷物ハ，第1文ハ第2ノ波止場ニテ納税可致候事Jと

する。 以下略。

(5) 神戸市『前掲書（建設編）』 昭和45年，問書pp.59～72を参照せよ。

(6)(7) 神戸市『神戸市史』 昭和50年，同書，貿易編を参！照。

(8）神戸市編『神戸海運50年史』 神戸市別編昭和50年，pp.574～ 575. 

2. 神戸桟橋会社の設立事情

(1) 設立の動き

前述したように，神戸港の出入船舶と貨物の増加は，外国船l乙必要な港湾

施設の整備が望まれたのである。しかし， 当時の我が固には近代的な港湾設

備としての海陸連絡といったものはなく，本船は沖l乙係留し，貨物は鮮で揚

げ卸しするという状態で船主や荷主の損失は著るしいものがあった。

ときに，明治10年制l戸外国商業会議所会頭をしていたイギリス人・ヒユー

ス（ Hughes）は，居留地外商を代表して政府Iζ，港湾設備の必要性を陳情
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したのである（ I）。乙れに対し，政府は西南戦役後の膨大な財政処理をかか

えていた折で1もあり，要求lと応じる乙とができなかった。

その後， 13年10月に入って，赤星弥之助，上山惟清の民間人より，内務省

に「桟橋建設願之儀（ 2）」が提出されたのである。

当時，兵庫県令は神田孝平の後を受けた，森岡昌純が県令として着任し，

出願は県令を経て松方正義内務卿K提出された。

しかし，許可を得られず，提出願は却下された。政府の不許可理由は明ら

かでないが，提出書類上の不備にあったと見る乙とができる。

したがって，翌14年7月に再度「桟橋建築再願之儀（3）」が提出されたので

ある。

今回の提出lζ当っては森岡県令は願書lζ補充添書をし「今回別紙之通建築

費用予算其他仕様目論見等，取調再願致候ニ付Jとした上で「何等不都合之

廉無之候」のため「至急、御裁可相成度，書願図面共相添此段上申候」との一

項を加え，願意lと重きをもたせたととが注目される。では，設立願にもり乙

まれた設立目的はど乙にあったのであろうか。かかる点については，資料的

lζ制約されるが，設立に際し，発起人一同が作成，配付した「神戸桟橋会社

ノ要用ナノレヲ論ズjkよって，それを窺う乙とにしたい。長文であるが論点

は，つぎの五点にまとめる乙とができる｛川。

(1) 桟橋会社は貨物の損害を少なくするとともに，荷物の取扱についても桟

橋会社で取扱った方が安価である乙と。

(2) 桟橋ができる乙と，本船の滞泊期間が大幅に短縮される乙とlとよって，

経費の節約が可能になる乙と。

(3) 桟橋設置の機械（重揚器）を利用すれば，荷物の揚卸が迅速になる乙と。

(4) 倉庫業を兼業する乙とによって，積換費用が減じる乙と。

(5) 桟橋があると，客船についても，沖係りの場合よりも，乗降に至便であ

る乙と。

の指摘をして，末文には「随テ本社鴻益ヲ得ノレノ事業タレパ諸君御賛成ア

ランコトヲ希望ス」と， 賛同を求めるよう述べている。

以上にみるように，当時の情況のなかで，桟橋会社を設立せんとする目的
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を窺うととができる。

以上のような経過を経て，翌日年5月内務卿山田顕義より「桟橋建設之儀

聞届候条，処分方左之通可相心得事」として許可されたのである。それには

但書が付され「請書ヲ徴シ置クベキ事（ 5）」として，政府の命ずる設備を為

すよう義務ずけられたのである。

ともかく桟橋建設願の許可によって，いよいよ設立準備がお乙なわれる乙

とになった。その場合，桟橋会社の設立は，政府の経済政策と，発起人を中

心とする民聞からの積極的な設立要求の合致点にあったと考えられる。

注（1）県史編集委員会『兵庫県百年史』 兵庫県 昭和42年， pp.223～234. 

(2)(3) 「神戸港桟橋建築再願之儀ニ付上申j 明治14年7月（『五代友厚伝記資料』

第3巻，所収）日本経営史研究所編 （以下，本書を「伝記資料」と略す）

(4) 「神戸港桟橋ノ要用ナJレヲ論ズJ，日付不明，本書を読んだ限りでは，14年代

のものと思われる（『伝記資料』第3巻所収）

(5) 「桟橋築設之儀聞届条」， 明治15年5月（『伝記資料』第3巻所収）

(2) 設立の準備

と乙ろで，桟橋会社の設立をめぐって種々の紛議と検討がなされたようで

ある。その間の動きをみると， 15年7月桟橋建築用地の所有者である種目誠

一は（I）「今般拙者都合ニ付， 貴殿ヲ以テ部代理人ト為シ」たいとして「地券

御下之節，請取方一切之事Jを委任したい旨の委任状が出された。乙の場合

の「貴殿」とは，大阪財界の立役者五代友厚の乙とである（ 2）。託す理由に

ついては資料的IL明らかで－ないが，五代と種田は，共lと薩摩の出身で知己

の間柄であるとともに，東京馬車鉄道会社の設立においても株主として協力

している。その点を考慮すれば納得がいくであろう（ 3）。つづいて発起人で

ある，赤星，上山も種目と同じく「桟橋架設が御許可之上ハ，該工事ヲ初

メ株主募集方等ニ至jレマデ諸般之事務海ヲ貴殿エ御依頼仕度Jとし，五代友

厚lζ 「拙者ノ部代理ト定メ，権限之事ヲ委任致候」と委任状を託したのであ

る（4）。との理由につき「該事業之当地ニ於テハ之事務ノ、拙者共両人ヲ乍不
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行届尽力可仕候得共， ~I書神戸地方ニ於テ之儀ハ一切御担当奉願度候j とい

うのである。というのも，赤星，上山は共に東京lζ居住しており，業務lζ対

して交通の便などを配慮しての判断があったものと思われる。

さて，乙うして委任された五代は，国家的事業として身を挺して引受けた

のであろう。しかし，この引受に関して，五代と種田の相互において書翰が

あったζとは注目される（ 5）。つまり，五代は桟橋会社の設立について経営上

の採算の可否，その他，株式の引受などを打診していたのである。文，9月

lと入ると日野九郎兵衛より五代宛lζ次の書翰がとどいた（ 6）。それによる

と桟橋会社の設立には賛成できるが，それも「新タニー会社ヲ興シ候ハ余

程骨折レ可申，依テ共同運輸会社ヲ熊谷辰太郎氏，小室信夫氏如発論，惣

高五百万円ニ情願シ，関西貿易社株金凡ソ十万円ヲ合併シ，大阪，神戸之支

社ヲ引受桟橋貸庫ヲ設立候ハパ手！J多クシテ害砂ク」なる故どうであろうか，

というのである。

乙れに対し，五代の回答内容は明らかでないが，無視した形をとっており

当初の方針どおり，桟橋会社の設立に決定していた。つぎに，発起人をみて

お乙う。

いま，それを列記すればく表 2＞のとおりである。

表2 神戸桟橋会社発起人一覧表

氏 名 株数 金 事責

富岡半兵衛 50株 5.000円
小林林之助 50 5.000 
山田甚兵術 50 5,000 
近藤 i.t（兵衛 50 5,000 
手1＇上茂』 ！J 50 5,000 
水谷茂兵jlfj 20 2.000 
山口利兵術 10 1,000 
将II 元為平 20 2,000 
柿本宗兵術 10 1. 000 
大浦弥三兵11[.j JO 1.000 
吉田千足 50 5.000 
箱原則｛』 ll月 50 5,000 
1名 30 3,000 
東京 l名 150 15,000 

神戸村~f区長 700 70,000 

総 1.300 130.000 

『伝記資料』第3巻， pp.497より作成。
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発起人17名の内訳は，出身別にみると，東京3名，大阪13名，地元神戸は村

野区長のみである。ほとんどが大阪出身であるが，それらの職業Kついては

資料的に明らかでない。と乙ろで，当初の資本金は15万円を予定していた，

と乙ろが，大阪で4万5000円，東京で1万5000円，神戸で7万円，合計13万

円しか集まらず予定の15万円に満たす‘，残ζり2万円については五代が負担

する乙とになった。 ζのように発起人のなかでも，一部を除くときわめて株

数が少なく，当初の目標ほど高くなかった。いずれにせよ，これらの屈は桟

橋会社の設立に際しあまり積極的ではなかったのではなかろうか。

ともあれ，桟橋会社の設立に，五代の積極的資本参加は，かれの資性豪湛

な性格と近代的，進歩的信念があったと見るべきであろう。五代によって桟

橋会社の設立が大きく推進されたことは否定できない。では，発起人は会社

の経営をどのように目論んでいたのであろうか。

「鉄製桟橋会社設立要書（7）」からみておくと，まず，資本金を15万円，

桟橋会社建築費10万9000余円，桟橋会社純利益を洋銀で6万4541弗と， 5書I)

強の利益を見込んでいる。そして，桟橋収入の内訳は，荷物揚卸，諸運搬費

倉敷料を主たるものとしている。その他，利益収入として増加を期待される

ものとして「設立要書Jは次のように説明している（ 8）。

1.「郵便船乗客壱人ニ付相当ノ賃銭ヲ取jレヲ得可シ」乙と。

1.「パJレラストJヲ積入レン トスノレ船舶ニ之レヲ売出スモノ トセパ相当ノ利

益ヲ得jレ」乙と。

1「貨物火災保険料ヲ，煉火倉庫ニテ壱ケ年銀貨百円ニ付壱円……本社自ラ

保険請負ヲ成ス」という乙と。

1.「海外倉庫会社，桟橋会社倉庫ニ於テ預ケ置ク荷物ヲ－－－ 他人ニ渡ス時

「カンカン料」トシテ相当ノ手数料ヲ取Jるという乙と。

乙のように桟橋会社においては，増収の方法を述べるとともに，具体的な

数字を掲げ，会社の経営において実施せん乙とを主張している。

かくして内部での準備も一応ととのったため，いよいよ桟橋，及び建物の

建築lζ着手する乙とになった。
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注（1) 「委任状之事j 明治15年7月（『伝記資料』第3巻所収）

(2）五代友厚の役割は渋沢栄ーと対比されるが，関西財界近代化のパイオニア，指

導者としての役割は大きい。本稿での，神戸桟橋会社，関西貿易会社， （略）

など，財界指導者の司王歴を列挙すればいとまない。土屋喬雄は，同書第1巻

の解説lとおいて「五代がもし渋沢のように長寿を保ったならば，おそらく一大

財閥を築きえたであろう」と，彼を高く評価している『伝記資料』第l巻，解

説を参照。

(3) 種目誠一は，五代の友人として，多くの会社のトップ・マネシメントとなって

いる。宮本又次『五代友厚伝』 有斐閣， 昭和56年を参照されたい。

(4) 「委任状之事」 明治15年7月21日 （『伝記資料』第3巻所収）

(5) 「五代宛書翰」 l明治17年1月（『伝記資料』第1巻所収）

(6) 「五代宛書翰」 明治15年9月7月（『伝記資料』第3巻所収）

(7)(8) 「鉄製桟橋会社設立要書」 明治15年11月（ 『伝記資料』第3巻所収）

(3) 桟橋の建設と内部構成

かくして，架橋工事，桟橋会社の建設が着手されるにいたった。

架橋工事は，内務省雇外人土木技師であるデレーケ CD’rijke)11 ＞の意見

を参考に計画，着工した。桟橋の位置は，西南の風波の暴露を避けた小野浜

外人共有遊泳場の地点より東南に向って築造する乙とになった。外人共有遊

泳場は，永代借地権を設定したもので，およそ， 4千坪の内， 2千坪を時価

100倍lζ相当する代価金3万円で買収し，直ちlζ着工した。桟橋会社の社屋

は，居留地の地所2210坪を早くから，英人ハートを通じ，代理人フイエスか

ら，種目誠ーが買受けていた場所である（ 2）。工事は難工を極めたと察せら

れるが，工事にどれだけの人員を投入したか，資料的lζ明らかでない。では

建設費はどのぐらいかかったのであろうか。＜表3＞はその内訳である。

乙うして，明治17年11月lζ延長 150m，幅 130mの鉄製桟橋が竣工した。

同時l乙倉庫，上屋，事務所なども完成した。

さて， 「桟橋Jなる語について付言すると，海中lζ突出た橋梁は「萄の桟

道」の如しとして久松定憲らの学者によって「桟橋Jなる新語が始まったと
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表3 桟橋会社建築費（一部略表）

l. 五千六百九拾弐円五拾銭

右ハ桟橋杭打込其他大工等工費。工師請負積リ書ノ通リ。

l. 弐万五千O三拾七円六拾銭

131 

右ハ倉庫五棟分（七間二十七間）五百九拾五坪代，壱坪四拾弐円。

八銭ノ積リ。請負仕様帳ノ通り。

1. 千三百九拾六円

右ハ倉庫五棟分，戸前十ケ所窓四十五ケ所分，鉄戸井ニ鉄挟間代。

請負仕様帳ノ通リ。

l. 弐千五百円

右ハクレーン壱個代，但シ蒸汽仕掛。

l. 四千円

右ハボイ井ニ錨四組代

l. 四百円

右ハ大小荷車弐拾挺。

l. 三千円

右ハ上家壱ケ所周囲鉄柵ニテ，八間ニ弐拾間建築費。但シ鉄物器械

等納メ場。

1. 千円

右ハ事務所壱ケ所弐拾五坪建築費。壱坪四拾円ノ見積り。

L 三百円

右ハ人足屯所弐拾坪建築費。壱坪拾五円ノ見積リ。

合計 拾万O九千五百弐拾六円壱O五銭七厘

但シ此の額ハ請負人積書アリ。

＜出所＞ 伝記資料第3巻より一部抜粋作成

いわれるは｝ 。従って，社名も「桟橋会社」と名付けたのである。ひとまず

定款作成の基準がないため，允許書lζ 「人民の相対iζ任かせ候事」 とあるに

従い，国立銀行の組織などを参考にして株式の発行lζ乙ぎつけた。
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工事の終了によって，兵庫県土木官員の検査があり，11月15日乙乙によう

やく開業をみるにいたったので‘ある。開業式は盛大lζ挙行されたのでーあろう。

創業費予算のなかに多大の開業式費用を割し、ている（4）ζとによっても窺う

ことができる。

乙うして開業した神戸桟橋会社は，神戸における株式会社の鴨失といわれ

ている（5）。

表4 神戸桟橋会社株主表

姓 名 住 所 株数 株金額

五 代 友 厚 鹿児島県薩l禁凶鹿児島邸坂本村防中馬場第二番地 253 25 300 

，工'7: Jj: iW. 1¥. 讃岐国香川郡.iffil!IT二番地砂糖会社長 100 JO 000 

~ヨ.. 瀬 公 E国東京々橋区新栄町七丁目壱香地長崎県平民 100 10 000 

井 元之助 大阪府東区高路橋弐丁目六十四番地 50 5,000 

＊~ キサ 正太郎 同府同区南久太郎町弐丁目 50 5 000 

かI 野 1J」 人 兵庫県神戸区北長狭通四丁目百四十二番地 50 5 000 

/I~ 池 占与右衛門 大阪府東区今橋弐丁目十七番地 30 3 000 

住代友人吉左広衛瀬門総宰理平 同府南区鰻谷東ノ lllJ一番地 30 3 000 

平 瀬 む之助 同府東区北浜凹丁目三十四番地 30 3 000 

山口 吉郎兵衛 同府同区唐物町二丁目U五番地 30 3,000 

阿 部1 彦太郎 京都府上京区第tJ-八組役行者lllJ 30 3,000 

Jll 上 手lj 助 大阪府東区備後町壱丁目白八番地 30 3,000 

諸 戸 清 ーL 三重県桑名郡桑名船馬lllT十五番地 30 3,000 ノ、

赤 星 弥之助 鹿児島県閥単国鹿児島郡鹿児島下荒田町三番地 30 3 000 

渡 辺 徹 兵庫県妓津四ノ宮浜絞掛lllJ甘一番地厚生同衆恕事 30 3,000 

辻 忠右衛門 大阪府東区伏見HIT壱丁目五番地 27 2 700 

塩 坪 恭 良 同府同区備後町立丁目十九番地 25 2 500 

政 清右衛門 同府同区今橋を・丁目拾壱番地 25 2 500 

藤 田 伝三郎 fi'IJ府同区高麗橋壱丁目 20 2 000 

11< 見 得十郎 長崎県長崎区元，1，川H刑；｜一番地 100 

y工 沢 正太郎 大阪府西区土佐披1i1lllJ二十七港地 100 

新居嘉右衛門 N毛主~国菟原Itll御影村 100 

近 I践 甚 大阪府北区高il匂lllT姶弐帯地寄留 100 

101名 会巾品」、 言十 J 600 160,000 

※ 同表の株主は一部省略して指紋しである。
＜出所＞ 神戸桟橋会利株主一覧 （伝記資料3巻より作成）
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つぎに，桟橋会社の組織構成についてみておζう。まず，株主の顔ぶれを

見るとく表4＞のようである。

＜表4＞によると株主総数101名，株主 1600株，もちろんその最大株主

は253株の関西財界人五代友厚である。

つづいて五代の協力者，笠井深八，岩瀬公園が各100株，杉村正太郎50株

永見米吉郎10株など，五代の腹心の人物がそれぞれ株主として名を連ねてい

る。その他，三井元之助， 1鴻池善右衛門，住友の代表広瀬宰平などが各30株

藤田伝三郎20株，田中市兵衛10株など，関西財界人が参加している。さらに

地元神戸区長村野山人50株を引受けている。

神戸では7万円の出資を予定していたが，結果は1万円を出資したにとど

まった。その理由について「船橋会社の存するを以て，更に桟橋の架設を見

るは船橋の不利を来さん乙とを恐れたる者か，之が募り応ずる者甚だ少し」（5) 

表5 桟橋会社の株主府県別分類

l県 手ノ： 人 数

Jf[ ノl円し ,r.;; 2 

香 Jll 

来 };r 、 4 

大 ｜以 60 

丘，，、 J;jf 12 

1ノ』！了、 者II 5 

.m 
長 1hな 7 

t~ 

ヰ日 :fx 仏l

広 ,r.:; 

iti ノ！.＇、I 『 3 

サI'

11成

大 うT

片1コ、 101 
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という理由によるものであろう。

つぎに株主の府県別をみると＜表5＞のとおりである。大阪に住居を有す

るものは60名，神戸12名と大部分が大阪住居のものがしめているが，決して

圧倒的な位置にあるわけではなく ，西日本地域など分く分布し，その基盤に

よって設立されていたとみる乙とができる。さて，乙 ζで神戸桟橋会社の株

主構成の特色を一言でのべれば，五代友厚を中心K，かれの協力者，部下な

どによって構成され，その上lζ関西財界の有力者が協力したものといえよう。

11月11日には株主の臨時総会が聞かれ，投票の結果，塩坪恭良，赤星弥之

助，城島主静，近藤徳兵衛，植村昌茂の5名が取締役に選出され，その内，

社長lζ境坪恭良が推され，副社長には赤星弥之助が選任された。乙れらの人

は桟橋会社のトップ・マネジメントであって，その他部門組織として，出納

庶務，収税，貨物，検査，5部門で構成されていた。

表6 神戸桟橋会社の社員賃金一覧

I :i 層 ... . 1土
月司序 /II. 祉 見等 員 ＇ U: JI< 制 社月等

！『an h鎗 小 ll庶収幽貨 ~ u 幽貨 庇叙山賀 ・．一 F同． 
十孟 よ冶

国
. 
II a納物 II I延納 41' 語根納物

e，社
－、 Fー

" ' . 人仕 使’En a n n 総包 ll ll 限 n 給 a ll ll ll ll 役実 長政 u
六字門 三十段 十J門、以" 

ー 百一

i門医

J門、 it 両十ー 訓a匪 高九 富港

一人 五十発
一回

玄門半 十i四! 前十千 八u 八高 亘ー
人人 人 人

五 ~ 
内

十開 這宙
手内 室“ 

ネ官 級主 H十＝il ＝ 
ハー向 ー~ 

人

四門 屯.. 三 十ー 夜店

入門

両T 空週U早 一十

人門十11 空玄 回11 

ニ肉 二十滋11 
高 2門医 人人 人門

ニネ岡 三阿ll 
九十

苅両ザ 五.. 
同込星

人

J門、 川訟隆

人
舟門 州a民. 

一人 七半円 十二信 サ甫ザ ハ11 ー

分四名台ti 七 i隻. 
内

サ .. 測量

同

＜出所＞「干q1戸伐橋会社定款」より作成
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つぎに社員構成にみる桟橋会社の社員賃金を示すと＜表6＞のとおりで

ある。開業時の社員は総計24名， トップが5名，社員11名，門監4名，小使

2名，雇外国人英人キャプテン・バーレ（ Bary）。神戸港々長マーシャノレ

(Marchall）を顧問と して雇入れている｛日｝ 。

次に社員の賃金形態は，月給制を採用し，等級制をとっていた。 1級～3

級は同社のトップ・マネジメントが占め， ミドノレ・クラスの社員は10級前後

であり，月給も12, 3円前後である。しかし雇外国人は 150弗 l人， 50弗l

人とかなり高給を貰っている。それはなお雇外国人の指導を仰ぐ必要があり

かれらに対し同社の優遇をせねばならない事情があったものと考えられる。

なお，社長，副社長，取締役の俸給は，定款追l'!IHζよって旦を支給される
10 

にとどまった。その詳細は明らかでないが，創業時である乙とと，もとより

雇外国人の高給を危慎すると乙ろであったから， トップ役員の俸給を減給す

る乙とによって，他の社員側を牽制した意図があったと考えられる。

j主（1) デレーケ（ J. D’rijke）の略歴については，土木学会編『明治以後の本邦土木

と外人』 土木学会，昭和17年， pp.174～181 . 

(2) 「地所写」 明治15年3月14日（ 『伝記資料』 第3巻所収）

(3）神戸市編『神戸市史J 5]1］編，神戸市昭和51年 pp.516～517 

(4) 「第l回半季実際報告書」は，創業費の予算3400円を計上し，開業式費用lζ，

1200円を使用している。開業式に当り五代は発起人を代表して祝辞を述べた。

(5）神戸港においても会社組織はあったが，株式会社とはいいがたく，株式会社以

前の形態である，新保博『日本近代信用制度成立史編』（所収「神戸為替会社J

を参照されたい。）有斐閣 pp.147～199. 

(6) マーシャJレCJ.Marshll ）神戸港築港IC果した役割は大きい。神戸市 『神戸開

港百年史』 建設編）神戸市昭和45年 pp.112～116を見られたい。
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3. 神戸桟橋会社の営業状況

開業した桟橋会社の営業状況はどうであったのか。その状況を詳細に知る

乙とができるのは「第 1回半季実際報告書」であるので乙れによってみるこ

とにしよう。

く表7＞は桟橋会社の外国桟橋l乙維繋された外国船の一覧である。乙れに

よると，外国船は11月15日の開業にはいずれも間に合わず，翌日自に英国船

P&O会社の「チベット号」が第1号船として桟橋会社の外国桟橋へ繋留さ

れた。

次lζ維繋された外国船の内訳をみると，英国P&O会社の汽船33綬，同コ

ノレンス商会の汽船4般，同フ、、ロウン商会の汽船3般，米国スミス，ベーカー

商会の汽船4綬，英国モリャン，へーマン商会の汽船1綬，独国シモン，イ

ヴハー商会の汽船l般，共同運輸会社の汽船2般，総合計48鯉が利用している。

次に陸揚貨物1万8524トン，船積貨物8289トン， A手船をもっての陸揚貨

物1890トン，解船より船積貨物7412トンである。乙のように外国桟橋の利用

についてはそれほど利用されていないのである。

いま乙の点を「第l回報告書j(I）の記述すると乙ろによってみると，第

1 iと「開業以降日猶浅キヲ以テ， 当社ノ桟橋アノレコトヲ海外一般ノ人民ニ周

知セシムノレニ至ラザjレコトjと， 第 2IC「全国一般，商況不振ナノレ時に遭遇

シタノレコ卜」第3K「貿易上ノ衰預輸入品ノ減量シタノレコト」であるとして

いる。

然らば乙れらの事情は，桟橋会社の営業にどのような結果をもたらせたの

であろうか。乙の点を同じ報告書でみると次のように述べている。すなわち（ 2 ) 

「開業ノ后幾許モナク清仏戦争ノ不幸」があった為「香港地方出入， 貨物ノ

減ジタル砂カラズ」とはし、え， 「当社桟橋ニ維繋シタノレ船舶ノ如キ， 一千噸

ヨリニ千六百噸迄ノ船体ニテ陸楊ノ貨物ハ僅々一般四百二十五噸ニ分平均ニ

止マレリJという状態であった。それにもかかわらず「ピイヲー会社ノ如キ

ノ、経験ノ末 1ヶ年間維繋ノ約条ヲナシタノレ等ノ事蹟ニ微シテ灼然タ リJとい

う。それど乙ろか，桟橋会社は経営の見通しを次のように期待しているので
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表7 桟橋会祉維繋船一覧表

入港月日 同名 船 宇； •JI交商社 』沿トンf{陸場荷物 同品下ニテ 船紛荷物 ！日l由宇ニテトン数 トン数

1111°11Ht6日英国 チベット P.O会主i 2.593.00 36.50 6,045.51 453.00 

II 201:1 ，， アハ、フン ｜百l 2,588,00 244.82 7 .00 

，， 29日 II ITII ｜司 同 119.28 175.65 650.00 

II 12J] 4 IJ ，， チベット l司 2.593,00 l, 159ιl 13.35 

II 14 11 II ｜司 同 ｜司 62.88 127 .35 472.00 

II 1711 // T"-7ン ｜司 2,588,00 9,919.27 22.10 

// 18日 1日凶 美泌 丸 共同運輸会社 550,00 184.80 

II 29 El 英国 7へ7ン P.O会社 2.588.00 10.00 319.10 290.00 

II 31 [I // チベット ！日l 2,593.00 774. 62 20.30 

18'<1°1H11 El II モーレー コlレンス社 l,427 .oo 776.82 

II ，， チベ y ト P.O会柱 2.593.00 69.95 69. 95 320.00 

II 14 El II アへ7ン ITII 2,588.00 819.07 17 .00 

II 251~ // ｜司 同 89.20 m .oo 233.00 

II 29日 ，， 7＇レ コ・ン
プロウン商会

ンャイア
l ,241.00 274. 93 547 .38 4.00 

II 30 El II チベ y ト P. O会社 2,593.00 604.16 78.16 

II 2 ）~ l日 II アルパニー
コノレンス l ,489.00 1.00 374. 92 267 .00 R有 ~ 

11 4 IJ 主国 長 いl丸 共！”l逆輸 l, 160.00 451.00 会 社

II 5 II 仏｜主l タナイス
7・ロウン

1,200.00 101.00 425.00 fffj 会

II 8 Iヨ英国 チベ y ト P. O会社 2,593.00 55.00 209.40 344. 00 

11 11 [I /I クレモアー
スミスベ 1,658.00 1081.65 
ーカ一社

11 12 El ，， アへ7ン P. O会社 2,588.00 748.84 445.00 7 .40 

II 2211 /I In! 11司 2,588.00 565.80 361.37 

/I 261:1 II チベット ｜司 2,593.00 583.00 1.83 

II 3 H 8 El II ITII 同 同 16.00 219.67 382 .00 

” II 1311 
，， アヘフン ｜百l 2,588.00 831.34 5. 76 

~－｝ J十 18,524. 71 l .890.00 8.289.98 7 ,412.00 
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ある。「既ニ当社桟橋ノ安全ニシテ便益ナjレコトヲ海外人ノ知得スノレニ至テ

ハ維繋ノ船舶増加スノレヲ知JレベシJその結果「当社ノ桟橋ハ月ニ年ニ船舶ノ

維繋ヲ加へ，従ツテ貨物ノ出入ヲ増、ン，営業ノ隆盛ニ至ノレ」と記している。

次lζ，桟橋会社の重要な収入源の一つであった維繋料についてみると，英

国のP&O汽船会社（ 3）と桟橋会社の関係を抜きにできない。というのも，

同社は桟橋会社といちはやく契約を結び，当初は3ヶ月の試用契約であった

が，契約の切れる18年2月に至っては，む乙う一ヶ年間の契約をなす等， P

&O汽船会社はまさに桟橋会社にとって，一番の利用会社であったといえる。

そうした関係か，桟橋維繋料は， P&O会社の船舶に限って，ー綬50弗と定

め，その他の船舶は50弗以上75弗以内の範囲内の料金で船舶の大小に応じて

支払う乙とになっていた。すなわち， P&O汽船会社lζは料金面で，開業時

から便宜を与えていたのである。

さて，桟橋会社は，桟橋業務を主体にその他，海陸連絡を目的とした倉庫を

設置し，倉庫業を兼営した。神戸港における私設上屋の設置は同社によって

始められたのである。 17年3月税関用地の中に 1万1300余坪の貸与を受けて

倉庫2棟と，上屋1棟を建設した。乙れlζよって民聞による直接輸出入貨物

を対象とする桟橋倉庫，上屋の運営が行われる乙とになった。しかしながら

桟橋会社の業務，運営については，税関の厳しい監督，規制のもとで行われ

た（ 4）。ちなみに税関命令書は「税関手数未済輸入貨物ノ貯蔵ニ充ツjレ其社

所属ノ倉庫ニ係リ税関取締ノ為メ命令ヲ為スコト左ノ如シ」として「本庫ニ

貯蔵シ得ノレ貨物ノ、総テ税関手未済ノ輸入品ニ限ノレへシJ「決シテ内国品及ヒ

輸入手数既済品ヲ混入スJレヲ許サス」（第 1条）と定めるとともに，入庫白

書，税関官吏員の立会，危険品等の入庫禁止，臨検及帳簿検査ノ制， 二重鎖

制等につき規定するなど一切の業務は規制を受けたのである（5）。

しかるに，前述のように，桟橋会社の本来の業務は，船舶碇繋場業（6）及

び，それに関連した業務である貨物取卸しを主体にした荷役業である。それ

ゆえ，倉庫業は多角化事業の一部であって，創業時には積極的な経営は認め

られなかった。しかし，明治30年代になると，日本郵船の積卸しをするボン

ベイ綿花の陸揚荷捌の委託を受けることによって，当社の倉庫業務は一層の
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進展を示すにいたったのである（ 7）。

139 

さて，神戸桟橋会社の開業以来の経営はどのように展開したのであろうか。

資料的lζ制約はあるが「実際報告書」によって，明治17年11月15日の開業よ

り18年6月30日までの， 当社の損益勘定をみるとく表8＞のようになる。

表8 桟橋会社損益表（明17・11・15日～18・6・30日）

総収入高 11'114同14銭 総支出市 8,456円88銭

（｜λj 訳） 1,838円84銭 （内 訪0

荷物船f!'t貨 4, 139円23銭 貨物賃金 117P=J70主

荷物陸揚賃 2,525円 )fil コ点オヨミ二ー
.'/:( 217円50銭

船舶維繋 't'( 538円18銭 キIJ 子 79¥q 10銭

念 me数料 834円60銭 flt 金 1601円52§支

銀K:J.~交換打歩 l, 238¥g27{i主 役以月 w 4,058円 50~長

羽，， J¥)( 入 前人足月俸 2,094円

｜即時厄人足首 2021工］06銭

併：船 Jff＇.入 t~ 82円82｝主

交 i~ 353円98銭

lfa II寺諸雑 fi 510円16銭

色’ 品蓄 Y'1 66円77}支

J古 ~ff; 1~ 513円71銭

キill コJ,7£ 金 2,657ILJ25il主

＜出所＞「筏焔会社第11副半季実際報告書」より作成。

く表8＞に見られるように半季の業績は決していいとはいえない。同時lζ，

株主に対しても無配当である。しかし，神戸港における状況は変化してきており

外国桟橋においても，海運， 貿易の発展とともに日本の汽船会社が同社の施

設を利用するようになってきた。

その後の経営については順調であったら しい。というのも， 23年， 27年，

30年lとは資本の増資をはかるとともに，桟橋の延長，上屋の増設など設備投

資をお乙なう発展がみられるのである。

また，桟橋と倉庫，上屋の聞には軽便軌道を敷設するなど，輸送面の充実に

も力を入れ，積極的な経営を展開していった。

乙うして桟橋会社は，明治後期l乙入ると新たな発展過程lζ入っていくので
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ある。

注（1) 「第1回半季実際報告書J 明治18年（『伝記資料』 第3巻所収）

(2）「向上」

(3) P&O汽船会社の成立については，中川敬一郎稿「P&O汽船会社の成立J

『資本主義の成立と発展』所収を参照されたい。

(4) 神戸税関編 『事11戸税関沿革史（2）』 神戸税関，明治40年，pp.280～285 

(5）神戸税関編 『向 上』 pp.287～290 

(6) 船舶碇繁場業とは，桟橋又は岸壁を築造して船舶の接岸荷役を行わせる， ドッ

ク・ビジネス又はワーフインジャー（Wharfimger ）の業務であり，桟橋会

社が実施した。

(7) 大日本紡績迎合会編「大日本紡綴迎合会紀要J 大正5年，pp.20 

おわりに

以上，神戸港における桟橋会社の設立過程から窺えるように，その経営は

決してかんばしいものとはいえなかった。しかも我が国は松方正義の紙幣整

理が進捗するなかで，なお不況のさ中にあった。すなわち，一般物価の下落

によってかえって商況は沈滞し， 金融は閑散となる。暗い経済情勢であった。

しかし， 20年代に入り松方のデフレ政策が終息し景気回復の状況とと もに

民業勃興熱が台頭するlζいたった。その乙とは桟橋会社にとっても企業心を

刺激したというよう。と同時に， 民間私企業の活動にとっての基盤となる社

会資本が整備充実してきた乙ともある。桟橋会社の「桟橋延長J(93フィー

ト・ 4インチに延長）は，まさに乙うした民間企業の気運を醸成した例の一

つでもある。その意味で神戸桟橋会社も，有利な経済情勢lζ刺激されて急激

に発展したと見る乙ともできる。とはし、え， 予想が不確実で新事業の創始が

大きなリスクを伴うという時代にあっては， 会社企業の経営基盤である五代

の資金援助はきわめて重要であった。その乙とがなければ桟橋会社の創立は

不可能であったかも知れない。
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乙のようiζ考えるならば，明治期の指導者型企業者として，五代の個人的

動機はともかく，営利的感覚より「国益」というがどとき感覚をより強烈に

もっていたといえる。

のみならず，桟橋会社による神戸港の外国桟橋は，長きにわたり海運業に

与えた利便は甚大であったというべきである。

以上

く付説〉 本稿の資料については，鮫島文庫の鮫島泰佑氏にお世話になった

乙とを記して謝意を述べたい。
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1. はじめに 一 問題の提起一

港湾管理主体に対して外部からの補助はできるかぎり避けるべきであるか

どうかは，きわめて重要な問題である。日本をはじめ先進諸国において， 多

くの港湾がしばしば外部から補助されている。港湾l乙対する補助は特別な場

合lζ限られるものではなく，むしろそれが一般的であるとするならば，本来

港湾は剰余生産が不可能な産業であり，港湾補助は当然のものであるという

議論もありうる。その場合においては， 「港湾lと対する補助ははたして妥当

であろうか」という疑問そのものが問われるであろう。ところで，港湾lζ対

する補助を正当化する論拠はし、かなるものか，及び，その妥当性については

分析を要する問題である。本論文においては，以上の問題意識を港湾経営の

観点からとらえて，港湾補助の妥当性を検討し，またその論理の客観性を吟
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あわせて港湾管理主体の独立採算制および港湾経営の意味昧すると同時に，

を明確にするつもりである。

日本および欧米諸国における港湾補助の現状

日本の港湾管理者の形態には，地方自治体，港務局，一部事務組合の三つ

がある。「港務局」は経営原則として独立採算制を建前としているが，現実lとは

いまだ実現していない。地方自治体が港湾管理者である港湾のうち，企業会

2. 

しかし，全体的にみると港湾財ごく一部である。計が実施されているのは，

政は自治体の一般会計l乙組み込まれているので，港湾財政が一般会計から独

立しておらず，独立採算制も実施されていない。もちろん，神戸港のように

先進的な港湾においては，港湾財政が一般会計から独立し，独立採算制が達

日それは例外的ケースである。そ乙で，全体的にみると，成されているが，

本の港湾管理者の独立採算制は実現していないといえる。その結果，港湾収

支の不均衡は，自治体もしくは国家によって補助されているのが一般的であ

（表l参照）

表 1

る。

主要8港官庁会計方式による歳入内訳の推移
cmr立 l'.i万円〉

m＼－般川モの他｜合 !I 

ム …い耐久酎：士…〔29.9) (7.9) (0.9) (30.5) (21.7〕（ 9. I) 100) 
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(30. •) ( 6. 5〕（ I.I〕（28.0) (24.4〕（ 9. 6) 100) 

60 69,896 11413,923 86 1,728 9760,534 9760,403 13630,737 ,301 116 
(29. 5) ( 5. 9）〔 0.7) (25.5) (25.5) (12.9) 100) 

61 73,369 12013,737 84 1,683 9453,956 8662,045 14042, 124 ,914 121 
(29.7) (5.6) (0.7) (21.9) (25.1) (17.0) 100) 
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港をいう。

(2) r毎日保全｜則f,¥¥lkび iJ也＿；~，ι｜叫 fHJ: ：＇＜まない。

(3) 右側の数字は58年度＝100とした指数＇ ( 〕11Jf土山li'i比（%〕である。

(・1) nn~収入は，施設使用料，＆1;q1JmH，山川1千てFの収入である。

(5) その他は，貸付金元引mtill企， j",'j)): ，立H~~等の収入である。

(G) f(i.!;'I工＊の同の）＼j旦訂lは港湾管理者のJH政にはWI係がないため除外してある。

（出所）運輸省編 『迎愉白書』H日年63年版 p117 
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特lζ，国家iζよる補助の詳細な内容は「港湾法JK規定されている。つま

り，国家による港湾補助は法律によって裏づけられているのである。例えば

港湾の基本施設に対する国の補助率をみると（表 2参照） 離島， 北海道

等の港湾への補助率が高いのは，その地域の開発振興策の一環と して行われ

ており，特殊なケースと考えられる。 他方，上記以外の一般的地域において

は，その港湾が国家の利害にとって重要な位置を占める港湾， HrJち，重要港

湾および特定重要港湾である場合には補助率が高くなる。特定重要港湾の場

合，貨物量および港湾施設の整備のいずれの状況も地方港湾より優れている

ので，財政状況が良好になる可能性に富んでいるといえる。しかし，実際に

は特定重要港湾の方が地方港湾よりも補助率が高い。

表2 港湾事業の負担率，補助率一覧表 （昭和58年度）
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と乙ろで，港湾i乙対する外部からの補助は，欧米諸国の港湾にも見られ，

決して日本の港湾に固有な現象ではない。ただし，日本のように法律をもっ

て港湾補助を実施している国は，フランスなどの一部の国を除いてほとんど

見られない。

次lζ，欧米諸港lとおける港湾補助の現状を見てみよう。ただし，紙幅が限

られているのでと乙では概略にとどめる。まず，＜表 3＞を参照されたい。
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表3 西ヨーコッパ諸国における港湾投資費負担の比較

国名 投資費負 l!! 管理維持政負担 参考

iii・ポート・オーソリティ

ベルギ ー 防波堤 国家 ポ ト・オーソリティ

航路 国家

デン ？－ 7 本｜可・防波堤・航路 ポート・オーソリティポ ト・オーソリティ

*I”1・防波堤 市 ・仲｜ 市・州 丁目A

西ドイツ 航路（港湾地馴国家 国家 (Territoria 

港湾地域 T・A T・A Authority 

1~1"1 . ~Jj波：180"• IJI’永
白ii；港航 20• •. ホー卜・オーソIJテf

国家フランス
Jド白if;&ノド1"1 防法1削1日五0～50°0。匡l家
制L O～50°0・ 商業全議所

アイ／レランド ノh門・防波堤・航路 ポート・オーソリティポート ・オーソリティ

自一 イタリア

イタリア 制湾問）附臥 国家
の世mに
IJJl<l"Iが

航路 20%…市・im ない。

r ;)< 1”i ＋国家 ・＋市
Havenbedrijven 防波IJ~ · 寺国家 ・4一市

国家
オラノダ 航路寺国家・古一市

H…hap附（ノド1"1山港湾山相違
航路 国家

イギリス ノド門・防波堤・航路 ポート・オーソリティポ ト・オーソリテ ィ

出所 F-Suykens; Ports should be efficient(even when this means that some of them 
are subsidized),Maritime Policy and Management,Vo＼・13,1986,p.p 
121--l.22 
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く表 3＞は，西ヨー ロッパ諸国における港湾の基本施設に対する港湾補助

の状況を示したものである。乙れを一見すれば，当該諸国における港湾補助

の概要が理解されよう。

さらに， ＜表 3＞ から港湾補助lζ対する 2つの考え方が読みとれる。第

-IC，イギリス，アイノレランド，そしてデンマークのように， 固による補助

が行われない場合である。第二に，フランス，ベルギー，オラン夕、，そして

西ドイツ（さらに＜表・ 3>1とは掲載していないがアメリカを含めて） のよ

うに，固による港湾補助が行われる場合である。

イギリスにおいては，港湾は伝統的iζ一種の産業であるという強い意識を

もって，港湾経営が行われているので，国家による港湾補助はほとんどない

と思われる。例えば，従来は国家管理下にあったBTD Bさえも1981年lζ
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民営化されるに至ったのである。港湾が一種の産業であるから当然K収益性

が重視されるという考え方は，次のようにロッチデーノレ報告書のなかにも示

されている。「港湾サービスが公共サービスであるがために，ポート・オー

ソリティの財政を健全にする乙とが制限されるとするならば，我々は港湾の

公共サービス概念を拒否する。主要港湾の場合，公共サービスの提供を商業

ベースで行なってはならない，という理由は全くないのである。」 I）ζれは

イギリスにおける港湾財政のあり方を示している典型的例である。

反対lζ，西ヨーロ ッパ大｜涯の場合，基本的lζは港湾経営の形態をとってい

るものの，社会資本としての港湾の性格が強く認識され，固による港湾補助

が行われている。乙れらの港湾lζおいて固による港湾補助を行なう理由と し

ては，様々な要因があるが，その港湾が置かれている立地的 ・社会的条件を

無視する乙とはできない。つま り，ロッテノレダム，アン 卜ワープ，ルアーブ

ノレ，ハンブノレグなどの場合，ヒンターランドが同一地域であるため港湾問の

競争が激しし、。さらに，その競争に対して様々な対抗策を講じなければなら

ず，その手段のーっとして国家による補助がなされているのである。と乙ろ

が，同じ西ヨーロッパ大陸の中で－も，フランスとそれ以外の国々の場合とで

は，補助iζ対する考え方が異なる。 即ち，フランスは港湾問の国際的競争を

意識して自国港湾の利用度を高めるために国家政策のーっとして港湾補助を

実施しているのである。 2）乙れに反して， ロッテノレダム，アントワープ，ハ

ンブノレグのような河川港の場合，河川がもっ意味が非常K重要となる。即ち

乙れらの港湾が所在する国家においては，河川による内陸水路が重要な交通

手段であり，特lζ国土の多くの部分が河川よりも低地に属しているオラン夕、

ベルギーlζおける河川の管理は，港湾が所在する特定地域にとってだけでな

く，国家的な観点からも非常に重要である。また，乙れらの国々の港湾は，

中継貨物に依存する比率が高い。つまり，河川の波深，水門，防波堤などは

国家全体的にその重要性が認められ，乙れらの港湾施設に対する補助が行わ

れているのである。

アメリカの場合も補助はなされているが，それは西ヨーロ ッパ諸港と異な

り，港湾が国防上重要な位置を占めるためである。3）その結果として，ポー
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ト・へード・ラインの外側における施設の整備は連邦政府の責任に属してい

る。それで，泊地，航路の後諜は，国防省の海軍工兵隊が担当しており，灯

台，浮標施設は，沿岸警備隊が整備・管理している0 4) （ただし，セイント

．ローレンス航路は乙の例ではない。）

次iζ，港湾補助の形態も固によって多様である。例えば，航路・水門・防

波堤などの基本施設を国，文は公共団体のように，港湾管理主体以外の者が

整備し，かつその施設投資lこみあう利用料金の徴収もしていない場合もあれ

ば，港湾財政を自治体の財政の一部lζ組み込む乙とによって，港湾経営から

生ずる収支不均衡分が自治体の一般会計から補演される場合もある。また，

アメリカのように， 「議会で承認を得た直接の支出金，税の裏づけのある債

券，ポート・オーソリティより徴収される税，課税の免税，市または郡の行

政事務を正常に行う上で地域社会lζ対する公共サービスの形で港湾当局lζ与

えられる間接助成」 5）なども港湾補助である。乙乙でいう港湾補助の概念は

次のとおりである。即ち，「港湾投資の最小報酬率が，その港湾に投資され

る資本の機会費用を下廻る場合には，その港湾プロジェ ク卜は，補助を受け

ている」 6）という乙とである。

3. 港湾補助の根拠

前2まにおいては日本をはじめ， 欧米諸国の港湾に対する国家補助の現状を

概観した。次に，港湾補助の論拠はいかなるものかを指摘し，それが客観的

に成立するかどうかを検討する。

一般的K港湾補助が正当化されるのは，港湾収入で港湾費用を賄う乙とが

できない場合である。換言すると，港湾料金がその原価水準以下iζ抑えられ

る乙とが正当であると認められる場合である。それゆえ， ζ乙では港湾料金

が原価を下廻る水準で・決定される原因を批判的lζ検討する。

港湾料金が原価よりも低く，かつそれが妥当であるとする論理は，あまり

明確には論じられていない。 しかし，それはおそらく次のように整理する乙

とができると思われる。即ち，①港湾は社会資本であるという乙と，＠港湾
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サービスの生産は費用逓減の下で行われている乙と，＠港湾は所得移転目的

または地域開発目的のための政策的手段である乙と，等である。以下，乙れ

らの要因について詳細に検討する。

まず，港湾は社会資本であるからその投資費用の全てを利用者から徴収す

る乙とは望ましくない，という乙とを検討してみよう。社会資本の概念は，

明確でなく非常に暖昧な概念である。つまり，社会資本は政策論上において

国家の経済活動を合理化させるための概念にすぎない。 7）そ ζで，社会資本

の概念、を，①公共サービス，②重要産業，③公共性，等のようにより明確な

概念として解釈する乙とによって分析する。

第ーに，港湾は公共サービスであるから，その料金を原価によって決定す

るのは好ましくない，というととである。と乙ろで，公共サービスは「排除

不可能性」 と「消費の集団性」という特質を有する。前者は，特定の消費者

をそのサービスの消費から排除する乙とは不可能であるという乙とであり，

後者は，あるサ ビスが多くの人々によって同時に等量消費されるが，その

消費によって混雑現象が生じないという乙とを意味する。港湾や道路などの

場合， 「排除の不可能性Jという特質は満たされるが，「消費の集団性」は満

たされない。したがって，港湾が公共サービスである，という理由で料金を

低く抑えるべきであるという論理は成立しない乙とになる。乙乙で，前述し

たロッチデーノレ報告書の指摘を再度想起してみよう。「港湾サービスが公共

サービスであるがために，ポート・オーソリティの財政を健全にする乙とが

制限されるとするならば，我々は港湾の公共サービス概念を拒否する。主要

港湾の場合，公共サービスの提供を商業ベースで行なってはならない，とい

う理由は全くないのである。J

第二lζ，港湾の社会資本概念を国民経済における重要産業であると解釈し

て，港湾補助の妥当性を検討してみる乙とにする。港湾が国民経済lζ欠くべから

ざる重要産業であるのはいうまでもない乙とである。例えば，昭和30年代の後半

lζ発生した船込問題は，いわゆる「港湾問題」にまで進展し，国民経済のIll員調

な再生産lζ深刻な影響を及ぼしたのは周知のことである。また，港湾は次の

ような経済および社会開発効果がある0 8）①直接経済効果一一流通経費の節
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約，付加価値の増加，事業効果一②地域経済効果 地域所得の向上一

①国民経済効果一国民所得の向上一④コミュニティ効果一住民サーヒ

ス向上，地域ストック増加ー⑤国土開発効果一人口，産業の配置一等

等。

と乙ろで，港湾が以上の経済および社会開発効果を有し，地域社会および

国民経済lとおいて重要な役割を演ずる乙とと，原価を下廻る水準で港湾料金

を決定する乙ととは何の関係もない。港湾lζ対する投資も稀少資源の投資で

ある限りは機会費用を発生させる。したがって，投資される資源が，他の分

野lζ投資されるとしても，港湾投資のような開発効果を有するのであるから，

港湾投資だけが特別に取扱われる必要はない。また，港湾投資の所得発生や

雇用創出などの効果が他分野lζ対する投資効果よりも大きい場合にも，それ

だけでは港湾料金が原価を下廻る理由とはならない。もし，港湾投資の外部経

済が大きく，かっ港湾管理主体の独立採算制が維持できない場合には，外部

経済の内部化が考えられ，それによって港湾収支の不均衡分をカバーするζ

とができょう。要するに，港湾が地域社会や国民経済において重要な役割を

演ずる乙とと港湾料金が原価水準を下廻る乙ととは，全く関係がないという

乙とである。

第三lζ，港湾の社会資本概念、が公共性概念として理解される場合である。

公共性概念も非常に多岐にわたって用いられ．暖昧な概念となっている。し

かし，交通機能としての港湾の公共性は「排除不可能性JK他ならないであ

ろう。 9）つまり，それは港湾が広く公共に提供されるべきであるという「公

正性」になる。 ζの意味における港湾の公共性は，たしかに認められるが，

乙の場合においても，港湾の公共性と原価水準以下の港湾料金の決定とは何

らの関係を有しなし、。

以上のように，港湾サービスは公共サービスであり，また，港湾は重要産

業でもあり，そ して港湾機能は公共性を有する。港湾の社会資本の概念を以

上の意味で解釈すると，たしかにそれは認められるが，既lζ分析したように

港湾が社会資本概念、であるからといって，港湾料金が原価を反映する乙とを

否定する理由にはならない。
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次lζ，港湾は費用逓減産業，つまり規模の経済が作用するために，料金を

限界費用によって決定し，その場合lζ発生する港湾管理主体の財政赤字は補

助によって賄う，という乙とである。乙れが意味すると乙ろは次の通りであ

る。社会的厚生の最適を達成するための価格は次のように決定される。 社会

的厚生を SW，生産者余剰を TR，消費者余剰をcs，社会的費用を TC,
とすれば，社会的厚生 SWは①式としてあらわす乙とができる。

SW = TR + CS TC ・ ・ ・ ・一①

乙乙で， SWを極大化させるための条件は，①式になる。

~ ( TR + CS -TC ) = 0 ・…・ー ① 
dq 

i ( TR + CS ) = ~ TC = MC…・ ・＠
dq dq 

①式の左辺は，需要曲線D=P(q）の面積であり，右辺は，外部性がない

乙とを前提にすると，港湾管理主体の港湾サー ビス生産の限界費用である。

そ乙で，

TR+ CS= f ~ P( q）・dq @ 

④式を③式lと代入すると，

立（ TR+CS) ＝且 j－~ p ( q）・dq=P( q) =MC dq dq J 

つまり，社会的厚生は，価格＝限界費用が成立すると乙ろで最適化される。

乙の場合，社会的厚生は最適になるが，港湾管理主体には（平均費用一限界

費用）×生産量lζ相当する分だけの収支不均衡が発生する。ところが，それ

は一括定額税を徴収して補損するならば，その問題は解消される。港湾サー

ビスが費用逓滅状況で生産されるならば，以上の論理は妥当と考えられる。

つまり．限界費用で料金を決定して，それによって生ずる収支不均衡分に対

しては，外部の補助によって補填するのが，資源の効率的配分と社会的厚生の

最適化を達成する乙とになるのである。乙のような観点から港湾補助がなさ

れるものであるとするならば，それは客観的に認められる。10)



港湾補助と港湾経営 151 

と乙ろで，問題は大都市港湾の場合，規模の経済が無限に作用するとは限

らない。つまり， ヒンターランドへの道路整備，その他の流通経費を含めた

港湾開発費用を考慮するならば，港湾サービスの生産は，費用逓増の下で行

われているかもしれない。山と乙ろが，港湾サービスが費用逓減下で行われ

るとするならば，港湾補助は妥当と認められるのである。

最後lζ，港湾投資が後進地域の開発を目的とする所得移転的・政策的観点

からなされる場合，港湾補助は妥当と認められるのである。乙の場合の港湾

投資は，いわゆる公共投資として，地域の均衡的発展，あるいは当該地域に

おける港湾機能の必須性に基づいて行われるので，収益性は見込まれない。

したがって，ζの場合の補助は妥当であると認められるのである。

以上の分析を通じて，港湾補助が認められるのは，所得再配分目的の港湾

投資と港湾サービスが費用逓減下で行われる場合であり，社会資本としての

港湾機能から港湾補助が認められる根拠はない乙とが確認された。

4. 独立採算制と港湾経営

港湾管理主体の独立採算制を前提にすると，港湾補助論は認められなく

なる。本章では，独立採算制と港湾経営の意味を吟味する。港湾管理主体l乙

独立採算制が成立するのは，どのような条件下においてであろうか。それは

「港湾収入によって港湾費用，つまり取替ベースによる資産の減価償却，借

入金に対する利子，租税を償った後に残る金額が，さらに港湾の拡張，改良，

調査等lζ必要とされる費用を賄うことができる場合J12）である。以上の意味

における港湾管理主体の独立採算制は，ロッチデーノレ報告書の指摘によると

イギリスの港湾が目指している目標でもある。 即ち，イギリ スにおける「港

湾は，運営費を償った後，借入金に対する利子，取替ベースによる資産の減

価償却，租税，偶発的災害や小規模の改良のための積立金を港湾収入によっ

て賄う乙とを目指すべきである」 13）というのである。港湾の独立採算制を日

本の港湾管理者の立場でいえば，港湾管理者は「少なくとも管理費，公債利

子，減価償却費を償うに足る経常収入をあげなければならない」凶という乙
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とを意味する。港湾経営は，以上の意味における独立採算制が維持されると

きに，はじめて成立するであろう。乙のような観点から，港湾経営は，高度

の経営能力の発揮を必要とする港湾管理を意味する乙とになる。より具体的

にいうならば，港湾経営は「個々の港湾建設費及び管理の経費をできるだけ

節約し，経費を償うに足る料金を設定しでもそれが高くならないようにすべ

きであるし，たえず雇客である港湾利用者のニーズをマーケテインクーによっ

て正確に捉え，サービスの質の向上をはからねばならないJ15）という乙とに

なる。

以上のような港湾経営をもたらす理念は「私益と公益の調和」にある。港

湾経営を通じて港湾管理主体の健全な財務構造を維持する乙と乙そが，港湾

管理主体，さらには当該港湾の地域社会lζ寄与する乙とにもなるといえよう。

さて，独立採算制は港湾経営l乙非常lζ重要な意味をもつが，それが前提に

なるという乙とは，必ずしも効率的港湾経営を保障するものではない。独立

採算制が前提になる時に生産される港湾サービスは，港湾管理主体の経営能

力が最大l乙発輝される水準で・生産されるという保障はない。つまり，その場合に

おける生産費用が最小化する乙とを保障しない。いわゆる「X非効率」の発生

可能性があるのである。特l乙，港湾サービス市場のように「独占的な市場，

あるいは効率的市場に直面していても競争者に対してなんらかの規制を加え

るととが可能である場合には，収支均衡の条件が経営の効率を高める mce-

ntiveとはならないで，かえって差別価格などの価格政策の適用，あるいは

規制の積極的発動など資源の配分を歪めるような手段がとられる可能性があ

る」16）。その結果，港湾サービスを生産する「公企業lζ課された収支均衡の

制約は経営の効率を高める効果をもたないばかりか，その存在の故に資源配

分を歪めるような市場への干渉を求めかねないJ17）といわなければならない。

以上のように，独立採算制が自動的に確保されるような価格政策の下にお

いては，港湾経営主体の経営能力が最大限に発揮されない場合がある。乙の

ような場合，経営能力の最大の発揮への incentiveを制度的lζ導入する ζと

が必要とされる。例えば，次のような乙とも考えられる問。つまり，①港湾

管理主体における経芭指標と効率指標を，それが効率性を端的に示すような
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形として明示し，時系列的にも，また，外国や圏内の港湾管理主体のそれと

比較できるようにする乙と，②港湾管理主体を効率改善にとって好ましい方

向に「機能的」に民営化する乙と，または競争条件を公平にした上で私企業

と競争させる乙と，そして③参加システムの導入と発展，などである。要す

るに，港湾における独立採算制は，それが自動的に確保されるような価格政

策を前提にすべきではないという乙とである。むしろ，独立採算制は一つの

目標として提示され，港湾管理主体がそれを目指して経営する乙とが望ま し

し、。

5. むすび

日本の港湾管理者は，外部からの港湾補助を前提にして港湾管理を行なう

傾向が強い。それは，特定重要港湾になるにつれて国の補助率が増大する乙

とによく反映されている。港湾補助が港湾の社会資本概念のために行われる

ものであるとすれば，それは問題を内包しているといえる。港湾サービスが

費用逓減の下で生産され，また，後進地域への所得移転のために港湾投資が

行われるならば，その場合lζ発生する港湾収支不均衡分に対して補損される

補助は妥当であると認められる。しかし，大都市港湾になるにしたがって，

ヒンターランドへの道路整備等の港湾開発費用が大規模lζ増加しつつある今

日の状況においては港湾サービスの生産が，はたして費用逓減の下で行われ

ているかどうかは疑問である。もし現在の港湾サービスの生産が費用逓増の

下で行われているとするならば，補助の論拠はなくなる。乙のような環境の

変化にもかかわらず，日本の港湾管理においては依然として補助を前提にし

ているのは大きな問題点であるといわねばならない。

港湾経営は，補助を前提とした上で行われるものではなし港湾サービス

生産の費用最小化の追求過程で、達成されるものである。も し，経営効率を最

大限iと発揮して港湾経営を行なったとしても，なおそのうえで，収支不均衡

が生ずる場合には，当該不均衡分lζ相当する補助は妥当であろう。現在の日

本の港湾管理者lζ対する補助は，乙のような論拠の下で行われているとは思
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われない。
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一一 コ ンテナ化時代に関連 して一一

富 田 功

目 次
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1. 港連業の基本的性格の変化

2. 港連業の実態と問題点

3. 港i車業の経営戦略と基本的課題

はじめに

（横浜港湾短期大学校）

港湾法が制定されて以来今年で足かけ40年目を迎え，乙の間，港湾機能の

構成条件はその外部条件の変化とともに変動してきたが，と くに昭和40年代

以降のコンテナ化の進展と60年代の国際化， 情報化等の展開iとより，港湾機

能の経済，社会的諸条件は大きく変動し，なかでも港湾運送機能の諸条件は

構造的に著しく変容してきている。

本稿では，主として港運業（I）の変貌状態を明らかにし，その基本的課題

について提起したい。

注（1) 乙乙では一般港湾運送事業と港湾荷役業を分析対象としており，したがって，

特lζ断りがない限り両者を一括して論じている乙とを付言しておきたい。
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1. 港運業の基本的性格の変化

今日港.iill業が生産するサービスは，乙乙数年間の急速なコンテナ化 （図 1

参！！の ，国際化，情報化の展開Kより形態的，質的にも著しく変化してきて

おり，従来の港運業の交通，輸送機能の性格は大きく後退し，新たな総合的

物流機能の性格が経済，社会的に注目されつつある。

港運業は従来，港湾労働集約型ないしは依存型の荷役事業であると同時に

港湾における公共規制のもとで，重要な公益サービスを供給する規制産業と

して位置づけられてきたが，近年，とりわけ港湾におけるコンテナ化の拡

大により，港運業のサービス生産の諸条例二は漸次，その様相を異lとしてきて

いる一一一ーすなわち，港湾労働集約型ないしは依存型から資本集約型ないし

は中心型（以下では便宜上，資本集約型と称す）の総合物流業への展開，他

方，規制緩和化の環境条件のもとで公益事業としての港運業の役割の変化等

である。 図1 コンテナ化率の推移

t Th~ ，， I 

Eコ，11'/'J.:即l州向1,1
園 ，，げlt・llf>J

" 
t、、人』（！｝Ji'；，』

(llJ1百）「i~ ；：＇j ・ 88. 3 J 
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資本集約型の港運業は，主としてコンテナ貨物をサービス生産の対象とす

る乙とから，在来貨物を当の対象とする作業能勢と比較して総体的により一

層計画的，効率的に作業を遂行する乙とが可能となってきたため， ifr次港運

業の当該生産コス トは低減化が図られてきていると思われる。乙の点，今後

さらにコンテナ化が世界的lζ拡大傾向にある乙とから（ 2）， 当の需要者の港

運業に対するそうした低減化要請はますます強まっていくであろう。その意

味では，今後資本集約型の港運業のサービス生産の諸条件は，なおー居合理

化態勢を志向していくと考える。

そして乙うした港運業の合理化志向策の過程で， 当該業のサービス生産lζ

伴う対価は契約料金としてのコンテナ荷役料金が基本となり，したがって乙

れは，認可料金としての港湾運送事業料金が基本となるサービス生産の場合

と根本的lζ異なっている。つまり，従来一般的K，前者のように計画的なサ

ービス生産が競争条件のもとで可能な場合の当の対価は費用主義の原理の適

用が妥当であり，乙れlζ対して後者の場合には，不完全競争のもとでいわゆ

る注文生産に見合う当の対価の適用原理としては負担力主義が妥当であると

いわれてきたように， 今日 コンテナ化の拡大による当該業のサービス生産の

基調は，費用主義の原理lζ基づいて当の需要者に提供するようになってきて

いる。

現在そうした費用原理の適用関係により，従来当の需要者にとって非合理

的な料金とさえいわれていた特別料金の負担がほぼ回避されるようになって

きた乙とから，当の需要者の料金負担力は相対的に軽減化傾向にあると思わ

れる。乙の点，コンテナ化の拡大は，港運業のサービス生産条件と料金体系

を大きく変革させたともいえよう。その意味では，港湾におけるコンテナ化の

拡大傾向のもとで当該荷役サービスの需給関係は従来以上により一層適合化

の状況（3）にあるといっても過言ではないであろう。

コンテナ荷役サービスの需給関係をめぐる乙うした適合化状況は， 一方で

公益事業としての港運業の役割に影響を及ぼしている。つまり，港湾におけ

るコンテナ荷役の展開は，総体的iζ港運業の基本的経営条件を徐々に変動

一一不安定化，後退化等一ーさせており，と同時に他方で，公益事業（Pub-
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lie Utility ）としての当該業の重要性（ 4）を漸次低下させつつあると考える。

従来港運業にとって「港湾Jないしは「水際線jが当該サービス生産の基

本的条件であったが，今日コンテナ化の進展により，そうした要因が必ずし

も必要 ・十分条件ではなくなりつつあり（5) ＇その意味では，「港湾 jない

しは「水際線Jは，港運業にとって当該サービス生産としての必要度，もし

くは重要度が次第に低下しつつあると思われる。つまり，乙の点は，港運業

のコンテナサービス生産の基盤条件が次第に「港湾」ないしは「水際線Jと

密接不可分の関係ではなくなりつつある乙とを意味している。換言すれば，

港運業の当該サービス生産の基盤は漸次「内陸化」志向を強めつつあるとい

えよう。したがって，今後乙うした傾向が強まっていくにつれて，港運業m

経済的実態は，確かに従来とは著し く異なった様相ーたとえば全国的に総

合物流業の展開等一一で展開してい くであろう。

そして，港運業のそうした「内陸化J志向と総合物流業の展開にとって，

一方で内外航空貨物輸送量に占めるコンテナ貨物の割合の増大ム他方で輸

送，物流業における規則緩和化の方向と相侠ってより一層競争促進策が図ら

れていくと予想されるので，今後当該業の基本的経営条件として，いわゆる

競争即応型のサービス生産体系の態勢づくりが必要となるであろう。その意

味では，乙うした状況裡乙そ，港運業にとって変革を成し遂げうる好機とも

いえよう。

注（1) そうした背景にはコンテナ化の推進者側の合理化策ーたとえば，世界主要港

ではコンテナターミナlレ総費用の約607ぢが労働費用であるといわれており，し

たがって，可能な限り当該費用の削減化を図る方策等としてーが目指されて

いるわけである。その意味では，コンテナ化の推進者側のターミナJレオペレー

ターに及ぼす経済的影響力はきわめて大きいといえよう。乙の点の詳細につい

ては， A D. Couper, New Cargo一handlingtechniques, Implicat10ns 

for port employment and skills, I. L. O，’86. 9, chap. 3 （世界の港

湾労働の趨勢）等参照。

(2) A. D. Couper, ibid, chap. 4 （港湾労使関係及び労働条件の変化〉等参照。
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(31 乙乙では，コンテナ船を対象とするサービス生産の方が在来船を対象とするそ

れと比較して，「より一層計画的，効率的に達成しうる」という条件K依拠し

ている。

(4) 従来公益事業としての港返業の重要性は，当該サービスそれ自体よりもむしろ

乙れをめぐる労使関係の安定性の側面iζ重点がおかれてきたわけであるが，今

日のようにコンテナ荷役サービスの態勢がより計画的に推進しうる状況からす

れば，さきの労使関係の側面での問題性は，社会的κ大きく変容してきている

と思われる。したがって，乙乙での主たる論点は，公共サービスとしての港運業

の必需性ないしは不可欠性にもとづいている。

(51 乙の点、は，たとえば，乙の10年関東京港における港頭地区での輸入コンテナ貨

物の取出し作業の害lj合が漸減傾向となっている点からも十分うかがえるであろ

つ。

2. 港運業の実態と問題点

(1) コンテナ化と港運経営

今日コンテナ化の進展が漸次拡大するにつれ，港運経営l乙対する当の需要

者側の合理化要請策（ I）は，より一層厳しさを増すと同時に，他方で，当該

経営基盤を大きく変動させている。

本来，コンテナ化の拡大の目的は経済全体における流通コストの低減化で

あり，その一環として港湾における流通経費の削減化が意図され，そして当

の目的，手段の適合関係として，コンテナ荷役費用の低減化が需要者側によ

って図られるのである。

そうしたコンテナ荷役費用の低減化は，換言すれは、’ コンテナ荷役作業の

生産性向上化は，当該荷役作業時間の減少化 （図2参照）と港湾労働の省力

化を基本条件と して実現されるものであり，その意味では，それは，港湾労

働の技術的成熟化，高度化等と密接不可分な関係にあるといえよう。しかも

乙うした関係は， コンテナ化の拡大が進展するに従いより一層強まっていく

であろう。
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図2 港運業1社あたりの平均荷役作業時間の推移（横浜港）
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そして，コンテナ荷役作業における港湾労働の技術的成熟化，高度化等は

総体的lζ当の労働災害事故の減少傾向をもたらしており，したがって，当該

業の港湾労働災害事故lとよる経営コストの低減化が，変動はあるものの総体

的に確保されつつあるといわれている（2） 。

特』ζ港運業の経営lととって，競争条件の厳しい大都市港湾では元請l社あ

たりの平均的な自営率は総体的に低く，乙れに対して，現在競争条件が大都

市港湾ほどではない地方港湾では総体的に高くなっており（表 1参照），乙の
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表 1 港運業における取扱条件の変化

直請 し た量
下請した量

悶宮したLI 下泊されt血 It 

(A) (B) (C) (D) 

（千トン） （千トン） （千トン） （千トン）

56 3,779 3,886 7,665 709 

57 3,725 3,663 7,388 752 

58 3,783 3,909 7,692 739 

59 4, 184 4, 182 8,366 799 

60 4,298 4,426 8, 724 619 

61 4,078 4,364 8,442 585 

56 1,725 254 1,979 125 

57 1,761 242 2,003 117 

58 1,861 274 2, 135 134 

59 2,000 287 2,287 143 

60 2,030 291 2,321 150 

61 1,962 290 2,252 140 

56 2,574 1,755 4,329 367 

57 2,573 1,656 4,229 379 

58 2,669 1,802 4,471 388 

59 2,918 1,924 4,842 419 

60 2,995 2,050 5,045 349 

61 2,850 1,999 4,849 326 

(lliifr資料）辺怯百円物疏通局出向II物諜 f1匹前週i&!Ji!R経官m概要旨l
苗年版より作1,J;.

~、 苦ot

（千トン）

8,374 

8,140 

8,431 

9,165 

9,343 

9,027 

2,104 

2,120 

2,269 

2,430 

2,471 

2,392 

4,696 

4,608 

4,859 

5,261 

5,394 

5, 175 

163 

A+D A/C B/C 

（千トン） （%） （%） 

4,488 49.3 50.7 

4,477 50.4 49.6 

4,522 49.2 50.8 

4,983 50.0 50.0 

4,917 49.3 48.3 

4,663 50.7 51. 7 

1,850 87.2 12.8 

1,878 87.9 12.1 

1,995 87.2 12.8 

2, 143 87.5 12.5 

2, 180 87.5 12.5 

2, 102 87.1 12.9 

2,941 59.5 40.5 

2,952 60.8 39.2 

3,057 59.7 40.3 

3,337 60.3 39.7 

3,344 59.4 40.6 

3,176 58.8 41.2 

ように，大都市港湾と地方港湾では基本的K，当該業の競争条件の程度によ

りその経営方法は，換言すれは‘，当の供給構造は著しく異なっているようで

あるが，上述した経営コスト低減策は，今後のコンテナ化の拡大予想からす

れば， 港運業にとって当の業態を問わずより重要な経営条件になってくると

考える。

本来港運業の業態構造は， 当の経営安定化を図る乙とを主たる目的として

形成されたはずであり，その意味では，さきにみた，大都市港湾と地方港湾
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における当該業の経営方式，もしくは供給構造にみられる基本的相異は，

港運業の経営上当の経済的合理性にかなうものといえるであろう。 した

がって，コンテナ化の拡大がさらに進展するにつれ，港運業の経営基磁

をめぐる安定維持化がより一層確保されなければならないとすれば，先述し

た当該業の経営方式，もしくは供給構造はさらに堅持される必要があると思

われる。

そうした厳しい経営環境条件のもとで，港運業，とりわけ元請業，海貨業

は今後，当の需要者側のニーズ即応型の態勢づくりに努め，と同時に一方で

偏要者側との機能的連繋をより一層強化していかなけれはならないであろう。

その意味では，元請業，海貨業の本来的機能である「主宰者機能」ないしは

「統括機能」（ 3）がさらに重要視されなければならないと考える。つまり，

コンテナ化時代の今日の港運業の需給市場のもとで，そうした機能の発揮が

さらに促進されるのでなければ，当該業としての業態構造にかかわる総体的

な経営安定化の方向は，長期的lζ望むととはできないであろう。

注（1) 乙乙では，主としてコンテナ貨物の輸送経済原則一安全性，正確性及び迅速

性等ーと密接に関わる生産性向上化策について言及している。

(2) （社）港湾貨物運送事業労働災害防止協会「労災保険財政資料」 ，昭和63年10月

(3) 乙の点については， ti±：稿「港湾における変貌と課題J（〔財〕海事産業研究所

『海事産業研究所報No.275』平成元年5月，所収）参照。

(2) 国際化，情報化と港運経営

昭和60年代の円高経済を基調とするわが国産業構造の変化は，主要輸出産

業の海外現地生産化と， 第一次産品の輸入増大化・ 第二次産品の輸出減少化

等をもたらし，乙うした影響を受けて，港運業の経営実態は著しく変貌して

きている。

主要輸出産業の海外現地生産化は，単lと港運業のサービス生産の需要量を

減少させるだけではなく，当該供給条件のあり方も漸次変化させつつある。

乙の点，前述した「主宰者機能」ないしは「統括機能Jの主体者としての元



港運業の変貌と課題 165 

請業，海貨業の役割が重要視され， 当該業として，特に海貨業による海外現

地事務所の設置，同駐在員の派遣等の国際複合輸送機能の充実，強化策は注

目されよう Ml。

したがって， ζうした国際化の展開lとより，とりわけ海貨業のサービス生

産体系は，漸次変容してきている 1s1：と言っても過言ではないであろう。

しかし，そうしたサービス生産体系への変容は当該業の経営方式ないしは

供給条件等の面で総体的な変化を伴う乙とから，今後の方向としては拡大傾

向がみられるが，現在，乙れから新規に当の機能の整備，充実策として計画

的lζ取り組もうとする事業者の割合は総体的lζ少芯いのが実情である。

したがって，港運業として， 国際化時代に向けて新たなサービス生産体系を

創出していくためには， ζうした面での問題点一ー たとえば，採算性の問題，

人材確保の問題等ーの取組み策乙そ肝要と思われる。

ζの場合，その対応策として当該機能にかかわる総合的市場調査，乙のた

めの経営合理化策の推進による資金調達等の計画化と，当該業務要員として

の専門家の社内的育成等が経営課題となって乙ょう。そして，港連業として

乙うした課題を現実的に，しかも積極的に取り組んでしていくためには，同

業穫はもとより異業種との協調，共同化 IUI等をめぐる経営行動が次第に必

要となってくるであろう。その意味では，総合的に， 港運業としての基本的

な機能のより一層の連繋化が従来にもま して重要になってくると考える。

そして一方，乙うした国際化の過程で次第に港運経営をめぐる諸業務の面

でも情報化が図られ171 ，現在，元請業，海貨業では特に国際複合輸送機能

の充実，強化策の一環として強力に推進されている。乙の点，今後さらに国

際化，コンテナ化の拡大が進展するにつれて，需要者側のニーズとして当該

業K対するより高度な情報化推進策の期待感がますます大きくなるであろう

から，港運業としての経営合理化対策は，従来以上lζ厳しさを増すと思われ

る。乙のため，そうした情報化推進策の主たる取り組み方法として，現実に

は消極的にならざるをえないようであるがは｝，より積極的に，共同化対策

が促進されなければならないであろう。

他方，そうした情報化推進策の背景には，本来それが手段として労働力
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と代替しうる，そしてそれ以上の効果，価値を産み出し， と同時lζ一方で，

乙れにより労働力では成し遂げえない情報蓄積がより可能となるからであ

るI9 l。たとえば，労働力による総合的業務能力の蓄積より も，労働力と完

全に代替しうるほど（あるいはそれ以上の），情報化による当該能力の蓄積

等が一層可能となるからでもある。 したがって，港運業にとって，情報化推

進策は今後の国際化，そしてコンテナ化時代に向けての基本的な経営手段に

なるであろうと考える。その意味では，今後の情報化推進策の取り組み方次

第では当該業の変容状況も，また様相を異にするであろうと思われる。

j主I(4）たとえば，最近の実態調査（昭和62年11月）によると（当の対象事業者は関東

運輸局管内の元諮業71社，海貨業55社，港湾荷役業39社，計165社），海貨業

で国際複合輸送業務に取り組んでいる事業者は29社（約53~ぢ），元請業では18

社（約25~ぢ），そして当該業務の運営形態として，海貨業，元請業による駐在

員派遣，代理店の設置，直営現地法人等の設置状況は， 33社， 31社， 29社とな

っている。 （財）港湾近代化促進協議会『国際物流の変化の中での港運業の対

応策lζ関する調査報告書』，昭和63年3月， 61～62ページ。

(5) 当時，海貨業で海外事業IC取り組んでいる事業者は33社（60%），乙れに対し

て元請業は24社（34%）となっている。『前掲書』 60ページ。

(6) 乙乙での主たる当の対象は，資金，施設及び荷役機械，人材等，換言すれば，

資本，労働，土地の三要素である。

(7）前記の調査によると情報化の推進状況は，海貨業で21社（約38~ぢ） ，元請業で19

社（約2796）となっているc 『前掲書』 60ページ

(8) さきの調査では，両業態とも，乙の面での第一の取り組み策として保管施設の

共同保有をあげているが，乙うした背景には，主IC第一次産品の輸入増大の対

応策として，両業態が共同して積極的に大規模流通センターを整備するととも

K，現実lζ乙れを管理・運営している事情が反映されていると思われる。

(0) 中谷巌著『転換する 日本企業』講談社，｜昭和］62年 4 月 ， 参H~＼。
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(3) 多角化と港運経営

今日企業経営における需要構造の変化は著しし乙のため，乙れに適確に

対応するべく当の供給構造のあり方は，総体的lζ大きく変化してきている。

つまり，企業経営の社会的維持，存続策の条件として，分社化，関連グノレー

（社）

図3 港運業における経営多角化状況

（社） （物流事業関係）

50 

40 

30ι 

20 

10 

nu 
l
 

業管 管閣
~保税代理店業
霊童不動産業

皿皿販売業

医霊童その他

20 

（非物流事業関係）

（出所資料） (ft,f)港湾近代化促進協議会『国際物流の変化の中て、の港連業の対

応策iζ関する調査報告暫J，昭和531,下3月， 63ページより作成

（注）調査の対象事業者は関東運輸局管内の元訪業71担， 'ifij貸業55訂．港湾荷役

業39社，計 165社である。
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プ化，そして事業部制による完全な独立採算制の導入等仰が積極的に推進

されており，と同時に，乙れに対応した労働力移動，新たな経営原則 1111 の

形成，定着等が図られている。換言すれば，企業経営にとって経済，社会的

諸条件が著しく変化している状況裡で，当の社会的維持，存続策の基本方針

として，事業の多角化（図3参照）と乙れに基づく新たな経営方針・理念の

確立が実践化されている。その意味では企業経営における事業の多角化と新

たな経営方針・理念、の決定は，社会的にきわめて重要な実践課題と思われる。

港運業特iζ元請業，海貨業では，さきにみたように当該業の経営方針上基

本的iζ資本と労働力，換言すれば，ヒト，モノ，カネの経営資源を本業部門

以外の他の事業部門へ配分する乙とが可能な仕組みの采態構造となっており，

したがって，近年当該業とりわけ元請業の全事業収入lζ占める港運事業収入

の割合は漸次，減少傾向となっている（表2参照）。

乙のため，当該業の港運業収支率は，取扱対象貨物量の伸び悩み傾向が主

因となって徐々に悪化しているのが実情である。

一方，そうした本業の経営状況に対して，当該業の企業経営上，社会的な

維持，存続を可能ならしめている兼業部門の収支状況はおおむね良好であり，

乙の点，今日当該業の企業経営にとって兼業部門の役割はより重要と考える。

そして，今後乙うした兼業部門の役割は，港運業の企業経営をめぐるコン

テナ化，国際化，情報化等が漸次拡大していくに応じて経済，社会的により

一層重要となって乙ょう。その意味では，将来港運経営にとって兼業部門の

収支健全性と，同時に他方で，当該部門の拡大化を図っていくとと，換言す

れば，港運業として企業経営における多角化事業の採算性と新規創出性が社

会的に広くのぞまれるであろう。

というのは， 今日，企業経営における事業の多角化条件は，本業と同程度

K，あるいは当の事業分野lζよっては蛾烈な競争但にあり，上述した事業採算

の継続性と新規創出性はきわめて困難な条件かもしれないが，それゆえ乙そ

当の制約条件となっている基本的要因。2 の改善，解決策が，少なくとも全

社的な経営課題として検討されるととが必要と思われる。
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表2 港運業 （元請業）の経営収支状況の推移

港運 兼業
港巡業 港ill業収入

収議 費用 収益 費用
収支本 比 率

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
（%） 〔%）

56 5,403 5,227 9,995 9,330 103.4 35.1 

五 57 5,273 5' 15 2 10' 3 71 9, 760 102.3 33.7 

大
58 5,419 5,271 11,375 10, 752 102.8 32.3 

59 5, 743 5,569 11, 14 3 10,472 103. 1 34.0 

港 60 5,908 5, 743 11, 614 11,005 102.9 33.7 

61 5,537 5,458 11,481 10,918 101.4 32.5 

56 1,255 1,255 8,599 8,343 100.8 12. 7 

地 57 1,282 1,276 8,438 8' 19 6 100.4 13. 2 

方
58 1, 361 1,349 9,052 8, 745 100.9 13. 1 

59 1,438 l, 421 9,669 9,330 101. 2 12. 9 

港 60 1,489 1,480 10' 130 9, 784 100.6 12.8 

61 1,459 1,462 10, 17 7 9,815 99.8 12.5 

56 2,951 2,879 9' 17 0 8, 746 102.5 2 4 . 3 

全 57 2,932 2,879 9,237 8,843 10 I . 9 24. 1 

58 3,067 2,998 10,029 9,589 102.3 23.4 

59 3,248 3' 16 5 10,289 9,810 102.6 24.0 

港 60 3,368 3,293 I 0, 7 61 10,303 I 0 2. 3 23.8 

61 3' 17 0 3' 13 8 10, 724 10,278 10 I. 0 22.8 

（出所資料）運輸省貨物流通局港湾貨物課『前掲資料』より作成

UOl 岩田龍子著『日本の経営組織』講談社，昭和63年5月，河野豊弘著 『変革の企

業文化』講談社，1988年12月， 参照。

un 西国耕三著『日本的経営と人材』講談社，昭和62年6月，参照。

¥i/J たとえば，製造業の多角化経営の場合，当の事業によっては異業種の資本が，

1 I 3～2/3を占めているとされているが（日本経済新聞，昭和63年 1月25日

付），乙の点，港巡業としてより積極的lζ経営多角化を推進してし、く場合，検討

に値する課題のーっともいえよう。
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3. 港運業の経営戦略と基本的課題

近年大都市港湾，地方港湾を問わず港運業，特lと元請業，海貨業の経営基

織は大きく変貌し，今日港運経営というよりは総合物流業と しての企業経宮

の比重が高まりつつあり，その意味では，元請業，海貨業は，港運業として

の企業経営方針を漸次転換しつつあると思われる。つまり，当該業にとって

公益事業としての港運業の基盤を保持しつつ，主として従来の港運部門の経

営資源を漸次当の多角化事業lζ配分していく乙とにより，顧客ニーズへの対

応を適確に推進するとともに，新たな顧客創出型づくりを目指していると考

える。

たとえば，主要な元請業（ I）の企業経営状況（表3参照）を概観してみる

と，年間売上高は各社とも減少し，経営利益は増・減益型lζ分極し，そして

企業の収益力の総合的指標とされる総資本経常利益率は安定型，不安定型iζ

二極化し，資本の有効な運用の指標とされる総資本回転率は安定好調型，安

定保持型，不安定型（2）に三極化している。他方，経堂多角化策としてより

重要と考えられる従業員 1人当り年間売上高は，増 ・減収型iζ分極化してい

る。特に，当の指標は後述のように，総合的成長策の計画的実現化にとって

きわめて重要になってくると考える。

こうした企業経営状況の背景にある共通点として指摘しうる事情は，各社

とも減量経営態勢を志向し，と同時に一方で， 一社を例外とすれば，売上原

価の低減化を推進し，他方資本金規模は， 一社を例外とすれば，現状維持型を

図っている点等である。つまり， ζの乙とは，厳しい経営環境条件lζ対応し

た企業経営方針として当の原理，原則が貫徹ないしは確立されていると思わ

れる。

しかし，乙うした企業経営方針は，本来港運業の基本的性格からすれば，

経済的合理性lζ十分適うと考えられるが，必ずしも「社会的進化性」（ 3）の諸条件

を十分充足するものではないであろう。換言すれば，今後当該業が，厳しい

経営環境条件のもとで社会的に進化し，そして情報化対応策をさらに強力に

推進させ，と同時に一方で，雇用労働力を削減化してより高度な発展を目指
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表3 港運業の経営実態の推移

τフ里I会，J:，手.：， ~'G 」ニ 総；：；•； 総資本総資本 irri重）J 固定 資本金 Jtil* 
原傾倒 利主主 経常 回転率 比率 比 率 従業

利益率 員数

((i7il~ ） （百万円｝ ( 11 Jil1J) ('&) （回｝ ('6) （%｝ UiJJIY) t人｝

58 29,369 23, 785 930 5.84 1.84 99.33 140.29 1,455 l, 138 

徳字 59 28,090 23,018 289 1.85 1.80 101. 49 134.90 1,455 11, 112 
j!J! 60 28,257 22,895 503 3.33 1.87 97.78 144. 77 l,455 1,075 
4翁
61 24,622 20,597 6508 -3.20 1.55 84.50 296.94 1,455 1,011 

58 141,853 123,620 5,540 3.73 0.95 109.11 246.23 10, 120 11, 941 

J.l.J 59 153,287 134, 619 6, 149 3.91 0.97 106. 92 263. 91 10, 120 11, 751 

九
60 154,888 138, 703 4,077 2.54 0.97 88.54 1,155.82 10, 12( 11, 621 

61 147' 133 133,294 3,847 2.59 0.99 88.69 978.32 10, 120 11, 211 

58 70,378 58,470 2,735 6.84 1. 76 102.48 134.39 4,259 1,535 

日 59 73,268 61,696 2,795 6.84 1. 79 102.52 123.68 4,30€ 1,480 

新
60 76,055 63,752 2,852 7.08 1.89 101.46 120.08 4,351 1,443 

61 65,635 55,356 1,550 3. 7€ 1.59 92.70 133.00 4,351 1,397 

58 788,522 743,621 18, 160 4.25 1.85 92.99 319.60 48,920 51,876 
日
59 832,961 786, 707 20,847 4.72 1.89 83.86 326.83 48, 920 49,885 本
:iill 60 858, 155 811,989 20,994 4.65 1.90 88.26 322.94 48,920 48,022 
速
61 871,433 824,086 22,007 4.59 1.82 100. 94 306. 77 51, 517 45,988 

~L 58 41, 428 37' 652 1,972 5.42 1.14 112.03 145.32 3,694 2,813 
会
59 44,828 40,667 2,216 5.99 1.21 103.22 141.80 3,694 2, 787 H百
t11 60 50,033 45,282 2,677 6.62 1.24 131. 28 122 .48 3,694 2, 755 
運輸 61 50,470 45,854 2,737 6.08 1.12 126. 39 143. 55 3,694 2,691 

（出所資料）通産省産業政策局編『わが国企業の経営分析 （非製造業）』

各年版より作成
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す乙とが当の社会的維持，存続策とするならば，本来企業経営の理念として

労働力雇用の安定化を基軸とした総合的成長策をも志向していく乙とがのぞ

まれるであろう。その意味では，現代の企業経営は，まさに「曲り角」 lζ直

面しているともいえよう。

そして将来，港運業が乙うした総合的成長策をより着実に推進していくた

めには，総合的な経営活性化策（ 4）を一層確実K，計画的lζ実現していく乙

とが重要な経営課題となってくるであろう。

注（1) 乙乙での分析対象は， 「一部上場企業」としての港巡業て‘あるζとをお断りし

ておく。

(2) そうしたパターン化ないしは類型化は，筆者の独自なものである乙とを併せて

お断りしておく。

(3) 乙乙では，企業が，経済・社会の発展fL対応してより高度IC発展し，その一方

で，新たにユニークな企業経営の展開を目指してし、く状況を「社会的進化」と

考えている。したがって，当の諸条件については，必ずしも決定的な言及はな

されていないと恩われる。この点は，今後の基本的研究課題のーっと考える。

なお，企業の社会的進化論fL関しては，日経産業新聞『進化論・日本の経営』

日本経済新聞社， 1989年4月，参照。

(4）企業経営をめぐる活性化戦略については，長銀経営研究所編『21世紀型経営戦

略ーー その指針と展開 － J日本能率協会，昭和63年9月，参照。乙乙では主

として企業経営の組織原理をめぐる活性化一 事業，組織，及び個人の活性化

等ーが論じられているが，筆者は，特に組織人としての活性化戦略がなによ

りも重要ではなし、かと考える。
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最貧国における海浜リゾート 開発

の可能性とその問題点について

目次

はじめに

1. 最貧困の海浜リゾー ト開発の可能性

2. 開発のための諸条件

3. 開発の問題点

おわりに

はじめに

吉岡秀輝

（北海学園北見大学）

従来，発展途上国（ developing countries ）の開発をめぐる議論では，い

かlζしたら直接的に乙れらの国々を工業化できるかという点に主眼が置かれ

てきた。ハーシュマン（ A. 0. Hirschman）によれば，初期の，つまり1940

年代後半から50年代にかけて活躍した開発経済学者たちは，農村における過

少雇用を低開発経済の決定的特徴を捉え，また工業化の遅れという事実の

認識の上にたって工業化理論およびその概念を打ち立てていったり。輸入代

替工業化政策 Cimport-su bsti tu tion industrialization policy）が当時，多

くの国で採用されたが，60年代以降は世界貿易の急速な拡大に伴って，輸出

指向工業化政策（export-orientedindustrialization policy ）が説得力を増

すようlζなっていった。乙の輸出指向工業化政策は，後lζ新興工業経済地域
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( Newly Industrializing Ecoonomies ; NIES）と呼ばれるようになった香

港，シンガポーノレ，韓国，台湾などの目覚ましい発展によって，成功可能性が証

明されるに至った。しかし，とはいうものの，他の多くの発展途上国は，い

まだに低い水準の工業化しか達成していないのが実情である。

乙う したζとから最近になって，発展途上国の間では，「観光Jという別

の角度から，つまり直接的に工業化を図ろうというのではなし観光を挺子

にして経済発展を，そして間接的に工業化を推し進めたいとの願望が強まっ

てきている。事実，多くの発展途上国で，観光は雇用と投資を刺激し，土地

利用と経済構造を修正し，国際収支にプラスの貢献をなしている。発展途上

国の中でも最貧国（ least developed countries）の場合には，ほとんど乙れ

といった天然資源を持たす‘，工業化を促す上での有利な条件に乏しいので，

格別ζのような願望が強い。しかし， 観光の成長lとは， 経済，社会，文化お

よび環境面でのマイナスの影響もあり，最貧困は特にその影響を受けやすい

ので，注意深い考察が必要となる。以下では，最貧困にとって，観光開発の

~1:iでも海浜 リゾート開発がなぜ有利なのか， ま たその可能性と問題点は何か

という点を探り，併せていろいろと問題の多い今日のわが国のリゾー卜開発

について考える一助としたい。

1. 最貧困の海浜リゾート開発の可能性

1971年，国際連合は，①1人あたりの国内総生産物（grossdomestic pro-

duct; GDP）が350ドノレ未満で‘ある乙と， ②製造工業のGD Pへの寄与率が

10%未満である乙と，①成人識字率が20必以下である乙との3つの基準から，

最貧困として25カ国を指定した2）。との25カ国は後lζ，表 1のとおり31カ国

lζ追加された。ζれらの国々のうち全く海岸線を持たない内陸国は15カ国あ

り，残り20カ国が海浜を有する内陸国であるか島瞬国である（表2参照）。

と乙ろで，最貧困の国民が行う国内旅行や， 最貧困聞の旅行は，全く取るに

足らない量である。発展途上国から最貧困への観光フローが若干見られるも

のの，それは例外的事例~［すぎない。 インド国民はネパー jレの観光入込客の
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表 1

1982年 11982年度GDP 1982年度

国 名人口 GNP に占める製造工 成人識字率

（百万人） 卜1レ翻業の書lj今（%） (%) 

アフカ’ニスタン 16. 8 20 
，＜ンクe ラテ’シュ 92. 9 140 7 26 

ベ ナ ン 3. 7 310 7 28 

プ タ ン 1. 2 初

ポツワナ・ 0.8 I. 010 
フ ノレ ン "/ 4. 3 280 IO 25 
カ ー ポベルデ車 0. 3 340 

中央アフリカ共泊国 2.4 310 8 33 

チ ヤ ド 4. 6 80 4 15 

コ モ ロ ス 0. 3 320 

南イエメ ン 2. 0 470 14・ 40 

エチオ ピア 32. 9 140 II 15 

0. 6 370 15 

ギニ ア 5. 7 310 2 20 

ギ ニアピサ ォ・ 0. 5 190 25 
ノ、 イ チ 5. 2 300 54 

フ オ 〈 3. 6 80・ 43 

レ 、J ト 1. 4 510 6 52 

7 フ ウ イ 6. 5 210 25 
ぷ』二

'" シ プ 0. I 82 
.., 7. I !80 IO 

ネ Jマ N !5. 4 170 19 

ニジェー Jレ 5. 9 310 IO 

Jレ ワ ン ダ 5. 5 260 16 50 

サ モ 7 0. I 

ソ .., 7 4. 5 290 60 

ス ダ ン 20. 2 440 7 32 

タンザニ 7 19. 8 280 9 79 

ワ ガ ン ダ 13. 5 230 4 52 

オ ー トボルタ 6. 5 210 12 5 

イ 2こ メ ン 7. 5 500 7 21 

事 1981年。

出所 WorldBank, Deuel op men/ R吋or／ 〔1983and 1984), 

Table I and 3. ( Erlet Cater，凶 TheDeveloment of 
Tourism in the Least Developed Countries，” B Good-
all and G. Ashworth ed. Marketing in the Tcurism 
Industry The Promotion of Destination Regions. 

Croom Helm, 1988. p. 40 （山上徹監訳『観光・ リゾートの
マーケティ ングーーヨーロッパの地獄振興策について』白挑

瞥房. !989. 42ページ｝）

28. 17%，バングラデシュの38.43~ぢを構成しているが3），乙れは主として職

業的および家族的つながりや， あるいは宗教的巡礼によるものである。 した

がって， 最貧国は概して，北アメリカ，ヨーロッパ，オーストラリア，日本

からの観光入込客l乙大きく依存する乙とになる（表3参照） 。

乙のように最貧国の観光が先進国の旅行者に依存している以上，それが産

業として成長するかどうかの可能性を論じるに当たっては，先進国，特にヨ

ーロ ッパ諸国は，国際観光入込客全体の約70%を占めており，毎年，2億人



176 最貧国における海浜リゾート開発の可能性とその問題点について

近い観光客を国外lζ送り出している乙とから4），ヨーロッパの観光形態なら

びに動向を見極めておく乙とが必要となる。

表 2

国 名
国 積

内陸国 島隣国
( I. 000 i.,d) 

7 7 ガニスタン 647 × 

Jインク’ラテ’シュ 144 
ハミ ナ ン 113 
プ タ ン 47 x 

ボ ．ノ ワ ナ 600 x 

7 Jレ ン ジ 28 x 

カ ー ポベ Jレデ 4 x 

中央77リカ共干日国 623 x 

チ ヤ ド I. 284 x 

コ モ ロ ス 2. 2 x 

南イエメン 288 
エチオピ 7 I. 222 
カ’ ン ピ I 11 
ギ ー ア 246 
ギ ニ アピサオ 36 
J、 イ チ 28 x 

ラ オ ス 237 × 

レ ．ノ ト 30 〉〈

ーマ フ ウ イ 118 x 

モ Jレ ごJ プ 0. 3 x 

ーマ I. 240 》〈

ヰ
,, 

／＼〆 141 × 

ニ ジェ ー Jレ I. 267 x 

JIノ ワ ン ダ 26 x 

サ モ 7 2. 84 × 

ソ 7 7 638 
ス ダ ン 2. 506 
タンザ ニ ア 945 
ウ jj ン ダ 236 x 

オ ー トポ Jレデ 274 〉〈

イ エ メ ン 195 

出所 Geographical Digest (1983). pp. 5 -9. 

(Cater. <P. cit., p. 42 （山上． 前J昌密，.15ベージ］）

表 3
倒

LLDCs 北アメ ヨーロ オース 四者の 7 7 

観光地 リカ ツノマ
トララ 日本

合計
中南米

リカ ジアアジア
無f旨定

ソ？

ブータン 27 46 3 21 97 na na na na 3 

:?・''-1レ 12 35 3 4 54 5 34 9 

モノレジブ フ- 75 4 9 90 5 5 8 2 1 
カ’ンピア’ na 91 na na 91 na na na na 9 
ハイチ 59 na na na 59 na na na , na 41 

注 na 個別数値として入手不能。 乙のデータは足後列IC包含されている。

パーセント数値は．四俗五人のために必ずしも加算しで 100とならなし、。

出所 World Tourism Organization (1985). World Travel Tourism 1983-84. 

WTO. Madrid 

‘1981年分。 InternationalTourism Quarterly (1983b), The Cambia 
National Report 85. (Cater, <P. cit., p. 50 （山上．前借窃.51ベージ｝）
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ヨーロッパの休暇市場の量産商品は，包括旅行（ inclusive tour ）ないし

ノマッケージ・ツアーと呼ばれるものである。夏期lζは，航空移動によるホテ

ノレ・ベースの，地中海iζ 「太陽と楽しさ（ sun and fun ) J 5＞を求めたユー

ザー志向の休暇が利用されている。乙の種の観光は1960年以来，休暇観光の

成長において大きな部分を占めており， 1955年から65年にかけて，スペイン

のコスタ・デノレ・ソjレやコスタ・プランカ，イタリアのリビエラ・ディ・ポ

ネント， リビエラ・ディ・ノレヴァント，アドリア海北部沿岸のリミニ，そし

てユーゴスラヴィアのダノレマチア沿岸lζ，新リゾートが開発された。 65年以

降は，スペインのコスタ ・ドラータ，パレアレス諸島（特にマジョノレカ島〉，

ポノレトガノレのアノレガノレブ沿岸，ギリシャのコ jレフ島およびロードス島が開発

されており，最近ではモロッコ，チュニジア， トノレコでも類似の開発投資が

行われている。

乙のようなリゾート開発は地中海沿岸やその周辺地域に限らず，近年では

さらに進んでインド洋上の群島であるモノレジブや，アフリカ大陸西端に位置

するガンピアにも及び，しかもそれはきわめて成功を収めてきている。モノレ

ジブは，インド大陸の南，南北約740キロメートノレ，東西は最大約 130キロ

メートノレの範囲lζ散在している群島国で，島の数は 1,196IC及ぶが，陸地総面

積は約300平方キロメートノレにすぎず， 1982年の人口は推定で10万人的と言

われている。ガンピアは，周りをセネカソレl乙固まれ，国土全体がガ、ンビア川

流域iと帯状lζ伸びた低地帯で，面積約 11000平方キロメート JI/, 82年の人

口は約60万人である。モノレジブの観光入込客数は， 1978年では 1万7千人を

切っていたのが82年には5万2千人を超えており，他方ガンピアのそれも85

年lζは6万人以上に達していた7）。

モノレジブやガンピア以外でも，最貧国の場合はほとんどが熱帯ないし亜熱

帯地帯に位置しているので，当然に日照時間も長く，海浜国であれば，サン

ラスト・ツーリスト（ sunlust tourist ），つまり太陽に飢えたヨーロッパ人

の観光客を誘致するのに非常K有利な条件をそなえている。多くのヨーロッ

パ人観光客にとって，往復の旅費は大きな要因になるが，その点を克服でき

れば，訪問国はど乙であろうとさして問題ではなく，彼らにとって最も重要
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なのは，確実な陽光と温暖な気温，ゆったりと寝そべるための砂浜や，海水

浴lζ適した水温，清潔でしかも値段のあまり高くないホテノレやレストランが

保証されている乙とである。また，ヨーロッパ人のリゾート観は，豊かな余

暇時聞を非日常的な空間で，自己実現的lζ活用する点iとあると言われてお

り8)' 乙の意味でも最貧困の海浜リゾート開発は，ヨーロッパ人観光客を誘

致する可能性が大きいといえよう。なぜならば，最貧困の自然・環境条件は

ヨーロッパ人から見れば，いわばすべて非日常的だからである。

ヨーロッパ人のサンラスト・ニーズを充たしたのが，ツアー・オペレータ

ーと呼ばれる旅行業者であった。ツアー・オペレーターは，上述のような新

たな観光地の開拓を積極的lζ行い， 60年代のマス・ツーリズム（ masstau-

rism）の発展において主導的役割を果したので＝あるが， 80年代以降は，その

マス・ツーリズムにも変貌が表れ始めている。つまりシアー・オペレータ

ーが仕立てた，単なるホテノレ・ベースの， 夏の地中海型の休暇から，キャン

プやキャンピングカーなどを利用したホテjレ外休暇（extrahotel holiday ) , 

ウインター・スポーツ観光，アドヴェンチャー観光などの重要度が相体的に

増大してきている。しかもヨーロッパ人観光客の聞には，近年，ヨーロッパ

以外の観光市場に目を向けつつある兆候が確実に見られるのである9）。

2. 開発のための諸条件

最貧困における観光開発のための諸条件は，圏内，国際両面からの検討を

要する。先ず国内面では，提供施設やサービスの量と価格，またその組合せ

がきわめて重要である。観光はホテル，レストラン，レジャー施設といった

より明瞭な特徴に加えて，道路，発電所，上下水道，港湾，空港などの社会

的間接資本の整備・充実もきわめて必要となる。現代の観光のエネjレギー要

件は高く，エア・コン付きのホテノレや，洗練されたサービスは，観光開発の

ための必須条件となっている。乙のため，発電能力Iζ対する要件は特lζ大き

く，観光産業の急激な拡大はしばしば電力業界に大きな負担をかけている。

その結果，全面的夜間停電が頻繁に起きたり，送電制限がなされたりするが，
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ヨーロッパ人観光客にとっては，乙れはとうてい我慢できないであろう。

水の供給についても同様で，乾季には，ひどいときは干ばつになり，それ

ほどでないにでも断水が生じたりする。＊の供給設備が十分に完備したホテ

ノレ施設で観光客が海水浴の後，気ままにシャワーを浴びるのを，もし地元住

民がまのあたりに見る一方で， 1日lζバケツ l杯分の水しか与えられないと

したら， 実際にそれほどの水不足をきたす乙とが珍しくなく， 後ほど述べる

ような住民の側に大きな反感を招く乙とにもなろう。逆に雨季lζ入ると，台

風や洪水といった災害K侵されやすい。低地帯で洪水が発生すれば，その聞

は全く海浜レジャー活動は不可能になるし，食料の汚染や，コレラ，マラリ

ヤなど‘の水iζ関連した疾病の脅威も出てくる。そのような災害を克服する努

力がなされなければ，観光開発はとうてい成功にはおぼつかないだろう。

観光開発に際して生じる，圏内面での他の経済的随路は，熟練労働や経営

的専門知識の供給が限られている点である。経営・専門的雇用は，観光の場

合，比較的わずかしか創出しないが，必要な専門的熟練労働を国内で得る ζ

とができなければ，輸入労働lζ頼るしかない。そうなると，せっかく観光に

よって得た外貨も国外lζ流出してしまうし，開発のための資本不足をより一

層きたす乙とになる。

他方，国際面では，次の点が指摘できる。最貧困では，観光投資のための

資本不足が，観光開発の重大な阻止要因になっている。最貧国は輸出品の提

供が非常にわずかであるので，輸入品の代金決済ができないほど資源基準が

貧弱だという特徴を共通に見せており， 1次産品の実質価格の低落が乙れら

の国々の購買力を相当lζ低下させてきた。ほとんどの国では，開発プロジェ

クトK融資するために，貧弱な国内貯蓄を補足する外国資本源を必要として

いる。国内貯蓄と政府財政水準の低さが，観光産業への国内参入の度合を制

限している。そのため，最貧困の観光開発は，外国投資パターンの全く意の

ままになってしまうのが実情である。しかし，もし何らかの理由で，最貧困

が外国投資を全く引き付けるととがなければ，観光開発はスタートをきるこ

とができないであろう。いくつかの発展途上国においては，まさにそのよう

な投資が行なわれているが，外国所有の度合が，現地稼得利益の減少させる
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とともに，管理損の要素をもたらしている。現に発展途上国の観光に参入し

ている組織の多くは，例えば，ホテノレ・チェーン，ツアー・オペレーター，

航空会社，レンタカ一会社，食品チェーンなどの産業は，外国の所有ないし

経営である場合が非常に多いのである。

しかし観光開発の初期の段階で，大規模で局地的な開発を目論んだ，外国

から投資は需要形態， マーケテイング・チャネノレ，商品特性に関する相当

な知識と経験をもたらす。外国投資はζの段階で極度に達するだろうが，現地

企業が知識を得るにつれて，外国参加の度合も低下するはずである。開発が

進むにつれて政府の政策担当者は，社会的間接資本への投資を， 小規模企業

家や地域社会のニーズに調和させ始める乙とができるようになろう。長期を

要するかもしれないが，政策担当者の観点は，当初lζは観光客のニーズlζ集

中していたものが，どのような方法にすれは、観光は地域の発展lζ貢献できる

かという点に移っていくのである。

3. 開発の問題点

(1) 経済上の問題点

観光は外国為替を獲得する上で有利な要因だと見なされζいるが，最貧困

においては，それはかなり減殺されてしまう可能性が強い。というのは， 最

貧困は資源水準の乏しさゆえに，観光iζ必要な材料や製品を数多く輸入しな

くてはならず，大手ホテノレ・チェーンの集中的購入活動がその傾向にー屈の

拍車をかけているからである。前述したように，もし国内で必要な熟練労働

を手配できず，外国人労働者を雇用する乙とになれば，彼らによる所得の本

国送金が，資金流出をさらに増大させるだろう。例えば，ガンピアでは，観

光収入は輸出総額の58.1 %を構成するものの，海外漏出による減殺の度合

が大きく，圏内lと留保されるのは109ぢ程度だと算定されている10）。

また，観光は労働集約的な産業であるので，しばしば直接的，間接的雇用

創出能力があるとも言われている。確かにそういう面はあるが，しかし一般

的に言って，最貧困における観光雇用は低賃金で，熟練水準も低く，しかも
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季節的である。また，間接的な雇用創出があるにしても，きわめて脆い面を

持っている。例えば，ホテルやその他の観光施設の建設に関連しでかなりの

雇用を創出するが，産業基盤が弱いために，それが完了してしまった時点で

以後の雇用が全く創出されないという事態がしばしば起乙りうるのである。

さらに観光開発は，インフレ圧力を引き起乙し，消費者物価，地代，家賃

を押し上げる。社会的間接資本を改善するに当たっても，相当な資金を必

要としインフレ圧力を伴う。その改善にしても住民全体の利益になりそう

にない。というのは，それが都市に集中しがちであり，最も恩恵を受ける

のが住民よりも，むしろ外国人観光客である乙とのほうが多し、からである。

(2) 社会面への影響

観光が社会lと及ほす影響として，よく言われる点K，デモンストレーショ

ン効果（ demonstration effect ) 11 ＞がある。つまり，外国人観光客の消費

パターンを目撃し，刺激を受けた観光地の地元住民は，自分たちが手の届き

そうで、届かない豊かさに対して苛立ちをおぼえ，不安を感じるのである。結

果的iζは，観光客の乙れ見よがしの振舞が，地元住民側の憤慨を招く場合が

非常に多い。その上，彼ら住民は，自分たちの市場から自分たちが外国資本

によって閉め出しを受けており，それを新植民地主義の表れだとも考えて

いる。乙の憤慨は地元の敵意となって現れる。一方，敵意が生まれれば，

外国人観光客はその地への来訪を思い止まるだろうという，恩わぬ反作用と

なって現れるのである。

他iζもデモンストレーション効果の影響として，その地の固有の道徳的価

値観の崩壊とか，安価な労働としての女子 ・若年労働者の雇用による，伝統

的地域社会や家族的紐帯の分解がありうる。観光開発は， ζのような社会的

コンフリク卜の可能性を多分lζ内包している点を見逃しではならない 12）。

(3) 環境面への影響

最貧困の熱帯ないし亜熱帯立地は，地勢面でのしばしば大きな拘束要因と

相まって，結果的lζきわめて脆弱な，難なく破壊されてしまうような生態系
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を形作っている。乙れはいったん，破壊されると，その破壊が急速に進行す

る性質を持つ。植物相に関して言えば，最も徹底しているのは，森林の伐採

である。ホテノレやその他の施設の用地に当てるために周辺の緑地がすっかり

刈り取られたり，あるいは薪lとするために樹木が大規模に伐採されたりす

る乙とがある。最貧困では，他l乙；燃料がないために，またたとえあったと

しても費用が嵩むためK料理用や湯沸かし用lζ大量に木材が消費されてい

る。 ζれはもちろん，主として家事現象であるが， ホテノレなどで燃料不足の

ときlとは，観光産業の側からの需要も決して少なくない。乙れに関連して，

汚染の問題がある。生活廃棄物の過度の投棄による周辺汚染は，見た目が悪

く不衛生であるばかりでなく，その土地の生態系をも損なうおそれがある。

したがって海浜リゾート開発に当たっては，海洋汚染，土壌侵食，生物生息

環境の破媛，浅瀬・海岸からの貝や珊瑚の駆逐の脅威lζ注意を払わなくては

ならない13）。

と乙ろで観光と環境の問題に関しては，とかく開発か保全かという二者択

一的な捉え方をされる場合が多い。しかし，乙の両者は対立的でも，二律背

反的なものでもない。確かに観光客は，都会的な猿雑さをリゾー ト地lζ求め

るととがあるが，そういったものはいわば二次的で，どのリゾー卜地でも，

作ろうと思えば容易にできょう。リゾー卜地として真に観光客を惹き付ける

のは，素晴らしい景観であったり，マリン・レジャー楽しむための美しい砂

浜や海水，そ乙lζ棲む魚や貝など‘の小動物や珊瑚礁で、ある。そういった自然

環境を保全せずに，荒廃するにまかせたならば，観光事業そのものが存立し

えない。したがって，逆説的lζ聞乙えるかもしれないが，観光は第ーに，観

光客を誘致する魅力ある自然環境を保全する必要があり，政策担当者は，そ

の保全lζ積極的に努めなくてはならず，それがひいては観光の成長Kつなが

るのである。観光開発には，環境的制約がつきものだが，その制約を認識し

たならば，観光の望ましくない打撃的影組3から環境を守る乙とは十分に可能

なはずである。

本質的な乙とは， 観光は分離して計画が立てられるべきではないという乙

とである。部門的に他の経済組織と統合されるべきであり，地域経済政策に



最貧国における海浜リゾート開発の可能性とその問題点について 183 

調和し，かっ全体的な社会経済政策にも適合したものでなければならない。

観光は乙れまで，そして現在も経済発展の切り札としてあまりにも過大な期

待がかけられすぎている。最貧困がよりバランスのとれた発展を期するので

あれば，観光計画の改善以上のもの，つまり「平等が一段と支配的状況下に

あるような，大修正された開発プログラムへの国家的コミットメントと，そ

してもちろん国際的コミットメン卜」川が必要である。社会的，経済的本質

ないし機構が原因で生じている歪みに対して，観光はその一つの過程として

作用しているのにすぎないのに，あまりにも多くの非難が観光に集中しすぎ

ていると言われなければならない。

おわりに

以上，最貧困の海浜リゾート開発の可能性ならびに問題点について述べて

きたが，乙の議論は一部，わが国の現在の リゾー卜開発計画についても当て

はまるだろう。

1950 （昭和25年）の 「国土総合開発法」以後，わが国は経済産業の地方分

散を中心とした地方経済の活性化を図ってきたが，それは十分な進展を見ず，

東京の一極集中は強まるばかりである。 ζのような東京の一極集中化に加え

て，国際化の進展，国民の生活ニーズの多様化と高度化など，大きな環境変

化lζ対応すべく， 87（昭和62）年6月，第四次全国総合開発計画（回全総，

1986～2000年を対象年度とする）が閣議決定され，乙れに連動して同年5月

総合保養地域整備法（リゾー ト法）が成立した。

同法は， 「ゆとりある国民生活のための利便の増進並びK当該地域および

その周辺の地域の振興を図り，もって国民の福祉の向上並びに国土及び国民

経済の均衡ある発展に寄与する ζとを目的とする」 15）とあるように，国民の

余暇ニーズに応えると同時に，地域振興を狙いとしている。また同法は，そ

の前年lζ発表された「前川レポートJの，輸出依存型から内需主導型への経

済構造の転換という提言を受けた形で成立したものでもあり，大型リゾー卜

開発を通じて内需と景気の拡大を引き起とし，乙れによって輸入を増進して
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経常収支黒字を減らしてい乙うという意図の下に打ち出された法制化といっ

てよい。乙うした政府側の思惑と地方側の村お乙し ・過疎化対策といった思

惑，さらには企業側の投資思惑とが絡んで，今や全国で空前のリゾー卜開発

ブームが巻き起乙っている。

乙乙で問題なのは，政府や企業の思惑がどうの乙うのというよりも，地域

振興策の手段として，しかもあたかもリゾート開発以外には地域発展の見込

がないかのような捉え方を，地方の側がしている点である。それはゴルフ場で

あったり，スキー場であったり，あるいはマリン・レジャーのための海浜の

開発であったりするが，そ乙では開発さえなされれば，雇用機会は確保され，

流出し続ける人口にも歯止めがかかり，地元の商店は観光客による消費で，

地方財政は観光企業の納付する税金で潤い豊かになると，すべてパラ色lζ描

かれている。しかし，そうであろうか。最貧困について述べてきた事柄の類

推から，今日のわが国各地のリゾー ト開発にも同じ乙とが言えるのではない

だろうか。つまり，そ乙での雇用は，比較的未熟連の労働で，賃金水準も低

く，しかも季節的で安定性に乏しく，観光から得られた利益は地元lζ留保さ

れる分はわずかで，大部分は観光企業の本社lζ還元されてしまうのではない

かと考えられるのである。

要は，最貧困も，日本の過疎地域も，観光開発によって直ちに経済発展を

達成しようと考えがちだが，それは危険で誤った考え方だという乙とである。

観光開発は，本来，漸進的lζなされるべきであって，投資も10年ないし15年

あるいはもっと長期にわたってなされ続けなければならない場合もあるし，

それだけ投資収益も長期を見越しておかなくてはならない。観光は経済発展

の有力な一手段となりうるが，その効果は遅効的だという点、を，われわれは

ぜひとも認識しておく必要がある。

注 1)Albert 0. Hirschman, Essays in Tresρassing: Economics to Poli -

tics and beyond, Cambridge University Press, 1981, pp. 7 -12.拙稿

「書評・アルパート ・0.ハーシュマン 『超学問域論集ー経済学から政治学，

その他IL』J，日本大学商学部商学研究所『商学研究』第3号，1985年4月，
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123ページ参照。

2) 1984年lとは，①文盲率が80%以上， 1人あたりの所得が427ドル以下，②文盲

率le関係なく l人あたりの所得が356ドJレ以下，のし、ずれかに該当する国が最

貧困と認定されるようになった。

3) Er let Cater," The Developmet of Tourism in the Least Developed 

Countries”， B. Goodall and G. Ashworth ed., Marketing iπthe 

Tourism Industry: The Pγomotion of Destination Regioπs, Croom 

Helm, 1988, p. 49 （山上徹監訳『観光 ・リ ゾー卜のマーケティングーヨーロ

ッパの地域振興策について』白桃書房， 1989年， 51ページ）．

4）ヨーロッパ各国は，国際観光入込客の約7096を占め，毎年，僚に2位：人を超え

る観光客を迎えており，そのうちの8496はヨーロッパの別の国を出発地として

いる。 BrianGoodall, Changing Patterns and Structure of Euro-

Pean Tourism, Goodall and Ashworth, oρ. cit., p. 18 C1l1上，前掲

書，17ページ）．

5）地中海に「太陽と楽しさJを求めたパッケージ旅行は， sun,sand, sea, sex 

の4つの頭文字をとって， J:llj名4s休暇（4 s’s holiday）とも言われている。

6）モルジブのはっきりした人口は不明で， 一説ILは同年の人口が16万人とも言わ

れている。

7) 『最新ワーノレド ・アトラス1989』集英社， 1989年， 21および 100ページ参照。

8）日本人のリソ トIL対するニーズは，最近では乙の段階IL達していると言われ

ている。財団法人地域活性化センター『リゾー卜地域整備及び経営に関する調

査研究報告書』 1988年， 21ページ参照。

9) Goodall, oP. cit., p. 26 （山上，前掲書＇ 26ページ）

10) Cater,oP. cit, p.59 （山上，前掲書， 60ページ）．

11）デモンスト レーション効果は， ジェームス ・Sテ、ューゼンペリー （JamesS. 

Dusenberry）が消費者行動ノfターンを説明するために考案した概念で，乙れ

を国際間iζ援用したラグナー・ヌノレクセ（ Ragnar N urkse ）の説明による

と， 「人々がより高級な財やより高級の消費の型に接したり，新しい商品とか

旧来の欲望を充たす方法とかに接するようになると，彼らは程なくある種の動
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揺や不安を感ずるようになりやすい。彼らの知識は拡張され，想像力は刺激さ

れる。新しい欲望が起り，消費性向は上方へ移転するJという。 R.Nurkse , 

Problems of Capital Formation in Underdeveloρed1 Countries, 1953 

（土屋六郎訳『後進諸国の資本形成（改訂版）』巌松堂， 1966年， 97ページ）．

12）日本での観光地における道徳的価値観や地域共同体意識の崩壊の一例は， 山本

浩一「リソート地域に見る住民生活破綴J，自治体問題研究所『住民と自治』

第313号. 1989年5月， 14～17ページにおいて紹介されている。

13）モノレジブは乙の点，意識的に観光リゾートを中央マレ環礁とアリ環般に限定し，

観光活動による不利な効果を封じ込めておくことIC成功している。モルジブは

近年，環境破場iK対してきわめて敏感で．例えti，アブ ドウノレ ・ゲヨーム

(Abdul Gayorom）大統領は， 1987年10月の国連総会で， 「1196の島々の

大多数はたかだか海抜2メートノレという位置にあり，たとえ1メートルでも海

水面が上昇すれば，台風が来た場合には同国が生き残るのはむずかしくなろう」

と，地球狙暖化による海水面の上昇の筒威を力説，熱弁した。レスター.R. 

ブラウン著，本田幸雄監訳 『地球白書88～89一環境危機と人類の選択』ダイヤ

モンド社， 1989年， 26ページ．

14) Cater, oP. cit., p. 64 （山上，前掲嘗， 51ページ）

15）総合保養地域整備法（昭和62年，法律第71号），第l章
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1. 序

・三2

刀＇ 建生

（中国武漢河辺専科学校）

中国の内航運送事業は，乙乙10年来， 「改革，開放と活性化」という政策

のもとに推進されてきた。中国は基本的には，社会主義による交通の発展の

道を積極的iζ模索してきたのであり，現在は建国以来，最も良好な状態とな

ってきているといえよう。しかし基礎的な面がかなり脆弱であり，また技術

水準もまだ低い状態にあり，内航運送の有利な諸条件やその潜在力を十分に

活用するに至っていない状態である。国全体としては，交通運送は，いまだ

に国民経済発展のために十分に機能を発揮できる段階に達していない。

と乙ろで，中国では，対外開放による海港が脚光を浴びているが，しかし



188 中国の内航運送管理と改革

河川や運河による内航運送も重要な役割を担ってきた。とくに中国の内航水

運の活発な河川とは，揚子江，黒竜江及び珠江が最も代表的な存在と言って

も過言ではない。そ乙で本稿では，乙れら三大水系の運航管理及び改革の現

状と問題を中心lζして論述してみたい。

2. 内航運送の管理と改革

中国の内航運送における諸問題については，中国交通部は乙乙 6年間，調

査研究を実施してきており，次のような戦略目標を定めている。

「内航運送の発達は，国民経済の発展の必要性や交通運送の全体的配置に

応じて比較的長期間にわたり，とくに中核都市を対象として，また l万トン

級の船舶を幹線運航させ， 300～500トン級の船舶を支線に配置し，次第に

航路・港湾・通信・航行誘導の各面を一体化し，発展させ，設備の充実や技

術の改善を進め，科学的な管理方法を採用し，主流と支流の連結を良く し，

河川から河川へと直航できるように水陸一貫輸送のネッ トワークを確立する

ようにする。」

ζのような戦略目標のもとに中国交通部は，以下のような重点策を推進し

てきた。

(1) 全国の内航運送の計画と建設を強化し，中国の内航運送発展の 2,000 

年目標を打ち出した。また内航運送のインフラの建設に力点をおき，航行障

害となる水門やダム等を改造し，航路の修復 ・整備作業を展開してきでいる。

(2) 全国の輸送手段の技術改良を行い， 1987年末までには，船舶 147万ト

ン，40万馬力， 10万の客席を更新し，また改造してきたので，地方専門運送

用木造船の比率も低下し（トン当たり比較で， 1983年の25.9 96から1987年

の7.5 %へと減少している） ，輸送の便益や燃料の節約などの面でかなり経

済的効果が上昇してきている。 1990年までの目襟は県（市の下にある）クラ

ス以上の専門企業（船会社）の木造船を全面的lζ更新する予定である。

(3) 国は， 「中華人民共和国水上輸送管理条例」及び「中華人民共和国航

路管理条例」を制定し，また交通部は「水上貨物運送契約実施細目IJj，「揚子
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江幹線航路維持費徴収法」，「内航運送企業の安全作業強化iζ関する若干の

規則J，「地方運航企業の船舶更新・改造に関する若干の規則J，「集団運航

企業の経済活性化の若干問題に関する通達Jを制定した。法規による内航運

送業界の管理は法規化，制度化，基準化がなされ，軌道lζ乗せられたのであ

る。

(4) 内航運送体制の改革を行った。

(5) 生産体制の組織化がなされ，重点、貨物の運送の確保がなされた。 1987

年，全国内航運送専門企業の貨物運送量は， 3.57億トン， 954億トン・キロ

であり， 1982年よりもそれぞれ11.696,46~ぢの上昇となった。個人運送と連

合運送の船会社の貨物運送量は， 2.5億トン， 142億トン・キロで，全国内

航貨物運送量の4Hぢと135ちを占めている。1987年，揚子江幹線にある港の取

扱貨物量は， 13, 700万トン， 1982年より 42.7 5ぢも増加しており，揚子江船

舶公司は6,000万トンの貨物運送量，360億トン・キロを達成し， 1982年よ

り225ぢと30%と増加している。乙うした乙とにより石炭・石油・外貿・農業

支援等の国家重点貨物の運送業務の達成が可能になった。

(6) 西ドイツ及びフランスとも国際内航運送合作を行った。

要するに，中国の内航運送は改革，開放，活性化という基本方針により次

第lζ改善化がなされてきている。しかしかなり困難な問題も存在している。

それには主κ企業生産と経営上における諸問題である。例えば，コスト高と

なるので，若干の企業は赤字となっている乙と， インフラの整備が遅れてい

る乙と，また建設資金の不足している乙となどがある。全体的には，中国の

内航運送は世界の先進国より，約50年ぐらい立ち遅れているといえる。次に

中国の内航運送管盟の問題について述べてみたい。

数年来，中央の「改革，開放，活性化」及び「経済環境の整備，経済秩序

の整頓，改革を全面的に展開させるJiζ関する方針に基づいて交通部の指導

下lζ内航運送体制の改革を展開し，内航運送業の発展を推進してきた。

中国の具体的な状況lζついては，交通部l乙直轄~れている揚子江，黒竜江

及び珠江の運航管理体制はかなり異なる。揚子江流域の場合，行政と企業，

港湾と運航とに区分し，管理されている。黒竜江航運局は行政と企業との一
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貫体制となっている。珠江航務管理局は，主iζ航路の管理，整備及び計画を

担当している。乙の3港の管理体制はそれぞれ長所と短所があるが，各河川

の優位性を最も発揮できるように管理体制の改革を慎重に行ってきたのであ

る。各省，市，地方運航体制改革のキー・ポイン トは，業界管理を強化する

乙とにあり，改革の方向としては，中央・省・市（地）・県・郷（鎮）など

5級の行政管理体制の改善化を図り，地方行政部門の機能を発揮できるよう

にする乙とである。

1 ）揚子江運航体制の改革

陽子江運航体制の改革は，1980年から1983年までの3年聞には，準備作業

がなされ， 1983年末lζは，国務院は揚子江運航体制の改革の段取りを次のよ

うに決定したのである。

まず縦割と横書1）及び各自閉鎖的な現状を打破し，港湾を開放させ，そのi港

は陽子江航務管理局 1社体制として社会的に開放し，サービス提供するもの

と変更された。揚子江運航体制の改革は，具体的に2段階になされたのであ

る。

(1) 港湾と辺航とを分割し，管理する乙とにある。揚子江航務管理局（交

通部出先機関として）や揚子江船舶総公司（交通部の直I陪企業として）を設

立し，港湾を船会社lζ全面的に開放させている。

「港航分管」（港湾と運航とを分轄する）は，単なる船会社と港湾とを分轄

するだけでなく，より重要な乙とは体制を改革し，企業の活性化を図る ζと

にある。その趣旨には，次のような3点のととがある。① 「港航分管jの目

標は揚子江での運航を全面的lζ公開し，運送市場を活性化させ，所有制度を

改革して，国営，集団経営，個人経営が共lと可能となるという多次元的な体

制を形成させ，幹線と支線，また河川と海洋を直航でき，「百家競争Jの新

たな局面を展開する乙とにある。② 「港航分日：」は企業の活性化，また港湾

を地方lζ移管させる乙とを条件としている。港湾企業が損益を自己の負担で

なす独立採算制を実施し，対外開放を促進し，全体的なサービスをも提供し

出来るだけ多角経営を可能とし，港湾の運送における中枢と多様な役割を十
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分lζ発揮できるようにする。①「港航分管jは行政と企業とを分轄させるた

めの第一歩を進んだのである。

(2) 1988年から第2段階の改革， tl[Jち「政企分間J（行政と企業とを分館

させる）を実行し始めた。航務局は，行政管壊を担当し，所属の港湾企業と

経済の面での関係を分離し，業界の経済機能を強化し，港湾と運航との段l係

を合理化する。揚子江流域にある港湾を全て地方l乙移管し，交通部と地方政

府との二重の統制とし，とくに地方政府の指導を重視する。港湾の地方移管

の改革には， 3つの目的がある。①港湾自体の行政と企業とを分離させ， 1 

つの港湾都市で， 1つの港湾管理行政機構を設けて政令の統一，計画の統一，

管理の統ーを実現させる。地方政府の指導により，地方港湾埠頭の改革を同

一軌道lζ乗せる。②縦割と横割の状況を変更し，企業の経済原則lと基づき績

割の経済連合の推進を図り，運送市場のより活性化を実現する。①港湾都市

の経済発展のためにサービスの提供をする。

揚子江主流における運航体制の改革は，5年間余りも実施され，港湾と運

航との分轄管理はすでに実現し，行政と企業とは，基本的には，分離し，港

湾は地方i乙移管されつつある。つまり揚子江主流の輸送量は改革前の約9千

万トンから 1.2億 トンlζ増加し，かなりの上昇を示している。

今後，揚子江の運航体制の改革は，主lζ 「揚子江運送市場」を設立し，そ

の健全化を図る乙とにある。揚子江の運航の安全管理については，政令を統

一し，船舶の検査を明確化，統一化をして調整・統制を実施し，船舶と港湾

能力との比率を調整することlζなる。

2）珠江の航路主役諜と管理の強化

珠江の航路凌諜と管埋の強化を実行するために， 1986年交通部の出先機関

として， 「珠江航路管理局Jを設立し，珠江の運航行政と業界の管理機能，

つまり運航行政，港湾行政，航路管理及び発展計画を指導している。

3）黒竜江運航管理局の指導体制

黒竜江の水運資源、を活用し，その流域の経済建設に対応して因坊沿いの河
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川の運航需要の充足のために， 1983年，国務院の認可による交通部黒竜江航

運管理局が設立された。黒竜江の運航行政管理，黒竜江省の水運管理を統一

的iζ行なっている。

4）大運河（蘇北流域）の運航管盟体制

大運河の運航管理は，「京杭運河江蘇省交通庁航務管理局」が設立され，

省政府を主とした江蘇省と交通部の二重の指導下にあり，蘇北大運河の運航

業務・管理等を統一的に行なっている。

中国の各省の内航運送部門も次第lζ近代化しつつあり，とくに管理面の強

化がされ，行政の管理も健全なものとなり，地方行政部門が機能するように

なった。例えば漸航省の運航管理の改革で、は，縦割，横割を統合し，横割は

市，地区を主とする管理体制となった。新管理による省運航管理局は，全省

の運航管理を担当し，市（地区）交通局は，運航事業を主管し，本地区内の

水上交通の安全監視，船舶の検査，水運管理と港湾，航路の改善とレベルの

向上および重点貨物運送の調整活動を担当している。郷鍋の船舶，農村の渡

し場の運営と安全管理は，当地の郷（鎮）政府が担当している。港湾と航路

の事業費は，「統一収入，統一支出，特別支出金はその項目のみに使用，重

点保証，一般に注意を払うJという原則にある。つまり省K統一的に管理さ

れ，各級の部門どとに配分される。収入計画は「基本金額を定め，それを上

回ったら配当する」 ζとをモットーとし，市（地区）の配当金は，主l乙港湾

と航路の管理・補修維持及び水運の安全監視の改善に費やされる。

5年余りのζのような改革の実績には，かなり高く評価ができる。例えば

生産力の面では， 1987年揚子江流域の貨物運送量は， 4.74億トンであり，

969億トン・キロであった。揚子江主流の港湾貨物取扱高は， 1. 37億トンで

あり，改革前の1983年とは，それぞれ8396.52%, 31%と増加した。揚子江

主流の港湾の取扱総能力は約 1.5億トンであり，通過船舶は， 1. 024千万ト

ンに達し，その内訳は，部所属船舶数は1984年と比較し1987年には， 21%も

増加し，また地方国営，集団企業の船舶数は129ぢ，さらに個人及び個人連合

企業は1987年には， 317万トンに達している。湖南省の運航企業は，港湾と
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運航との分轄管理の有利さにより，湖南省～蘇州と湖南省～上海航路の開発

を行い，短所を長所lとよりカバーし，貨物運送において顕著なやわびを示して

いる。

要するに港湾と運航との分轄管理は，経営の体質を改善し，とくに競争意

識の高揚により揚子江の運航の生産性が向上した乙とにある。内航運送体制

の改革の目的は，内航運送の生産性の向上にあり，また安全性・良質なサー

ビスの提供lζあり，その結果，貨物運送は順調に上昇したし，また旅客の移

動にも便利となった。改革の中核は，港湾と運航企業の活性化にあり，その

ために独立採算制による自主経営の確立にあるといえよう。

3. 港湾管理体制の改革

「1つの港湾都市le1つの港湾管理局」という構想のもとに，揚子江港湾

管理体制の改革は5年を経過した。つまり港湾局と航務局との分離（港航分

管），港湾の地方への移管（港口下放）という 2つの段階が完了し，次の段

階，即ち各港務局は完全に行政と企業との分離， 1つの港湾都市に lつの港

湾管理局という新たな体制づくりの段階にある。具体的Kは， 1984年lζ港湾

局と航務局との分轄管理という段階から港湾は，その全面的な開放及び多様

な機能が比較的lζ可能となった。さらに1987年から揚子江にある各港湾には，

「地方政府の管理を主とし，交通部の管理を従とするJ改革がなされ，揚子

江流域の港湾の全ては地方政府lζ移管されたのである。揚子江の港湾管理体

制の第3段階の改革とは，行政と企業との分離， 1つの港湾都市に lつの港

湾管理局を設置するという新体制lζ移行したのである。さらに次の段階とは

地方に移管された港湾の行政と企業との分離作業を推進するための政令・管

理 ・計画が全て統一化し，政府の職能さえ兼ねる港湾管理局の設置である。

また港湾管理局は，港湾・工業・運送・貿易等の多様な業務を総合的に遂行

する機関となる。 l部の対外開放の港湾は．渉外の管理職能も保有している。

また「港埠公司」は， 「自主経営，損益の自己負担」という原則のもとに独

立採算制が実施されている。
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1 ）南京港

南京港では市政府の指導を主とする交通部と南京市との二重の指導の管理

体制を採用してから港湾の生産力が向上しており，中心都市の港湾管理運営

を活性化し，揚子江流域における経済発展のために「玄関の役割」を果した。

具体的な役割は次の通りである。

(1）港湾内部の改革の歩みを速めた乙と。者rs市体制の改革lζ合せて港湾局で

は，局長責任制を健全化を図り，配分制度の改革を深め，全体的に経営請負

の責任制を実施した乙とによって，初歩的に リスクを共に負い，利益を共lζ，

共有するという利益共同体が形成された。 1988年，コストの支出が前年より

900万元も増加したにもかかわらず，利j聞は計画より 450余万元も上昇した

し全国で， 一番先に国家二級企業の資格を持つ河川港湾と認定された。

(2）港湾の活気と発展の底力が増した乙と。南京港は地方iζ移轄された後，

港湾局はより多くの生産経営権を持つようになった。また税務上では定額iζ

基づいて税金を納入し，定額を超えた収入は全部保留で・きるので，港湾局は

資金を集中して港湾旋設の更新と改造をよりよく行なう乙とができる。 1987

年，港湾貨物取扱量は前年より 5.7%増加し， 4,200万トン余りに達した。更

新改造資金は前年より30万元余り増え，職員 ・労働者の収入もある程度増加

し1こ。

(3）港湾と中心都市の経済的波及効果が拡大した乙と。港湾当局は上元門地

区に120万元余りの投資をし， ばら荷埠頭の改造と拡張整備を行なって港の

年間取扱能力を30万トン増加させた。また港務局は積極的に石炭の誘致活動

を実施し， 1988年12月だけで，南京市用の石炭を7万余卜ン積卸した。その

一方南京市も港湾という窓口を利用して輸出指向型経済をかなり向上させた。

1988年，南京市の対外貿易輸出額は12余億元で前年より 32.8%増加し，都市

経済建設の発展を促進した。これと同時に，南京港は中継港として一華東地区

のエネノレギー輸送と揚子江の中， 上流地区の対外貿易貨物の輸出入にも関係

をし， とく に，石炭運送の比率は97%に達し，園内の河川港の第一位を占め
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2）武漢港

武漢港区の改革 ・開放に関しては， 1 年間で貨物取扱能力は100万ト ン増

加しfこ。

武漢港は主豊中という背後圏にあり，圏内の9つの省と連結しており，海洋

iζも通じている。揚子江と京広（北京一広州鉄道）の2つの交通大動脈及び

揚子江と漢江の2つの河川｜は乙こで交差する揚子江水系を主とする水上運送

網と京広鉄道線を主とする鉄道網にたよる武漢港は，中国の内陸の「四通八

達」している交通の中枢に位置している。

武漢港区の範囲はも し市街区の境界を基準lとするならば，揚子江の北岸が

147 km，南岸が67kmあり，漢江の両岸がそれぞれ46kmくらいある。ζれらの

水際線にある交通部の埠頭が41パース，地方埠頭が158ノてース，荷主埠頭が

270パースがある。

対外開放，圏内の経済活性化という政策に基づき，1986年9月，地方の専

用埠頭15パースは社会的に開放し， 公共和l用とされ， 一年間でその取扱の

量は60万トンも上昇した。

乙のほか， 「長江連連連営総公司」のメンバーはすでに22社に増加し，一

貫輸送体制は揚子江流域の11の省，市までに拡大し， また，46隻の船舶が日

本，香港及び東南アジアなどとの間で就航している。武漢港は中型鉄鋼・重

量物・原油 ・石炭 ・鉄鉱石・雑貨 ・コンテナーなどの300余パース保有する

多機能の港湾ばかりでなく，将来揚子江の中流における海洋に直航する大型

港湾に成長する乙とであろう。現在武漢港は 5,000トン級と 3,000トン級以上

のパースは34あり，なお， 建設中の武漢港対外貿易専用埠頭は 5,000トン級

と3,000トン級のパースを3つ整備する計画である。武漢港の総取扱高は140

万トンであるが，武漢製鉄所青山工業港の取り扱い能力は1985年にすでに，

463万トンに達している。なお新しく建設された第八号，九号埠頭が完成し

たならば，取扱能力はさらに120万 トンも向上するととになる。武漢樫の

国際コンテナー輸送量は1980年の 100TEUから1988年の2,600τEUまで増加

してきている。港湾の開放に伴なって，貿易貨物の輸出入量は日増しに増大

しているが， 運送市場の変化に応じて，武漢港は1986年Kコンテナー運送公
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司を設立し，また， 「漢 港惇公司」がl万rrf余りのコンテナー・ヤードを

建設し， 相次いで，武漢ー上海，武漢南通，武漢一張家港，武漢ー香港，武

漢一日本などの国際コンテナー輸送航路を開設した。

4. 集団水運企業の活性化

「中国共産党中央の経済体制改革K関する決定Jは次のように指摘した。

「われわれは急速に各生産建設事業を発展させ，早く国家の繁栄を実現し，

人民の生活を豊かにするためには，すべての積極的な要素を動員し，国家の

政策と計画の指導の下K，国家，集団，個人が共同で行なう方針を実施しな

ければならない。」集団所有制は社会主義における国民経済発展のための地

位と役割が十分に重視されている。

中国の集団所有制は一部の労働大衆が共同で、生産資料を持つ公有制のlつ

の形態であり，中国の社会主義公有制の重要な構成部分であり，中国の生産

力の水準に適応し，強い生命力を持っている。集団経済の特長は，①生産資

料と産品は労働集団が共に所有，支配利用するものである乙と。 ②生産経営

の方式は多様でかつ，柔軟性があり，市場への適応性は比較的強い乙と。③

投資が少なくても，効果が早い乙となどがある。

例えば，湖北省陽新県水上輸送公司は3つの集団民間船会社により，合併

したものであり，1977年～1987年の10年聞に月間ト ン当たり生産高は同業種

の会社の55%に当り，7年間での損失，負債額は400余万元となった。1988

年の始め，当公司は4つの小さな公司lζ区分され，適当な生産規模を回復し，

法人の資絡をもち，自主経営，損誌を自分で負担する経済主体となった。あ

る公司は公開入札で請負がなされたし， ある公司は企業内平等を改革し， 機構

の簡素化や労働集団の能率化を区｜ったし，また，ある公司は分配制度の改革

lと力を入れ，財務官i里を強化したなどいろいろなζとを通じて経済便揺を高

め，集団水運業を活性化してきた。

iJfr江省紹興県では，10社の小規模な輸送企業から成り立った集団企業 ・紹

興運送公司が設立され，乙の公司は倒産した一社の国営運送企業を合併した
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ものである。

5. 運送市場の管理

数年来，中央の改革，開放，活性化の方針及び一連の政策の指導の下IL,

国営，集団，個人企業が共同に水運業を行い， 「水域があればみんなでやろ

う」という原則の指導の下に中国の運送市場は繁栄し，生き生きした局面を

迎えている。しかし当面新旧体制の転換過程において各方面の条件の制約

と影響により，運送市場では若干の問題が生じてきている。例えば，一部の

部門や地区では，運送力の向上にうまく対応できていなく，効率的な管理が

できていないし構造や配置があまり合理的でなく，運送価格は物価の改革

と歩調を揃わせず，価格は価値を反映していなく，また，競争メカニズムは

不完全で，競争条件は不平等であったり，管理体制はまだ合理化されていな

い乙とや，行政機関が多いζとなどがある。

改革して10年以来，揚子江の運航において中央よりの集中的指導が多すぎ，

経営上融通性がなく， l社の独占の運送の状況はほとんど変わらず，開放型

の運送市場が次第K形成されつつある。なほ地方の河川，とくに運送が比較

的発達している地域では国営，集団と個人連合運航企業はほとんどの市場の

貨物流通情況及び輸送力と輸送量の変化に基づいて，運賃を協議する契約型

の運送を行なっている。四川，安徽，江蘇などの地区では，運送業者， 発送

者，代理人，荷受人と運送管理部門では経済的協調の関係を形成してきてい

る。例えは‘，揚子江幹線の運送市場において大体3つの体制が成立している。

①揚子江船舶輸送総公司及びその地区の船舶公司と主要港湾の経営管理部門

の体系である。①沿岸にある10の省，3つの市の大・小型の国営，集団船舶

公司と数百社の運航管理局の経営管理主体がある。①乙乙数年来，次第に成

長してきた新規の運送企業や個人経営連合体であるが，しかし当面ではまだ

lつの完全な運営管理主体となっていなし、。従って，全体的な運送経済から

見ると，その管理は， なお自己調節の機能を欠如している。

現状IC踏え，中国の交通部は， 1989年度の業務会議で次のことを提起した。



198 中国の内航運送管理と改革

運送市場を整備，整頓する目的は，運送市場のメカニズムの健全化を図ろう

とする乙とlζある。自動車と船舶による貨物と旅客運送，運搬荷役， 自動車

と船舶の車11'持修即，地方の船舶建造，輸送サービス業に携わっている部門や

個人の経営条件 ・範囲 ・行為及び免許権などを充分に点検し，整理する必要

がある。マクロ的な調諮・統制を強化し，運送力と貨物源に対する管理を改善

し，全体の運送力を総合的に調整するなどにより ，運送力を貨物源に一体化

させるようにする。交通主要管理部門は計画的lζ社会lζ開放する貨物水上 ・

開上運送センターを建設し，契約による運送を指導し，運送業者や発送者に

辿送力，貨物』~；と運送情報など各種のサー ビスを提供する必要がある。

江蘇省は全省自＇；Jl乙運送市場の整備を行なったが，主要な内容は営業的な運

送却門と個人運送企業を全面的に検査し，運送力の自由なほ加を抑制し，旅

客や貨物~:iill送の管理を強化 し， 運送サービス業と運搬何役業lζ対 して整理 ・

~~頓を行ない，郷（鎮）造船業の管理，運送上の必要な伝票や許可証などの

官四， :2Qfiの管即などを強化し，水~管理を交通部門一社lと管理させる 乙と

などが含まれる。

嬰するに，運送市場の整理 ・整頓の目的は:lili送市場を育成し，そのメカニ

ズムの健全化を図り，公平な取引，平等で競争的な市場の新しい秩序を形成

させ，主主F主力の発達を促進する乙とにある。 .iili送市場の整備はかなり複雑

で重大な作業であり，整備と改革の関係をよく理解し，運送市場の整備の短

期］目標と長期目標の関係をより理解する必要がある。

6. 内航運送主体と企業集団の設立

企業改革を進めて行く過程において武漢揚子江船舶公司の強力な迎送力に

反映されて，湖北省東部にある砂と石資源を貨物似の基地とし，蘇例！と上海

の建築資材部門を販売網とする「揚子江市東 （湖北省東部）砂，石（連合）

集団」は1988年12月湖北省で設立された。乙れは流通と交通分野花関連する

生産，輸送，販売を一体とする企業型集団であり，砂石公司や港務局などの

企業9社で設立され，その後，集問のメンバーを増やしてきた。乙の企業
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集団の目標は黄砂の運送秩序を確立し，前！弘、の販売市場の環境整備をするもの

である。先ず，砂の価格，C.I.F.（辺賃保険料込値段）及び輸送計画を

統一して国家と集団の経済効果を権保しつつ，砂の市場価絡の安定をさせる

乙とにある。また営業許可を持っていない部門の運送計画を取り消し，流通

と交通分野のブローカーを排除する乙とにある。第3の目標は湖北省東部に

ある砂や石材を東南アジアに販売する乙とにある。

7. 内航運送の活性化と競争原理の導入

中国の内航運送事業の活性化を図るため，共有制を主体として国営，集団，

個人が各種の運送手段を利用し，各種の経済方法で，共同lζ行なう乙とによ

り相互の競争関係を強化してきた。つまり競争を強化するには，経百のメカニ

ズムを改革しなければならなし、。交通部門は過去の縦割と横書I）の状況及び各部

門が所有する古い体制を改善し，積極的に交通経済の特徴lζ基づいて運送管

理する政策を推進し，各種の運送手続を簡素化した。また，大いに連合i道送

を組織化した。例えば，上海，南京，武漢，重慶の凹都市が提唱して24の都

市が参加する場子江（連合逆送・迎合経営）公矛は設立され，揚子江を利用し

て鉄道付水上運送，道路H 水上辺送，河川村水上運送及び河川村海洋の一口

輸送を展開し， 1987年lζー買運送量は， 1,600万トンを超えて一民A迎送のカ

ノイーする範囲は26の省，市，区に達した。その後まもなく，上記の四都市の

運送部門はまた，100万トンの連送力をもっている10社の通航企業と連合を

図り，出来るだけ徐々に水運業集団に移行するように努力している。競争の

中で，内航運送を発展させるため，地区と部門の限界を破り，企業lζ自主権

を与え，工業，副業を興し，多角化によって運航業を支える必要がある乙と及

び税収の面において適当な優遇を与える乙とは打ち出された。

8. 中国の内航運送の課題

乙乙数年間，中国関係の指導者をはじめ，専門家や学者たちは中国の内
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航運送の発展構想、lζ対して巾広く調査研究をしたり，計画についても討議を

重ねたりし，将来の発展計画を打ち出している。

1 ）交通体系の整備

1983年8月，国務院の指導者たちは交通部内航運送管理局責任者の「運送

の現状と発展計画lζ関する報告jを聞き，運送の発展に対して重要な提案を

行なっている。つまり，次のような内容となっている。

歴史上，中国の内航運送は曽て世界においてリードしていた時期があっ

たが，現在では立ち遅れている。乙乙20数年来，中国では内航運送は一般

的lζあまり十分な発達をしていなく，また必ならずしも十分に活用されて

いない。 ζζ半世紀以来，世界的な先進諸国の交：通運送の発展はすでに30

年代以前のたんに鉄道輸送を発展させていた局面から各種の運送方式を総

合的・体系的に発展させる道を歩んできており，内航運送も新たな発展が期

待されている。

当面，中国の交通運送構造まあまり合理的でなく， 60年代から内航運送

の比率が低下傾向にあり，もっと研究する必要がある。主要問題は国家予算

の投資額が少なすぎ，河川沿いの工場立地に対する評価がなされなかったし，

水利，水力発電建設の中で水運が無視されてきたので，ゲートやダムが障害

物となって船が通航できなくなったζとにある。

交通部と水電部は相互に協力して内航運送を整理・整備し，運送能力の

向上に大いに努力をしなければならない。交通の回復は逆送量と経済効果

に基づいて，軽重緩重の順位で，徐々に解決して行くべきである。

嚢風鉄道が漢江の中流と渠江に沿って整備された乙とは水運の発達に影

響を与える。実際には，漢江での水運を発達させるためには大きな可能性

があり，整備も難しくはない。漢江K航行できるようにし，丹江口にある

水門のリフト（lift）をさらに改造する必要がある。水源を十分に利用し，

鉄道の運送能力が不足している問題を解決するためκ，運賃の安い水運を活

用し，たとえコストが少々高い場合でも， 7)<.運を利用すべきであろう。

何んとかして航路を整備し河川港を建設し，船舶が直接lζ工場や鉱山
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まで航行 ・停泊できるようにする必要がある。河川沿で，工場を建設する乙

とが望ましく，新規工場を河川沿に建設し，石炭を水運lとより運送すべきで

ある。

集団運航企業と個人運航者は大衆にとって便利で，サービスも行き届いて

いる良さがあるので，国営運行企業の重要な補完的割合引Iii;させるべきで，

交通的門はそれについて真剣に検討し管£！を強化し，役割を十分に発揮で

きるように不十分なと乙ろを改善させる必要性がある。

国家は複数の運送方式の運賃問題を研究し，貨物部門が内航運送を利用す

る乙とを促進しなければならない。現在，規模が小規模であればあるほど細

かく算盤をはじくので，内航運送企業は経営管理の水準を高め，能率を向上

し，コストを低下することによって乙そ初めて内航迎送の発展を可能とする

ζとができる。

2）水運業の振興

人民日報1982年1月13日付の社説「我が国の水連事業を振興させよう」と

いう文章に，次のように述べられている。 「最近，党中央と国務院は水運事

業の発展を速める乙とに対して一連の重要な指示をし，水道業の振興にはつ

な方向を示した。交通部は30数年来，水運送の経験と教訓を総括したうえ

で，水運業の振興の10項目の任務を打ち出した。乙れは交通運送の活性化

に係わる重要な措置である。水運業を発展させるには国家計画の指導の下に，

地方，部門と工場，鉱山の企業の各方面の積極性を発揮させ，大胆に各部門

lζ実行してもらい，大・中・小を互いに結び付け，河川・湖・海洋を相互に

結びつけ，全民 ・集団 ・個人所有制を互いに結び付け，河川と海洋とを相通

じさせ，幹線と支線とを連動させ，点と線とを互いにつなぎ，水上と陸上と

の一貫運送体制が可能なようにしなければならない。

水運業を発展させるためには，河川沿の工場立地の対応を民かねばならな

い。工業を配置する場合，沿岸での工場立地を念頭に置く必要ーがある。とすれ

ば，大量輸送による運賃の低兼な水辺の能力が活用できる。 比較的大規模な

工場，鉱山或は工場基地は原材料から製品まで年間の輸送量は百万トンか一

千万 トン以上なので水還を利用したら，鉄道，道路の輸送圧力を大いに峰、減
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できる。今後，工業配置は必ず，統一的に計画し，長所を発揮し短所を避け

て，水運の優越性を十分に発揮させなければならない。

7)<運業を発達させるには，水源の総合的利用を重要視しなければならな

い。河川を開発すると同時IL，水運，洪水防止，発電，潅概，水産，観光，

緑地，環境保全と生態的均衡などの総合的効果を考慮に入れ，総合計画を立

てる必要がある。河川にどうしても夕、ムを建設せねばならない場合，船舶が

航行できるような施設を造る ζとを考えなければならない。

水運業を発達させるためにも，また， 7｝く連企業の経営管理を改善しなければ

ならなし、。水運の特徴は流動，分散，露天作業であり，運送過程における段階

が比較的多い。たえず，生産効率と経済効果を高めねばならない。大いに企

業を整頓し水運の安全と良い品質を確保し，輸送期聞を短縮し，輸送コス

トを下げる必要がある。

以上，乙の社説の主旨は中国の内航運送事業の発展方向をはっきりと示し，

その進路を示唆している。

3）一貫運送体制の確立

1989年，全国交通工作会議lζ 「主要航路」という計画が打ち出された。即

ち，東南沿海経済発達地区を貫通する海上南北大通路の整備を強化する乙と

や，揚子江，珠江の主流及び主要支流を重点、として， ”三江二河”（揚子江，

珠江，黒竜江，准河，大運河アムーJレ）の運送を発展させ，沿海，揚子江，

珠江，京杭大運河など水道の主要通路を形成させる乙とや，また， l千トン

級の航路を中心IC, 3,.5百トン級の航路を基準として， 3万キロの航路を改

善し，幹線と支線とが直通でき，川と海とが通じ合い，水路と陸上とが一買

運送できる運航体制を確立するととである。
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三世紀北九州のみ なと
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次元の異なる訟を比較していた

集合論的アプローチを試みる
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3. 邪馬台国の海運・貿易

むすび

まえがき

小合彬生

（神戸港埠頭公社）

第28回港湾経済学会の大会が，その開港100年にあたる，北九州市で開催

される乙とになった。本論では，さらに昔， 三世紀の北九州地区の港と都市

の姿を考察して見たし、。運輸省の第四港湾建設局時代から邪馬台匡Uc興味

を持ち，十年以上色々な文献を読んで‘いるが，その国の位置について，ま

だ定説がないようだ。都市工学 ・港湾・運輸研究のノーハウを動員して私な
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りの結論iζ達してたと思っているのだが， ζの機会に地元の方々も交えて，我

が国の曙の時代における海運と港湾のすがたについて，ぜひ討議して頂きた

いと思う。古代史のロマンを一つなくしてしまうような，新しいパラダイム

の提案であるが，乙れから，また新しい日本歴史の研究のスタートともなる

ものと思っている。倭国とは，日本の乙とを昔中国人が呼んだ名であり，倭

国の乙とを記事にしたのは，漢，貌，宋など，古いものがあるが，その中で

最も多くの情報量を持ち，しかも公平に書かれているのは，説（AD226～ 

265年のわずか40年で滅びた）の史書 ・説志（AD285年完成）の中の倭人

伝である。わが国の歴史書は，西暦712年の古事記が有名だが，なにしろ卑

弥呼の時代から 450年も後の作品である。我が国の歴史の中で三世紀の北九

州だけがスポッ トライトを当てられたように，倭人伝という文献のおかげで

浮かび上がっているのである。

1. 邪馬台国の科学的見つけ方

視覚lζ訴える乙とは非常に科学的な結果を生む。図を用いた貌志倭人伝解

明へのアプローチにとりかかろう。倭人伝の原文は約2,000字と短く，しか

も地理的に案内を記している部分はその前部lとわずか525字しかない。乙の

部分で英文解釈の演習のように修飾語を取り去ってその国の案内となってい

る語のみ取り出すと，表 1のように 325字だけになる。詳しくは手近の文

庫本にも出ているので御自身でトライされたい。

図 1は原文の地理案内の導入部，対馬から不弥固までの各国を文内iζ記

されているそれぞれの戸数に応じた面積の円で表現したものである。対馬（ツ

シマ）から南下し一大（イキ）とされる壱岐，末鹿（マツラ）の国伊都（イ

ト）の国をへて博多付近にあった奴（ナ）の国，そしてその東の不弥（フミ）

の固までから成っており，それ以外の国は含まれていない。よく見てわかる

乙とだが，方向，距離が示されて00固に至るという道順の説明が行われて

いるのは，不弥の国で終わっている。奴国付近を拡大しでもう一度図－2fl: 

示す。伊都と不弥の戸数がそれぞれ約 1000戸であるのに対し，奴は実にそ
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の20倍の 20,000余戸ある乙とが， 一目で了解される。

戦乱の続いたとの時代K，どうして乙んな大きな国と小さい国が共存でき

るのか。戦えばたちまち勝敗はきまる。こういう都市が並立している時，都

市工学では，衛星都市（サテライ トタウン）が存在するという。当時の倭国

の中心は，どうも奴の国（博多市）にあり，政治経済とも大きな力を集めて

いたようだ。すると伊都国は，その第ーの衛星都市となる。郡との聞の外交

表 1 重量志倭人伝の倭国案内記事のうち最低限必要な情報

原」文 原文の字 地理 記事の内容一道案内関連分のみ
の の順番 案内
101? 第～字 字数 （全文は約二千字、 その約四分のーか道案内）

l、lから 35まで 。イントロダクション
2 36/314 123 郡から不弥の国迄の道血、 方位.£回f£ .国名

3 315/338 15 挽馬国までの 'ID霊E盤』 ・戸数

4 339/384 24 邪馬台国、女王の都までの rm皇E盤』・戸数

5 385/408 24 『女王国以北』は説明した、それ以外出重くて不明

6 409/523 114 順番に、その『他21ヶ国』を記述する

7 524/545 14 南に有る『狗奴の国』について説明する、戸数不明

8 郡から女王固までの、 『ト－zルの~EM』を示す
合計 325字 朝日文庫による。

＼北

？対＼ zt ·；~：：~~… 
一大、

未E;ト－＼.＿斗，，－－－ー『＼＼＼

伊都 ＼ 

l ト.I,JI 
ノ 不弥ι／ 

図1 国の関係、を図化してみる
戸数を面積に置き換える
これだけで， 多くの事が
見えてくる

図2 奴国付近の図を拡大する
伊都と不弥は奴の衛生都
市だった
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上の役割を受け持っていた都市ではなかった。郡使が来た時いつも駐まる所

と記されており，内戦にあっても各国は乙乙を侵さない約束ができていたは

ずである。

第二の衛星都市，不弥国，乙こに卑弥呼の宮殿があった宗教都市ではなか

っただろうか。乙の都市が内戦の中でも聖域となっていたため存在しえたの

だろう。各国が女王を共立し，その宮殿を中立地帯とする乙とで不弥国が成

立していたと考えられる。記紀の作者は神功皇后を卑弥呼lζ擬し乙の宇美へ

関係づけようとしているが，その強力な裏付けになるだろう。

ともかくも， ζの2つの衛星都市は自らの力で自らを守れるほどの規模で

はなかったので・ある。以下乙の不弥国を少々分析してみよう。

次元の異なる量を比較していた

物理学の分野では，ディメンジョン（次元）をまず定義する。ディメンジ

ョンの異なる量の間では，大きさの比較は決して行われない。とれは科学者

にとっては常識なのである。案内記事で見るとその中ほどに日程と書かれた

箇所がある。すなわち，

① 投馬固まで・南へ水行20日

② 邪馬台国（女王の都）まで・南へ水行・10日陸行1月

乙の2文は，ペアーで示され，何れもあるととろから南へ行くと到達でき

る乙とが分かる。順序として近い方が先に書かれ，遠い方が後lζ書かれてい

る。内容は旅行の日数であり，時間のテ、イメンジョン（次元）を持つ，一つ

の固には20日で，もう一つの国には40日の行程がかかると理解される。しか

も邪馬台国の方は，国が広いせいか，その中でも女王の都までと，場所を指

定する文字が付け加えられている点に注目しなくてはならない。

3世紀の中国人lと，ディメンジョンに関して明確な知識があったかどうか

は分からないが，乙の2文を他の説明から分離してみると，全く新しい全体

の枠組が浮かび上がってくる。乙の部分の前には，対馬から不弥までの道順

の案内がおかれ，中央部lζ行程の日数を時間のディメンジョンで記し，最後

の所は郡から女王国へのトータノレの距離で‘締めくくっているのである。そし
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図3 女王国への道案内はこう書かれていた

① 対馬， 一大，末鹿，伊都，奴，不弥 現在の道案内と全

t土伊 各国への方向・距離・・・・道順lζ 女 く同じ， 常識的lと〒宵

記されている。

方 ＠ 所要日数，水行10日陸行1月，計40日 王

①＠③を加算 し

郡IR トータノレ距離，郡より南，万二千余里 i都｜て南海上比定し
た例もあり注意一

て，前半と後半の距離表示文が混線しないように，その中聞を選んで日数を

置いたのも， 筆者の知恵をうかがわせるものだろう。

集合論的アプローチを試みる

国々がどのような関係にあるかを，集合論で検討する乙とを提案したい。

どの概念、とどの概念が，同じなのかあるいは異なるのかを改めて原文により

整理する必要があるし，どれとどれが素なのか／部分集合なのかを見なくて

はならなし、。まず投馬の国，狗奴固と邪馬台国は，互いに素である。

対馬， 一大，末E払伊都，奴， 不弥の6ヶ国は，別々の国である。先lζ述

べたように，政治的lζは奴が最強で，伊都と不弥がそのサテライト・タウン

の国以； ｜＋｜ そ：他

（六ヶ国） 21 ヶ国

邪馬台国

女王連合

（七万余戸）

一戸余万三
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となっていた。乙乙K，もっとも大切，決して見逃してはならない記述が続

く，第385字から408字までに，女王国以北の固については説明したと乙ろ

であるが，それ以外の国は遠くて分からない…という箇所である。とれから

見ると，国を2つのグループに分けている乙とがわかる。女王国以北の国が

第一，その他遠絶の国々が第二の集合となる。その他の国々とは，その次に

記述されている21ヶ国の乙とである。

女王国以北の国々という部分集合に注目

女王国以北の国々の中に女王国がなくてはならない。 『自女王国以北，其

戸数道里可得略載』という原文をよく考えて見る。北の端・対馬iζ始まり順

次南下して行く国々のグループであって，その南端の国は女王国でなくては

ならない。女王国以北は戸数・里数も説明されていると定義されている。つ

ぎにある邪馬台国の説明には『その里数』の記述がない，それとは次元の異

なる日数で示されているにすぎない。女王国以北の国々という部分集合の国

は 『その里数が記述される乙と』が条件となる。

すると，いままでにζの条件に合う国として記されている6ヶ国の中に女

王国が含まれていることになる。南の端の国は，奴と不弥の2国であり東西

に並んでいる。何れも南端にあたるけれども，説明の最後に出てくる不弥国

の方が女王の都する所と考えた方がより合理的である。

今まで多くの研究者が乙乙まで近づきながら，不弥国が女王の都と信じら

れなかったため，乙乙で迷ったので：ある。最も多いのは，さらに南へ女王国

あるいは邪馬台国があるのだが記事が脱落したのに違いないと思ってしまっ

たケースである。しかしながら，先に衛星都市論のと乙ろで考察したように

不弥国は独立の国家ではありえない。政治か宗教的な機能しか持たず奴国の

経済に依存する国である。邪馬台女王国が男IHとあれば不弥国の存在理由が全

くなくなる。『不弥国』の中iζ，邪馬台女王連合政府が存在したのではない

だろうか。不弥国庁は，どうも独立の国と思えないのである。

女王国以北の国というクツレープは，もういちど一大卒の視察を受ける国々

として紹介されており，政治的にも一つのグルーフ。をつくっていたようだ。
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ととまでの知識を用いて，表1の原文を集合論の立場から読み返してみ

る。すると，あの有名な邪馬台（壱）国という国名は，中程日程表示の部分に

一度出てくるだけなのに，まず驚かされる。そ乙には，また 『女王の都する所』

という説明がついている。 「女王国Jという国名について見るとその国は2回，

女王国以北の所と最後の万二千余里記述の箇所で出てくる。文中lζ出てくる

用語概念を， その対象領域の大きさに従って示すと，次の様になっている。

領域（大）邪馬台国＝女王の境界＝女王iζ属す所＝七万余戸

領域（小）女王国＝女王の都する所＝不弥国＝干余戸

乙の二つの概念は，原文では注意深く用い分けられている乙とがわかる。

女王国というのは， 小さい国で明らかに不弥国を指しているのである。 「南

邪馬台国へ至る，女王の都する所Jという記述は，女王の都する所は邪馬台

国の部分集合である・或る特定の地点であると解釈すべきで，女王が都して

いると乙ろの（関係代名詞）邪馬台国と読まれていたのは間違いだったよう

だ。なにしろ，北は対馬，南は狗奴との境界iζ拡がる大国である，女王の所

までの距離行程日数を示すには，邪馬台国の中の女王固までを示したほうが

正確になる。 『女王国』は倭人伝の後半K，もう 2度記述されている。国が

伊都王l乙統属されているという説明と，固に城柵があり兵士が 『女王』また

は 『女王国』を守衛している記事であり，各々集合論上矛盾はない。

郡よりの距離 4ごL狗奴国

図4-1 郡より女王人までの

距灘の考え方

↑ 
不弥の国まで

つしま陸行l月

＋水行 I0日

不弥ー

郡よりの日数 4ユ狗奴国

図4 2 郡より女王固までの行程
回数（時間輸）
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女王国への距離と道筋の国々

距離についても同じ事がいえる。郡から邪馬台国の入り口である対馬まで

トータル万二千余里は女王の都までの距離と

見た方が良い。乙の文を書いた著者の頭にあうた地図をまず想像して見ょう。

図5は乙れの海峡部分を示しているが，対品・一大の両島をかなり大きな

ものと考えていたと想像される。対馬海峡の長さを四千四百余里であったと

は八千余里のはずであるから，

計算していたと考えていい。乙うすると，郡から一万二千余里の所に至る不

弥の国が丁度女王の都するところに当てはまる。

対馬海峡はこう想定されていた？図5

狗邪韓国（倭の北岸）

渡海一千里

方四百里

渡海一千里

方三百里

渡海一千里

対馬国
四

千

四

百

余

里 一大国

末慮の国

乙乙で三世紀の近隣諸国の情勢と邪馬台国の関係から，国土の量的パラン

スを見ょう。貌志の東夷伝を参考lζ，人口（戸数で示されている）と国土の

大きさを図化してみる。図6は戸数をそれに比例させた円の面積で示した

ものであり，得られる情報を図上に付しである。先ず気付く乙とは，国の中

にまた小さい国がある乙とである。
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①馬韓十余万戸が50余固に分かれていると記されている。

小さい国々の集合が馬韓国である。

② 辰韓と弁韓

四～五万戸がそれぞれ十二ヶ国lζ分かれている。

いずれも，全体を作る集合のなかに，部分集合が存在している。 「全体と

部分Jのいずれの集合も国と呼ばれているので間違われ易し、。しかし，邪馬

台固に関しでもまったく同じ構成であったと考える乙とができる。

小さい方の国のサイズは，上の国々では平均して1000～2000戸となる。邪

馬台国のなかに多くの小さな国が存在していても，乙れらの国々の記述と矛

盾しないど乙ろか，かえってその方が合理的である。サイズから見ると全体

が七万戸なら20～30ヶ国ぐらいの小固に分かれていた乙とになる。いま女王

iζ属する連合国を27ヶ国としたのであるが， ζの点、からしても解釈に不審な

所は生じない。

2. 地理学的にみる奴の固と北九州の国土

さらに注目すべきは，奴の国が戸数・二万余戸と述べられている乙とであ

る。今の博多付近にあったと考えられているとの国は，朝鮮半島にあった幾

つかの固に相当するほどの大きな国であった。まさに弥生時代の大都会だっ

たのである。商業機能や文化も集積し高度なものとなっていた乙とと推察さ

れる。軍事的に見ても乙れだけの国は強力だったはずであり，北九州から朝

鮮半島・瀬戸内海西部にもかなり影響力を持っていたと推定できる。

地理学的に原文を見ると，戸数と国土のサイズiζ関する情報が含まれてい

る。朝鮮半島に関する部分では，

高句麗 方二千里

三韓合計 方四千里 一戸万五

戸

～
万

四

三

十

山地の比率によって少々の差があるだろうが，おおむね千里四方に一万戸

の家があったと考えて大きな間違いはない。

邪馬台国の七万戸は，乙れらの国と同じ程度の人口密度だったとすると，
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図6 三世紀当時の近隣諸国

！； 三国忘虫志.ll!T.伝

猛志岳人伝

水
行

商
万
ニ－

寓
陸
行

一

千里四万を1ユニットとして7ユニットの大きさの国土があればいい。うち

3ユニットについてはほぼ既知であるから，その他21ヶ固に関して4ユニッ

トの国土に収まる範囲を想定すればいい。

千里はだいたい50～60kmとされており， 60km角のユニット 4ケなら，北九

州、｜（大分県＋福岡県程度）の中に存在しでもおかしくない。

乙の時代の我が国は長寿国だったとの記載があり老人も一緒に暮らしてい

れば，一戸10～20人はあっただろう。公共の建築物も宮室・楼観・邸閣も厳

かに設けていたといわれ，市場も発達し大倭という監督も存在した。考えて

いたより，はるかに大規模，かっ中世に近い都市像となるはずである。奴国

の市街には，少なくとも約一万の家族が居を構えていたはずだから，市域は

今の人口20万人のそれより広かったかもしれない。住宅については，原文で

は多婦．男女兄弟は別々に寝ていたと記されていて，一戸は少なくとも数棟

から成っていたのかもしれない。あるいは，既に部匡割りのできる建築物が

との頃には出現していた乙とも考えねばならない。乙の点については，都市

工学的観点の下に遺跡を調べれば，見つけられる可能性が高い。

トポロジ一分析

邪馬台固には，その他21ヶ国がつぎに00固有りと記されているのである
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が，今まで乙れが連続して地理的l乙並んでいると考えられていなかった。

しかし，乙の21ヶ国を邪馬台国の一つの部分集合であるとすると，もっと

近い範囲に分布していると考えたほうが良い。国土面積の計算から，北九州

に収まる大きさである。乙う分かったからには，それらがどう並んで・いたか

図7

iごL
その南に狗奴の国がある．

トポロジー（位相幾何学）的
検討用パターンの例

を研究する乙とができる。原文を見ると，乙れらの国々の並べ方lζ或る順序

がある乙とが考えられる。しかもそれらが順番に記されているととは，文中

の 『次l乙有り・・ 』という字の繰り返しから見ても想像できる。情報量の比

較をしてみると約半分（56%）がそのために使われているのである。図 7Iと

その一つのモデルを示した。

特iζ注意すべきは，最後iζ記された奴国は，女王の境界にあたり，その南

の狗奴の国とは南北に並んでいる乙とを述べている点である。国と国の隣接

関係を保ったまま，その位置を定めて行く方法を位相幾何学（トポロジー）

の応用と呼んでみたい。少々大げさではあるが，邪馬台国の分析に用いられ

た科学的な手法の名としてふさわしい。弥生時代の遺跡を順につないで，地

図の上で国を選んでゆくシュミレーションが可能である。ーっか二つの国が

未確定でも，全体のバランスとつながり具合から，未知の国の立地点を推測

する乙とができる。国と国をつなぐ線が交差しない乙とが肝要である。人口

密度＝千戸で方約三百里，二千で方四百余里（25km位）の知識も役立とう。
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結果からいえば，その他21ヶ国はほぼ， 20km間隔で北九州の海岸線に沿っ

て時計回りに並んでいたと推測できる。さらに⑭番イガ国からは内陸部に移

り，やはり時計回りに分布していたようである。吉野ケ里遺跡はその西の端

の国であり，奴国はその南の端の国である。それぞれ佐賀大和町・山門郡と

いまでも地名に 『やまと』の名を残しているのが注目されよう。当地は＠番

郡支（キク）の固にあたる。都支と記した異本もあるが，クキの海（洞海湾〉

のある ζとから，郡支の方を選びたい。市の北lとある笠瀬と言う暗礁も記紀

とのつながりを暗示しているようだ。

3. 邪馬台国の海運・貿易

乙乙までは，邪馬台国の姿を描くのに手間取ったが，原文が矛盾なく解釈

できたと思う。青い鳥のようK，真実はすでに身近にあったのである。さて

引き続いて三世紀邪馬台国の交通問題に移ろう。

原文には洛陽との聞の交通，貿易に関しての少なからぬ情報が含まれてい

る。その聞の行き来は幾度もあったと述べられている。郡から洛陽までの距

離は，君flと女王の都の聞のほぼ2.5倍であると地図から読み取れる。現在京

城～釜山間の鉄道は420km，対馬海峡は220kmで＝あるが，当時乙れが約万二

千里とされていたのである。郡と洛陽の距離は多分二万～二万五千里と考え

られていたのだろう。帯方郡から女王固まで40日の比率で計算すると，貌都

から女王国の全行程は 120～140日，陸路では1臼20～24kmの移動となる。

難升米など女王の使者達の往復は，ほぼ1年がかりだったと推定される。そ

の貿易のJレートは，さらに西lζ伸び，中国を通じてシルク ロードのかなた，

ローマ帝国にまで結ばれていたのであろう。

記事の中lとは国の北側の対馬・一大国が貿易で生計を立てていた乙とが記

されている。先進製品の多くが中国からもたらされると共K，鉄原材等が半

島から運ばれていた。邪馬台国と東側の倭人諸国間の交易も当然あったと考

えていい。ただそれらの国々の名が記されていないだけの乙とである。

最近，弥生中期頃の船の絵が見つかった，図8のような黒で漕ぐ外洋船で28
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昨年東良県で出土した土器町睦

土器片かり祖元した古代船

図8 三世紀邪馬台国時代の船
全長25m 幅約3m 37人乗り
（東海大学 茂在寅男教授による）

の擢を持つ外洋高速船である。いま頃復元されている半構造船ではなく丸木船

らしし強いていえばマオリの船に近し、。まだ馬を運べるほど大きくなかっ

たようだが，カタマラン式につなぐと子馬ぐらいは運べたかもしれない。

邪馬台国の人は，入墨・裸足・手で食べる。朱を体lζ塗るなど風俗が紹介

されている。文化としては南方系である。しかし，伊都の郡関係者，不弥の

宮殿の人達，奴の都市生活者，全てが閉じレベルではなかっただろう。文

字の読み書き可能な人も，もう幾らか存在していたにちがいない。漢より金

印をもらった使節の帰国後約200年を経ているのである。

女王が初めて中固に使節を送るとすれば，人選は大物（奴の国王シマコ級

か）を団長にして， 老中 ・年寄クラスを補佐とし，対外交渉の経験ある税関

長・通訳を供につけようなどと決定するのではないか。倭人伝の記述にある

名は職名として，そう読めるような気がしている。経済・外交の中心は，や

はり大都市・奴固にあったのではないだろうか。

著者が邪馬台固に興味を持ったのは下関lζ住んで居た頃であるが，当時水

俣湾の水銀ヘ ドロの処理lζ苦心していた。硫化水銀である朱には大いに関心

があって，邪馬台国発見の鍵は丹（朱）の産地の決定にあると考えていた。

大分市の近く坂の市付近に古来朱の産地があった乙とは知っていたが，乙れ
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が邪馬台国と結びつく鍵とはなっていなかった。 トポロジー・シミュレーシ

ョンの過程で， ζの地が 『カナスナ』国であれば非常に合理的に全体の配置

が進む乙とが判明してきた。朱がカナスナと呼ばれていたかと、うか，乙れか

らの課題ではあるが，乙の国の輸出品 『丹』の産地をその版図のなかに見つ

けるととができたのではないかと思っている。何処の丹がどう使われていた

かは，いまや科学的分析の方法が進んでいるのでその結果を待ちたい。

むすび

乙れで三世紀の北九州の姿を，科学的に把握する乙とができたと思う。多

くの歴史書はそれぞれの王朝の政権史であり，王権神授説の様相を示すが，

不思議な乙とに乙の貌志倭人伝の案内記事は公平な博物誌・地理誌の形態を

有している。もし，特定の比定候補地を想定しないで，原文をそのまま読め

ば，割合簡単に国の姿が把握できたに違いなし、。乙ζでは検討結果のみを図

9 IL:示す。地名の検討などは，残念ながら別の機会lζ譲りたい。

後の記紀の著者は，乙の倭人伝の乙とはよく知っておりそれと王朝史風記

述とのバランスには大いに気をつかっているようだ。一例をあげてみると，

投馬の国の記事は記紀にはないが， 『投げる』『馬』という二つのキーワード

を組み合わせている国が見られるし， 『ミ ミ』という名の王についての記述

も，暗号を用いて相当詳しく述べているようである。

邪馬台国の乙の後の運命や，乙れ以外の当時の国々の研究も，今後おおい

に進めてみたいと考えている。みなとの姿については，もう少し触れてみた

かったが時聞がなかった。乙れらも遺跡や造物の出土を待つ乙とになるだろ

う。河川を利用したみなとは，砂lζ埋まりやすく発見はかなり難しいだろう

が，いつか北九州の岸から，当時の船が発掘される乙とも期待できる。それ

を楽しみにしたいと思っている。乙の文が邪馬台国発掘に新しい枠組み・パ

ラダイムを提供する乙とができれば幸いである。
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「産業前進基地としての西海岸時代」

特 lζ群山港開発を中心に－

目 次

l 序 ヨ／；.
nml 

2. 港湾開発と都市問題

3. 港湾開発管理問題

4. 全北地域開発の課題

5. 西海岸時代の到来

6. 群山港と西海岸

7 結論

1.序論

越履農

CHO YI SONG 

（全州大学）

環太平洋時代を迎えた我が韓国は， 88年の Olympicを成功裡lζ終えて，

その後，我等の位相は国際的lζ大きく頭角を表し始めて， 世界lと雄飛する

事が出来る好機を持つ様になった。今や乙の様な偉勢を追って，統ーへの道

を探る事lζ心血を傾注すべき時なるを再認識せねばならないが，これに先立つ

て，われわれは，まず国論を総結集せねばならないであろう し， また圏内の

均衡発展と北方政策の積極的推進の為にも，産業前進基地としての西海岸開

発は，時急、な課題として登場するに到り， わが全北地方の心ある有志達は，
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乙の様な日が来る事を既lζ10余年前から強調し，又，訴えて来たのである。

しかし，為政者逮は，今やその必要性を痛感し始めた様であるが，万時之l漢

はあるけれど，非常lζ多幸な乙とであると同時に，国家将来の為にも祝福す

べきである。

乙の様な観点から， 筆者は， 乙の機会lζ本問題を中心とする既発表の文献

を参考にしながら，私見を陳閲して見ょうとするものである。西海岸開発と

いえば，先づ港湾問題が一次的lζ拾頭せねばならないと見るために，乙れに関

する論議から始めねばならないであろう。

2. 港湾開発と都市問題

①我国は，今や国内外的難かしい与件の中でも海運港湾の当面課題が，そ

の開発と共に海運経営の回生基盤を造成し，海運産業の母体となる港湾の持

つ経済性格保に努力すべきである。

①港湾といえば， Harbour又は Portと呼ばれているが，我国では従来，

港口文は浦口とも呼ばれるが，単lζ港湾の開発に限らず，乙れを都市の再開発

問題と関連させて研究する必要があるであろう。

①1![Jち， 港湾と隣接都市の機能的変質又は混在等による関連施設の綜合的

整備の必要が生ずる事もあるであろう。

3. 港湾開発管理問題（群山港の場合）

①群山港の場合，現在，外航第l埠頭も第2埠頭も共lζ大型外航船の進入

航路が水深条件とか其他の施設やServiceという面で多く改善を急がねばな

らない時点にある。

②錦江河口提防建設による航路や河床の変化の為，外航路の不定期的入航

lζ対備する港湾管制機関の拡充（管制室等も含む）が要望される。

①外港埠頭の夜間照明施設の補修工事がおくれて，荷役作業lζ支障を招

いている点も管理不在と して指摘されねばならない。
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4. 全北地域開発の課題
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①地域経済の落後性lζ伴う地方民の疎外感lζよる地域感情という観点、から

も，現在の相対的低成長状態は早急に解決されねばならない（所得水準全

国平均値から見て偏差71%）。

②乙の問題解決のため，高度産業体を誘致開発し， 高付加価値生産的産業

団地を助成すべく，群山臨海工団や短里工団，全州工団，井巴団地等の規模

を拡大すべきである。

①東西高速道路と西海岸高速道路が一日も早く建設されて物動量を可及的

平均化する必要があるだろう。

④農外所得の向上と全国平均水準所得への接近のため，その可能な産業の

選別という観点から，先づ軽工業lζ焦点を合わせ，次iと綜合製鉄とか精密機

械工業並びlζ成長業種中心の中小企業等も検討されるべきである。

＠地域工業化を支援する措置，即ち，都市人口政策と工業再配置法並びに

大都市整備法等が実効ある様iζ実践されるべきである。

5. 西海岸時代の到来

①地方政策特に中国貿易の活滋化に伴なう西海岸時代lζ備えて，政府の具

体的開発計画発表を契機lζ，性急な不動産投機等が盛行し始めた現象lζ効率

的IL対処すべきである。

①今，政府の部門別開発計画を一瞥すると，a）産業基盤施設の構築，b)

港湾施設の拡充， c）輸送体系の確保， d）背後支援都市及工団の育成， e)

観光機能の拡充等がある。

6. 群山港と西海岸開発

①亜細亜大陸と太平洋を連ぐ海岸の上陸点であり，韓半島の腰としての特

に中国大陸を眼の前lζ控えた大陸交易の門戸，藍がまさに国土西海岸の資源
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の宝庫たる群山市であり，群山港である。

②乙の群山を中心に，国家的次元の新しい大規模開発事業が推進されてい

るのである。

③即ち，経済規模の拡大と港湾物動員の増大lζ対処すべく，釜山港と仁川

港の年間荷役能力の二倍を超す4,200万tonの計画を樹立しているのである。

＠群山一沃溝一長項沿海の埋立作業による，一大広域産業基地を設立する

事は，その規模le於て想像を超越するに余りあり，国際的港口都市として韓

国を代表する都市lζ成長するであろうし，西海岸の拠点都市，中部圏の関門

百l)Tl'i，全北開発の先導都市としての役割を担当する事になるであろう。

⑤悲で一つの新らしい難題に逢有するのであるが，それは西海岸一帯の大

規模干拓工事と生産工場の乱立の為lζ，海岸が汚染して水産物生産量が激減

しつつある現象に鑑みて，之等漁民連の被害補償策を考究せねばならないで

あろう。

＠群山港の開発を論ずる時，その方向設定を如何にすべきかは，港湾開発

の究械的目標が港湾の保有すべき諸機能の拡大と，その拡大された機能を統

合，調整する運営の効率化にあると見るH寺，その方向設定を次の幾っかに分

けて考える事が出来るであろう。

a）物動量の増大問題， b）荷役能力提高の問題， c）施設の利用率階大

と新規模施設の増置問題， d）港湾労働力の維持開発問題等。

7.結 論

産業前進基地としての西海岸時代は，明らかに到来している。今まで数次

に亘る言及の如く，北方政策中特lζ対 1~1］国交易の増大も明確な事実である。

しかし， 悲でわれわれは暫く滋れる希望と意欲をおさえつつ，再考すべき時

点、でもある事を又，銘心しなければならないであろう。凡ては相手があるも

のである以上，その相手の実相を把握せずlζは，判断を誤まり，所期の目的

の達成が困難になってしまう事が起るであろう故K，我々は先づ西海岸時代

を迎えながら，圏内地域聞の均衡発展と共le,c!J国其外の国々の真相を出来る
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だけ明確に把握する事が緊要であろう。

もともと，俗称日く，「湖南冷待」という言葉は，ど乙から由来したもの

であるかを検討して見る時，種々の原因があろうけれども，その重要なもの

の一つが，地域間の不均衡発展実態である事は確かであるし，従って，所得

の格差から来る疎外感ゆえである以上，乙の問題を解決する方法のーっとし

ても，西海岸開発は国家的側面からも必然的な要請であろう。

今，視角を変えて，中国とかソビエットの実情なり立場を少し考察して見

る事lζしよう。一国の交易状態は，色々の要因によって決定されるものであ

るけれども，内的には産業構造とか自然資源の保有状態，労働とか資本の供

給状態及び経済規模等の経済的要因のみならず，対外貿易の歴史とか国民の

気質及び文化的背景等，経済外的要因によっても左右されるし，外的には地

政学的位置，外交関係，周辺国家との経済的補完関係とか，国際景気等，多

くの要因が作用するのである。中国の場合もとれ等の要因によって左右される

事になるのであるが，特iζ乙の国は，政治的思想的背景が対外貿易を大きく

支配するものと見ざるを得ないし，昨今にはそんな政治的体制とは別途に，

それ乙そ純粋な経済的必要によって外交とか交易が多角的lと検討されている

事を確認する ζとが出来るし，明らかに彼等はソ ビエットと共K，我韓国を

必要としているし，我々も又，同じ立場である以上，間接又は直接貿易まで

が，徐々に頻繁化されるであろう。乙うなった場合，我々とは既lζ中国又は

其外の国々に進出している先進国商社の既存販売網を早く活用する方法を考

え，又，乙れ等国々と取引を始めている第三国との合作形態で進出を図り，重

化学工業建設の技術要員用役と輸送を促進し，現地原資材を利用する方法と

か，香港等輸出基地に現地法人を設立して，交易を模索する事等も一つの方

法になるであろう。

そのi僚にして，民間相互間の直間接交易と政府間の貿易協定が締結されたか

らには，取引は益々頻繁になると共に，政治関係も漸次発展する様lとなるで

あろう。乙の様な事実は中国とかソビエットを始め，ハンガリ其外東欧圏諸

国との関係lζ於て，ほほ閉じ共通点を持っているものと見てよいであろう。

即ち，彼等は皆我国の資本とか技術，労働力等を活用する事が，一番有利で
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あるという点を知って手をのばしているからには，早く，しかし，慎重に，

提携する方法を考究すべきである。

北韓の実情も我々が既lζ知っている通り，体制だけを固執している時点で

はないし，経済事情とか其外周辺のあらゆる情勢がどうにも仕方のない伏態で

ある現状なるを自認している以上，我国との提携が忌避出来ない実情lζ置か

れている為K，最近はζちらの経済人を招請までしながら，自分遠の開発lζ

関する合営関係とか貿易交流K関する協議を行っており，又，乙ちらでも圏

内百貨店で北韓の商品展示会開催の風の様なものも起乙しているのである。

文，見よ，目下東欧圏一帯が我々との合作社設立とか，民間乃至政府次元

の貿易事務所，貿易代表部，又は通商代表部等の相互開設に関する協議とか

文化協定までも推進しているし，特l乙中国との関係lζ於ては，相互が一層積

極的K，且つ，緊密に進行中にあり，尚進んでは，そちらの学者達が南北韓

と，蘇喜美，日本等が参加する「東北亜経済区」というものを設定して，技術

と人力の相互交換を提議して来る等，現状を考察する時，我北方政策と歩調

を合はせて，之から経済部門に限らず， 文化，学術，科学，Sports等の交流

が一層活滋になる事が予想される故K，かかる好機を迎えた我々の現時点は

本当に忙がしく，又，文字通り西海岸時代の全盛期が到来している事を実感

しながら，併せて天運の恩恵にも真実lζ感謝せざるを得ないであろう。

所が，蕊数年の我韓国情勢は，ウオン（W）高と，米国等の開放圧力と，

又，国内労使紛争という悪条件に加えて，国民達の解弛した精神状態から来

る一時的現象ではあるものの，過多消費風潮まで起きて，開発と発展lζ多く

の支障を招来している現状の上K，文，最近の中国々内事態が内紛という形

態にまで進展せんとする混迷状態が起きて，乙れ等色々の事象が，我国lζ甚だ

不利に作用している事も間違いないけれども，乙れ等の事態は何処までも恒久

的なものではない以上，近い内に何時かは安定を取り戻すものと予見される

故lζ，西海岸時代の到来が暫く遅れるだけであって，我等の計画と展望i乙大

きく睦鉄をもたらすものではない事を又，銘心すべきで＝あろう。



和泉雄三著「港湾政治経済学の理論体系」

1. はじめに （人と作品）

北見俊郎

（青山学院大学）
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著者の和泉先生は旧制二高から東京帝大法学部政治学科を卒業され，学徒出陣，新

聞記者，研究所，函館大学教授 ・学長の経歴をおもちである。経済学説史，もしくは

経済思想史等が教えてくれるものには「人と作品Jの関係がある。乙れは文学の世界

のみならず社会科学の分野でも重要な乙とである。理論の内容を深く理解するために

は著者の人間形成を知るζとが必要である。もちろん紙幅のない乙の稿ではそれ以上

ふれる乙とはできないが，問題はなぜそのようなζとを初めにとりあげるのか，とい

う乙とである。

国の内外を間わず港湾にかかわる著作や資料は増加しつつあるが，真に社会科学的

な「問題意識」と堅実な「方法論」を備えた研究書は少ないと言えよう。そのような

研究蓄のもつ「問題意識」と「方法論」の背景に著者の思惣があり， 「限論」の形成

に大きな影響を与えている。社会科学の構成要因としての「歴史」 「理論J「政策」

の体系的道すじも著者の「思想JIrうらうちされながら「論理」と「実証JKよって

形成される。いわば本書はそうした学問としての堅実にして客観的な手法を備えたも

のであり，その内容はさきに述べた著者の人間形成と密接な関係がある乙とを見逃し

てはならない。かぎられた紙幅のために，せめて本書の一端なりとも以上のような視

角をも合わせながらとりあげたい。

2. 本書の構成と特徴的内容

本書の特徴的な面にかさって「理論体系」を拝見すると， 6つの章と問題提起から

成るが，著者は第一主主「『政治』と経済学」，第二章 「交通経済学と交通学」，第三

章「港湾政治経済学Jの二節までを総論とし，他を各論とされている。第一章は港湾

の社会科学的分析にとって「経済」の視角IC「政治」の視角を欠くべからざるものと

し古典派経済学から歴史学派，マルクス学派，近代経済学K至る代表的な理論の概

要を集約化される。経済学はもともとPolitical Economics であり，たしかに，
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乙の章でとりあげられているスミス， リカード，オーウェン，マルクス， リスト，ケ

インズ等の主要な経済学者の理論は社会的背景と政治のかかわり合L、が深い乙とを

詳述されている。とくに古典派経済学におけるスミスの理論体系は一方κおいて「経

済的自由J，他方lζおいて「社会的自由」を近代資本主義の核としているかぎり，た

しかに「政治」と「経済」が学としての必然的な結合性を有する。その後， リカード

は両者の分離を試みるが，それは「資本の理論lζ基つ句く財政・経済政策の出発，独立

である。故にリカードは経済学の完成と乙れに基づく経済政策の樹立という意味で，

やはり，政治経済学を完成した人といえる。」 (15頁）

マルクス学派や歴史学派は1840年代，古典学派からの離脱によるが，その後の社会

主義国，ナチズム，ファシスム，日本の国家主義における後進国の政治的経済学の祖

形とされる。また，戦後の日本における計量経済学への安易な理解と導入は，その基

盤IC，ケインズの自由と民主主義の政治的・社会的な構造性のある乙とを忘れている。

きわめて端的な表現IC:ととまるが，乙の第一章は，本書の「問題意識」と「方法論」

の基礎をスミスからケインズiζ至る政治経済学の体系を集約的にまとめられた労作で

あり，いわば過去における著者のオーソド yクスな研究の姿勢と豊かな学殖の一端を

示すに充分である。この姿勢が第二章の「交通経済学と交通学jk投影されると共IC:,

港湾への前提としての「理論と政策」に及ぶ。 ζζでもっとも印象づけられる点は，

戦後における日本の英米的な経済発展とドイツ的法体系の断層である。ある意味で，

乙の断層が典型的lζ表現されているのが，第三主主「港湾政治経済学」で，その論点の

土台になっているとも考えられる。 「日本の港湾を，社会経済制度としてつかまえ，

分析しようとするならば，政治的歴史的視点及び社会思想・イデオロギー・社会意識

を加えた経済的分析，即ち，政治経済学的分析方法が，必要と考える。」（83頁）とは，

一章，二章をふまえての象徴的な表現でもあり，けだし名言である。それは単IC:「交

通学」という交通機能上の港湾ではなく，港湾機能を中心lとする「場所」の学問とし

て「地代論と港湾jがとりあげられる。乙の「場所」の概念は，都市空間とか「地域」

と言った表現で示されてはきたが，古典派経済学以来の生産力要因としての「土地」

の問題が導入される乙とはきわめて大きな意味がある。したがって，その土地（港湾）

を場とする資本と労働の関係をどう解明するかは港湾政治経済学の本質的課題ともい

える。 （第三主主3節では，私の他著「『港湾政策』の形成と課題」をもとに過分な評

価iを頂いている乙とを感謝するが，乙れは単なる「書評」ではなく，著者による独立

した論文である。むしろ乙の論文によって教えられると乙ろがきわめて大きいことを

謝しつ～紙幅の都合で省略させて頂く。）

著者によると以上の第三章までが，大体本蓄における総論的部分であり，以下が各

論と位置付けられている。第四章の「日本港湾の経済学的一考察Jは第一節から第五

節までが各独立した論文で，通常の著作であれば，各節を各章にしても良いと思われ
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る程充実した内容をもっている。一節では，先ICふれた港湾を場とする資本と労働の

関係を，とくに「港湾運送業における資本と賃労働」においては「資本」の確立論と

労働の近代化論が命題であると思われる。第2節では 「港湾iζおける生産力と生産関

係、」という経済学の基本的課題であり， 「生産力と生産関係Jという概念はマルクス

経済学に依存するが，乙乙での場合，港湾という経済社会的，かつ歴史的な全構成体

のもつ構造性を明確にするためには，特定の学派lζ関係なく有用な手法である。著者

のいわれる「資本と賃労働」も合理化による生産力の向上が前近代的な「生産関係」

と密接なつながりをもち，かっ，それが単le個別資本（運送業）の問題のみならず国

家資本（政策 ・行政）をふくむ総合的なものであるだけに，著者が一貫して伏線とさ

れている「近代化」にとって重要な節ともなる。乙の延長線にあらわれるのが三節の

コンテナリゼーションの問題でもある。四節の「港湾の近代化と連送の機械化J，五

節の「合理化と労働組合運動Jも以上の具体的な分析を通じ，合理化（機械化）への

対応としての港湾の側からの主体的な近代化のあり方を示している。

第5j]誌の 「港湾経済と経済学」はl節の「マルクス運輸費論と港湾経済」， 2節の

「港湾労働問題と労働経済学」， 3節の「港湾管理と港湾Jなる三つの論文から章の

テー7が構成されている。 「港湾経済を論じようとする場合，まず考える乙とは，経

済学の基礎理論との関係であろう。」（215頁）という 5章冒頭の言葉は，本書の総論

各:t;Iの重要性をよみがえらせる。そうした政治経済学の基礎理論をふまえて乙そ港湾

の経済・社会的法則性や理論体系が形成される乙とを示すと共に，港湾研究の学的形

成における「方法論」的基盤をも雄嬬に示している。そのうち 1節では，とくに「資

本論」における運輸交通の中の「運輸資」論が港湾経済研究の基礎文献になりうると

して，港湾機能の政治経済的位置付けを行いつつ，日本における港湾および港湾運送

．巡賃問題の基本的矛盾点を折出される。

2節では，港湾労働問題と「労働経済学」との闘係を，まず「港湾辺送における資

本と賃労働Jの論理からすると多くの前近代的な不明縫な問題点が残されると共ir.,

したがって「労働経済j学のカテコ リーのみでは取り扱いきれないものとする。乙乙

では主として，港湾労働問題を歴史的にみて，その前近代性，合ml化問題，団体交渉

問題等，労使関係をとりあげ，主として隅谷三喜男氏の「労働経済論」と港湾労働問

題との断層を指摘しつつも，他面において，港湾労働問題の理論形成にとって礎石と

なる乙とを容認していると思われる。

3釘Jでは， 「港湾行政，港湾管理が，港湾経済上，どのような位置を占め，どのよ

うな関係をもつかについて論ずるζとにある。」（261頁）という問題意識のもとに，

港湾行政と港湾管理の日本的特性を歴史的，論理的に評述しつつ，その両者の不可分

離の関係と限界を論及される。他方では，とくにその両者を港湾経済との関連におい

て，資本主義的経済性と経済外的規制との相刻を詳細le展開する。乙の主主の「まとめ」
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では，それらを背景にして，復雑な港湾現象の本質的な水面下の拠点として 「港湾資

本」の所在と性格は何か，したがって管理と行政の近代的区分の不明確さ，港湾管理

権の弱さの放に，それらが港湾経済lζ反映されにくい。そのために港湾経済の研究le

港湾行政をぬく ζとはできぬという意味から「港湾政治経済学」の方法論的体系の確

立を必須とする。

最終の第六章「港湾行政jでは，一節 「港湾流通と港湾行政J，二節 「港務局と港

湾行政J，三節「港湾行政近代化と地域」， 四節 「地方自治と港湾行政Jという形で

一貫して港湾行政の歴史的，構造的あり方を各面から考究する乙とにより，港湾行政

の性絡の本質と近代化への諸問題を論じられる。

一節では，港湾行政の範囲，性格をはじめ，戦後の歴史的な特徴と して，（1路湾施

設・機械化の拡大，（2正業港の造成と諸問題，m1彦築行政以外の事業者・労働者への
指導，監管，助成の貧しさ，を指摘しつつ「修築行政重点主義を経済的に表現するな

らば，国際商品流通を中心とする物的流通の促進という乙とである。J( 282頁）。 「港

湾流通の近代化と港湾行政Jでは，行政の民主化と港湾管理者の主体性の確立を問う

ており， 「港務局と港湾行政Jでは「港湾法」の基本的精神である民主化の促進が問

われている。

三節では，港湾行政の研究方法への反省と，行政近代化の前提的条件として，自治

体への権限移緩や自治体の近代的自覚等が問題視される等，終局のところ「市民」と

港湾の闘係を成熟化させる乙とが強調される。最終の四節では「地方自治と港湾行政j

とする，いわば著者にとってはζの章の本質的課題と思われる「港湾法Jの基本的性

格と行政の民主化を，論理と実証の両面より詳細に論じ， 港湾管血者の権限の拡大IL

Eえんでいる。以上各主主の発言は，特定のイデオロギーや，制Ii値観による主張ではなく

また単なる意見ではなし、。世界史な背景と社会科学の基本的な原理の舞台le日本の港

湾現象を登場させての分析結果と方向性を示している。その乙とは，本書全体lζ示さ

れる著者の基本的姿勢でもあり，科学者としての歴史 ・理論 ・政策の体系をふまえて

の学問的発言である乙とを多角的な面から認識する必要がある。

3. 本書の特質と港湾研究の学的形成

前節で本舎の内容について概観したものの，それは紙幅と時間と私の能力の関係上，

きわめて限りがあるものである乙とを先ずお断りしておかねばならなし、。とくに本書

のような「学術研究書」としての内容を，深く£＿jl解した上で概袈や特質を述べる乙と

は，かりに私lζ能力があったとしても，乙のわずかな時間と頁でi±べる乙とは至難の

業といわねばならなし、。あらためて乙の乙とを著者の和泉先生はじめ大方lec:・海容を

前もって乞う次第でもある。

乙の稿のlRTiで＝も述べたように，港湾にかかわる著作や資料の：flj行物が増加しつつ
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あるが，いわば社会科学的な「学術書」といわれるものは少ない。本書にも述べられ

ているように，港湾にかかわる研究書の多くは，明治以降，主として土木工学や建築

学に代表される工学者や技術者IC:依存してきた。また官・公・民を問わず，そうした

人々の努力と優秀な幅広い能力によって，ある意味で日本の港湾は見事な発展を遂げ

たと言える。その意味でも私は，例えば広井勇先生をはじめ，日本の港湾技術者の列

伝IC:深い関心をもっと共IC:社会的に顕彩すべきとも考えている。

しかしながら，それとは別K，現代ならびK今後の港湾，およびそれに関連する世

界の研究は，港湾の物理的条件（造成・施設等）を生み出す条件やそれの社会的適応

（資本 ・労働 ・経営等）のあり方というような経済・社会的条件，港湾IC:か＼わる思

想や人間的条件が大きな課題になると恩われる。明治以降の中央集権制のもとでは，

前近代的な「身分」と「権力」にもとづく「造成」や「運営」がむしろ，それ故に高

い機能性や効率を生み出す乙とが可能であった。しかし世界史的視野において港湾の

社会的条件も「契約」ゃ「経済」性を軸にする近代的条件を必要としている。少なく

も「港湾法Jの理念はその乙とを示している。今後の日本の港湾は物理的条件をふく

めて，近代社会における以上のような諸条件を確立する乙とが必要である。

そのためには，少なくも本書が提起している基本的な「理論体系」が必須な条件で

もある。それが具体的にどう適用されるかどうかは政策的な課題であって， 「理論」

の立場から決定付けるものでないと私は考える。しかし本書の各章lζ示された史的

考察（巻末の「問題提起」にもあらためて「港湾社会経済史に就てjの意義深い稿が

ある。）から導かれた「理論」は，乙れからの日本における近代的「市民社会」の港

湾の基本的あり方を示している。しかも，その「あり方」の方向は，単なる時流によ

るものではなく ，第一章から第三~tiζ亘る広範な学説史と「政治経済学」の体系を背

景にしていると乙ろに深い意味がある。また四章以降の各論の諸問題も，古典派経済

学以降の原理論を背景にした手堅い分析の手法は，かつてその例を見るととのない社

会科学的なオーソドックスな一大労作として高い評価を惜しむものではない。

以上は本書の学術的研究の評価だけではなく，学界に寄与する点でも高い評価がな

される。とかく世俗の社会においては，乙うした学術書は，それが直接的に利害関係

にひびかないために，きわめて地味な存在である。しかし乙うした地道な研究をぬき

にしては，真の文化の発展や港湾の近代化はあり得なし、。 1節でふれたように，乙う

した地道な研究成果は，著者の長年IC:亘る豊かな知性と感性とたゆまぬ努力の成果で

あることを特記したい。とくに広範囲な政治経済学の学説史的原理論をマスターする

と共IC:，イデオロギーにとらわれず，直接的な価値判断をさける乙とによってζそ「港

湾政治経済学の理論体系Jが誕生した乙とを，日本港湾経済学会のためにも大いなる

喜びとしたい。学会の使命は現実の現象の分析を通じて，研究対象の発展に寄与すべ

きー簡をもつが，他lζ研究の理論的蓄積，学問的形成が重要である。 以上の意味から
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も本書のもつ役割はきわめて大きい。 I節の（人と作品）において言いかけたように，

そうした学術研究書の理論形成は学説史が示すように著者の人間形成と密接な関係を

もっ。和泉先生の生涯に亘る真筆な足跡が，そのま、本書のプロフィルともなってい

る。先生は戦前・戦中・戦後を通じて，まともな修学と研究を積み，激動期の中で，

まともに人生と社会を見つめて乙られた。それが豊かな学殖と真実への洞察力となり，

歴史的 ・構造的にして明断な「理論体系」という息の長い御労作の集大成を生み出し

たものと思う。その背景には先生の誠実・寡黙 ・地道さが， 真実や事実・矛盾を見逃

す乙となく ヒューマンな「近代化論」を客観的な「理論体系」として構築されたもの

とも思われる。

4. あと力tき

本書は1983年IL函館大学・北海道産業開発研究所の研究叢書第l巻としての「港湾

政治経済学」をもとにし，あらたに総論の各章を加え， かっ全体的lζ再編成をされた

（前書については，本学会年報（No.21）に山本和夫氏による「文献紹介Jがなされて

いる。）もので， 前書よりもさらに内容が充実されると共IL，論旨の一貫性・普通性

が高い。

自然科学分野を専攻した方には難解の書と見られるかも知れないが，本書のもつ本

質的な重要性から，港湾関係者のみならず一般的にも，じゆっくり取組んで読破して

頂きたい名著である。

（成山堂:rr：日？発行 1989年.AS版，342頁.3914円）
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本書の著者高見氏は，1962年Ii:東洋経済新報社から『近代港湾の成立と発展』を公

刊し， 生産・流通の史的描写を通して，近代港湾の形成と成立を笑証的iζ描きあげた

乙 と によって， 港湾経済学IC関して多大な~轡を与えた乙とは，周知の乙とである。

その著者が乙の度刊行した『港の世界史』は，過去の著者の名著よりも遥かに大きな

構想に立ったもので，港を視覚ft:置き世界史を読むといっても過言ではない著書と評

価したし、。

本警は， I)古典古代， m中国の古代水運と港湾，凹）中世の谷間から，IV）大
航海の時代，V）アムステルダムの貿易と海運，VDインド・太平洋のライバノレたち，

Vll）偉大なるロン ドンー近代港湾の成立，VJ]！） アメ リカft:おける発展ー現代への

展開，の8主主を骨子として構成されている。

筆者自身港と都市の関連を史的に考察する乙とを中心とした業績を乙れまで幾っか

発表しているが，本書は世界の港の発達を促した生産・流通を中心に，その背後での

政治形態や貿易・海運の諸文化領域を重視したスケールの大きい野心的な力作である

だけに，筆者の力量ではその全体について論じる乙とは不可能なので，要点を絞って

紹介したい。

著者の本書の狙いは，著者がいうように， 「・・・ 現代資本主義はヨーロ yパiζ始

まり，アメリカで高度の成長をとげた。 ζうした基本的な流れの中で後世の資本主義

を準備した古代，中世を含めて，『港』がどのように成長したかをたどった。その流

れのなかには，一般的な法則があるはずである。 ζ うした発展の法則と，それぞれの

国によって異なる発展の特殊性を比較する乙とによって，それぞれの港をより良く理

解するζとが出来ると思う。」（8ページ）と叙述すると乙ろにある。その意味からも，

本書は，港湾の歴史的発展の体系づけに力点を置くものではなく，港と資本主義の発

展がどのように作用してきたかを念頭に入れた，港を通して見た世界史の苫といえる。

一冊の書物をもって世界史を描く乙とは難しい。 19世紀の代表的歴史家ランケ

(Lecpold von R且nke）でさえ，世界史を悩く乙とに苦l也、した。勿論そ乙では19
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世紀ヨーロッバ人の近代史観に制約を受けていた乙とは事実であった。しかし，それ

にしても世界史を叙述する乙とは難しい。本書は海上商業leも活躍したイスラムの港

についての論述はないが，資本主義の発展と関連させて欧米を舞台に港を論じた時，

彼らにとっての心の故郷古典古代が充分なまでIC描かれているし，欧米の近現代を描

写するに必要な中国や日本が取り上げられているので，時間と空聞において世界史た

る条件を充分なまでに満している。

I章の古典古代は「ペロポネソスの遺跡」から始まっている。古代オ リエントの世

界を巧みな文章で我々に語りかける。古代史le関する取り分け新しい史料は用いられ

ていないが，著者が港のロ 7 ンを求めてなんととなく足を運んだそのエーゲ海の港の

舞台が，著者の学問的蓄積と重なりあって．実証史学の重みをもたせた。特κ「船庫
と円形港湾」 le閲する叙述は古代の港についての知識を与えてくれるばかりでなく，

その背後に潜む港κ寄せた哲学を同時le学ばせてくれる。そして， ζのような叙述が

随所IC::見られるので大変面白い。

E章の古代水運と港湾でも，著者の足で綴る歴史の面白さが随所le見られる。特に

「海港への展望」では，乙れまでの史料を下敷きとしながら，高見説が展開されてい

る。

日J:!~： Kは「中世の谷聞から」という章題がつけられている。歴史を学ぶものにとっ

ては句乙の表現に心が奪われた。 「中世の谷間」とはノレネサンス人がいうDerkAges 

という意味をからませた表現であろう。と乙ろが，著者は，乙の個所での港の機能を

北イタリアの都市ベネチアlζ採りながら，次第lζハンザ同盟の諸都市の交易の在り方

や港の機能へと視覚を変えている。著者の乙のような考察のなかに北イタリア諸都市

とハンザ同盟諸都市の異質性を言及している。そして，そのような考察によって，狭

義での港の発達史ではなく，中世の港と都市の構造的理解が可能となる叙述の展開が，

そ乙ではみられる。

しかし， W章の 「大航海の時代」の叙述は史料の制約によるものと思うが，航海の

ロマンにページがさかれ，港の機能と役割についての考察が若干欠けるような気がす

る。そのためか，乙れまでの書物で言われているような，航海史の枠組みを出るもの

ではない。

V￥では，大海道国を形成したオランダの世界的商業都市アムステノレ夕、ムの都市形

成史と港湾の関わりが実証的に記されている。そして，そ乙では，著者が長い間アム

ステルダムの港湾都市をヨーロッパ理解の鍵として見てきただけの乙とはあって，海

辺と港と都市の関係が巧みに描写されている。

VI意は「インド ・太平洋のライパルたち」と題されているようK，欧米と東洋，正

にその近代と前近代が，別言すれば，欧米の資本蓄積と収奪の世界が，論述されてい

る。 特K，香港・上海・横浜の記述には史料も吟味されており，これらの港が英国や
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米国にとって一体何であったのかがとても良く恕解できる。欧米の近代の豊かさはア

ジア諸国IC対する収奪を通して展開されたもので，歴史の｜混と陰の世界を対応させて

初めて世界史的描写が可能となる。その意味でも，乙の個所での港の考察が，一つの

都市の港に留まる乙となく，資本主義経済が形成された有機的な舞台の中で学ばせて

くれた乙とを嬉しく思う。

次Ir，著者が最も力点を置いているロンドン港の考察が， VII章で展開されている。

乙の章では， 「偉大なるロンドンー近代港湾の成立Jとあるように初期の港の風

景から論述が展開されており，乙の主主をもってロンドン港の歴史的変選が具体的に把

握できる。特IC，近代前と近代IL／渇する叙述にも考察の視覚が向けられているので，

一層興味がもたれる。著者は，工業生産と世界市場の確立を促した産業革命lζ照準を

合わせ，いわゆる近代初期のド yク体系を描き，鉄道と蒸気船とドックの関係lζ論を

進めている。そして，その論拠を整浬してし、く過程で，港湾のトランジフ トという新

しい形態の形成が，近代港湾の成立であるとみている。そして，その後の一連の港湾

の発展した形態の歴史的位置づけという乙とに関しては，つまり20世紀の初めにみら

れた港湾の動向をどう考えるのかという形で集約させ，その時期を近代港湾の一応の

完成期とみなしている。それは，乙の時期になって， 「完成された資本主義形態，つ

まり港が個々のドッグ会社Irよってではなく ，全体としての機能を包括したポートオ

ーソリティという公企業体によって経営されるようになったー一 •• J ( 271ベーシ）

からである。

著者は，ロンドン港lζ産業資本と埠頭の関係を求め，近代港湾の成立と完成につい

て言及したが， Vlll章では，港湾の現代的意味とその機能を近代港湾と接続させること

によって論じた。ζ乙でも， 「アメリカという国」・「7 ーク・トウェインのミシシ

ッピJ.「ニューヨーク物語」という節を通して，風土や地理と港湾の発達を闘迎づ

けながら，先はじめに港の史的展開を試みている。乙の個所の叙述の展開は豊富な資

料の裏付けをもってなされているので，読者Ir滋の発展史』ζ限る乙とのない興味を抱

かせる。乙れは，著者が，資料（史料）を充分なまでに消化し，港lζ寄せる具体的な

描写を，自分のものにしているからであろう。

著者がいうには，ニューヨークの港が，現代港湾の研究に重要な；0：、義をもたせるの

は，正に現代を物語るに相応しい港湾の経済的機能と，その組織形態を知るうえにお

いて，意味があるからである。（297ページ） そして，その具体的な事例を「ポート

・オーソリティJ.「海・空・陸の複合港湾機能」・「コンテナとコンビュータ」

「貿易情報システムへの展開」等の論述の中Ir求めている。既述した事項はいつれも

現代との関わりにおいて重要であり，乙の乙とが近代の港湾と現代の港湾との境界線

を画している。
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さて以上のように．本書の概観を紹介してきた。読みながら感じた乙とは．本書は

港湾の発達史ではなく，港を考察の視覚においた「みなとの文化史」といった方が適

切であるように，著者の叙述は多岐にわたる文化諸領域IL及んでいる。逆にその乙と

が，著者が懸念しているように， 「本音：の内容が体系的でなし、」とか， 「突っ込み方

が足りないと思われるであろう」とか．という表現（プロローグ）になっているのだ

と思うが，筆者は港iζフォーカスをあてた素晴らしい世界史の書物だと思う。筆者自

身，先lζ述べたように，「港と都市の｜英lわりJや「資本主義との関わりで港湾発達史」

を研究テ ？にしているが，歴史を学生に教える者にとっては，自分のテー7の関わ

りで港湾K関する書物を選ぶ乙とが難しかった。何故なら，乙れまで港IL関する書物

というと，狭い範囲での専門性だけが優先していたからである。と乙ろが，本書は，

専門的学術書である乙とは勿論であるが．港が諸文化領域と関わりをもって描かれて

いるので，本蓄を読んだことによって，港iζ関心を寄せる人が増えるであろうと確信

している。 また，本書：l乙掲載されている図版も読者への関心を誘う。

（朝日新聞社 1989・6干IJ A 5半lj 334 +XIVページ 2900円）
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東京湾の再開発が進行しつつある今，それらの動きに批判と解説をくりかえしてい

るだけでは，新しい展望を切り開く乙とができないとの認識に立って，東京湾再生の

ための方途を提案するのが本書の自的である。本書の構成と執筆者は次の通りである。

第I部東京湾開発の現状を見る

1 いま東京湾はどうなっているか（秋山紀子）

2 湾岸開発の動きは乙れでよいか（寺西俊一）

3 埋立開発はどう行なわれたか（藤原寿和）

第E部東京湾の再生を考える

4 東京湾をタンカーの油と爆発からどう守るか（田尻宗昭）

5 対談 ー パイロットは訴える（大須賀信吉，田尻宗昭）

6 臨海都心部開発lζ提案する（山田弘康）

7 住民のための水面利用への一案（風呂田利夫）

第田部東京湾環境保全へ提言する

8 東京湾の知られさる有害物汚染（村田徳治）

9 東京湾の生態系はζ うなる（秋山紀子）

10 水質浄化をどうするか（和波一夫）

11 埋立と廃棄物対策はどうあるべきか（藤原寿和）

第W部東京湾保全法を提案する

12 東京湾保全法案要綱の趣旨（関智文〉

13 東京湾保全法案要綱（畠山武道，関智文）

14 東京湾保全法案要綱の解説（畠山武道）

以下では，各主主の内容を簡単IC:解説したい。第I部の第l章は本書全体の分析対象

と課題を概観する序章的部分である。第2章では，東京湾臨海部地帯の近年の変貌と

その社会経済的背景を考察した上で，臨海部の空間的利用形態見直しの基本課題は，

市民的公共的空間としての開放・利用転換であるとし，その方向での産業構造と運輸
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・物流機能の再編を示唆する。また，既存の開発構想は再び経済機能IC一面化された

臨海部利用を結以すると指摘し，背後ICある開発推進論を批判する。第31;では，東

京湾の埋立開発の現状と問題点，埋立に関する各法制度の欠点を指摘し，代表的な埋

立計画が自然や環境の保全より経済政策を優先するものと批判する。

第H苦~iの第 4＇！＇立ではまず ，東京湾の過密状態のもとでの巨大タンカーによる事故・

災害発生の危険性と， 東京湾償断道路の問題点を指摘した上で，乙うした現況の主な

原因はバラバラな港湾造成と行政制度leあるとし， 諸対策を具体的に提言している。

第5￥は対談形式で東京湾の海上交通の実態K迫る。小型船の'.lift謀巡航，矛盾した海

上交通ルール，錨地の不足，多機な船舶の錯綜状態， LN Gタンカーの特異な危険性，

使宜置籍船の諸問題，港湾の防災体制の不備等々，現場の生の声を伝えている。第6

~tでは，東京と横浜の臨海部再開発計画の概要と問題点を指摘し，東京では住宅 ・ 業

務空間の不足以仁lζ都民がその人間性を回復するための身近な自然空間が欠けている

とし，臨海部再開発地を臨海中央公園とする乙とを提案する。第7章は， 三番瀬を例

にとったきわめて具体的な水面利月7構想の紹介で，自然の保護・回復を基調lζ，水産

業・レジャー ・ショッピング・教育研究・海上交通等の振興による地域経済の発展を

はかるとしている。

第ru部の第8章では，東京湾の有害物汚染の実態lζついて，ダイオキシン，PCB, 
DD Tなどの最近の検出例を示し， 有機庖素化合物による環境汚染の状況や未規制の

有害化学物質の問題点を指摘する。第9章では，東京湾の物質循環，と くに終末処理

場としてのその役割を明らかにし，首都圏の新たな開発・埋立と人口集中は，排出物

やエネルギー消費の増大と水塊illや浅瀬の減少をもたらし，水質ゆ化機能とく le外洋

への流出機能の低下やヒートアイラン ド現象を進行させるという。第10：！芦では，東京

湾の水質汚濁の現状と原因を分析し，水質浄化対策として，窒素・りんの処陛技術の

舷立，雨水流出抑制，小規模下水処理場の建設なとを提言している。第11￥では，新

規模立開発の凍結や，廃棄物発生品の抑制のための技術的・社会的対応の諸方策を提

示し，根本的には省資源 ・リサイクル・自然循環型の社会経済体制への構造的転換が

必要であるとしている。

第!Vt¥ilの第12￥～J4:l'.;J：は東京湾保全法案要綱の趣旨，本文および解説である。まず，

I～m部でOJJらかにされた諸問題の線源は，東京湾lと関する法制度の分断およびバラ
バラな行政にあると して，総合管理計画を実行するための東京湾保全法制定の必要性

を説く。総合管理の目的は，自然環境の回復・保全，生態系バランスのli!主域ICつなが

る埋立・開発の制限，海上交通の安全と防災体制の完備，沿岸住民にとって親しみの

ある東京湾の創出などである。また，総合管原実現のための法システムとして，固有

の許認口J権限を有する独立の行政委員会を管盟主体とする方式を挺案する。乙れらの魁

旨を受けて作成された法案要綱には，以上の他K，国 ・自治体の公共信託義務，財産
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権制限をともなう総合的かっ詳細な開発規制計画などユニークな規定が盛り込まれて

いる。そして，総合管理の中心となる総合利用計画の策定主体に地域住民を置き，十

分な参加の手段を規定する。

以上からほぼわかるように本書全体の特色は，①経済社会，法律，海上交通・安全，

水面利用，生態系，水質，廃棄物などの諸側面から，総合的な分析を行なっている乙

と， ②なかでも，既存の開発構想が，海は「陸」を補完する用地面積であるという発

想IC立つのに対し， 「海」の価値や実状をきちんと見直す乙とから批判・提言をして

いるとと，①海岸を市民の公共的空間（共有財産〉として把握しており，政策提言も

たんなる行政の統ーではなく，住民参加の管理計画を重要視している乙と，などにあ

る。一般の世情が開発ブームに浮かれる中で，乙うした立場から批判と提言を行なっ

たととは非常に高く評価されよう。さて，本書の全面的な批評はとうてい私の能力の

及ぶと乙ろではないので，思いついた若干の点を付け加えさせていただくととにする。

第一IC，本警はいわば学際的研究の成果であるが，その方法は基本的には各分野か

らの多角的アプローチによっているといえよう。東京湾問題の全体構造や個別問題相

互の内的連関，たとえば経済と環境（生態系）はし、かに有機的に連動しているのかと

いった問題にももっと言及されればと思う。というのも，都市lζおいて環境保全や人

間活動の安全が経済的利益に優先するという強固かつ綴密な体系的理論をうちたてな

いと，結局は現実の政治（政策）過程での説得力をもちえないと思うからである。

第二K，総合管理実現の方途と可能性に閲して。現実の経済では規制緩和ICよる民

活論が附歩している中で，東京湾の多元的な価値と機能の正当な評価と，それに基づ

く経済活動の法的規制には相当の反発が予想される。港湾法制定以来嘱望されてきた

ポートオーソリティ方式ですら実現していないのであって，より広範・強力な権限をも

っ行政委員会の設置は至難ともいえる。周知のようにポートオーソリティ実現が困難

だった乙とには．港湾における強い国家統制や市民の港湾K対する自治意識およびその

2基盤となる近代市民社会の未成熟などの根深い歴史的な背景がある。乙うした事情をも
考慮した場合，提言の示すような強制力をもっ統一的機関の設置が実現できるか否か

は東京港保全を望む現実的な社会勢力の形成し、かんにかかって乙ょう。したがって問

題は，いかにして市民の価値観の転換を促し，湾岸への関心を喚起し，運動を組織す

るかにある。本書の主目的は提言にあるものの，真IC東京湾の保全と再生を望むなら

は町，その実現のための運動論を抜きには語れないであろう。著者の方々の豊富な経験

をふまえた実践的な運動に関する問題提起のl章がぜひ欲しかった。

われわれは，着々と進行する東京湾（のみならず全国）の関発lζ批判的関心を寄せ

ねばならないが，その先鞭をつけた著者諸氏IC期待すると乙ろは大きい。

（日本評論社， 3400円）
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学会記事

第27回全国大会（北海道・旭川）概要

昭和63年度第27回全国大会に8月29日（月） ～9月 1日（木）の4日間、旭川｜大学

を中心にして開催された。

本大会の共通課題は「港湾とヒンターランドJと題しそれぞれ基本的研究問題等を

中心に報告され、シンポジュウムではこれをもとにして活発に討論がなされた（なお，

詳細は「シンポジュウムの概要Jを参照して下さい） 。

自由論題では、昨年と同織に会場を2つに分けて行われ、主として産業動向と港湾、

港湾労働問題、コンテナ港湾と後背地、占企び港湾政策問題等について報告がなされた。

報告発表者は下記の通りである。

会期中見学会として港湾 ・地域視察 ・懇親会（参加者70名），その他特に「エクス

カーション」 （道北地域港湾ならびに社会経済状況等の視察旅行、参加者20余名） が

もたれ、北海道港湾と地域経済動向等の問解を深める上てきわめて有意義な大会であっ

た。北海道港湾の関係者をはじめ北海道部会関係者の乙尽力のもとに諸計画、準備が

なされ開催されましたことを深く感謝申し上げます。

研究報告会

自由 論題

第 1会場

Hf塚湊の歴史的変i婆

一一一天竜川船運と海運の結節点として一一一 （日本楽器製造）谷 仁

産業の発展と港湾 （名古屋管HH組合）臼比野光イIf!

韓国港湾の現状と港湾機能の方向

第2会場

繊浜港における港湾労働者規制法の史的考察

（ソウノレTli"立大学） 金 洪主主

（神奈川県）大森秀縦

後発コンテナ港の成長が、先発コンテナ港の後廿i山ζ及ぼす；;1及型

一一一東京港を中心11:一一一 （東京工業大学）事Jl 圭錫

港湾政策の形成 （愛知学院大学）総浦茂治

共通論 題「港湾とヒンターラ ンド」

戦後北海道港湾歴史の特色 （商館大学）和泉雄 三

ヒンターラン ドの類型化と領域の測定 （港湾n!lil1情報サービス）千須紅l富士夫

港の背後地とネットワークについて （日本大学） LIJ 上 徹
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韓国西海岸開発と港湾背後地造成の課題 （韓国円光大学）キ卜 餅洪

北海道における内陸開発の課題と交通輸送体系 （旭川大学）小 藤 計

港湾空間を活用した地域活性に関する一考察 （地域~-j匝iill築研）金井箆 造

凹全総における地域交通ネ y トワークの形成lζ対する一考察

（クマシロ ・システム）神代方雅
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シンポジュウム棟要

港湾とヒンターランド

昭和63年度旭川大会のシンポ、ンュウムは首記論題の研究発表IC対する質疑応答をも

とにして行われたが，乙乙iとその要点をとりまとめて収録するものである。

報告テーマと発表者は次の通りであり，司会は徳田欣次氏（銀ii路公立大学）であっ

Tこ。

。。
報告テーマ及び報告者

①戦後北海道港湾歴史の特色 （函館大学）和泉雄三

②ヒンターランドの類型化と領域のiJ¥IJ定 （港湾都市情報サー ビス） 千須和 富士夫

①港の背後地とネ y トワークについて (i日本大学）.山上 徹

④韓国西海岸開発と港湾背後地造成の課題 （韓国円光大学） 朴 餅洪

⑤北海道における内陸開発の課題と交通輸送体矛 （旭川大学） 小 藤 計

⑥港湾空間を活用した地峡活性に関する一考察 （地域計画建築研）金 井 高造

⑦回全総における地域交通ネ y トワ クの形成lζ対する一考察

（クマシロ ・システム）神 代方雅

司会 まず最初にヒンターランドと輸送機関別ターミ ナノレ毎の分担について，

高村先生から山上先生へ質問が出ております。それによりますと， 「ヒ ンターラント

と機能を同じくする港湾と空港の機能分担は基本的に必要なのでしょうか，また，機

能分担においてどのような点が問題視されるのでしょうか」という乙とですが，山上

先生いかがでしょうか。

山 上 ：私は基本的に機能分担は必要であると考えます。皆様も御存知のように，

近年におきま しては複合一貫輸送の形態が浸透しており，港湾のみ使用する貨物は限

定されております。むしろ， Sea-AndAirの発達iとより空港も港湾も使用するとい

う貨物が増えてきており，今後増々乙の傾向は高まるように恩われます。ですから，

特に港湾等におきましては Container輸送分野iζ機能分担を考えてし、かなくてはな

らないと思いますし，またそうする事が時代の趨勢ではなし、かと思います。但し，乙
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の点については若干の問題点があるという事も事実でして，問題点として，第llζ航

空輸送の空港施設と海上輸送の港湾施設の管理者が違うという点，第2Iζサービスの

輸出ICついての問題，第3IL航空（施設等）の整備等をあげる乙とができます。いず

れに致しましでも，施設整備にかかるコストとしての建設費並びに，空港，港湾各々

の施設の管理者の違いという点lζ大きな問題があると言わざるを得ません。質問の内

容に若干そくわない面もあるかと思いますが，私と致しま してはぜひとも海港と空港

の機能分担は必要であると感じております。

司会 高村先生，一言感想がζざいましたら，宜しくお願い致します。

高 村． 特lζ，空港管理者と港湾管理者との関係lζ見られるような具体的な例をと

りあげて説明していただき貴重な御意見だと思います。ありがとうございました。

司 会 ：次IC，地域振興とターミナノレ関係，及び輸送機関の選択についてたくさん

の質問が来ております。高橋先生から山上先生へ， 「コミュータ航空と地域振興に関

してJ，また大浜先生から山上先生へ， 「我が国の地域振興におけるコミュータ航空

政策について」 「航空の規制緩和の我が国と欧米の相遂についてJ，以上の質問で乙

ざいます。

山 上 コミュータ航空ですが，我が国日本では60人以下の定期旅客輸送の乙とを

概ね指していると言えます。 一般的IL日本におけるコミュータ輸送は，南lt島聞の輸送

が中心になっておりま して， 東京 ・大阪等の大都市圏における都市聞のコミュータ輸

送はほとんど発達しておりません。例えば，今年6月から羽田～成田空港問にシティ

エアリングという会社がヘリコプター輸送を開始しましたが，利用率16.5 %，就航

率42.6 9ぢと，利用，採算共に伴わない結果となっております。そのような現状の中

で， 私の方の提案と致しましては，ζれからのコミュータ航空は，中継輸送機能が必

要である 一一換言するならば，主要空港聞を中継する航空アクセスとしての機能が必

要であると思います。実際，コミュータ航空輸送は，地域振興IL:役立つ函を大いに持

っているわけですが，まだ依然として大きな成果をあげていない，あるいは交通体系

の形lζなっていないというのが現状です。 ζ うした現状を改善していくには，航空政

策上，特Kハブ空港問との連携をコミュータ航空が行うシステム，もしくはネットワ

ークを構築してし、く必要があると考えられます。又，補足的な説明になりますが，私

が先程申し上げましたハフ‘空港の基準についてですが，アメ リカの連邦航空局の分類
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によりますと次のようK具体的に示されております。すなわちハブ空港は，旅客総数

に対して旅客数が空港Ii'.:1. 0 ~ぢ以上占めている（大ハブJ ' 0. 5 %以上 1.0 %未満の

「r.jコハブ」，0. 2 5 %以上0.5%未満の「小ハブJ' 0 . 25~ぢ未満の「No.ハブ」 ，以上

4種類のものiζ大別され，乙れらの数値がおよその基準になっていると言えます。

司会：大浜先生，高橋先生よろしいでしょうか。

大浜・高橋： 貴重な御意見とうもありがとうζさいました。

司 会．次K，小藤先生に移らせていただきたいと思いますが，伊藤先生から質問

が出ております。それによりますと， 「小藤先生の『北海道における内陸開発の課

題と交通一一』については多面において勉強させられる点が多かったわけですが，先

生は乙の発表の中で，北海道における 特lζ農産物，及び海産物等の食糧の海上輸

送の重要性についてあまり触れておりませんがーζ の点についてはいかがでしょう

か。私共が住んでおります名古屋では，北海道の苫小牧に定期的lζ海上フェリーが就

航するようになってから，名古屋市内に北海道の農産物・海産物が多く出回るように

なりました。又，先生は特iζ北海道¢工業Ii'.:ついて悲観点な見方をされておりますが

私共の方では仕事柄，室蘭港より名古屋港へある程度の鋼材が月 5,000 tまで陵揚さ

れており，北海道の工業も悲観する程ではないと思いますが，いかがで・しょうか。」

以上のような質問ですが，よろしくお隠れ、致します。

小 藤・私自身の考えと致しましては， 北海道はある意味で本州等の食糧輸送基地

として重要性が増すというよりも，むしろ現状を保つのではないかと思います。特に

乙れら食糧輸送の場合は，付加価値が発生したものκついては海上輸送よりも航空輸

送をするという方法がとられるわけでして，殊K食糧の海上輸送は増大するという乙

とではなくて現状を維持すると考える方が正しいようです。ですから，私自身，北海

道における食糧等の海上輸送について決して無視していたわけではありませんので，

そζのところをどうぞ乙♂理解していただきたいと恩います。又，工業についてであり

ますが，現実Ii'.:今，北海道では特iζ石炭等が操業短縮Ii'.:より今年だけで75万トンも減

産されております。 私としては，一例として北海道ではかかる問題が発生していると

いう乙とを参考までに乙紹介致しました。ですから，減産されて確かに伸び率は減少

するものの，伊藤先生がおっしゃるように基本的な量はある程度確保されて，現状が
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維持されると言えます。」

司 会． 続きまして，井村先生から神代先生へ， 「公共投資と民間投資の希離は地

域開発には不可欠であり，関連地方の開発という方策が乙れまでとられてきましたが

四全総の多極分散型ネットワーク構想、において，北海道においてはそれが解消可能か

どうか．簡潔かっ明確にど説明をお願い致します。 Jという質問が来ております。神

代先生，ご説明をお願L、致します。

神 代： l!!3全総の多極分散型ネ y 卜ワーク構想、が，北海道において可能であるかと

いうと質問ですが，簡潔に申し上けまして方法論としては非常にむずかしい問題であ

ると言わさるを得ません。一般的に，船会社というものは lつの港に入る方が効率が

良いと考えるのが常でありまして，稼動率の高い港には入るが，稼3効率の低い港Ir.は

入りません。例えば，北海道においては，やはり稼動率の高い苫小牧港にその貨物等

の扱いが集中していて，稼動率の低い稚内港を始めとする稼動率の低いその他の港に

は貨物等の扱いが分散していないというのが現状でございます。乙うした北海道の多

くの港に見られるような稼動率の低い港が，より高い稼動率を得るための lつの方法

としては，港湾の背後圏の需要を促進させる必要があると私は思います。すなわち，

稼動率の低い港に対しては，まずその港湾の輸送需要を生み出し，それに対して高い

輸送効率を与え，その結果，荷主が港湾を利用するというような地域開発として結び

つけるような政策をとる乙とが大切であります。ですから，乙うした政策を笑施する

ζとにより，一港集中型から多極分散型へ移行する乙とが可能になるわけであります。

具体例と致しまして，最近十勝港の貨物取扱い量が増えておりますが，乙れなどは明

らかに十勝港の背後圏以西の流通置が増えている乙とに起因しております。以上申し

上げましたように，港湾κ対して公共投資を行う者が実際K港を利用する民間（民間

資本）の立場IC立った判断による施設計画一 いわゆる港湾背後図の需要を考慮した

計画を実施していく乙とによって，北海道における四全総が目ざす多極分散型の方向

へ動いていくと，私は思います。

司 会 それでは次に移らせていただきたいと思います。徳回先生から朴先生へ質

問が来ております。「後背圏がどのように形成され，かっ混成され，それが西海岸港

湾建設をどのように期待しているのか，その実態と課題を乙表示下さし、。」という乙

とですが，朴先生よろしくお願七、致します。
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朴我が因縁国においては，経済的に有利にある先進地域の東海岸lζ対して，やや

経済的にも遅れの目立つ西海岸地域の開発は最大のl怒案であると言えます。私個人の

考えと致しま しては，後進地域の西海岸の地域開発を高めるためには必ず港湾機能を

高めてし、かなくてはならない，特に政策立案者自身の考えをそのような方向に持って

いく必要があると，乙れまで考えておりました。幸いに，我が国政府は最近になって

西海岸の開発問題が最大の懸案として提起され，西海岸の発展なく して韓国経済の発

展はないと考えるようになりま した。 一般的K，計画的i乙港湾を造り，工業を振興す

れば，その周辺部の港湾機能は活発になると言われております。我が国政府は，乙う

した観点から現在，西海岸の港湾施設を拡充する計画を進めており，私としましては

楽観的ではありますが，乙うした政府の姿勢が，韓国の先進地域である東海岸，及び

後進地域である西海岸lζ，新しい開発の波が訪れ，しいては韓国経済も国内的及び国

際的に発展していくと展望しております。若干，説明不足のと乙ろもあるかと思いま

すが， 以上ILて失礼し、たします。

司 会： では， 時間があまり有りませんので次に移らせていただきたいと守、います。

和泉先生lζ対する質問が来ております。 まず，富田先生から，「先生がおっしゃった

港湾は， ζれから空間施設として最も重要性を益々増していくという事に関連して，

経済的・社会的諸要件についてご意見をお聞きかせ下さい。」という質問が来ており

ます。又，木村先生から， 「北海道港湾の今日迄の発展を先生は国家主導型と指摘さ

れ，開発の姿勢lζ分析された港湾行政の自主について反省されておりますが，技術的

発展lζ向けての港湾の現設定をどのようにお考えですか， 又，先生は今後，地代論的

視点による港湾分析手法をどのように展開されるのか御見解を示していただきたいと

思います。」以上2点質問が来ておりますので，和泉先生よろしく おl顎し、致します。

和泉 まず，富田先生の乙質問からお答えしたいと思います。 私は港湾経済とい

うものは，基本的には経済学の応用論であると考えております。すなわち，私にとっ

ては港湾経済における資本と労働という点が最大の関心でありま して， その観点から

見ますと，港湾の業種の中でも，とりわけ港湾運送業は現在，合理化，機械化の荒波

にもまれております。 総じて革新港湾と呼ばれている港湾は民間資本及び賃労働が漸

次，削減・縮小されているわけでありまして，今日益々，港湾における合理化，機械

化が進んでいると言っても過言ではありません。私は乙うした現状を踏まえて，将来
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港湾経済の対象はどうなるのか，あるいは対象はなくなってしまうのではないか，と

いうのが私の関心でもあり，また疑問でもありました。そして，私なりの実証並びK

研究の結果，港湾の合理化・機械化の後に残るものは場所 すなわち空間であると

する結論IL至りました。乙うした乙とから，私はいかに港湾の合理化・機械化が進ん

でも結局， 「場所」としての港湾は経済学の課題として残るだろうし，益々重要とな

ってくるだろうと考えております。従って，経済的・社会的諸要件というものは，港

湾における合理化，機械化そのものであると考える次第であります。

続きまして，木村先生の質問に対してお答え致しますが，先程申し上げましたよう

に，港湾における「空間」は経済学的に考えますと，どのような理論IC:結び付くかと

いう乙とですが，乙れは空間，地域を論じる分野である 「地代論」があるわけです。

乙の理論の観点、からすると，空間の所有者は誰かという点が問題視されるわけであり

まして，例えば日本の港湾の空間は国家が，あるいは公共企業体が所有するわけです。

いわば，国や公共企業体が港湾管理者になるということは，その港湾は国家主導型で

あると定義つけられるわけであります。以上のように私は，港湾行政iζ対しては港湾

管理者と運輸省の関係から論じてきたわけでありますが，私は国家を代表する港湾行

政の主体は二つあると考えており， 一つは全国なら港湾局，北海道ならば北海道開発

局等であります。そして， もう一つは，北海道ならば海道局という主体が存在致しま

す。私がζの研究で実証するためにあげた数字は港湾局の資料ではなく，海道局の資

料です。ゆえに私の場合の今後の港湾分析の手法としましては，乙の海運局の資料

（数字）を中心lζ展開していくであろうと考えられる次第でございます。

司会 続きまして，ヒンターランドから見た港湾の機能と役割という分野からの

質問を乙紹介させていただきます。まず徳田先生から小藤先生へ，「産業と輸送機関

並びに手段の変化のもとで，港湾はどんな状態にあるのか，そして港に何を期待する

のか，また内陸開発IC:関連して港はどのような可能性を持っているのか，その認識に

ついておうかがいしたい。」という質問が来ております。小藤先生，乙の点について

乙説明をお願い致します。

小 藤．私は基本的には，港湾は結節機能，換言すれば，各地点をとり結ぶターミ

ナJレ機能を有するものであると考えております。では，ど乙で，どのような内容で結

ぶのかという点が問題となりますが，港湾における結節の内容というのは，様々な形
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態が考えられます。具体的Kは，例えば工業地域同士の結節が見られるでしょう し，

ζれなどは工業的で一番基本的な工業港としての港湾の役割が果たされていると言っ

ても良いと言えます。こうした結節機能を有する港湾における可能性についてであり

ますが，私自身，交通手段の技術的革新が港湾の可能性に大きな影響を与えるのでは

ないかと見ております。すなわち，乙れからの21世紀には「超高速船」の出現により

点と点一一いわゆる港湾と港湾の距縦を大幅I[＿短縮1るという可能性も十分に考えら

れるわけです。特に運輸省では，現在の船舶の速度の倍以上の50ノッ トぐらいで日本

と米国とを2日ぐらいで結んで，大幅な輸送l時間の短縮を図った「次世代船舶」の関

発計画が進んでいると言われます。いわば，乙うした交通手段の技術的革新をし、かに

現在における政策K取り組んでいくかという事が諜題として残るわけでありまして，

交通手段の技術的革新を先手，先手lζとるような政策をとれば，港湾は維持され，新

しい可能性と共K，新しい展開が期待できるのではなし、かと恩います。ご質問の主旨

!Cと、れだけ反映しているかと、うかわかりませんが，いずれに致しましでも，交通手段

の技術革新という点を踏まえまして私自身，港湾について研究していきたいと思って

おります。

司会 続きまして伊藤先生から神代先生へ 「第5期北海道総合開発計画K伴う，

県北農業生産と港湾についてJという質問が来ております。神代先生よろしくお願い

致します。

神代 先程皆様lζ申し上げましたように私は，港湾というものは輸送需要がなけ

れば，その港湾において物流は成立しないと常日頃考えております。特に港湾におけ

る背後産業が，圏内あるいは外国の港湾におけるそれと，比較をして劣らない生産性

を持つという乙とが重要であります。ですから，ご質問の第5期北海道総合開発計画

IC伴う県北農業については，その県北農業が前述致しました比較性を持ち，なおかっ

発展できるのかという点をます考えなければならないと思います。乙の県北民業は酪

i践であり，乙れまで考えられなかった丘陵地幣で路践を行うという開発庁による計画

でありまして，乙の計画を成JJJさせれば稚内浴の活性化も望めるわけですから，ぜひ

成功させなくてはならないと思います。乙の計画を成功させるためiζは，何よりも，

開発庁等が農業問題について，もっと積極的に取り組まなくてはならないのではない

かと私自身感じております。私は現時点では乙れぐらいの乙としか申し上げられませ
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ん。

司 会 それでは次に参ります。富田先生から，山上先生への質問でζざいます。

「港湾における中継集散機能の形成と統合化について具体的に乙説明をお願い致しま

す。J

山 上 私は乙れまで「内発・外来・中継Jという港の機能を3つ提示させていた

だきました。例えば，一般に重化学工業を背景とした工業港においては原料を購入し

て製品を送り出すという 一一いわゆる内発と外来の輸送需婆が発生して参りました。

しかし，港湾において乙の内発と外来という需要をうまく機能させる乙とはむずかし

しどちらかの需要に片寄ってしまうというのが実状であります。私は乙うした事情

も踏まえまして，乙れからの港湾は中継集散機能というものも考えてし、かなくてはな

らないのではなし、かと思っております。そして，乙の中継・集散機能を港湾が備える

ためには何よりも「情報」を一体化しなくてはなりません。例えば，港湾IL:内発機能

のみを求めても，おのずと限界があるわけです。ですから，乙れからの港湾は，単IL

物や人が移動するだけではなくて，情報の発信並び1ζ』情報の受信拠点としての一一中

継集散機能を有するものでなければならず，各港湾管理者はもっと乙の点について考

えてし、かなくてはならないと思います。また，港湾の中継集散化とそれに伴って情報

ネットワークが形成されなければならず，港湾のみが情報化しでも進展は望めません

ので，港湾IL:付帯する対象IL対する情報化という ζとも必要になってくるでしょう。

併せて，港湾コストという点も考慮し，いかに港の費用を安くするかという乙とも考

えなければなりません。いずれに致しましでも，港湾における中継・集散機能をもっ

と推進する必要があると私は考えております。

司 会： さて，次に移らせていただきたいと思いますが， 4番目の論題の「ヒンタ

ーランドと港湾経済」について，いろいろと質問が来ておりますので御紹介させてい

ただきたいと思います。まず，千須手口先生に対していくつか質問が来ておりまして，

富田先生からは， 「先生が港湾蓄積のタ イプと言われる場合のタイプについて乙

意見をお聞かせ下さい。」という乙とです。また，木村先生からは， 「複合組織体の

採算を明確lζしないと，先生の理論展開は崩れると恩いますが，複合組織体をとうお

考えILなりますか。私的資本と公的資本の役割を明確にした港湾蓄積論の展開をどう

お考えでしょうか。」，金井先生からは， 「国土計画におけるヒンターランドの実態と
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の軍隊が大きく，実際のヒンターランドでは公的資本と私的資本の複合組織体として

の資本協調という形で先生は論じられておりますが，港湾におけるヒンターランドの

設定についてどのように考えていけば良いでしょうか。」鈴木（暁）先生からは，「港

湾とヒンターランドを結ぶ物流交迎ICは，交錯輸送や迂回輸送という現象が生じてい

るが，それが港湾の適性配置や港湾問の競争，及び交通体系として問題視されており

ます。千須和先生ICは港湾Kおける背後地の市場概念との関連について乙説明をお願

いします。」以上のような質問で乙ざいますが，千須和先生，よろしくお願い致しま

す。

千須和： 4人の先生方から質問が来ておりますので， l順次説明させていただきたい

と思います。まず，鈴木先生からの「交錯輸送とヒンターラン ドの関係」についてで

ありますが，私は港湾周辺を通過している貨物というのはほとんど「商品」であると

考えます。その乙とは，そうした貨物の流れが商品の所有者あるいは支配者一換言

するならば荷主もしくは船会社等－ ILよって港湾問で何らかの必要性が発生するた

めに，その結果，交錯輸送が生じると考えるわけであります。 ζのような交錯輸送を

非常K便宜的方法で行っている例として，港湾貨物ではありませんが，建設資材の輸

送をとりあげる乙とができます。同質の貨物 いわゆる物質としての貨物が同質で

ある場合，例えば建設資材等を全国ネッ トワークにおいて各地域のデポを通じて情報

交換を行い，需要先へその資材を送るという方式があります。乙れなどは物流合理化

の一環として行われているわけでありまして，交換できる同質の商品の配送を前提と

していますが，交錯輸送を解消する lつの方法ではないかと思われます。

続きまして，富田先生及び木村先生の乙質問ですが，私自身小論にてヒンターラン

ドを類型化するにあたっては，港湾形成の基準を資本蓄積のタイプによって分けた方

が良いと書いておりまして，今日私の揚げた課題でヒンターランドを類型化できるの

ならば，それをより深めるべきであるという主旨のと意見（質問〕ではなし、かと受け

賜わります。私は港湾を形成する資本を公的資本と私的資本に分類しました。 一般に

産業資本が自らの資金 すなわち，私的資本を投資して港湾を整備して行くという

のが，今日における自立型港湾であります。そしてζれに対立する概念として，国家

が先導して投資をして港湾を整備していく国家主導型港湾というものがあります。例

えば，日本の港湾等は乙の国家主導型でありまして，私的資本の蓄積が遅れている国
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にあっては，乙うした国家が先導して投資を行い，港湾並びに交通施設投資を行って

まいりました。但し，我が国においては計画的に全国規模で港湾投資を行ってい乙う

という意識があらわれたのは， 1920年代ではなし、かと思います。 1920年代になって，

ようやく日本の資本主義が産業資本の要請によって地域に対する関心を持ち始めたと

言っても良いと言えます。いずれに致しましでも，資本慈積の類型は二つに分けられ

ると私は思います。一つは私的資本により整備されてくる港，もう一つは公的資本に

より整備されてくる港が出てくるわけでありまして，そ乙で，形を変えた資本集積が

行われてくると，私fCは思えるわけでありません。

次lζ，金井先生の乙質問は政策論的な意味を多分iζ含んでおられるかと思いますが，

私は小論において，港湾の計画は，全く計画的lζ行え得る 一一換言するならば港湾問

の競争がなくなるという段階に至らなければ完全なものにはならないと思われると書

いております。港をつくる計画の基礎として 「国家目的による開発を行う。」という

乙とが根底にありまして，一つは国民経済的使用を目的とした開発であり，またもう

一つは企業活動いわゆる生産手段として使用する乙とを目的とした開発があるわけで

す。現代の乙うした一連の政策の基本にあるものは，政策担当者がいかなる善意の立

場にあろうとも， 「産業資本jを代表するという乙とになっております。私が思いま

すには，地域社会の充実なしにはヒンターランド（内陸地）を考えていく乙とはでき

ないという乙とであります。そういう乙とを念頭に置いて，複合組織体としての資本

協調は社会構造の改革なしには行われない，いわゆる階級対立を克服し，地域におけ

る住民の大多数意見を直接反映させた意志のもとで動くというような政策をとるζ と

が必要ではなし、かと思います。

司 会続きまして，神代先生fC対するご質問を乙紹介させていただきたいと思い

ます。まず，日比野先生から「今日，港湾事業は国等の伝統的，中央集権的な補助金

等IL依存しているのが現状であり，特lとわが国では，港湾法における港湾局による港

湾管理者を設置している港湾は皆無に等しいようです。 ζのような実態から自治体等

の事業主体側K反省すべき点があるのではないでしょうか。先生はどのようにお考え

でしょうか。 Jという質問が来ております。また．土橋先生（石狩新港関係者）から

は「今回のテーマが地域の活性化，多極分散型という乙とですので，乙れを前提とし
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て質問させていただきます。物流とその形態効果がその地域経済の発展の基礎条件で

ある観点から，北海道を地域活性化するには，今何が不足しているのでしょうか，又

どういう手段が必要なのでしょうか？Jという質問で乙ざいます。神代先生よろしく

お願い致します。

神代。 まず，日比野先生からのご質問にお答え致しますが，先生が言われます

ように私自身も港湾管理者はできるだけ効率の高い生産性をあげて，できるだけ国の

補助を受けないように努力をするという点については，同意見であります。しかし，

現状においては非常K難しい問題であると言わざるを得ません。例えば，北海道の十

勝j巷を例にいたしますと，十勝という財政規模の中で港湾を建設した場合，あらゆる

輸送機能を考えますと，相当の投資をしなければならないと，考えられます。まして

現在の姿で地方自治体が，港湾を建設し，なおかっ港湾局を設置するという乙とは全

く考えられないと断言できますし，また白治体としての石狩庁の負担は財政的に非常

に困難であると言わざるを得ません。乙の点、については費用の負担の問題点ですが，

国からの助成金に多くを依存しているという問題点は自治体も含めて，大いに反省し

なくてはならないと思いますし，また乙の問題点は簡単に論じ切れるようなものでも

ないと思われます。

次lζ土橋先生のご質問ですが，先生のと質問の主旨は具体的な政策等の「答え」の

提示を意図されたものであると受け賜わります。先生が乙指摘されるように具体的に

答えを出すという乙とは必要であります。但しその答えを導き出す為には，それ相応

の論拠というものが必要lζなってくるわけです。私の小論においては，中には一部そ

の具体的な答えとなっているものもあります。例えば， 「資本の論理」等は，もっと

生産性の低い地域に長期的に資本を増やすべきであると私は述べているわけですが，

乙れなどは一つの手段であり，いわば具体的な答えの一つなのではなし、かと恩うわけ

であります。要するに答えを導き出すためには，まず考える乙とが必要なわけであり

まして，実際夜、もまだその具体的な答えを出すまでには至っておりません。私も今現

在，考えているわけでありまして，先生が乙指摘のように，過程あるいは筋道を明ら

かにし，具体的な方策を考えてし、かなければならないと私自身，痛感しているわけで

す。私のみならず，全ての我々港湾関係者は港湾における様々な因果関係を理解した

上で，対応策を考えていかなければならないと思う次第であります。土橋先生Kは大
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変申し分けありませんが，以上で失礼させていただきたいかと思います。

司 会 ：乙れから議論が畢鏡になろうかというと乙ろですし，また多くの点で論議

する乙とはたくさんこざいますが，残念ながら時間的余裕がζざいません。今日は大

変重要な論議がなされたわけですが，その内容について私が乙乙で総括する力もござ

いません。しかし，それなりに議論を深めて成果を得る乙とができましたので，参加

された方々は各自その中で汲み取っていただきまして，今後の研究を充実させていた

だきたいものだと思います。大変，不手際で失礼いたしましたが，乙れでシンポジウ

ムを終わらせていただきたいと思います。なお，ご出席並びにご報告いただいた先生

方lζ厚く御礼を申し上げたいと思います。どうも有難うどざいました。

i主 本記は佐藤正浩氏（楠原輸送附）によって整理 ・要約されたものであるが，テー

プの音声不良等のため，不備な点等がありましたならば乙．寛容下さい。
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部会活動状況
〔関 東部会〕

平成元年の部会開1JJj状況、ならびに研究会活動は、次の通りである。

(1) 平成元年2月4日（土） 13 30～15: 30 

日本港湾協会参加者 ，31名

テーマと報告

1) 東京湾のウォーターフロント開発にについて 横浜商科大学宮田騰宏氏

司造船業のウォーターフロント開発への参入 日本大学山上徹氏

12) 平成元年5月13日（土） 13 30～16 00 

日本大学会館参加者 ，22名

テー 7 と報告者

!) 東京湾の物流の変化について

司東京湾臨海部開発の背景と問題

13i 平成元年7月15日（土） 13 : 30～16: 30 

日本港湾協会参加者 ；21名

テー？と報告者

横浜港湾経済研究所 高見玄一郎氏

横浜アカデミ 堀野正人氏

I) 港湾貨物流通システムの概要について 運輸省貨物流通局安富正文氏

自 はしけi運送事業に対する法的規制の史的考察神奈川県労政課大森秀雄氏

以上の3回の報告会の外lζ、平成元年2月4日の報告会終了後、部会内Kて「ウォー

ターフロント開発研究会・「港連問題研究会」の設立Ii'.:むけて準備する乙とを決定し、

その入会希望等により、次のように「東京港視察と講演会」を開催した。

(4) 平成元年4月3日（月） 13 40～16 30 

東京港管理事務所参加者 ，49名

テーマと報告者

1) 東京港の開発計画の概要

〔関西部会〕

(1）平成元年2月10日（金）

東京臨海副都心建設佐藤正夫氏

以上 （文責・山上徹）

大阪市立大学文化交流センター 参加者 ；32名

テー 7 と報告者

1) ネqi戸・大阪港と都市再開発

日横浜港周辺部の物流と再開発

〔中部部会〕

ターミナノレ・レポート社稲垣哲氏

大阪市立大学柴田悦子氏

(1) 平成元年8月27日（木）研究報告会及び総会開催

テ マと報告者
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I) コンテナ貨物の要因分析・計量分析 名古屋大学真継隆氏

2) 伊勢湾諸港の機能分担と港湾計画（衣浦港港湾整備計画を事例として）

愛知大学管沼澄氏

富山大学中藤康俊氏

出席者80名

昨年度の研究報告をまとめた「港湾研究第10号」を刊行した。研究報告3論と書評

司港湾の機能と地域

からなっている。

以上 （文責・木村武彦）

比
口謹

本学会名誉会長の柴田銀次郎先生（神戸大学名誉教授）は，平成

元年10月6日午前0時42分，心不全のため西宮回生病院で逝去され

ました。享年90才。告別式は7日午後l時より神戸市東灘区御影町

の中勝寺で行なわれ，喪主は柴田悦子（本学会副会長）先生。

なお，告別式には学会を代表して北見俊郎会長が出席し，御香料，

花輪，弔辞を献じました。乙乙lζ，柴田銀次郎先生の御生前におけ

る学会創設期よりの御尽力をはじめ，会長としての御指導，又学会

への御寄付等，長い間lζ亘って御世話になった乙とを想い，心より

感謝すると共K，御冥福と御遺族の皆様の御平安を祈ります。
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業績 リ ス ト

ζのリストは過去3年間 (1986年度～1988年度）における会員の業績をアンケート

によって集録したものである。種別の記一号は下記によった。 著 著書．共 e 共著．
共編 共編著編・編著， t命ー論文， 資資料I 監獄訳，訳訳書．共訳共訳書l
紹！紹介』評ー書評，報 a研究発表・報告，他 その他。

氏 名 区分 発 表 ア て7 発表箇所 発表年月

宏一彦 正一 こ仕 現代経営学入門 新評論社 1988. 4 

当ニ 国際物流概論 白桃書房 1988. 4 

主6企間. 人間関係論とE.メイヨーの一考察 「交通論叢東交」N短o.2大4 1986. 11 

，， 情報化社会と企業経営のコンビュー 茨城年コンビュータ 1987. 6 ター化 一報

，， 経営における人間問題の考察と E.
メイヨー

「交通論叢東交」N短o.2大5 1987. 6 

H 
第諸三セクター経営にみる鉄道事業の
問題

H 1987. 6 

年百 山上徹著「交通サービスと港」 輸送展望秋季号 1987. 9 

ヨ己ーl企R』I 清業水港の発展にみる企業者活動と企 港湾経済学会年報 1987. 10 経’営
No.25 

〆F
E.メイヨーの見た産業社会の一考 「交通論叢東交JN短02大6 1988. 6 
察

’F 
産業社会にみる人間問題の研究と 「交通論叢東交」N短o.2大7 1988. 12 E.メイヨー

" 渡辺華山研究 厚木県史史談 1988. 7 

キ百 横手内著 「フォーターフ ロントの計画 港湾経済学会年報 1988. 9 法」
No.26 

安藤 平 著 横地浜域港の水産物輸入
（ 経済シリースNo47)

研（究！材所）神奈川経済 1986. 4 

" 図リ（説現ー外状ジ貿NとG課5コ1題）ンテ・上ナ貨巻物）輸（地送域と経横済浜シ港
，， 1986. 12 

" 向上（地中巻経） （域済シリーズNo52)
，， 1987. 2 

" 
同上（下地巻 I) 
（域経済シリース、No53) " 1987. 6 

，， 向上 （下士山巻II)
（ 域経済シ リースNo59)

，， 1987. 8 
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表箇所 発表年月

安藤 平 著 神奈川県下（地の域輸経出済産シ業リとー貿ス易W商o.6社
（上巻） 3) 

（！日）神経奈済川
研究所 1988. 3 

，， 向上（下巻）
" 1988. 8 （地域経済シリーズNo.64)

" 通関制度史（上巻）
日本通開業会 1988. 7 

迎合会

，， 向上（下巻） ，， 1988. 11 

一面ふ白百 横輸浜港の輸合入）（貿経易済（海上輸送と21航2)空
送の競 スポyトNo.

研（究財所）神奈川経済 1986. 4 

，， 横政浜経港の機械機器輸入の分析
（ かながわ） 神奈川新聞社 1986. 5 

，， 横横浜 ・東京対応両港（の交経錯輸送の実）態と
浜港の 政かながわ ” 1986. 7 

,, 横政浜港経の対な中国貿）易の現状と課題
（ かがわ

，， 1986. 11 

絹（和装）（経済スポットぬ221) 研（究財所）神奈川経済 1987. l 

" 
神奈経川県内の輸出生産と港湾流動
（ 済スポy卜No.222) 

，， 1987. 2 

，， 全ポら国みッ輸たト神N出o入奈22川コ6県）ンのテ輸ナ貨出物産流業動（調経査済かス ，， 1987. 6 

，， 海老（経済スポッ トNo.233) ，， 1988. 1 

，， 円高 ・クJレメ時済代の魚介類・生鮮果
実の輸入（経スポットNo.240) 

，， 1988. 8 

*1l 密貿易（日本大百科全書22巻） 小 学館 1988. 7 

雨宮洋司 号a企mi 船舶運航技術論と商船高専の課題 全技報日本第船4舶号職員 1986. 4 

，， 総合安保政策船と
舶運航技術の混迷（2)

富集山商号船高専研究
録19

1986. 8 

:Lt 現代の海運と船員 成山堂 1987. l 

三uム"" 「現階代の策海運と言船員」 問題研究の現段と政的提
富集山商船高等研究
録20号 1987. 7 
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氏 名 区分 発 表 ア 7 発表箇所 発表年月

雨宮洋司 オ土 現代の港湾 税務経理協会 1987. 10 

き回β開 富山県工業政策の現状と課題 日本海洋会誌12号 1988. 3 

，， 若潮丸研究報新告潟E東－ 港・霧島一 富集山商船高専研究
録21号 1988. 7 

,, 全寮制度下の担任の役割 ，， 21号 1988. 7 

報 商船教育連の歴史と課題ー経営戦略との閲で
日本海回運大会経済学会
第22 1988. 10 

さ日子間6. 商船教育船の課教育題と展望（上） ー乙れ
からの 員 体系に関連してー

海 運 1988. 12 

,, ，， （下） 海 運 1989. 1 

共 県民のくら しと 「いきいき富山」 自治体研究社 1989. 3 

和泉雄三 圭，＂＂岡 鎌倉時代の交陸上交史通ー 函大商業論研第211987. 3 通通論（4）ー 巻2号

" 戦中戦後の函館港湾運送企業
地域第史研究は乙だ
て 8号 1988. 10 

" 北海道港湾の変遷
日本港湾経済学会 1988. 8 
北海道部会報No.10

，， 戦後北海道港湾史の特色 日本書警護喜草案 1988. 8 
No.26 

報 同 上 旭川大会 1988. 9 

評
北見俊郎著「港湾政策」 青学論会集山学」「青院大山学経経営営一1986. 3 

の形成と課題

市来清也 三日企間与 国際物流とフォワーダー 輸送展望No.199 1986. 7 

" 物流業としてのフォワーダー
JIFF Aニュース

1987. 1 No.25, 26 

国際物国流の現合輪状と諸問中題
際複 送を心として

流通研経済究大学流通
問題 No. 8 1987. 4 

，， 国際輸送と倉庫業 季刊倉庫No.73 1987. 5 
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氏 名 区分 発 表 ア ーマ 発表箇所 発表年月

市来清也 ~間/.>. 新状潟と港課題における日本海貿易物流の現 流通経’プ済プb1」大学流通
問題研 Na 9 1987. JO 

，， 国際海上上輸送と輸港湾送物流
一海コンテナ を中心として 向上

Na!O 1988. 4 

，， 燕一金市を属に中洋心お食けと器るし輸て・金ー出産属業ハのウ現ス状ウとェ課ア題ー 向上 Nall 1988. 10 

評 徳田欣次 ・柴田悦子編「著現代の港湾j 輸送展望Na205 1988. I 

植田 栄二 共 中小企業論 八千代出版 1986. 4 

著 現代経営論 創成社 1987. 5 

共編 現代日本経営パフォーマンス 同文舘 1988. 6 

遠藤幸子 日壬ιnn 流通システムと港湾 お茶の＊地理29号 1988. 5 

，， 港湾の活性化に果たす商社の役割 日本報港湾経済学会年 Na25 1987. 10 

共 国際物流概論（第6主主） 白桃書房 1988. 4 

榎本喜三郎 吾而ふm1 船舶登録要件Ir関する条約12 海事産号業研究所報
239 

1986. 5 

，， 船舶登録要件1r.関する条約 国際海事研究Nall1986. 7 

,, コンテナ輸送における 海事産業研究所報
1987. 2 インランド ・デポ 248 

，， 裸事n船の登録について（上〕 向上所報251 1987. 5 
（下） 254 8 

，， ジエヌイン ・リ ンクの形骸化 向上所報255 1987. 9 

，， 裸傭船の登録について 海事τヨ法研究会誌 1987. 12 
81 

，， BBC Registration 海事産業研究所報
1988. 1 259 

，，， ICC による裸勧仰告船登録Ir関する法
制定のための

海事法研究会誌851988. 8 
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氏 名 区分 発 表 ア てF 発表箇 所 発表年月

榎本喜三郎 著 国史際的研海事究法（三に訂お増け補る版船舶）登録要件の 近藤記念、海事財団 1988. 12 

大浜慶和 卦ニ 現代航空経済概論 成山堂書店 1986. 10 

，， 現代経営学入門 新評論 1988. 4 

，， 国際物流概論 白桃書房 1988. 4 

評 山上徹著「交通サービスと港J 会特編豪）華警護総 1987. 10 

北見 俊郎 1土 経済辞典 （新版） 有斐閣 1986. 9 

共 編 改訂港と経済 ・社会の変貌 時潮社 1986. 10 

共 近代日本交通史 法政大学出版局 1987. 4 

<L込 成港湾を問題と港湾政策一部門政策の形 日本報経済政策学会 1986. 5 めぐって 年 No.36

，， 「港湾論」の現代的課題 海運経済研究No.201986. 9 

，， 東京湾問題と「房総運河構想J 海事広報1986 1986. 10 

，， 港湾の総合的役割と経済発展 倉庫No.74 1987. 2 

,, 人間と港湾労働 「港湾人への 港湾労働経済研究
1987. 2 試論 J No.11 

，， 港一湾港機湾能都市と再都生市再の生諸の問課題題と課題一
日本都市学会年報

1987. 6 Vol. 20 

，， 臨海部開発とウォーターフロン ト問題 青山経営論集 1987. 11 Vol. 22, No. 2～3 

，， 人間・価値観・業界 倉庫No.75 1987. 11 

，， 沿岸域問題と文化的諸問題 海事広報1987 1987. 12 

，， 港湾経営とポート ・セールス
港湾Vol.65No. 2 1988. 2 ーその性格と課題ー
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表箇所 発表年月

北見俊郎 壬.iii 諸日本問題貿易の環境変化と港湾機能の 日本貿易学会年報 1988. 3 No.25 

" 
市民と港そ
のかかわり合いの構造 誌調横査究季室浜市報） 都No.市98科学 1988. 6 

" 沿岸域と港湾
沿岸域Vol.1 1988. 8 No. 1 

，， 「都「市空・港」的の機念能的関連性 そ 青山経営論集 1988. 9 の 間」 概をめくってー Vol.23, No. I～2 

" 
Port Authority問題と港湾体制の
近代化（上） 港湾Vol.65No.10 1988. IO 

" 
，， （中） 港湾Vol.65No.11 1988. 11 

，， ，， （下） 港湾Vol.65No.12 1988. 12 

，， 港からみた都市と政策 海事広報1988 1988. 12 

，， 港と街の横将来浜像13 － O年をふまえてー 新しい横浜Vol.3 1988. 12 
，， 市民文化と港 港湾Vol.66No. 1 1989. 1 

，， 都市と港湾の政策基調 日本報経済政策学会
年 No.27 1989. 3 

資 明治後期，横浜の風景と風俗 横市浜市市民ブ局
民クラ 1986. 6 

，， 21世欧紀米における千対比葉県への提言
一 社会との をふくめてー 地域科学1986 1986. 12 

，， 地方港湾の役割と展望 港湾振興No.9 1987. 3 

，， 港湾 100人 一矢野剛一 港湾Vol.64 No. 3 1987. 3 

，， 横浜という街へ 新しい横浜 1987. 3 Vol.lNo.l 

，， 首都圏の将来像と東京湾問題 首都圏公論 1988. 3 No. 2～3 

,, 港と名基古本屋的諸市の活性化
一 問題をめぐって

名報古告屋書市総務局 1988. 3 
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氏 名 区分 発 表 ア ’マ 発表箇所 発表年月

北見俊郎 資 日本港湾経済学会とは 日本昭海事新聞
• 63・5・261988. 5 

" 
近代書I］社（会における港湾の問題点と
役上） 港かわさきNo.2 1988. 7 

，， ，， （下） 港かわさきNo.3 1989. I 

，， 大代学の教人生育とと新教育入社の基員教本育問題一新ーしい時 産業訓練Vol.35 1989. 3 No. 402 

" 
日本沿岸会議研究討論会
セッション・ l報告」 沿岸域No.2 1989. 3 

喜多村昌次郎i 主6会聞与 総合港湾物流の知識⑦ 「港運J 1986. 4 

，， 総合港湾物流の知識③ 「港運j 1986. 5 

，， 総合港湾物流の知識⑨ 「港運」 1986. 6 

，， 総合港湾物流の知識⑬ 「港連j 1986. 7 

，， 総合港湾物流の知識⑪ 「港連」 1986. 8 

，，，， 総合港湾物流の知識⑫ 「港運j 1986. 9 

" 経済成長期の港湾と港湾労働
港湾労働経済研究

1987. 2 No.II 

" 物流基地港湾機能の変遷
中部女子短大社会

1987. 5 
文化研究所No.3 

・'' 港連の構造変化と港湾労働
港湾労働経済研究 1988. 2 No.12 

，， 港湾労働 ① 「港運」 1988. 8 

，， 港湾労働 ② 「港連j 1988. 9 

，， 港湾労働 ③ 「港連J 1988. 10 

，， 港湾労働 ④ 「港連J 1988. 11 
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氏 名 区分 発 表 ア てE’ 発表箇所 発表年月

喜多村昌次郎 きロム聞 港湾労働 ⑤ 「港運J 1988. 12 

，， 港湾労働 ⑤ 「港運」 1989. 1 

，， 港湾労働 ⑦ 「港連」 1989. 2 

，， 港湾労働市場と労働運動 港湾労働経済研究 1989. 2 Nu13 

，， 港湾労働 ③ 「港連」 1989. 3 

資 識港連お企よ業び実の情態報調化査対報告応等に関する意 協（財議会）近代化促進 1987. 3 

" 
国際物流の変化の中における港運業 協（議財会）近代化促進 1988. 8 
の対応

木村武彦 共 現代の港湾 税務経理協会 1987. 10 

き日A間 物流構造転換期の港湾労働 年港報湾労働経済研究
No.11 1987. 2 

，， 物流基調の変化と大都市港湾 港湾研究No.8 1987. 3 

’F 規制緩和政策下の国際海運の競争 日本報経済政策学会年 No.35 1987. 3 

，， 物流構造の変化と国際海上輸送 昭流和学6会2年全度国大日会本物 1987. 7 

，， Management of the port 
of Nagoya 

CHIN A Portex 1987. 9 
’87 conference 

" 臨海部再開発の政策基調の変化 港湾経済研究No.251987. 10 

，， 臨海部開発政策における民活導入の 第芸2学2会回中日本部地経方済政大 1987. 11 課題

" 物流の変化と港湾政策 昭和田会年1部月日会本
物流学中部 1988. 1 

，， 自動車産業の多国籍化支を
える海上輸送 ほだ沖20号

1988. 3 

，， 造中業心竺に案ー国警告福建議湾総警 国際経済Nu39 1988. 10 
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表箇所 発表年月

手nilι" 
者国際物流戦略の変化と非船舶運送業
C NVOCC) 昭経和済6学3会年1中2部月部国会際 1988. 12 

，， 臨海部開発と民活導入 港湾労働経済研究 1989. 2 No.13 

，， 臨海部開発政策の展開と民活導入 日本報経済政策学会年 No.37 1989. 3 

，， 東京圏集中の経済構造と民活導入 ほだ沖21号 1989. 3 

資 みなとと川 （物流の変遷）
第4回河川シンポ 1986. 5 ジウム全国大会

，， わ再が生国初の都よ市み型がウォー名ターフロン
ト ー えった古屋港ガ 港連Vol.llNo. 121 1986. 6 
ーデン埠頭一

" 物流基地一名古屋港の現状 委書思議麟鰭 1987. 10 

，， 名開古発屋港のウォーターフロン卜の
について

部昭日本会和田土講年木演学7月会中部 1988. 7 

，， 名古屋港の現状と将来Kついて 企昭和業6立3年地愛セ知ミ県ナー 1988. 8 
テキスト

21世紀の名古屋港 地域問題研究37 1989. 1 
一名古屋港基地構想の方向一

” 乙れからの臨海部開発一港湾計画
平業成立冗地年セ愛ミ知ナ県ー企 1989. 2 
テキス 卜

" 名古屋港ーその現状と21世紀の展望 荷主と輸送No.1721989. 2 

評 篠原陽一編著「現代の海道」 港湾経済研究No.241986. 10 

，， 山上徹著 「交通サービスと港J 港湾研究No.9 1988. 3 

園領英雄 共 配船の経営科学 成山堂 1986. 9 

著 世界の中の日本海運 逆輸省海技大学校 1987. 2 

壬n!ili 海運企業の金属tli行動 海運経済研究 1986. 10 
第20号

，， 米界国航空響規制緩和政策の白欧航空業 神戸商類船大紀要 1988. 7 への影 第l 第37号
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表箇所 発表年月

国領英雄 圭6問ε当． 船舶近代化の限界IC関する一考察 神戸商編船大紀要
理学第36号 1988. 7 

" 海運業における経営戦略
海運号経済研究
第22 1988. JO 

資 定期船海適道における航路密度の経済 海外海事研究 1988. 7 性と最運賃決定 第JOO号

小林照夫 も｛＂問 教会目大治都学市から， セン言ト・アンド以リユース みた J 
前のスコットランド4銑章一 科関『東学紀学研要院究』大所第学編46人号文 1986. 4 

,, 歴史iζ学ぶ市民生活ーニューヨークを 号東学紀学研要続究1大所第学4編8人号文 1986. 12 
訪ね上行寺東治跡、を考える

，， 戦究後日本状IC於題ける港湾の経済学的研
の現と諜 ll!,1;1書1987. 7 

，， 歴史的変遷にみるスコットランドの
ニュータウン 科関『学東紀研学要院究』第大所学編50人号文 1987. 8 

評 山上徹箸『交通サービスと港』 第日『本5商7大学巻学集第志商l学号』部 1987. 8 

号，$j 都市機能の活性化と Newtown 韓治治学国』会地第域1『巻開開発発第叶l・号自自 1987. 9 

期港とと文み明た開横化浜一商「開港から文明開化
JI 人の活躍を中心に

研究紀所編
『要』第53号 1988. 7 

，， 苦沿命岸心域期IC.附と歴史けーるスフコォーッスト湾ラのン開ド産発業を 日本沿沿域岸域会議
『岸』 Vol.1 1988. 8 

発題 高等教育の国際化 その理念、と現実 横紀け伊浜て市国の屋高『等2書1世教店刊紀育』向 1988. 9 

坂井吉良 き日ふ間 競争効効果率とX一効率一港湾における
Xー の計／Jll]

日本報港湾経済学会
年 No.24 1986. JO 

，， 港湾における短期の雇用調整 港報湾労働経済研究
年 No.I1 1987. 2 

，， 鉄道K対する規制の経済効果 社研中部会究女文年子報化短研No.期究3六砂T学 1987. 5 

" 大都市高速鉄道の経済的使主主
紀中部要女子短期大学
No.17 1987. 12 

，， 港湾財港政湾赤字と規模の利効益
ー におけるA-J 果

年港湾報労働経済研究
No.12 1988. 2 

" 日本の労働市場と総供給曲線の勾配
社会文化研究所 1988. 12 
向上年報No.4 
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氏 名 区 分 発 表 ア て7 発 表箇 所 発表年月

坂井 吉良 圭o会m• 日本における部門間シフトと失業
港湾報労働経済研究
年 Nul3 1989. 2 

篠原陽一 壬，，filj 船員家族の離家庭性とその対策 労働の科学40(1) 1986. 10 

" 日本船員の労働時間の問題点 海道経済研究20 1986. 10 

，， 船編員『労働代の特海殊性 （船員員問題研究会
現の遂と船 』所収） 成山堂書店 1987. 1 

，， 海運政策と船員の立場 （向上） 向上 向上

，， 船編舶近改善代施設本とその効果所 （広岡治哉
『 日 交通史』 収） 法政大学出版局 1987. 5 

，， 戦編後『日代本経済港と港所湾（徳田欣次ほか
現 の湾』 収） 税務経理協会 1987. 10 

資 船員査の定近年退峨内航後Kおける生活動向調 海， 船員
所海上労働科学研究 1987. 3 

，， ，， 一外航船号一 ，， 1988. 3 

鈴木 暁 きu岳"" 海運企業における多角化の構造 海事産業研究所報 1986. 5 

共 徳田・柴第田編章著『現分代担の港湾』c 2 -m ) 税務経理協会 1987. 10 

ユo'岡' 臨海部再開発に閲する考察 港湾経済研究Nu251987. 10 

" 荷主企業による物流支配の構造 広学校島紀商要船高等専門 1988. 3 

国際物流の構造変化と物流業 広学校島紀商要船高等専門 1989. 3 

共 i現代の海運と船員 成山堂書店 1987.1 

高橋 望 壬oa'H F一規米産制国緩業国和内K航のお装空件産る（業規31制の理事論例一の妥当性 経済経営論叢 1986. 6 

" 航と空規米産制国業緩国和に内航のお条空け件産る規業（制の4事理・例論完）一の妥当性 経済経営論叢 1986. 12 

" 
米行動国航空業の規制緩和環境への適応 運輸と経済 1987. 6 
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表筒 所 発表年月

高橋 望 告o'間. 規制緩和下の航空産業 公務令正局調経取査官済引委部経員会済事法 1988. 10 

，， 経規る新制営緩論潮和流の構後築のー米経を国営目指空問運題し研のて発究ー生にみと空られ運 交年通学研究報/1988 
研究年 1989. 3 

現住訳 現代航空経済概論（山上徹監訳） 成山堂書店 1986. 10 

，， 国際航（空輸送の経済中学西
塩見英治・ 健一と共訳）

成山:1jt書店 1988. 1 

f也 規制緩和と労働問題 ていくおふ 1988. 7 

高見玄一郎 壬，f;tt・－ Planned Economy and a Port China PORTEX 1987. 9 Information Syst巴m ’87，上海

，， Rec巴ntPrs1Vs~~~~n Trade In- NCITD年次大会 1988. 6 formation in Japan 於ニューヨーク

，， 東第京I章湾総の新論し東い機京能湾のに関新す時代る研究 港湾研 1988. l 

，， l東京湾の主要プロジェク 卜千葉港 " 1988. 1 

" 東京港 ，， 1988. 2 

，， ，， 横浜港 ，， 1988. 4 

，， 
" 川崎， 横須賀港

，， 1988. 5 

，， 2.東京湾のゾーニングプラン " 1988. 7 

第2章生産系と
石油 1988. 7 ，， 

産業構造の変化 " 

，， 
" 鉄鋼 " 1988. 10 

，， 
" 造船 " 1988. 11 

，， 第3章物流系の変化 海運 " 1989. 1 

" 
，， (1）港湾貨物 " 1989. 2 
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表箇所 発表年月

高見玄一郎 号，，間語、 第3章物流系の変化 (2）港湾貨物 港湾研 1989. 3 

田中省三 共 現代の港湾 税務経理協会 1987. 10 

去niiU わが国港湾の労働政策と課題 日報本港湾経済学会
年 No.24 1986. 10 

，， わが国港湾における労働時間制の 港湾報労働経済研究 1987. 2 
検討 年 No.11

，， 国国際港湾働労機働lζ関する ILO 港湾労働経済研究
1989. 2 （際労 関）の模索 No.13 

千須和富士夫 きHιllU 港湾労働の！磁域についての研究 所港年湾労報働経済研究
No.11 1987. 2 

共 現第第代~章章の港わ港湾が湾国業務におの体け系る港湾の発達 税務経理協会 1987. 2 

士d去＇efu〉、 売上税と港運業界 「港運」 1987. 4 

，， 港湾の情報化とその歴史的意義比） if)海事産業研究所報 11 
1987 ・12

" 
港組湾企業の情報化の現状と今後の取
みかた 「港運J 1987. 12 

" 続・貨港湾労労働働をの職心域に関する研究一海 中 lζー 所港湾年労報働No.経12済研究 1988. 1 

，， ヒンターランドの類型化と領域の測定 日本報港湾経済学会年 No.26 1988. 10 

" 
産業構造曜荷調整の進展と港湾労働
一日 役再聞をめぐって

港湾報労働経済研究
年 No.13 1989. 2 

筒浦 明 J日β間、 クレタ文化 日本海学会誌No.121987. 8 

" 
北海道沿岸域における海況と内陸開 日概本沿集岸域会議講 1988. 6 発K関する研究 演要 No.1 

" 
北海発道開発における港湾から内陸へ
の展 ~~遺著書童書会 1988. 8 

陶 恰敏 三”；iiU 国際複複合合一運貫送輸業者送の機能一 広研第究島2号経論済集大第学10経巻済 1987. 6 

,, カーゴ・シェア リング一定期船同 海運経済研究 1987. 10 間行動憲章条約第2条を中心として 第21号
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表箇所 発表年月

陶 伯敏 ~~ 国際複複合合一運貫送輸業送者の構造一 広20周島経年済紀大念学論創文立集 1988. 3 

，， 通し運賃の仕組と経済厚生 研第広究島11経巻論済集第大4号学経済 1988. 12 

" 
通し運賃の費用配分とその経済的

交198通8年学研研究究年報 1989. 3 意義

報 東アジアの経済成長と儒教文化 国際経済研究 1989. 2 

富田 功 辻仁 公益事業の多角化戦略 白桃書房 1988. 4 

壬民i間s、 港湾福利厚生対策の方向 Jil！~~ij首長 1986. 9 
，， 港湾労働問題のー側面 『港年湾労報働経済研

究 • Null』 1987. 2 

，， 港運経営問題と港湾労働 『港年湾労報働経済研
究• Nul2』 1988. 2 

評
秋山義継，古川哲次郎共著

「公益事業論」
『港連’86.6』 1986. 6 

，， G.ベル他著，中西健一他訳
『港連 ’86.7』 1986. 7 

「交通の経済理論」

角本良平著「新・交通論」 『港連 ’86.9』 1986. 9 

，， 天田乙丙著 「港運概論」 『港運 ’87.2』 1987. 2 

，， 池田宗雄著「港湾知識のAB CJ 『港返 ’87.3』 1987. 3 

，， ダグラス・M・レン著・横内窓久開監訳 『港湾経済研究 ・1987. 10 『都市のウォーターフロント 発』 Nu25』

，， 山上徹編著 「国際物流概論J 『港湾経済研究・ 1988. 8 Nu26』

資 海ブ外レ港湾事情港 ・ニューオ リンズ港，
『港連’86.10,11, 

1986.10.1 ーメン ，ハンブルクj巷 12』 12 

，， 海外港湾事情・シアトノレ港 『港運’87.1』 1987. 1 

，， 識港運及企び実業態の情調報査化報対告書応等lζ関する意 促（財進）協港議湾会近代化 1987. 4 
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氏 名 区分 発 表 ア ーマ 発表箇所 発表年月

富田 功 資 海外港湾事情 ・ノレアーフソレ港 『港運’87.5』 1987. 5 

，， 海外港湾事情・ニューヨーク／ニュ
『港運 ’87.6』 1987. 6 ージャージー港

，， 国際港湾労働事情の変化 『港連 ’87.7, 9, 
1987. 7 （上 ・中・下） lOJ 9.10 

，， 海外港湾事情・ロッテノレダム港 『港運 ’87.8』 1987. 8 

N 海外港湾事情・ボストン港 『港連’87.11』 1987. 11 

，， 応国策際物流の変化調の報中での港運業の対
lζ関する査告書

促（財進協）港議湾会近代化 1988. 3 

報 現代の港湾労働問題 関日本東部港会湾経済学会 1986. 10 

N 港連経営の現状と課題 向上 1988. 4 

，， 港連経営の実態と問題点 襲表号会事）千富謀議 1988. 8 

N 港運経営の変貌と今後の課題 関日本東港部会湾経済学会 1988. 11 

東海林滋 忌日ι間 海運政策論の現代的課題 『海道経済研究』
1986. 10 第20号

，， 現代アメリ海カ運のの保変守容主義と海運政策
一国防

関集4西』・大第5学3合1巻併『商第号学3論・1986. 11 

，， コンテナ化と定期船市場の構造 第『韓4国号海運学会誌』 1987. 6 

，， 定済期論船市場の構造IC関望す）る最近の経 『海運経済研究』 1987. 10 理について（展 第2i号

F〆
不定期船の供給調整iζ関する理論に 関集西大第学『商学論 1988. 4 ついて J 33巻第 l号

ユ'Ct 国際物流と海運 ダフノレ ・スタック
・ト レーンの進行を中心IC 産関治西研業大究セ学所ミ経ナ『済第ー9』・4政国 1986. 10 

中本昭夫 若 大河のごとく（港巡業者の伝記） 芸文堂 1987. 8 

号Hβ!Ill 環黄海経済圏構想と港湾について 日報本港湾経済学会年 No.25 1987. 10 
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表箇所 発表年月

中本昭夫 吾6ム聞 (No. 2) 韓国港湾経済学会 1988. 7 
誌No.4 

他 韓国との文化交流について 火の園No.16 1986. 11 

" ゲーム文化考（政治と行政） 火の国No.18 1988. 11 

松尾俊彦 こf上 Fortran 77によるフ科ラ学技術計算サ
ブノレーチン・ライ リ 啓学出版 1988. 5 

，， C言語による科学技術計算サブルー 啓学出版 1986. 11 チン・ライブラリ

予s~間 物流IC関する学問，学科の体系につ 学広校島紀商要船高第等9専号門 1987. 3 いて（そのl

" 
析多変量解析を用いた物流業の経営分 向上 第10号 1988. 3 

，， 物課流題における内航海運輸送の役割と 広学校島商紀要船高第等11専号門 1989. 3 

三木楯彦 共 配船の経営科学（下条哲司編著） 成山堂書店 1986. 9 

z日ι冊 米析国内陸におけるコンテナ流動の分 日本号航海学会論文
集76 1987. 3 

，， 空コンテナ着地時の上下方向衝撃力 ,, 第77号 1987. 9 の現地実験

，， 考国察際海上コンテナ運用計画に関する ,, 第78号 1988. 3 

，， 大阪湾の海上交通需要予測 関西交通経第済研究
センター 7号 1988. 9 

,, 合内理航海化遥とフェリー輸送による物流 航海 1989. 3 （日本航海学会）

訳 2~世中紀間技哲術郎文，坂化史本賢（上三下監巻訳）） 筑摩書房 1987. 1 

宮下園生 著 海 連 晃洋書房 1988. 2 

長命 定期船業の規制緩和と市場への作用 海運経済研究20号

神戸or大kl学m経営学部，， 日本海運業の発展と構造変化 W ng Paper 1986. 10 
8609 
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発 表 箇所 発表年月

宮下関生
壬uι'"' 
海所道収）（中西俊一編『現代の交通問題』 ミネノレヴァ書房 1987. 5 

一一一一ー一一

N 海逆秩序の変化と海運同盟の動態 海運経済研究21号 1987. 9 

,, 現代海辺論の潮流 神戸Qて大kl学ng経P済a学部W er 
8708 p 

1987. 10 

，， 国際航空貨物輸送業の成長と競争 国民経済雑守誌156巻5 1987. 10 

，， 国際空運物流とトータノレコスト 国民経済雑号誌
157巻 1 1988. 1 

，， 諸外学説国における海（五li論の展開所（『交 運輸経済研究セン 1988. 3 
通 史の研究そのill）』 収） ター

，， Jロ；ft~20ese Shipping Policy in 
P Years 

神i¥8戸09大km学g経P済a学pe部r 1988. 4 

,, 海船運業同盟政策の転換とコンテナ定期 海事産業研究所取 1988. 7 No. 265 

" 台湾 ・斡国の港湾サービス事情 都市政策53号 1988. 10 

，， 国分析際物流システムと トータlレコス ト 国民経済雑誌 1988. 11 158巻5号

Changes in the Shipping Envi『
Proceeding of 
International 

" 
ronment and Counter Strategiー Maritime Semi-

1989. 2 
es of Japan toward th巴Year nar held ~l Ko-
2000 rea 1~an ime 

Insti ute 

1L1_I: 徹 著 交通サービスと港 成山堂書店 1987. 5 

'&. 台L オコーナー現代航空経済概論 成山堂書店 1986. 10 

f疏 港と経済 ・社会の変貌 時潮社 1986. 9 

’F ｜国際物流概論 白桃書房 1988. 4 

~® パンクーパー港の発達と課題 日大商第学集巻志
56 第2号 1986. 11 

，， 航空産業における規制について
日本観光学会年報 1987. 12 No.17号
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表箇所 発表年月

山上 徹 去日ゐHU、 ポート・ オーソリティ組織と販売に 日大商学集志 1987. 3 ついて 第56巻第4号

" 港の立地・変化と研究課題
日大商第学集志
57巻第 1号 1987. 8 

’F サービ句ス貿易について 日大第商学集巻志
57 第2号 1987. 12 

" 自由港について
港湾経済研究年報

1988. 2 No12 

，， 空港競争とネッ トワークについて 日大商学集巻志
第58 第1号 1988. 7 

" 港の背後地とネッ トワークについて
日幸本日港湾経済学会
年 No26 1988. 8 

" 沿岸域開発における造船業の参入 日本沿岸論域文会集－議No. l 1989. 3 

言平
AlanB. Branch, Elements of Por 日本報港湾経済学会 1987. 10 Op巴rationand Management 年 No25

資 対関東地区造船業の研需要究動向と今後の応IC関する調査 日本造船振興財団 1989. 3 

山村 A寸'2 毛＂／＞.冊 国際一貫輸送の進展と港湾問題 日本報港湾経済学会
年 No.24 * 1986. 10 

主（要東京港湾港の）歩みと明日への動き TRANS AGE 1989. I 
No 5 （目立物流）

二，It、 「近湾代体日本交通史J （戦時下の海運港制） 法政大学出版局 1987. 4 

ft 今後の港運業のあり方lζ関する考察 東京港運協会 1987. 3 

前E 遠田雄志訳「イノベーションの本質」 東日「鉄洋本経鋼鉄i界鋼湾連新」報盟社 1987. 2 

" 徳田，柴田編「現代の税港湾務j経理協会 日「港本湾港」湾協2会月号 1988. 2 

紹 中西健一著「現代の交通政策」
日「港本湾港湾」協6会月号 1988. 6 

山野辺義方 若： 航空業界（産業界シリ ーズNo540) 教育社 1988. 4 

ゴ1二 陸運業経営の基礎 白桃書房 1986. 7 
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氏 名 区分 発 表 ア てF 発表箇 所 発表年月

山野辺義方 ，， 航空年監 (1986年版） 日本航空協会 1986. 8 

，， 航空年監 (1987年版） 日本航空協会 1987. 9 

" 陸連業界（産業界シリーズNu538) 教育社 1988. 4 

航空宇宙年監 (1988年版） 日本航空協会 1988. 10 

号日必間入
流通センターの展開と課題一郡山， 官童話童話究」 1986. 10 仙台，岩手’応芭センターの事例研究ー Nu 7 

" 物流戦略の展開と諸問題 日「本季倉刊倉庫協庫会」Nu72 1987. 2 

" 
アメリカの運輸規制改革と鉄道・卜 「流通問題研究」 1987. 4 ラック事業 Nu 8 

，， 茨城県の物流構造 「流通問題研究J 1987. 10 Nu 9 

" 民営化と経営戦略の方向
日本航文空協会「航
空と化」 Nu26 1988. 1 

" 国際航空貨物輸送の成長と諸問題
「流通問題研究」 1988. 4 NulO 

，， アメリカにおけるロジステイクス ・ 号室箱詰聖護霊」 1988. 4 マネジメン トの展開

，， 通態遂調事査業報告の動書向の一考運察輸一省通遂事業実 陸「連RO経A済D新1~聞社 1988. 4 
巻3号

，， ビジネス ・ロジステイクスの意義と 2日7「刊事巻工務9業管号新理聞J社 1988. 9 課題

，， 国際宅配便のサービス水準 「流通問題研究J 1988. 10 Null 

，， 日本経済と国際航空貨物輸送の展開 「季刊倉庫JNu79 1988. 11 

評 武知京「三都著市近郊輸送の史的展開」
「ROAD」 1986. 10 17巻9号

，， 吉村21世真紀事の著空「を地l域航空システム」 「ROADJ 1986. 11 一 駆けるコミュータ一一 17巻10号

，， 阿部三夫著「宅配便・準引越運款送トラ 「ROAD」 1987. 3 ンクムームサービス標約の解言見」 18巻2号
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分｜ 発表テーマ ｜発表箇所｜発表年月

霊問機語「近代日本交通史一明治 IrROAI?J I 
新から第2次大戦までー」 I rn巻5号j1987. 6 

業績リスト
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N ｜開業…製開戦略 ｜海運経問 1986. 10 

交通業の垂直型多角化の戦略的意義！海事交通研究 1987. 10 

，， lntermodal Coトm曲p格etitionにおけ ，， 1988. 3 るセカンドベス

，， 海運企業における戦略的課題 ，， 1988. 10 

，， ｜ドI川附……e訂叩…rm叩mo似山ト価格山 κ 神戸類商船大学紀要 1988. 7 るセカンドベス とその展開 第 1

，， 北米におけるダブルスタックトレイ
海外海事研究 1987. 7 

ンの動向

，， 海運業における競争戦略 海道経済研究 1988. 10 
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編集後記

「昭和Jから「平成Jへと時代は移った。かつて我々は，「昭和」とはど

んな時代であるのか，と論じたように，今我々は， 「平成」という時代を展

望しながら，その時代の位置づけを考えてみなければならない。と同時lζ，

一つの学会の在り方も，新しい時代を迎えた乙とを契機として，その位置づ

けが何らかの形で検証されねばならないのかも知れない。

わが国の最近の産業構造の変化によって，乙れまでの鉄鋼・造船・自動車

等を中心とした重工業から半導体で象徴されるようなエレクトロニクスの隆

盛は，港湾貨物の在り方一重厚長大型から軽薄短小型ーそのものにも大

きな変化がもたらされた。そして，乙のような状況が，港とそれを取り巻く

臨海部の構造的な新しい考察の材料を，我々に提起した。とくに，わが国の

ように，限定された経済圏を中心lζ諸ー機能の集中化がみられるようなと乙ろ

では，港を含む臨海部の再検討は，都市それ自体の活性化にとっても不可欠

な課題になっている。

かつての社会科学的側面からの港湾研究が，その内部の組織と港湾それ自

体の機能の近代化に研究の視覚が置かれていたとすれば，今日では，港湾研

究そのものが都市の生活文化領域全般にまで拡大されてきたように感じられ

る。その意味では，我々の研究の課題とすべき領域はますます広域化するで

あろうし，個々に深化させた研究成果を乙れまで以上lζ総合的な視覚で捉え

なければならない現実に置かれる。

幸いな乙とに，乙の度の大会lζ際して多くの正会員から論文が寄せられ，

我々年報編集委員が，その論文を掲載するにあたり多くの論をはさむととが

できた乙とは，学会の学的水準を高めるうえlζも，必要な乙とであったと思

う。今後編集委員会としては， 提出論文の査読委員の組織化を通して， 一層

充実した年報を刊行出来れはと願う。

小林照夫記
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